
開催日 ２０２５年１月１４日（水曜日）

議　題 中野区基本計画（案）について

担当部署 企画部企画課

事案の概要

　

今後の方向性・結論

　

第６回　政策企画会議　会議概要

〇中野区基本計画（案）の内容について確認する。
（確認事項）
　・ 素案に対する区民意見等への対応について、区の考え方が整理されているか。
　・ 素案からの主な変更点について

○ 上記確認事項について了承し、今後、議会への報告、パブリック・コメント手続を実施し、
中野区基本計画を策定する。
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令和 8 年(2026 年)1 月 14 日 

政 策 企 画 会 議 資 料 

 

 

中野区基本計画（案）について 

 

 中野区基本計画（素案）（以下「素案」という。）について、意見交換会等を実施し、以下の

とおり中野区基本計画（案）を作成するため、確認する。 

 

１ 意見交換会等の実施結果 

 （１）意見交換会 

「区民と区長のタウンミーティング」として以下のとおり実施した。 

日 時 会 場 参加者数 

１１月 ５日（水）１８時３０分～ 中野区役所  １４人 

１１月 ８日（土）１０時～ 野方区民活動センター  １６人 

１１月１１日（火）１８時３０分～ 中野区役所  １０人 

１１月１４日（金）１８時３０分～ 中野区役所  １０人 

１１月１９日（水）１９時～ 鍋横区民活動センター  １２人 

１１月２９日（土）１０時～ 中野区役所  １９人 

１２月 ７日（日）１５時３０分～(※) 中野区役所  １０人 

計  ９１人 

※子どもを対象として実施 

  

 （２）意見募集 

   件数１８件（電子メール３件、電子申請１５件） 

 

 （３）関係団体等からの意見聴取 

   団体数６７団体（集会形式３７団体、電子メール等３０団体） 

   参加者数５６０人 

 

 （４）素案に対する主な意見の概要及び区の考え方 

   別紙１のとおり 

 

２ 素案からの主な変更点 

  別紙２のとおり 
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３ 中野区基本計画（案） 

  別紙３のとおり 

 

４ パブリック・コメント手続の実施 

  中野区基本計画（案）に対するパブリック・コメント手続を１月２９日（木曜日）から

２月１８日（水曜日）まで実施する。 

実施について、なかの区報２月５日号及び区ホームページ等で周知するほか、区民活動

センター、図書館等で資料を公表する。 

 

５ 今後の予定 

  令和８年（2026年）１月～２月 パブリック・コメント手続の実施 

  令和８年（2026年）３月    中野区基本計画策定 

 



別紙１

項番 主な意見 区の考え方

1 将来人口推計のうち、「年齢3区分別人口割合の推
移」が見づらいため、グラフの表示を工夫したほう
がよい。

「年齢3区分別人口割合の推移」グラフについて、
見やすくなるよう工夫する。

2 素案説明資料中の各政策ページに記載されている
SDGｓのゴールとの関係について、アイコンに文字
が書いてあるが、字が小さすぎて読めない。また、
SDGｓに関する評価は行うのか。

説明資料については、各施策の内容を一目でご覧い
ただけるよう各施策を1ページにまとめたところで
あるが、ご指摘を踏まえ、今後の対応では改善して
いく。なお、SDGsに関する評価は、SDGsのゴール
を関連付けた基本計画の施策の評価を通じて行う。

3 重点プロジェクトの取組の内容が、政策と施策を集
めて構成をしているので、細かく、重点で何を取り
組むのかが見えにくくなっている。重点で実施する
ならば、政策や施策もピックアップし、その取組に
基づいた成果指標をつくる必要があると思う。

基本構想の実現に向けては、各政策・施策における
視点だけでなく、政策横断的な視点を持って取り組
んでいくことにより、計画全体を効率的かつ効果的
に推進する必要があると考えている。
この考えから、重点プロジェクトでは、政策を超え
て共有する方向性等を示し、重点的に推進していく
取組をプロジェクトに位置づけている。
また、成果指標については、複数の政策・施策の複
合的な成果を捕捉できる指標を設定したところであ
るが、各プロジェクトに関連する施策の成果指標の
状況も併せて、総合的に検証をしていきたいと考え
ている。

4 プロジェクトにおける取組「子どものライフステー
ジに合わせた魅力的で行きたくなる場を充実しま
す」について、まず、キッズ・プラザは小学生が対
象となっているが、実態は低学年向けの遊びが多い
ため、高学年も充実した経験ができる場所をつくっ
てほしい。
次に、じゃぶじゃぶ池は未就学児が対象となってお
り、乳幼児と小学生のきょうだいを一緒に水遊びさ
せることができず、また、すこやか福祉センターの
プールでは小学3年生までは子ども一人につき保護
者一人の付き添いが必要なため、子どもが２人以上
の場合は保護者一人でプールに連れていけない。親
子、きょうだいで水遊びができるように柔軟に対応
してほしい。
そして、児童館は年齢で場所を仕切らず、きょうだ
いで遊べるようにしてほしい。最後に、乳幼児、小
学生、高齢者が年齢関係なく交流できる場所をつ
くってほしい。

重点プロジェクト１「子育て先進区の実現」におけ
る「子どものライフステージに合わせた魅力的で行
きたくなる場を充実します」の取組については、子
どもと子育て家庭のニーズに合わせた居場所や体
験・経験の機会を充実させていくための取組として
推進する考えである。個々の施設については、安全
面や運営面を考慮して、利用には一定の制限が必要
となる場合があるが、きょうだいで水遊びができる
場や年代を超えた交流ができる機会など、子どもと
子育て家庭にとって魅力のある環境づくりを政策横
断的に進めていく。

素案に対する主な意見の概要及び区の考え方

第２章　策定の背景

第３章　基本計画の体系

第４章　重点プロジェクト
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項番 主な意見 区の考え方

5 重点プロジェクト1のプロジェクトにおける取組
「子どもと子育て家庭が暮らしやすい環境を充実し
ます」について、子どもの命と健康を守る視点か
ら、病院の小児科及び小児科クリニックの増加を促
すような誘致活動を広げることを盛り込んではどう
か。

子どもの命と健康を守り、安心して地域で暮らして
いく環境づくりのため、子どもを取り巻く医療環境
に関する取組は重要と考える。
近年では中野駅周辺を中心に休日・夜間に診療を行
う小児科の診療所が開設されていることもあり、小
児科病院やクリニックの誘致を計画することは難し
いが、子どもが必要な時に適切な医療を受けられる
よう、休日診療・小児救急医療体制の確保を施策36
の事業の展開へ追記するとともに、重点プロジェク
ト１の「子どもの健やかな成長を支えるとともに子
育てに関する不安を解消するため、子どもと子育て
家庭が必要とする相談や支援、サービスを充実しま
す」に当該施策の取組を位置付ける。

6 （子どもの意見）
過ごしやすい公園が欲しい。公園でサッカーなどの
ボール遊びをしようと思うと、日中は、小さい子が
公園に多く集まっていて危険だと思い、夜は暗かっ
たり、うるさいといった意見が多くて使えない状況
である。このため、ボールを使える公園、明るい公
園が欲しい。また、ゴミ箱が設置されてない公園が
多くて、ポイ捨が多いため、ゴミ箱を設置したりす
るといいと思う。

重点プロジェクト１「子育て先進区の実現」におい
ては、子どもにとって魅力的で行きたくなる場の充
実に取り組んでいくこととしている。この中に位置
付けている施策18の主な取組①「子どもの遊び・体
験の場の確保」では、子どもが快適で自由に過ごせ
る公園づくりを進めることとしており、子どもが過
ごしやすい公園づくりに力を入れていきたい。

7 （子どもの意見）
放課後遊ぶ時によくカラオケなどに行くが、中野で
遊べる所がカラオケとかご飯街とか、そういう所が
多い。こうした場所以外にも話せる自習スペースを
増やしたり、映画館だったり、地域の小中高生も遊
べる場所やファミリーレストランなど家族で楽しめ
る場所をサンプラザを活用して増やしてほしい。ま
た、家族で楽しめる場所として、子ども食堂を増や
してほしい。

重点プロジェクト１「子育て先進区の実現」におけ
る「子どもと子育て家庭が暮らしやすい環境を充実
します」に位置付けた取組として、中野駅周辺のま
ちづくり等を進め、友達や家族で楽しめる場の充実
を図っていきたい。また、子ども食堂への支援につ
いて、特に困難を抱える子どもと子育て家庭の支援
の充実の一部として取り組んでいく考えである

8 （子どもの意見）
中野区は祭りが少ないと感じている。神輿や屋台な
どを楽しめる夏の祭りを増やしたい。

子どもたちが地域のイベントを楽しめる環境を充実
させるためには、地域での活動が活発に行われてい
ることが重要と考えている。区としては、子育て関
連団体を含む地域団体の活動支援を充実するため、
区民活動センターや児童館の機能強化に取り組んで
いく。こうした取組を通じて、子どもの成長を地域
全体で支える環境づくりにつなげていきたい。

9 政策19の成果指標「環境負荷の少ないライフスタイ
ルなどが、区民の生活や企業活動に浸透している」
と思う区民の割合について、現状値が低すぎること
について分析し、目標値は「向上」ではなく、
100％近い数値にするべきである。

政策19を含む全政策の成果指標については、現行の
基本計画における目標を向上としており、基本構想
を実現するための残りの5年間を計画期間とする基
本計画においても、引き続き同じ目標を設定するこ
ととした。より高い成果をあげることができるよ
う、計画の進捗状況等を適切に確認しながら取組を
進めていく。

10 男女平等という概念をなくした国もある中で、どの
ようなことを課題として捉えるかによって、取り組
むべき内容が変わると思う。

男女平等やジェンダー平等の理解促進を図り、男女
共同参画社会実現に向けた施策を推進していく。

11 中野区内に「難民申請中」の方や「仮方免」の方が
いるのか調査をして、必要な支援を行ってほしい。

区としての調査は困難だと考えているが、区内に住
む外国人が安心して暮らしていくための支援につい
ては、適切に進めていく。

第５章　基本目標別の政策・施策

基本目標１　人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち

　政策１　多様性を生かし新たな価値を生み出す
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項番 主な意見 区の考え方

12 男女の違いに関する教育を学生や結婚時、妊娠・出
産時、夫婦の悩みがある時など様々な場面で提供で
きる環境としてほしい。

様々な場面で周知・啓発の機会を創出できるよう努
めていく。

13 学校で平和について学ぶことはあっても、戦争につ
いて学ぶ機会が少ないと感じる。平和と戦争は似て
非なるものだと思うので、子どもたちに戦争につい
てもっと学ぶ機会をつくってほしい。

学校等から要望があった際には、被ばく者や戦争経
験者の語り部を紹介している。また、令和5年度よ
り中学2年生を対象とした「平和の旅」を実施して
いる。

14 8月に区役所で実施していた平和展示をより充実さ
せてほしい。

本年度8月に庁舎1階で実施した平和企画展示は、終
戦80周年の節目の記念事業として例年より拡充して
実施した。引き続き平和に関する企画展示の充実を
図っていく。

15 男女の地位平等が成果指標となっているが、一方で
子育て支援の施策が母親向けのみにならないよう、
父親向けの施策も充実させることが大切だと思うの
で、こうした視点をもって取組を進めてほしい。

父親や妊婦・産婦のパートナーを対象にした父親向
け離乳食講習会や、父親向け講座「父業のスス
メ」、オンラインプレパパ講座などを実施している
ところであり、今後も継続的に取り組んでいく。

16 平和都市と提携し、平和教育を進めていってはどう
か。

これまでも、平和教育を重要な柱と位置付け、小中
学校では平和学習や人権教育を推進してきている。
平和都市との連携については、他自治体の事例を参
考にしながら、子どもたちが平和の大切さを学ぶ機
会をさらに充実させるように取り組んでいく。

17 外国人の方に対して、地域生活を送る上で必要とな
る情報やルールなどの周知、理解促進を図っていっ
てほしい。

「外国人のためのなかの生活ガイドブック」をはじ
め、生活に関する情報を多言語で発信・周知してい
る。引き続き、関係部署と連携を図りながら取り組
んでいく。

18 多文化共生の取組については、地域によって差があ
ることを踏まえて進めていく必要があると考える。
中野区全体と地域別で視点を分けてデータを収集す
ることで、課題が明確化できると思う。

地域によって現状や課題に差があることは認識して
いる。多文化共生の取組を効果的に行うため、さら
なるデータの収集や分析に努めていく。

19 地域に居住する外国人との積極的な交流機会がない
ように思う。イベントや文化・芸術活動を通じた交
流の促進と情報発信を推進してほしい。また、外国
人差別への対策に取り組んでほしい。

外国人と地域社会とのつながりができるよう、文
化・芸術等を通じた交流機会などの充実を図ってい
く。また、外国人と日本人が互いに認め合いながら
暮らしていけるよう、互いの文化・習慣への理解の
促進に取り組んでいく。

20 様々な文化を地域で共有する仕組みを作ってほし
い。また、子どもたちが世界の文化を学習する場を
設けてほしい。

中野区国際交流協会において様々な国の文化を紹介
する取組を行っている。区も連携しながら、より多
くの区民に伝わるよう周知を図っていく。

21 2025年現在の外国人が人口の7.2％である一方、
2070年には人口が2割減少する。その際に外国人の
割合が何％になっているのか、どのような区になっ
ているのかが分からない。

外国人人口について、将来人口推計では外国人人口
のみの推計は行っていないところであるが、直近の
傾向から外国人人口の割合は今後も増加が見込まれ
る。こうした状況を踏まえ、外国人の方が地域との
つながりをもって、地域で活躍できる環境づくりを
進めていく必要があると考えている。

22 インバウンドの外国人向けに多言語対応を実施すべ
きである。

関係団体等の意見を聞きながら、多言語対応などの
外国人来街者にとって有用な情報発信に努めてい
く。

23 外国人住民が増えている中、まず、元々住んでいる
日本人を安心させることが大事である。移民を受け
入れた欧州や欧米では犯罪により治安が悪化してい
るため、対策が必要である。

外国人を取り巻く現状については、正しい情報に基
づく施策の推進が必要と考える。その上で、ルール
や習慣等の違いからトラブルや犯罪が発生しないよ
う、警察等の関係機関とも連携しながら、多文化共
生の実現に向けた取組を進めていく。
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項番 主な意見 区の考え方

24 多様な文化を受け入れるための意識の啓発につい
て、多様な文化があるのは理解しているが、その文
化を押しつけるようなことがないように取り組んで
ほしい。

外国人と日本人の互いの文化・習慣への理解が深ま
ることが重要だと考えている。取組に当たっては、
文化・習慣の押しつけとならないよう配慮してい
く。

25 近所づきあいは地域によって差があるように思う。
中野区全体と地域別でデータを収集することで、課
題が明確化すると思う。

「近所とのつきあいの程度」に関しては「健康福祉
に関する意識調査」によりデータを把握していると
ころである。地域別の課題を明らかにするための
データ収集の方法については、他自治体を参考にす
るなど、今後検討してまいりたい。

26 町会は今後も継続していけるのか懸念しており、ま
た、町会活動の負担が重いと感じている。対策を検
討すべきと考える。

区としては、個別の相談を受け町会の負担を増やさ
ないように努めているところであるが、町会・自治
会への加入を促進していくことに力を入れて取り組
んでいきたい。

27 地域活動やイベント、サークル活動などの活性化と
ともに、地域活動への意欲がある人が活躍できるよ
うな環境づくりを進めることでつながりを創出し、
つながりの中から新たな活動が生まれるようにでき
るとよい。

人と人がつながる地域活動の活性化のため、助成金
の周知強化や活動団体同士の交流促進に引き続き取
り組んでいく。

28 商店街と一体となったイベントを充実させてほし
い。例えば、スタンプラリーや商店街にロングテー
ブル等を設置して、子どもだけではなく、誰でも食
堂といった形で、近所の人々とコミュニケーション
を取りながら食事をする取組を実施して欲しい。

高齢者を対象としたふれあい食堂への支援を予定し
ている。また、高齢者以外の世代の参加も可能に
し、多世代の地域交流が生まれるような内容を検討
している。

29 中野区に元々住んでいる人とそうでない人との差を
感じることがある。もっと交流ができるように、地
域活動に参加するきっかけづくりや、参加しやすい
ような環境を整えてほしい。

地域型広報支援電子掲示板システム「ためまっぷな
かの」の利用促進等、地域活動の周知の工夫に努め
てまいりたい。

30 人材を求めるNPO法人やボランティア団体と公益活
動をしたい区民をつなぐ仕組みを作るとともに、新
たにボランティア活動を始める区民に対して支援を
してほしい。

なかのボランティアセンター等の関係機関と連携
し、地域活動を行っている団体と活動を希望する区
民とをつなぐことは団体支援の一つとして実施して
いるところである。より有効的に団体と区民をつな
ぐことも含めた、地域活動促進の仕組みの検討につ
いて、計画に反映し、取り組んでまいりたい。

31 地域のイベントを知る手段として、ためまっぷなか
のが認知されていないと感じる。ためまっぷなかの
を知ってもらうためのイベントを実施すると良いの
ではないか。

ためまっぷなかのの利用促進のため、サービスの周
知に加えて区民への操作方法の案内等を行っている
ところであるが、より多くの方に利用いただけるよ
う周知、案内の方法について工夫していく。

32 民生委員は高齢化が課題となっており、対策を検討
してほしい。

民生児童委員の魅力の発信、業務負担の軽減、その
他関係所管と連携して地域活動の活性化を図り、地
域で活動していく方を増やしていく。

33 町会は高齢化が進んでおり、自発的な新たな活動を
開始することが難しくなっていたり、防災に関する
役割等を担うことが難しくなっているなどといった
状況があると思う。こうした状況を踏まえ、町会の
再編を含めた対策や支援の充実を進めてほしい。

ICTを活用して若い世代が町会活動に参加しやすい
ような環境を整えるとともに、加入促進の支援など
にも取り組み、安定的に町会・自治会が活動を継続
していけるようにしていきたい。

34 大きなマンションが建ってから知らない人とは話さ
ない、マンション以外の人とは関わらないといった
人が増えてきた気がするので、町会でできる催しを
区からも提案していただけないか。

東京都の助成制度である「町会・マンションみんな
で防災訓練」を活用するなど、町会・自治会と大型
マンション居住者がつながりをもてる活動ができる
ように支援していきたい。

　政策２　地域愛と人のつながりを広げる
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項番 主な意見 区の考え方

35 住民や区の職員に感謝の気持ちを伝えようとして
も、思いを届ける場が限られている。区として「あ
りがとう」を伝え合える仕組みや場の整備をしてほ
しい。例えば、清掃業務に従事する方への感謝カー
ドや、ベンチの設置をしてくれている区民の方に対
して、ナカペイを活用した感謝ポイントを付与でき
る仕組みがあるといい。

区の政策課題解決に寄与する団体の活動を推進した
いと考えており、活動の賛同者を増やすことや区民
の声が活動団体に届く取組について検討していきた
い。

36 子育て先進区と言っているが、皆が働くようになる
ことを進めた結果、昼間に地域の支え手として活動
できる人がいなくなり、PTAも民生児童委員も担い
手がいなくなった。地域に人を返してほしい。

地域活動の担い手不足については課題と認識してい
る。地域活動に関わる人を増やし、様々な活動を充
実させていけるよう、関係機関の声を聞きながら取
り組んでいきたい。

37 区民活動センターの施設予約システムの使い方につ
いて、区民が理解し、円滑に利用できるよう説明、
サポートを丁寧に行ってほしい。

施設予約システムの利用にかかるガイドブックや操
作案内動画を公開するとともに、コールセンターを
設置し、問い合わせへの対応を行っている。また、
機器類操作の苦手な方、スマートフォンやＰＣを所
持していない方等について、各施設の受付窓口にて
手続きをサポートすることを周知しており、引き続
き丁寧な案内に努めていく。

38 区民活動センターの集会室について、高齢者が利用
しやすい環境整備を進めてほしい。

区民活動センターの集会室について、高齢者、子連
れの方など様々な利用者にとって使いやすい環境と
なるよう工夫していく。

39 区民活動センターはお祭り等の地域活動で活用でき
るようにしていくとともに、年齢・国籍問わず誰も
が安心・安全にくつろげる居場所としてほしい。

区民活動センターについて、地域活動での活用や、
様々な利用者にとって使いやすい環境となるよう工
夫していく。

40 区民活動センター利用の優先条件が団体構成員の居
住場所が要件にされていることにより、区内全域で
活動している団体が優先されない、利用目的がその
地域のための催し等であっても考慮されない等の状
況があるため、改善してほしい。

各区民活動センターの区域に居住する方を主体に構
成される団体を優先団体として施設予約を優遇する
ことは、地域活性化に適うルールのひとつであると
考えている。新たなルールの必要性については、地
域の声を聞きながら今後検討していきたい。

41 施策4の主な取組①「区民活動センターの中間支援
機能の強化」について、地域の自主的な活動の推進
のためには、区民活動センターの機能強化だけでな
く、地域性を有しない様々なＮＰＯ等の活動団体へ
の支援強化も必要である。そのためには広域的な
「中間支援組織」の設立が必要と考える。区民活動
センターは地域活動の拠点ではあるが「中間支援組
織」ではない。区民の自主的な活動拠点として区民
活動センターを機能させるためには、町会・自治会
だけでなく様々な活動団体がその運営に参加できる
よう機能強化を図る必要がある。

町会等と連携しながら区民活動センターの機能強化
に取り組むとともに、さらに多様な団体の参画も得
ながら、地域活性化の仕組みづくりを進めていきた
い。

42 地域の名士は中野の街を長い歴史の中で支えてい
る。名士の息づく古い屋敷街を文化として大切にし
てもらいたい。

地域の名士の方々と協力し、当時の記録なども含め
た歴史について、保存・活用に努めていく。

43 音楽などアートに関して、プロを含め、活動を行う
ことができる場所の発信や身近な場所で親しめる環
境づくりなどに取り組んでほしい。

区ホームページにおいて音を出す活動ができる区立
施設を紹介しており、引き続き情報の発信を行って
いく。また、中野サンプラザ南側広場の活用や区有
施設などにおける文化・芸術事業の展開を通じ、区
民が身近に文化芸術に親しみ、鑑賞することができ
る環境づくりを進めていく。

44 旧中野刑務所正門について、文化振興に資する活用
を進めるとともに、平和に係る施策に資するよう活
用してほしい。

旧中野刑務所の門については、地域の歴史とともに
歩んできた貴重な文化財である。この歴史的背景を
踏まえ、中野の歩みを伝えるなど文化振興に資する
活用を進めるとともに、平和教育にも資するよう活
用を図っていく考えである。

　政策３　遊び心あふれる文化芸術をまち全体に展開する
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項番 主な意見 区の考え方

45 盆踊りを中野のトレードマークに位置づけ、地域活
性のツールとして活用してほしい。その取組が地域
活性のロールモデルになると良い。

地域に根ざした文化・芸術活動は、地域の活性化や
にぎわいの創出に寄与するものと考えている。中野
区では多くの魅力ある文化・芸術活動が行われてい
ることから、盆踊りのみに焦点を当てた取組は考え
ていないが、文化・芸術活動と地域が結びつくよう
支援を行っていく。

46 日本の伝統的な踊りに触れる機会の創出など、子ど
もたちが郷土への愛着が深められるような取組を
行ってほしい。

次世代育成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会の
充実を図る中で、日本の伝統文化に触れる事業展開
を検討していく。さらに、江古田の獅子舞や鷺宮囃
子などの地域に伝わる郷土芸能や歴史的文化財を周
知し、地域の歴史や文化への理解を深める取組を進
めていく。

47 文化の充実に関して特にアニメだけに固執するのは
どうかと思う。子ども達はアニメが中野の文化だと
は思っていないと思う。文化の活性化が一方通行に
なっていると思うので再考してほしい。

中野区では令和4年度に定めた中野区文化芸術振興
基本方針に基づき、文化芸術を総合的に推進してい
る。アニメはその中の一つとして位置付けており、
世界的にも市場を拡大しているアニメ産業が中野に
集積している現状を鑑み、シティプロモーションの
観点から中野の特色として推進しているところであ
る。

48 中野区の伝統芸能を知る機会を充実してほしい。 文化施設等における伝統芸能に係る事業について、
区民に伝わるよう周知していきたい。さらに、江古
田の獅子舞や鷺宮囃子などの地域に伝わる郷土芸能
や歴史的文化財を周知し、地域の歴史や文化への理
解を深められる機会の充実に取り組んでいく。

49 中野のアニメ産業を活かし、人と人とのつながりや
多世代のつながりを醸成していってほしい。

中野区には、世界的にも著名なアニメ関連会社産業
が集積しており、中野の大きな特色となっている。
これを地域の資源として、コミュニケーション機会
の醸成などに活用する取組を進めていく。

50 中野駅やサンプラザ、ブロードウェイといった中野
区の魅力ある資源を有効に活用してほしい。

中野駅周辺は国内外含め最も来客が多く、中野の玄
関口とも認識されている。開発による大きな変化も
生じることから、観光の視点により正確かつ効果的
な情報発信に取り組んでいく。

51 フィルムコミッション事業を推進していってほし
い。

中野区では、中野のまちの知名度・好感度向上に向
けた取組として、映画やドラマ等のロケーション撮
影の誘致に取り組むフィルムコミッション事業を
行ってる。令和7年度に中野区フィルムコミッショ
ン支援事業実施要綱を定めたところであり、取組を
継続していく。

52 サブカルチャーを活かしきれていないと感じるた
め、銅像やオブジェを作り、面白おかしく楽しく文
化を伝えてほしい。

2025年度から、中野区内のアニメ関連企業が手がけ
るアニメ作品を、配電地上機器に描くプロジェクト
「NAKANOミューラル・アニメロード」をスタートさ
せた。展示は一年ごとに切り替えることを予定して
いる。
また、同様にアニメ作品を活用したデザインマン
ホール事業も開始するところであり、気軽にアニメ
文化に触れながら、中野のまち歩きを楽しむことが
できる取り組みを進めている。
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項番 主な意見 区の考え方

53 区民だけでなく、区内の企業・学生含めて中野に魅
力を感じて訪れる人を関係人口という形でをつなげ
てほしい。新しい中野の文化を目に見えるかたちで
創出していってほしい。

シティプロモーション事業として、企業社員と中野
の魅力発信に取り組むワークショップ「ナカノミラ
イプロジェクト」を実施している。このナカノミラ
イプロジェクトでは、中野の魅力を発信する取組と
して、2024年度から「中野ショートフィルムフェス
ティバル」を開催しており、100点以上の作品応募
があるなど、多くの人が主体的に関わっている。ま
た、毎年夏の時期に、区内のアニメ関連企業、中野
セントラルパーク周辺企業、区内大学の連携による
屋外アニメ上映会「中野チルナイトピクニック」を
開催している。これらの事業などにより、中野の文
化創出に取り組んでいるところである。

54 企業と人とのマッチングサービスを充実させてほし
い。

ハローワーク等と連携しマッチングの事業を行って
いる。今後は、コミュニティアプリを活用したマッ
チングを実施する方向で検討を進めている。

55 産業振興センターは中野駅に近いため、勤労者が働
いている昼の時間帯には、勤労者以外の区民も利用
できるようにしてほしい。

勤労者以外の区民の方も目的外団体としての利用は
可能である。また、施設予約システムの導入後は、
全開放での利用予約も可能となるため、空いている
時間についてはより柔軟に利用できるようになると
考えている。

56 起業家の支援をしてほしい。 令和8年度中に本格実施する伴走型中小企業経営支
援体制の中で、創業前から創業後の定着まで一貫し
て支援できる体制の構築を図っていく。

57 ナカペイのキャンペーンもう一度やってほしい。 令和8年度以降もナカペイのキャンペーンを実施す
る方向で検討を進めている。

58 区画街路第4号線の拡幅に伴い、沼袋商店街にある
店が閉まっていっている状況がさみしく感じる。ま
た、道路拡幅前の店同士が近い状況に魅力を感じて
いた。

区画街路第4号線では、道路拡幅の事業期間中や完
成後の商店街のにぎわい創出を目指し、沼袋駅前バ
ス通り商店街を考える会による沼袋駅前バス通りに
ぎわい創出プランが策定され、あわせて商店街の活
性化をめざすリノベーションまちづくり事業による
新たな担い手となる人材の発掘や事業化支援を行っ
ている。
区画街路第4号線沿道のイベント支援などを通じ
て、商店街を振興し、にぎわいを創出していく。

59 コンビニやチェーン店が多くなり、中野の特長が失
われていると感じている。個性的なお店を増やした
り、昔ながらのお店が生き残るための支援を行って
ほしい。

商店街が実施するイベントや街路灯などの商店街施
設管理への補助などを通じて、商店街の振興を図
り、にぎわい創出やコミュニティの形成・維持につ
なげていく。

60 商店街について、各町や地区の特色を踏まえてテー
マを決めて進めてみてはどうか。

各商店街の特色が活かせるよう、イベント等の支援
を行っていく。

61 ナカペイの活用を進めてほしい。他の電子決済と比
較してメリットが見えるようにしてほしい。

令和8年度以降もコミュニティポイントの発行に加
え、商店街や町会のイベントなど、コミュニティ形
成に資するナカペイの活用を図っていく。また、区
内経済の活性化を目的としたキャンペーンや加盟店
の手数料の減免等についても継続して実施してい
く。

62 地産地消のマルシェを開催してほしい。 農産物即売会等を通じて、中野区産の農産物等の販
売を行っていく。

　政策４　地域経済活動を活性化する
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項番 主な意見 区の考え方

63 中野駅新北口駅前エリアの再整備が進むまでの間、
中野サンプラザを区民が利用でき、駅前の魅力を向
上させられるよう暫定活用してほしい。

中野サンプラザの暫定活用については、主に南側広
場と北側の旧駐車場箇所の活用検討を進め、南側広
場に面する建物の一部の暫定的な利用については、
現在、各種法令と照らして、その可能性を検証して
いる。
中野サンプラザの暫定活用を行うことを通して、商
店街や区内事業者・団体等多様な主体と連携し、集
客力・発信力のあるイベントの支援・誘導を進め、
にぎわいが途切れないようにしていく。

64 中野駅新北口駅前エリアの再整備は、サブカル
チャーなどの文化の中心地としての整備や商業施設
の充実を図ってほしい。

再整備事業計画の見直しに当たっては、中野サンプ
ラザが培ってきたポピュラー音楽の発展の他、中野
の文化醸成への寄与として、昨今注目されているア
ニメや漫画などのサブカルチャーといった中野の特
性を反映した検討を行っていく。
これまでの再整備事業計画では、交流人口に寄与す
る施設や機能について、新たなにぎわい軸を形成す
る商業施設を目指してきたところであるが、商業施
設導入の可能性についても引き続き検討していく。

65 中野サンプラザについては、改修を行って使い続け
てほしい。また、使い続けるためにどうしたらよい
か、区民の意見を聞いてほしい。

中野サンプラザの再利用については、「中野駅周辺
まちづくりグランドデザインVer.3」で描いている
まちの将来像や、再整備により得られるさまざまな
効果が十分に実現できないことから、考えていな
い。

66 中野駅北口の再開発については、区民が理解できる
よう丁寧な説明を行い、区民の意思を尊重しながら
進めてほしい。

再整備事業計画の見直しにおいては、意見交換会等
で寄せられた区民等の意見について、その内容や反
映状況等も含めて丁寧に説明し、区民の期待に応え
るまちづくりを実現していく。
今後、再整備事業計画の見直しの過程において、コ
ンセプトの深化や重点を置く機能・施設、再整備の
効果などをわかりやすく発信していく。

67 中野サンプラザの再開発に当たっては、外国人投資
家への転売になる可能性もあることから、タワーマ
ンションの建設はやめてほしい。

現行の再整備事業計画では、「持続可能性を高める
用途構成や機能」を基本方針として定めており、職
住近接を実現するレジデンスの導入を図るもので
あった。
拠点施設に求められる用途の割合については、区民
意見やサウンディング型市場調査で得た情報を踏ま
えながら再整備事業計画の見直しに向けた検討を進
めていく。

68 中野サンプラザの跡地には建築費がかかるシンボ
リックな高層タワーは財政が厳しくなるため不要で
はないか。中野区に見合っているのかを考え区民の
税金に対する気持ちと見合っているのか検討してほ
しい。

中野駅新北口駅前エリアは、民間活力の導入によ
り、文化・芸術、経済、スポーツなどのグローバル
な活動を支える多様な都市機能が集積する中心核を
形成し、新たな価値と成熟したライフスタイルを発
信し続ける新たなシンボル拠点の形成を目指してい
る。

69 外出した際に休憩ができる場所が少ないため、新し
いサンプラザにそういった場所をつくってほしい。

中野駅周辺地区は中野四季の森公園もあり、これま
での再整備事業計画では、みどりのネットワークの
形成や各種広場の整備による憩いの場の創出を目指
しているところである。
今後予定している再整備事業計画の見直しでは、み
どりや広場機能などについて、より具体的で分かり
やすい目標を示していきたい。

　政策５　東京の新たな活力とにぎわいを世界に発信する
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項番 主な意見 区の考え方

70 中野サンプラザは区が運営し、運営経費を区民に公
開することで、不正が起きないようなルールを作っ
てほしい。

中野サンプラザについては、昨年9月に土地・建物
の寄付を受け、中野区の普通財産として管理してい
る。中野サンプラザを解体するまでの期間、引き続
き適切な管理を行っていく。

71 中野サンプラザの再開発について、国・都からも含
めて多額の税金が投入されることになる。そのこと
を踏まえて、区民のための施設とするべきである。

再整備事業計画の見直しに当たっては、これまで導
入を想定していた機能や施設について、区民の意見
等も踏まえ、具体化を図っていく。
中野駅新北口駅前エリアにおいては、そのポテン
シャルを十分に活かし、次世代以降に引き継ぐこと
ができる、また区民が誇らしく思える、100年先を
見据えたまちづくりを実現していく。

72 中野駅周辺のまちづくりは、区外から人を集める視
点とともに、住んでいる人を大切にする視点で進め
てほしい。

中野駅周辺のまちづくりにおいては、区民や来街者
の利便性・回遊性の向上を高めるため中野駅西側南
北通路・橋上駅舎整備や駅前広場の整備を進めると
ともに、文化・芸術活動等発信拠点の形成等のにぎ
わいや交流を生み出す取組などにより、まちの魅力
を持続的に維持向上させる仕組みの構築を図ること
としている。

73 中野三丁目のまちづくりを進める中で売却した区有
地を買い戻すとともに、どのようなエリアを作って
いくべきか、区民と共に考えてほしい。

区は、区民の意見を聴きながら「中野駅周辺まちづ
くりグランドデザインVer.3」や「中野駅西口地区
まちづくり基本方針」を策定し、中野三丁目のまち
づくりに取り組んでいる。桃丘小学校跡地を買い戻
す考えはないが、引き続き、駅前として歩きたくな
るまちづくりという観点で取り組んでいきたい。

74 囲町西地区の再開発が進んでいるが、このエリアの
まちづくりをもう一度区民と話し合ってほしい。

区は、囲町地区において、区民の意見を聴きながら
「中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3」
や「囲町地区まちづくり方針」を策定し、まちづく
りに取り組んでいる。また、囲町西地区は権利者の
方との話し合いを経て2022年都市計画決定、2024
年5月組合設立認可、2025年8月権利変換計画認可と
手続きを進め事業化された。当該再開発事業は権利
者で構成される再開発組合により、主体的に進めら
れているものと認識している。

75 中野駅南口再開発について、統一性がなく、病院や
薬局が隣にあったり建物のデザインもバラバラでど
んな方向性でやられてるのか見えない。また、中野
駅のガード下の改修を行ってほしい。

中野駅周辺のまちづくりについては、中野駅周辺ま
ちづくりグランドデザインで示す指針を基に各地区
の整備等を進めているところである。個別具体的に
どのような店舗等を誘導するのかといったことに区
として関与することは難しいが、中野駅南口に係る
まちづくりについても、この指針に基づき、取組を
進めていく考えである。
また、中野駅ガード下については、現状、改修等の
対応は難しいと認識しているが、課題意識を持って
取り組んでいく。

76 中野駅周辺まちづくりが進んでいるが、中野駅北口
が取り残されないか心配している。小さな建物が多
く、火災が起きた際など、防災上の不安がある。

中野駅北口の住宅集積地域は、防災性・安全性の向
上を図るため、老朽建築物の更新に伴う共同化や街
区の再編整備を誘導し、道路空間の拡大や小規模な
広場など公共空地を創出していく。

77 中野駅前に防災にも使える公園・広場を整備してほ
しい。また災害時に使用できるテントなどの道具も
備え付けてほしい。

中野駅周辺においては、中野四季の森公園を防災機
能を有する公園として整備している。中野駅周辺の
まちづくりの進展に伴い来街者が増加した際への対
応等については、引き続き検討していく。

78 中野駅にエレベーターを設置してほしい。 現在進められている中野駅駅舎の整備の中で、設置
されることとなっている。
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項番 主な意見 区の考え方

79 中野駅まで行きやすいように中野駅周辺に駐輪場や
駐車場を整備してほしい。

区では、中野駅周辺において歩行者優先・公共交通
指向のまちづくりを進めており、中野駅直近部分を
歩行者優先エリアに位置づけ、自転車駐車場・自動
車駐車場（駐車場本体又は出入口）は、この外縁部
に配置することとしている。今後とも歩行者優先の
視点で、自転車駐車場・自動車駐車場の整備を進め
ていく。

80 囲町に新しく建設されるタワーマンションについ
て、投資目的の取引を規制するため、購入から10年
間は売却を禁止する条例を作ってほしい。

マンションが転売され、投機の対象となることは問
題である。今後、区としても、他区の政策による影
響を見極めたうえで、対応を検討していく必要があ
ると考えている。

81 中野駅周辺について、ガード下が狭いため、道路を
下げる等の工夫をしてほしい。また、改札はペデス
トリアンデッキに接続し、2階を歩行者空間とした
方がよい。そして、現在の喫煙所を廃止してほし
い。

中野通りは沿道に多くの建物があり、中野通りの路
面を掘り下げることは難しいと考えている。また、
中野駅の高架の嵩上げも鉄道の運行をしながらの工
事であり非常に困難が伴う。一方、中央線の南北を
つなぐ歩行者動線の拡充は重要と考えている。この
ため区は、中野駅の西側に新たな南北をつなぐ歩行
者専用道路である「南北通路」を整備するととも
に、これに面して新たな「中野駅西改札」の整備を
進めている。この南北通路からは、エレベーターや
階段、エスカレーター等で中野通りを横断している
東西連絡路の高さまで降りることとなり、中野五丁
目へは東西連絡路のエレベーターや階段、エスカ
レーターで降りるようになる。
また、中野駅北口東西連絡路下のバーテーション型
の喫煙所については、令和7年度末にコンテナ型の
喫煙所として再整備することとしており、周辺への
臭いや煙の影響を防ぐための対策を講じる。

82 四季の森公園以外に中野駅前にゆとりある空間が欲
しい

中野駅周辺地区は中野四季の森公園もあり、これま
での再整備事業計画では、みどりのネットワークの
形成や各種広場の整備による憩いの場の創出を目指
していく。

83 ブロードウェイの将来を考え、中野文化を丸ごと中
野駅前の開発に組み込むことを検討してほしい。

中野駅新北口駅前エリアのまちづくりについては、
中野サンプラザのDNAの継承や、親子が楽しめる機
会と空間、区民が文化･芸術に触れ、活動する機会
などを着実に創出し、100年先も中野の顔として区
民に愛される施設の実現に向けて取り組んでいる。
再整備事業計画の見直しに当たっては、中野サンプ
ラザが培ったポピュラー音楽の発展や中野の文化醸
成への寄与、昨今注目されているアニメや漫画など
のサブカルチャーといった中野の特性を反映した検
討を行っていく。

84 新宿にも大型店舗があり、大型店舗と中小企業店舗
は併存できるため、中野にも大型店舗を設置して欲
しい。

これまでの再整備事業計画では、交流人口に寄与す
る施設や機能について、新たなにぎわい軸を形成す
る商業施設を目指してきたところであるが、商業施
設導入の可能性についても引き続き検討していく。
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項番 主な意見 区の考え方

85 中野駅周辺まちづくりについて、十条駅の事例等も
踏まえ、スクラップアンドビルドではなく、リファ
ブリッシュ（前よりよくなる改修）を基本に進めて
ほしい。

再整備により、区民や来街者の増加による周辺商店
街を含めた地域の消費喚起や経済効果の拡大、企業
誘致と雇用の創出、税収増による区民サービス向上
に資する政策への展開、快適な緑空間の創出や緑化
の促進、環境負荷の低減やウォーカブルなまちなど
の実現が期待できる。
さらに、これまで中野サンプラザが有してきた機能
の担保や、乗り換え利便性の向上、バリアフリーの
実現、歩行者デッキによる回遊性の向上、避難経路
や滞在スペースの確保などによる防災性や安全性の
向上など都市機能を強化し、区民等が享受できるも
のになると考えている。

86 中野駅周辺の道路は汚く狭い。自転車が通行すると
危険であることから拡幅してほしい。また、ベビー
カーを押して歩きやすいように段差を解消してほし
い。

中野駅周辺の区道について、定期的な清掃を継続し
道路を清潔な状態に保つことができるよう努めてい
く。また、中野区バリアフリー基本構想に基づき、
段差の解消等のバリアフリー化を推進するととも
に、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例に基づ
き、狭あい道路を整備し、安全で快適なまちづくり
を進めていく。

87 中野駅の駅ビルについては、大手資本と協力してマ
ルイや商店街も進出できるようにしてほしい。

新たな駅ビルはＪＲ東日本グループの商業施設であ
るため、区が店舗構成について意見をすることは難
しい。

88 タワーマンションを建設すると暑くなるため、囲町
のタワーマンションの建設を中止してほしい。

囲町地区の再開発事業は権利者で構成される再開発
組合が進めているものである。建築では敷地内の植
栽を充実させ、周辺の気温上昇を緩和する取組を行
うとともに、断熱・省エネ性能が高い施設計画とす
ることで二酸化炭素などの温室効果ガスを削減し、
温暖化の抑制を図る計画としている。

89 中野区にはスケートボードを愛好する優秀な子ども
たちが多い。彼らを排除することなく、活躍の機会
や場を与えてほしい。

「子どもの遊び・体験の場の確保」として、子ども
が快適で自由に過ごせる公園づくりを進めるととも
に、子どものやりたいことができる遊びを実現し、
多様な交流や体験を得られる地域の居場所として、
プレーパーク事業を推進しているところである。子
どもがスケートボードができる場所や機会に関して
は、既存区有施設の利活用の観点や他自治体の状況
なども踏まえ、研究していく。

90 施策11の成果指標「中野区子どもの権利に関する条
例」の認知度について、条例を制定してから３年半
が経過している状況であることから、目標値をもっ
と高く設定してはどうか。

頂いた意見も踏まえ、目標値を上方修正する。

91 ひとり親家庭や貧困家庭に対し、給付金の支給や体
験格差・移動格差の是正など、支援が手厚くなるよ
う取り組んでほしい。

生活が困難な状況にある子どもと子育て世帯に対
し、学習や食に関わる支援や、経験、体験機会の提
供といった支援に取り組んでおり、基本計画素案に
おいても支援を充実させていくことを計画してい
る。
また、ひとり親世帯に対しては就労や住宅、養育費
の確保に関する支援に引き続き取り組むとともに、
ひとり親家庭の相談体制の拡充に取り組んでいく。

　政策６　子どもの命と権利を守る

基本目標２　未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち
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項番 主な意見 区の考え方

92 子育て家庭への食の支援として、子ども食堂への支
援や、農家、スーパー、コンビニなどで売れなかっ
た食品を提供するといった仕組みをつくってほし
い。

食に関する支援について、社会福祉協議会では、生
活が困難な状況にある子育て世帯向けに食材を提供
するフードパントリーを実施しているが、区として
も支援を充実させていく考えであり、その具体策に
ついて現在検討しているところである。

93 子ども食堂の役割は、本来、政府、自治体が主体的
に担うべきものであり、現在のボランティアに頼る
スタイルは誤りである。新しい対応を考えるべき。

子どもの貧困対策として、子ども食堂を含む食に関
わる支援については、区と区民や地域団体が連携、
協力し、支援を充実させていく必要があると考えて
いる。

94 子ども食堂に対する助成金は、地域割や世帯単価な
どを考慮してほしい。

助成対象となる経費や助成上限額などを定め、区内
の子ども食堂が安定的に活動できるよう支援を行っ
ているが、実施の規模や実施方法など、子ども食堂
によって様々であることは承知している。
引き続き支援に取り組むとともに、より公平かつ効
果的な制度となるよう検討していきたい。

95 区内の児童虐待に係る実態を把握し、子どもを虐待
から守るため、関係機関と連携した仕組みを作って
ほしい。また、児童虐待への対応に直面する児童相
談所の職員を守ってほしい。

児童虐待の未然防止と早期対応、再発防止を目的と
して、要保護児童対策地域協議会を設置し、学校、
保育園・幼稚園、警察、すこやか福祉センター等、
関係機関との連携体制を構築し、定期的な会議や必
要に応じ情報共有やケース会議等を行っている。ま
た、虐待の兆候を見逃さないため、関係機関も交え
た研修や通告体制の強化などにより、子どもの安全
確保に努めている。
さらに、児童相談所職員の心身の負担軽減として、
悉皆カウンセリングや産業医等によるメンタルヘル
ス支援を実施している他、所内に支援者支援を担う
チームを作り、職員支援に取り組んでいる。

96 保育園・幼稚園課でサーベイランスの利用がされて
いるため、中学校区での感染情報を児童相談所の職
員へも提供してほしい。

サーベイランスについては、公益財団法人日本学校
保健会で運営されており、情報の利用に制限がある
ため、保育園・幼稚園課から児童相談所へ情報を提
供することはできない。

97 新しい技術などが進展する中でも優位性を得られる
教育として、AIの活用を図っていくとよいのではな
いか。教員の人材不足への対応にもつながると考え
る。

AIの活用は、今後重要な視点になってくると考え
る。今後は、教員および児童・生徒がAIを活用でき
る環境を整えていく。

98 学校教育におけるICTの活用は、北欧諸国の状況も
踏まえて、適切な範囲で進めてほしい。また、子ど
もが字を書く機会が減少していることから、字を書
く練習の機会も確保してほしい。

ICTの活用は文部科学省の方針を軸としながら、諸
外国の動向も踏まえ、適切な範囲で進めていく。子
どもが字を書く機会についても、全く無くすのでは
なく、紙とICTのバランスをとっていきたい。

99 学校教育の質を担保していくために、教員不足への
対応や教員の待遇の改善を行ってほしい。また、教
員の育成について、元教員の活用を含めて、取り組
んで欲しい。

教員の配置や待遇の改善については、東京都の所管
のため、待遇改善を要望していく。教員の育成につ
いては、退職教員の活用も含めてこれまで取り組ん
できたところであり、今後も継続して進めていく。

100 子どもの時分から感性をみがくため、音楽の感動を
与えられるような取組を学校教育の中に組み込んで
みてはどうか。

現在も、全小中学校を対象に音楽鑑賞教室を開催
し、プロの音楽家の演奏に触れる機会をつくってい
る。引き続き取り組んでいきたい。

101 子どもたちが自分を大切にするために、人間関係や
性の多様性など幅広いテーマを含む性教育に学校で
も取り組んでほしい。

性教育については、学習指導要領に沿って小中学校
で体育の保健分野および保健体育の授業の中で取り
扱っている。今後も都のモデル事業を参考に、区に
おける性教育の実施に向けた検討を丁寧に進めてい
く。

　政策７　社会の変化に対応した質の高い教育を実現する
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項番 主な意見 区の考え方

102 行事の企画・運営や校則の見直しを主体的に考えて
決めていけるように、子どもたちの主体性を育む学
校にしてほしい。また、探求型の学びを本格的に取
り入れるとともに、一人ひとりの子どもが持つ可能
性を伝える評価を学校でできるようにしてほしい。

全小中学校で子どもの意見を反映させた教育活動を
実施している。子どもたちが自分たちの意見を予算
の使い道に反映させていく過程を重視した取組と
なっており、子どもの主体性を育む取組となってい
る。また、探究型の学びについては、これまでも総
合的な学習の時間の中で取り組んできたが、近年は
各校が教科の授業についても子どもの主体性を引き
出すことができるよう研究を進めているところであ
り、子どもたちが主体的に学ぶ姿勢を評価すること
は、子どもたち一人ひとりがもつ可能性を認めるこ
とにつながると考える。

103 学校におけるイベント、部活といった活動が地域に
よっては少ない。他区では音楽会やダンスのイベン
トを行っている状況もあるため、課外活動の充実を
図ってほしい。

昨年度から教育委員会が主導する部活動の地域展開
として、ダンス部を立ち上げた。これは、全中学校
から参加が可能な形で実施しているものであり、今
後、他の部活動にも段階的に広げていきたい。

104 今後、子どもの数が減少する中では、一人ひとりが
大切にされる教育に取り組んでいってほしい。

これまでも子ども一人ひとりを大切にする教育に取
り組んできたところであるが、今後も一人ひとりの
可能性を伸ばし、未来を切り拓く力を育む教育を進
めていく。

105 小学校、中学校で道徳の授業を必ず行ってほしい。 現在の学習指導要領で「特別の教科　道徳」として
教科化されたため、小中学校とも毎週行うように
なっている。

106 子どもたちに「生きがい」や「命の尊さ」について
教え、いじめや自殺に関する対策をしてほしい。

現在の学習指導要領では道徳が教科化され、毎週あ
るテーマについて授業を行っており、テーマは「生
きがい」や「命の尊さ」だけでなく、いじめについ
ても必ず扱うこととなっている。教員が質の高い道
徳の授業を行うことで、いじめや自殺の対策につな
げていく。

107 不登校児童・生徒数が増加しており、今困っている
子どもたちへの対応が必要である。地域内の色々な
場所で不登校に関する相談ができる環境整備に取り
組んでほしい。また、教員対応力を向上させられる
ようしっかり取り組んでほしい。

不登校児童・生徒に対しては、それぞれの状況に応
じた学びの選択肢を用意することが重要と考えてお
り、今後もこうした選択肢を充実していくため、学
びを支える場の整備を進められるよう取り組んでい
く。不登校の相談については、これまで各学校での
対応とともに電話相談窓口の開設などに取り組んで
きたが、今後はSNS相談の実施など更なる充実を
図っていく。また、不登校対応に関する教員研修を
毎年継続しており、引き続き、対応力の向上に取り
組んでいく。

108 外国人の子どもが増えている中で、日本語を話せな
い児童・生徒への対応に教員の時間が大きく割かれ
ることがないよう対策してほしい。

日本語指導が必要な児童・生徒へは、現在日本語指
導員を派遣して対応しているが、一定程度理解し
て、話せるようになるまでは教員にも丁寧な対応を
依頼している。今後は、小中学校内に日本語指導学
級を立ち上げ、日本語指導が必要な児童・生徒への
指導を充実させていき、教員の負担を軽減していき
たい。

109 学校給食について、必要な質や量の確保に加え、多
文化への配慮を進めていく必要があると考える。さ
らに、多文化を感じられる学校給食を提供できるよ
うに進められるとよい。

学校給食は全児童・生徒に対して安全かつ均質な食
の提供を行う必要があり、食物アレルギー対応を最
優先として、除去食による提供を行っているところ
である。また、各国の地域料理をイベント給食等で
提供することで、料理の背景となる歴史・地理・言
語・マナー等を学ぶ機会を作り、多文化理解を促進
していきたいと考えている。多文化に配慮した給食
の提供については、他団体の状況等について研究し
ていきたい。
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項番 主な意見 区の考え方

110 学区内に特別支援学級がなく、近いところでも登校
時間が30分かかってしまい、夏場はとても危険であ
る。平和の森小学校に特別支援学級の設置または旧
沼袋小学校跡地の空きスペースの活用について、基
本計画に盛り込んで取り組んでほしい。

特別支援学級の設置には、施設面の整備に加え、専
門的な教員の配置といった人的資源の確保など、
様々な課題がある。これらは、区教育委員会だけで
なく、東京都教育委員会との連携のもと、地域の
ニーズや児童数の推移を踏まえながら慎重に検討を
進める必要があり、現状で旧沼袋小学校跡地に整備
することは難しい。

111 「不登校の原因は様々である」という結論で議論を
終わらせるのではなく、不登校がうまれない学校を
どうしたら作ることが出来るのかという視点で、学
校の在り方を区民の声を聞いて見直してほしい。

子どもの権利条例の趣旨を踏まえた学校教育を推進
していくとともに、一人ひとりの状況に応じた教育
の充実を図っていくことを通じて、不登校が生まれ
ない学校教育の実現に向けて取り組んでまいりた
い。

112 一人ひとりの子どもの状況に応じた教育と支援を充
実してほしい。そのためにも、教職員の体制の充実
を図っていってほしい。

いじめや不登校、発達の課題、障害の有無、外国人
の児童・生徒など、子ども一人ひとりの状況に応じ
た教育と支援の充実に取り組んでいく考えである。
こうした取組を進めるための体制を整備するため、
教員配置数については東京都教育委員会に対しても
要望を行っていく。

113 学校教育の場での外国籍の子どもに対する支援につ
いて、体制の充実も含め取り組んでほしい。

日本語指導が必要な児童・生徒へは、現在日本語指
導員を派遣して対応しているが、一定程度理解し
て、話せるようになるまでは教員にも丁寧な対応を
依頼している。今後は、小中学校内に日本語指導学
級を立ち上げ、日本語指導が必要な児童・生徒への
指導を充実させていきたい。

114 中野区教育支援室「フリーステップルーム」の給食
代は無償にしてほしい。

不登校等により区立学校で給食の提供を受けていな
い子どもに対しては、条件を満たす場合、給食費相
当額の支援を行っている。

115 現状は平均に沿った授業となり、平均に満たない生
徒への補習はあっても、逆にギフテッドのようにIQ
の高い子への対応がなされていないように思う。費
用面で私立が難しい中、結局、高度な学習は塾任せ
になっている。また、フリースクールについても、
先進区や学園等と連携をとって、一人ひとりの子ど
もに合わせた対応を行ってほしい。高額な自費もか
かるため、助成金についても検討してほしい。

全小中学校ですべての子どもに応じた学びを目指
し、ICTを活用した個別最適な学習や探究活動の充
実を進めているところだが、高度な学習機会やフ
リースクールとの連携についても、国や都の制度を
活用しながら検討を進めていく。また、フリース
クール利用の際の経済的負担の軽減については、他
自治体の取組を研究し、今後の課題としていく。

116 子どもの気持ちに寄り添った教育課程を組める学び
の多様化学校の設立を検討してほしい。また、発達
特性も一つの個性として、普通級と分断せず共に過
ごすことで、多様性が育まれる環境をつくってほし
い。

子どもの気持ちに寄り添う教育課程の重要性は認識
している。これまでに行ってきた取組の成果と課題
を踏まえて、学びの多様化学校の設立についても今
後協議を進めていく。また、発達特性を一人ひとり
の個性として尊重し、通常の学級での共生を基本
に、合理的配慮や校内支援体制を活用しながら、学
びと生活の場の多様性を広げていくよう進めてい
く。

117 小学校の登校時間が短く、子どもが建物の外で待つ
時間が生じており、夏や冬の季節で特に負担があ
る。共働き世帯の状況等も勘案した対応を図ってほ
しい。

登校時間の延長については、教員の勤務時間にも影
響を及ぼすため実施は困難であるが、児童の登校時
間よりも早く保護者が出勤する家庭の児童が安心し
て過ごせる居場所をつくるため、学校における早朝
見守り事業について、今後、段階的に実施していく
考えである。

118 伝統工芸を学校教育の中で体験させることで、子ど
もたちの職業選択につなげてほしい。

職業体験を含む児童・生徒のキャリア教育について
は、中野区内の企業や人材を生かしたものにした
り、現在の社会に合ったものにするよう検討委員会
を立ち上げて改善を図っていく。
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項番 主な意見 区の考え方

119 教員の負担を軽減するため、部活動の地域移行に取
り組んでほしい。

部活動の地域移行については、教員の働き方改革を
進める上で重要と認識している。また、部活動指導
に意欲がある教員の労働環境改善の観点からも取り
組んでいく必要があると考えている。こうした点を
踏まえながら、子どもが適切な指導者のもとで活動
できる環境づくりを進めてまいりたい。

120 学校運営協議会の活動が区民から見えない。コミュ
ニティ・スクールは地域に開かれた運営を目指すべ
きである。

各学校のホームページにより各校の学校運営協議会
の協議内容が確認できるようにするなど情報の発信
に努めていく。

121 地域づくりにはPTAが大きな役割を果たしていると
感じているが、加入率の低下によりそれぞれの負担
感が増加しているように思う。区としても支援を充
実してほしい。

学校運営協議会を通じて出た課題やPTAとの意見交
換の機会により、区としてできる支援を検討する。

122 校庭の天然芝を管理するために、気候の良い時期に
活動が制限されたり、使えるスペースが狭くなった
りというのは、子どもためになっていないように感
じる。子どもが遊べ、運動できる環境を確保してほ
しい。

校庭の芝生化は、地球温暖化の抑制、環境教育の充
実、児童のけがの削減等を目的に、学校、地域、開
放団体の合意のもとで進めてきた経緯がある。東京
都の補助金を活用して整備した関係もあり、直ちに
土舗装等へ変更することは考えていない。
今後、整備する新校舎においては、人工芝等での校
庭整備を基本とするほか、大規模な校庭改修を行う
際には、学校関係者の意見も踏まえながら検討して
いく。
なお、芝生化を行った学校については、校庭の使用
できない期間を極力減らしていけるよう、養生や種
まきの時期等の更なる工夫をしていきたい。

123 学校施設を子どもたちが学習や活動をしやすいよ
う、設備を充実させていってほしい。

子どもたちの安全・安心に配慮し、多様な教育活動
に対応できるよう学校施設の設備を充実していく。

124 小学校の校庭を天然芝にしてほしい。校庭全面が難
しい場合は、トラックの内側など一部を天然芝にし
てはどうか。

校庭の芝生化は、地球温暖化の抑制、環境教育の充
実、児童のけがの削減等のメリットがある一方、養
生や種まき等を行う時期には校庭を使用できないと
いうデメリットもある。
校庭の仕様については、今後、整備する新校舎にお
いては、人工芝等での校庭整備を基本とするほか、
大規模な校庭改修を行う際には、学校関係者の意見
も踏まえながら検討していく。

125 修学旅行費は、低所得世帯に支給していれば全世帯
に支給する必要はないと考える。高所得の世帯に対
しても支給するというのはおかしいと思う。

修学旅行費についても教育の費用負担補助の一つと
して実施する方向としており、所得に制限を加える
ことなく全区立学校に通う子どもたちに対して支援
を行っていく考えである。

126 学校の建替えにおいて、今までのルール通りではな
く、校舎などのデザインも含めて大きな変化を計画
していく転換期だと思う。子どもが減る社会、学校
の建物もソフトの部分も変えていくべきである。

学校の施設として使用し続けられることはもちろ
ん、これからの学校教育や社会情勢の変化にも柔軟
に対応できるような、長期的な視点に立った施設整
備を行っていく。

127 教員の仕事が過酷すぎるため、教員数を増やすか、
または何らかのケアを実施してほしい。学校におけ
る部活を廃止して、地域において活動が出来るシス
テムに移行することで教員の負担減を図ってほし
い。

教員が健康でやりがいをもちながら子どもたちと向
き合い、充実した教育活動を展開できるよう、継続
的に区立学校の働き方改革に取り組んで行く必要が
ある。その中で部活動の地域展開については、今後
取組を着実に進めていく考えである。
教員の配置や待遇については、東京都の所管事項で
あるため、区としては改善の要望を行っていく。
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128 子どもたちが外で遊び、自然とふれあう中で、様々
な体験ができる環境を整備してほしい。また、酷暑
となる夏場でも遊べる場所や、気軽に行ける広々と
した屋内の遊び場を作ってほしい。

区はこれまで、児童館の開館日時の拡充や自然と触
れ合い自由な遊びができる常設プレーパークの開設
など、子どもが屋内外で遊び体験できる場の充実を
図ってきたところである。
引き続き、子どもの多様な居場所づくりを進めてい
くとともに、今後、再開発事業等のまちづくりの動
きに伴い、子育てに資する施設の誘導を進めてい
く。

129 子どもの居場所を確保するため、児童・生徒が帰宅
した放課後も施設を有効利用してはどうか。

放課後の子どもの居場所として、全小学校にキッ
ズ・プラザの整備を進めており、キッズ・プラザの
活動場所として体育館や校庭など学校施設の一部も
活用している。今後も継続していく。

130 放課後に利用できる施設があることを知らない子ど
もたちも多いと思うので、広く周知してほしい。ま
た、図書館や児童館、区民活動センターなど様々な
施設があるが、子どもにとってそれぞれの施設がど
のような用途で利用できるのか分かりやすく周知し
てほしい。

多様な子どもの居場所づくりを推進するとともに、
子どもが利用できる施設や居場所をまとめた広報物
の作成などについて、検討していく。

131 保育園は待機児童がゼロになったが、学童クラブの
利用は抽選になってしまっている状況であるため、
定員の拡大を図ってほしい。併せて、民間学童クラ
ブの質の向上に取り組んでほしい。

令和7年5月時点において、国の調査基準に基づき徒
歩で通える範囲に利用可能な学童クラブがあること
から待機児童はゼロとなっている。今後の学童クラ
ブの需要見込みを踏まえ、待機児童が発生しないよ
う、需要見込みのピークに対応した暫定的な定員拡
充、キッズ・プラザ整備に合わせた区立学童クラブ
の設置、児童館の開館日時拡充等、放課後の居場所
充実に関する周知広報を強化するなどの待機児童対
策を進めていく。
また、区立学童クラブ及び民間学童クラブともに東
京都認証学童クラブ事業の認証取得を目指し、学童
クラブの質の向上に努めていく。

132 児童館、学童クラブ、キッズプラザは区の職員によ
る直営で運営してほしい。５年ごとに業者が変更さ
れるとノウハウが蓄積されず、子どもにとっての負
担にもなる。また、トラブルが発生する懸念もあ
る。

児童館や学童クラブ等において子どもたちが安心・
安全に過ごせるようにするため、業務の履行能力、
社会性・信頼性、企画力、専門的知識・経験等を総
合的に評価し、事業者を選定している。また、事業
者が変更になる場合は、トラブル等が起きないよ
う、適切に引継ぎを実施していく。

133 家庭の事情で家に帰りたくない場合の居場所や年末
年始に受験勉強ができる居場所など、子どもの様々
なニーズに合わせた居場所を充実してほしい。

児童館の開館日時の拡充や週5日開園する常設プ
レーパークの開設、公共施設を活用した学習スペー
スの提供、子ども食堂の充実など、子どもの居場所
づくりを進めてきたところである。引き続き、子ど
ものニーズを踏まえながら、子どもの多様な居場所
づくりを進めていく。

134 小学生の朝の居場所づくりについて、教員の配置な
どにより、事故やいじめ等が発生した際に適切に対
応できる体制を確保して実施してほしい。

朝の居場所づくりについては、民間への委託により
実施することを考えているが、トラブルが生じない
よう十分に配慮するとともに、万が一事故等が発生
した際に適切に対応できる体制を構築していく。

　政策８　まち全体の子育ての力を高める
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135 中高生の居場所づくりを進めてほしい。中高生年代
向けの拠点施設が整備されることとなったが、それ
ができるまでの間、暫定的なものでもいいので居場
所をつくってほしい。また、区民活動センターも利
用できるようにしてほしい。

中高生機能強化型となる若宮児童館の整備や、複合
交流拠点の中高生年代向けの拠点施設の検討を進め
ており、実際の整備に当たっては、中高生がより具
体的にイメージしやすいよう、周辺環境や他自治体
の施設などの情報も提供しながら、当事者のニーズ
を拾い上げて検討を進め、それぞれの施設に反映し
ていく。
また、教育センター分室を活用した暫定的な中高生
の居場所づくりを進めていくとともに、既存区有施
設における中高生年代の利用促進について検討を進
めていく。
区民活動センターについては、中高生も含めた地域
活動の場所として、様々な利用者にとって使いやす
い環境となるよう工夫していく。

136 児童館職員の育成について、希望する職員が児童館
業務を深く理解できるよう児童館専任として通常よ
りも長い期間児童館に在職できるようにすべきだと
思う。

児童館職員については、子育て支援に関する幅広い
知識と職務経験のある職員を中長期的な視点を持っ
て安定的に配置できるよう対応を図っていく。

137 多様な子どもの居場所づくりとして、学校に通うこ
とが困難な子どもが児童館やキッズ・プラザを一人
で朝から利用しても良いようにして居場所としてほ
しい。また、それを学校で共有してほしい。

キッズ・プラザは児童館とは異なり、開所時間を当
該小学校の放課後からとしている。学校に通うこと
が困難な子どもの数や利用頻度が把握できない中
で、朝から開所とすることは難しい。児童館につい
ては、学校に通うことが困難な子どもも利用するこ
とができ、学校とも情報共有を行っているところで
あり、今後も継続していく。

138 老朽化した児童館は新しくし、増設も含め充実させ
てほしい。また、きょうだいで遊べるように、年齢
をまぜて遊べる運用にしてほしい。

「中野区児童館運営・整備推進計画」に基づく計画
的な修繕や大規模改修のほか、設備等の維持補修を
実施していく。
きょうだいが一緒に遊べるようにする等の運用につ
いては、各館において子どもの意見を聴きながら検
討していく。

139 北部だけでなく、他の地域でも常設プレーパークを
つくり、子どもたちがいつ行っても様々な体験がで
きるようにしてほしい。中野区の児童館や公園は、
子どもたちが思い切り遊べる雰囲気がないため、泥
だらけになって遊べるような環境をつくってほし
い。

常設プレーパーク事業においては、既存の小規模な
公園等で実施することは難しく、広い敷地が必要に
なると認識しており、令和７年度に江古田の森公園
に設置した常設プレーパークの利用実績や区民から
の評価などを踏まえ、他のエリアで設置する必要が
あるか改めて検討していく。
また、プレーパーク活動が行われていない地域へ出
張して、イベント形式でプレーパーク活動を行う事
業への補助を実施する。

140 子育て支援活動を行っている団体への支援として、
団体が保有する子どもの遊び道具を保管できる場所
を区民活動センター内などに設けてほしい。

スペースに限りがあるため、団体が保有する道具を
保管できる場所を設けることは難しい状況である。
今後も、団体の子育て支援活動を推進できるよう、
助成制度等を通じて支援を継続していく。

141 親子参加型のイベントや中学生のためのイベントな
どを実施してほしい。

児童館やキッズ・プラザでは、親子参加型のイベン
トを実施している。今後、児童館において中高生年
代の子どもたちが楽しめるイベント等を充実してい
きたい。
また、児童館以外でも、教育センター分室を活用し
た暫定的な中高生の居場所づくりを進めており、事
業運営においては中高生年代が主体的に関われるイ
ベントの実施なども企画していきたい。
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142 学童クラブの利用にあたっては、細かな就労条件の
確認を不要とし、希望者全員が利用できるようにし
てほしい。

学童クラブは、児童福祉法に基づく放課後児童健全
育成事業として、保護者の就労等により放課後に家
庭で適切な保護を受けられない児童を対象としてい
るため、保護者の就労状況等を確認している。ま
た、学童クラブは、児童の安全を確保するため、施
設の規模や職員配置に応じて定員を定めており、希
望者全員を受け入れることは難しい状況である。
なお、学童クラブが併設されている児童館やキッ
ズ・プラザについては、希望する児童は誰でも利用
することが出来る。

143 集中的に遊び場として使用すると自然が劣化するた
め、江古田の森公園のプレーパークは廃止し、今後
新たに整備する公園でプレーパークを実施するべき
と考える。また、江古田の森公園でプレーパークを
実施している間は、生物多様性を損なわないよう十
分に配慮し、環境教育として自然観察等を実施する
と良いのではないか。

プレーパークは、子どもが自由にやりたいことがで
きる遊び場であるとともに、豊かな自然環境を生か
し、子どもが自然と触れ合えることを基本的な考え
方としている。この考え方のもと、事業実施場所の
自然環境を大切にしながらプレーパーク事業を行っ
ていけるよう工夫していきたい。
併せて、子どもたちが自然を大切にする気持ちを育
めるような自然との触れ合いや体験の機会を創出す
るため、事業内容の充実についても検討を進めてま
いりたい。

144 児童館のおもちゃの質の向上やイベントの充実など
により、他の区からも来たくなるような環境づくり
を進めてほしい。

今年度、各児童館において子ども会議やアンケート
の実施などにより子どもの意見を聴き、おもちゃ等
の物品を充実する取組を行っている。
利用者にとって魅力のある児童館とするため、今後
も子どもたちの意見を聴きながら、おもちゃ等の購
入やイベントの充実を図っていく。

145 夏は暑すぎて公園で遊べない日が増えてきている。
公園に日陰や緑を増やしたり、屋根や水場を設置し
てほしい。

一部の公園では日差しの強い時期に、既設のパーゴ
ラによしずを設置し日陰を創出している。公園再整
備の際には、地域の声を取り入れながら、既存樹木
を残すなど、みどりや施設の確保を検討していく。

146 （子どもの意見）
１人でも友達と複数で行っても使いやすい席がある
自習スペースがほしい。話をしてもよいスペースと
１人で集中できるスペースが分かれているとよい。

図書館や児童館、なかのZEROや教育センター分室と
いった区有施設において、子ども専用の学習スペー
スを設け、自由に利用できる環境を整えている。今
後、教育センター分室を活用した暫定的な中高生の
居場所づくりを進めていくとともに、既存区有施設
における中高生年代の利用促進について検討を進め
ていく。

147 夏は暑すぎて外で遊べない日が増えてきている。子
どものために、緑や日陰を増やしてほしい。

区としては、脱炭素社会の推進と気候変動への適応
のため、みどりを活かしたゆとりある環境の形成に
向けた取組を進めていくこととしており、この中
で、公園や道路等における緑化の推進を図っていき
たいと考えている。一部の公園では、日差しの強い
時期に日陰をつくるための工夫をしているところで
あるが、公園再整備の際には、地域の声を取り入れ
ながら、みどりの確保についても検討してまいりた
い。

148 施策18について、人口減少や担い手の高齢化、単身
者の割合が多い状況の中で、子育て支援を担う人材
の発掘や、福祉の人材不足だけでなく、地域の活動
者の不足も深刻化している。特に、福祉を支える専
門職の定着は必須であり、自治体として国の施策を
待つだけでなく積極的な支援策を打ち出すことが急
務である。

人口減少、少子高齢化の進展等が地域社会に与える
影響を踏まえた対策を講じていくことは、区の責務
であると認識している。子育て環境の向上に向け、
児童館を中心とした地域の子育て活動の活性化等に
取り組むととももに、地域福祉の維持・向上のた
め、関係機関と連携し取り組んでいく。
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149 育児疲れを軽減するためのレスパイトとしてのサー
ビスを充実してほしい。併せて、妊娠期から産後も
含めた子育てサービスを利用しやすいものにしてほ
しい。

育児のレスパイトも含め子育て家庭が必要とする
サービスを必要な時に利用することができるよう
サービスの拡充や簡便な利用手続への改善を図って
いく。また、母子保健DXの推進により、産前・産後
のサービスを、より利用しやすいものにしていく。

150 共働き世帯への援助を充実するため、子育てに係る
相談や児童館での支援が充実されるとよい。

共働き世帯を含む子育て世帯に対しては、すこやか
福祉センターや子ども・若者支援センター等での子
育てに関する相談のほか、一時保育や病児・病後児
保育などのサービスを通じて支援を行っていく。ま
た、児童館については、中学校区ごとに設置してい
る基幹型児童館での相談体制の強化と開館日時の拡
充により支援を充実してきたところであり、今後も
継続していく。

151 産後ケアについて引き続き力を入れてほしい。受け
るケアだけではなく、体力アップさせて地域に出て
いけるようなケアにも力を入れてほしい。

女性の健康づくりについては、今後力をいれて取り
組んでいく必要があると考えており、現在実施して
いる事業の周知も含めNPO等民間団体の協働による
事業の充実を図っていきたい。

152 妊産婦に対する相談支援として、総合病院と連携し
た助産院の増設を図ることを盛り込むことを検討し
てほしい。

助産院を開設する際、分娩を扱う場合は法律により
嘱託医と連携医療機関の確保が義務付けられている
が、昨今の妊産婦のメンタル面でのケアも含め総合
病院や、精神科、心療内科等の連携も含め検討して
いく。

153 子どもが感染症にかかった際、親が仕事を休まなく
ていいように、病児保育を充実してほしい。

需要を踏まえたうえで、病児保育の対象年齢の拡大
や、新たな施設の誘致について検討していく。

154 保育園を利用するにあたって、細かな就業状況の確
認を不要とし、希望者全員が利用できるようにして
ほしい。

認可保育所の利用にあたっては、法令等に基づき、
保育の必要性の認定が必要であり、この認定の要件
として保護者の就労状況等が定められている。この
ため、現在行っている就労状況等の確認手続は必要
であり、就労状況を問わず希望者全員が利用できる
ようにするといった対応は難しい。

155 園庭のある保育園を増やしてほしい。園庭がない園
でも外遊びがたくさんできる環境をつくってほし
い。

区立園には全園、園庭があるが、私立園には園庭が
ない園もある。園庭がない私立保育園については、
公園や小学校の校庭を代替遊戯場として確保し、外
遊びの充実を図っている。

156 保育の質を高めるため、私立保育園に対して人件費
比率の下限を設定することや、区立保育園において
園児が減少した場合の対応を廃園ではなく保育士が
担当する園児数を減らすといった取組を行ってほし
い。

保育の質の向上については、着実に進めていく必要
がある重要な取組と考えており、保育の質ガイドラ
イン活用の推進等に取り組んでいく。
人件費率に下限を設定しこれを下回る場合に、給付
費を一定制限するといったことについては、様々な
影響が生じる可能性があるため、他の自治体の取組
の情報収集を行い研究していく。また、区立保育園
の数については、今後の保育需要の動向を踏まえ、
適切に対応していく必要があると考えている。

157 現在待機児童数はゼロとなっているが、第一希望の
保育園に入所するのはまだ難しい状況である。希望
通りの園に通えるよう取り組んでほしい。また、保
育士不足への対策を行ってほしい。

これまで、待機児童対策として、地域別での保育需
要等を勘案しながら、民間保育施設の誘致等の取組
を進め、待機児童ゼロを達成したところである。し
かしながら、個別の園への利用希望については、
様々な条件から偏りが生じることは避けがたく、全
ての方の第一希望を実現することは難しい状況と認
識している。
また、保育士の人材確保については、私立保育園に
対する補助を実施していくほか、他の自治体と協力
した就職支援研修や就職相談会を通じた取組を行っ
ていく。
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158 少子化により今後閉園する園が発生したとき、そこ
に通っている子どもへのケアを丁寧に実施してほし
い。

閉園する保育園が発生した際には、これまでも丁寧
に対応を図ってきたところであり、今後も引き続き
丁寧な対応に努めていく。

159 鍋横保育園を区立保育園として存続してほしい。ま
た、０歳児・１歳児の保育の導入など、充実させて
ほしい。

鍋横保育園については、施設の修繕等を行うことに
より、当面の間、区立保育園として園運営を継続す
ることとする。また、現在は１から５歳児の保育を
行っているが、区内の保育需要の状況等を踏まえな
がら、定員については見直しを図っていく考えであ
る。

160 小規模保育園の運営費について、フリー保育士加
算、看護師加算等、職員配置による保育充実のため
の財政的バックアップの充実を検討してほしい。

小規模保育事業の運営費については、国の公定価格
に基づき、支給しているところである。保育士や看
護師等を新たに増配置した場合の、区独自加算につ
いては、他の自治体の取組事例について情報収集を
行いながら研究していく。

161 親が障害児につきっきりになってしまうため、ケア
ラー支援として、障害児のきょうだいへの支援を充
実してほしい。

きょうだいの置かれている状況については、適切な
理解と支援が必要であり、区としてきょうだい支援
に取り組んでいく。

162 親が自分の子どもを素早く特別学級へつなげられる
よう、妊娠時に特別学級の存在を伝えるような仕組
みを作ってほしい。

すこやか福祉センターでは、妊娠期から出産後の家
庭訪問や乳幼児健診等を通じて、就学までの間の子
どもの発育・発達に係る相談や確認を行っている。
その中で、支援が必要な家庭に対する相談や各関係
機関と連携した支援などを行っており、早い段階で
の就学までを見通した情報提供も行っていく。

163 施策21の現状と課題1つ目で、早期の把握はすこや
か福祉センターと書いてあり、すこやか福祉セン
ターが入口になって支援をしていると思う。しか
し、他に担当する障害福祉課や学務課、保育園・幼
稚園課とどのようにして連携を取るのか、課題の共
有が重要である。協調や意識付けしながら支援をし
てほしい。

発達に課題を抱える子どもとその保護者が適切な支
援を受けられるようにするために、子どもや家庭の
状況・課題を関係部署間で適切に共有することは重
要と考えている。この認識のもと、地域における身
近な保健・福祉・子育ての相談拠点であるすこやか
福祉センターが個々の状況を把握し、その情報を各
種サービスを所管する関係部署との間で適切に共有
しながら、連携を図って対応していく。

164 施策21の現状と課題5点目と施策の方向性に、就学
や進学時の移行期支援という文言も入れてほしい。

医療的ケア児等支援については、就学や進学の移行
期を含め、切れ目なく行うことが必要であると認識
している。当該認識のもと、主な取組を記載してい
る。

165 施策21主な取組②「発達の課題等がある子どもの支
援」について、当事者同士のつながりにより、不安
や孤立を防ぐことは大切である。関係団体とも連携
し、取り組んでほしい。

発達に課題を抱える子どもを育てる保護者が、正し
い知識を習得し、当事者同士のつながりを持てるよ
う、ペアレントメンター養成事業をはじめとした、
発達支援に係る普及啓発事業を推進していく。

166 在宅レスパイト・就労等支援事業について、一部の
訪問看護事業所からは、子どもが学校のバスに乗っ
て校外学習に行く時に保護者代理人として付き添う
ことに関して、抵抗があると耳にした。訪問看護ス
テーションは、子どもに個別性があり、看護師がそ
の子どもの状況をわかっているかによって違ってく
るとのことである。今後、解決していくためには具
体的な不安要素を明らかにし、成功例を共有するこ
となどが必要ではないか。

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支
援事業については、学校等屋外におけるケアの拡充
を計画している。この拡充の中で、訪問看護事業所
と課題を共有し、段階的に実施していきたい。

167 学校等屋外におけるケアの拡充は特別支援学校だけ
ではなく、未就学児や18歳以降の人に対してもス
テップを踏んで進めて欲しい。

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支
援事業については、学校等屋外におけるケアの拡充
を計画している。この拡充の中で、訪問看護事業所
と課題を共有し、段階的に実施していきたい。
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168 施策21主な取組③の主な事業「重症心身障害児
（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業」につい
て、サービスを利用したいと思ったときに、訪問看
護の手配ができず利用できなかった経験がある。区
内の訪問看護事業所に対し、本事業の促進をすると
ともに必要な支援を行ってほしい。

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支
援事業については、学校等屋外におけるケアの拡充
を計画している。この拡充の中で、訪問看護事業所
への支援も検討している。

169 18歳以降の医療的ケア者について、施策の中で触れ
られていないため、追加してほしい。5年間何もし
ないと状況が改善しないのではないかという不安が
ある。

伴走型支援として、18歳以降も継続的な支援が必要
である。ご指摘を踏まえ、医療的ケア児支援に係る
取組等について、医療的ケア者も含めた記載に修正
する。

170 施策21主な取組③の主な事業「重症心身障害児
（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業」につい
て、学校等に加え、病院受診・入退院時のサポート
や、施設通所などの医療的ケア児の送迎支援もレス
パイトの対象として位置付けてほしい。

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支
援事業については、学校等屋外におけるケアの拡充
を計画している。この拡充の中で、訪問看護事業所
と課題を共有し、段階的に実施していきたい。

171 来年度以降の医療的ケア児支援法の改正を見据えな
がら、障害の程度や本人の特性に応じ、医療的ケア
児・者の外出支援を強化してほしい。

医療的ケア児・者の外出支援については、重症心身
障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業に
おいて、学校等屋外におけるケアの拡充を図る中で
検討していく。この拡充の中で、訪問看護事業所と
課題を共有し、段階的に実施していきたい。

172 医療的ケアを要する重症心身障害児（者）がきょう
だいや友人と共に過ごせる環境を整備するため、障
害理解を促進する教育の充実、ユニバーサルデザイ
ンを採用したプレイスペースの設置など、インク
ルーシブ社会の実現に向けた施策を積極的に講じて
ほしい。

医療的ケア児ときょうだいを含めた家族の居場所支
援等については、医療的ケア児等支援地域協議会で
の協議を踏まえて今後検討を行っていく。加えて、
実現可能な環境整備のあり方について、調査やヒア
リング等を行い、教育や保育など他サービスとの調
整を図りながら検討を行う。また、制度の拡充等に
ついて、国や東京都に求めていく。

173 発達障害等の障害児向けのデイサービスを増やして
ほしい。

放課後等デイサービスについては、区内事業所の受
入状況や利用ニーズ等を踏まえ、必要な事業所数も
含めたサービス見込量を検討していく。

174 子どもが遊べる公園が今後減ってしまうのではない
かと懸念している。子どものためにも公園を守って
ほしい。

子どもが遊べる公園が減少しないよう、適切に公園
を維持管理していく。

175 中野駅周辺は部屋が狭く、賃料が高いマンションが
多くファミリー世代が住んでもらえる住居が少な
い。

中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例におい
て、一定規模以上の集合住宅に対してファミリータ
イプ住戸の附置を義務化し家族世帯向け住宅の供給
促進を図っているところである。今後は、他自治体
の先進事例等も参考に中野区の住宅事情に即した実
現可能な取組についても検討していきたい。

176 子育て世帯が利用しやすく、買い物や遊びなど娯楽
を楽しめる商業施設がほしい。

子育て世帯が暮らしやすい環境を充実するため、今
後、再開発事業等のまちづくりの動きに伴い、子育
てに資する施設や子育て世帯の利用しやすい店舗の
誘導を進めていく。

177 新宿中央公園のように保育園児から小学生まで楽し
める遊具のある公園が欲しい。また、近くに車が停
められると良い。

近年の公園へのニーズの変化に対応するため、中野
区公園再整備計画に基づき、再整備や施設改修等に
取り組んでいるところである。適宜、計画の見直し
を図りながら、安全・安心で魅力ある公園づくりを
推進していきたい。

　政策９　子育て世帯が住み続けたくなるまちをつくる
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項番 主な意見 区の考え方

178 子育て世帯の定住を促進するため、家賃補助などの
住宅支援を充実してほしい。

家賃補助については、財政負担等を勘案し実施する
ことは考えていないが、きめ細かな相談支援体制の
推進やセーフティネット住宅の登録促進等に取り組
んでいくと共に、子育て家庭の住宅環境の向上に向
けた取組について、他区の先進事例等も参考に検討
していきたい。

179 若者のチャレンジを応援する助成金や、チャレンジ
したいと思える場などを作ってほしい。集まれる場
があり、参加の機会があると、そこからつながりが
生まれる。

若者のチャレンジを応援する補助金制度について
は、他自治体の先進事例を調査しながら検討してい
るところであり、若者会議や次年度実施を予定して
いる若者実態調査などで、当事者である若者の声や
ニーズを聴きながら検討を進めていく。

180 若者フリースペース事業など、子ども・若者支援セ
ンターでの若者支援の取組を充実させてほしい。

令和8年度に、若者を対象として生活状況や孤立
感、支援制度の認知・利用状況等を把握する調査を
実施する。この調査結果を基に、若者の生活実態や
多様なニーズを分析し、若者フリースペースをはじ
めとする若者施策の充実を図っていく。

181 若者がスポーツや共通の趣味によって集える場所を
充実させてほしい。併せて、婚活支援も区で実施す
ると良いのではないか。

若者フリースペースでは、スポーツや音楽などのプ
ログラムを実施し、交流の機会を提供している。今
後は、若者の多様なニーズに一層即した若者フリー
スペースの実現に向け、検討を進める。また、若者
ならではの視点を区政や地域に生かすとともに、若
者と地域のつながりを構築していくためのプロジェ
クトとして「若者会議」を実施しており、ワーク
ショップなどを通じた若者同士のつながりづくりに
も寄与するものと考えている。
婚活支援については、他団体の実施状況等を含め研
究してまいりたい。

182 一人暮らしの高齢者が増加していることから、町会
をはじめとする地域の見守り活動を促進するととも
に、配食による生活支援や、デジタル技術を活用し
て緊急時に助けを求められる環境づくりを進めてほ
しい。

高齢者の見守りについては、民間企業との連携等に
より取り組んできたが、今年度は、民間企業と大学
との連携により、地域における高齢者等の生活情報
データ化及び利活用に係る共同研究を実施している
ところである。その中で、デジタル活用による地域
活動を起点とした見守りの仕組み構築に取り組んで
いるところであり、こうした研究や実証実験を重ね
ていく中で、高齢者の見守りの充実を図ってまいり
たい。

183 高齢者を支える施設として、地域包括支援センター
やすこやか福祉センターなど様々な施設があるが、
各施設がどのような役割を担っているか分からな
い。高齢者が利用できるサービスの利用方法も含め
て周知を強化してほしい。

地域包括支援センター等の役割や利用方法につい
て、高齢者の方が生活の中で目に触れやすいような
場所での周知を強化していく。

　政策１０　若者のチャレンジを支援する

基本目標３　誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち

　政策１１　人生100 年時代を安心して過ごせる体制を構築する
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184 施策24の施策の方向性の一つ目の文中「ICTを活用
した地域の見守り・支えあい活動を充実します」の
表現については、「ICTも活用し、地域の見守り・
支え合い活動を充実します」としたほうが、包括的
支援の趣旨を明確にし、成果指標の改善につながる
実質的支援の方向性を強調する真意が通じるかと思
う。
また、ICTの利用環境やリテラシーには格差があ
り、特に高齢者層では情報アクセス支援の整備は重
要である。「事業」においては、高齢者へのデジタ
ルツールの活用支援、中高年者への情報発信の工夫
にも検討が必要である。成果指標②「地域包括支援
センターを身近に感じる人の割合」の低さを鑑みる
と、情報受信者である住民の立場に立つ必要があ
る。

地域の見守り・支えあい活動については、これまで
もアウトリーチ活動により支援を必要とする高齢者
の早期発見などの取組を進めており、今後はこれら
の活動を更に効果的に進めるため、ICTの活用を
図っていくこととしている。

185 在宅療養を希望する人が多いが、必要なサービスが
届いていないように感じる。他自治体とも連携し、
きちんと必要な人にサービスが届くようにしてほし
い。

在宅療養を希望する人に必要なサービスが届くよ
う、関係機関と連携しながら個別支援を行ってい
く。また、在宅療養における体制の整備について
は、在宅療養推進協議会において他自治体の状況も
確認しながら検討を進めていく。

186 介護ヘルパーの相談窓口を設置してほしい。また、
区職員が現場を体験するカリキュラムやヘルパーの
ノウハウを蓄積したデータをつくり、働きやすい環
境を整えてほしい。

区では、サービス提供責任者や介護従事者を対象
に、介護技術や実務、メンタルヘルス等の研修を実
施しており、各種調査や介護サービス事業所との意
見交換等によって、状況を把握していく。また、東
京都において福祉職場で働く方の相談窓口を設けて
おり周知を行っていく。

187 中野区では、介護認定の結果が出るまでに時間がか
かり、困っているという声を耳にするため、対策を
講じてほしい。

認定調査体制の効率化や拡充、審査体制の充実を図
り、迅速かつ適正な認定事務の遂行に努めていく。

188 施策25の施策の方向性一つ目について、「整備」と
いう語が一文の中で繰り返されている。主語は、
「適切に医療や介護・生活支援サービスを提供する
ため、」とした方が、主体が明確になり、また、
「環境や体制を整備」は、サービス提供の人員不足
や制度的制約等、より具体的な現場課題を明示する
必要があると考える。

施策の方向性の1点目では、医療や介護・生活支援
サービスの提供に係る環境や体制及び住まい方の選
択ができる環境の2つについて整備を行う考えか
ら、文面を作成したものである。この方向性に基づ
き、介護人材の確保等の具体的な課題に対する取組
を位置付けている。これらのことから、計画の表現
について修正は行わないが、それぞれの取組におい
て、具体的な現場課題等への認識を持って推進して
いく。

189 「いきいき入浴・はつらつ事業」で登録できる浴場
は1か所のみとなっている。杉並区のように、どの
浴場も行けるようにしてほしい。

「いきいき入浴・はつらつ事業」は、公衆浴場組合
と連携をして実施している事業である。より利用し
やすいものとなるよう、引き続き検討していく。

190 生涯現役で生き生きと活躍できる環境をつくるため
には、アウトリーチやお節介の気持ちを大切に進め
ていってほしい。

地域住民の困りごとや地域で心配な方の情報など小
さなきっかけから必要な支援につなげていけるよう
アウトリーチ活動に引き続き取り組んでいく。

191 高齢者会館の催しを楽しみに多くの高齢者が頑張っ
て通っている。高齢者会館にミニバスを通して交通
の利便性を改善してほしい。

高齢になるにつれ、高齢者会館（健幸プラザ）に通
うことが体力的に負担になるという声を聞いてい
る。現在、車による送迎の仕組みはないが、できる
限り通い続けたいという方への支援として、適宜、
介護予防サービスの一つであるシルバーサポート等
の外出支援の活用を勧めていく。

192 高齢者会館の運営に携わっている人の高齢化が進ん
でおり、体力的に厳しい状況となっている。対応が
必要と考える。

高齢者会館（健幸プラザ）の運営を適切に行ってい
けるよう対応を図っていく。

　政策１２　生涯現役で生き生きと活躍できる環境をつくる

23



項番 主な意見 区の考え方

193 商業施設にベンチを設置し、高齢者の居場所として
休憩や交流が出来るスペースを作ってほしい。

歩きたくなるまちづくりの取組の一つとして、今年
度より民有地へのベンチ設置助成を開始したところ
である。高齢者の方等の休憩できる場所を増やして
いくためにも積極的に活用を検討してもらえるよう
周知していく。このほか、高齢者の居場所の充実に
向けては、高齢者会館を健幸プラザとしてリニュー
アルし、利用促進を図っていく。

194 施策26のタイトルにある「多様な交流・つながり」
を優先するなら、「高齢者の社会参加支援」や「就
労支援」の対象をシニア層に限定せず、50代後半な
どの退職前後の中年層も含めるべきである。早期退
職・介護離職者が増加する中で、現役期から地域活
動への移行を支援することは「生涯活躍社会」の実
現に直結する。年齢ではなく移行期を意識した施策
設計が重要かと考えられる。また、ボランティア活
動や地域リーダー育成の取組に、健康維持や生きが
い形成の視点を加えることが望ましい。なお、施策
の方向性の1項目にある「いくつになっても」は、
削除しても良いかと思う。

施策26については、高齢者が地域で活躍できる環境
づくりを重要な考え方とし、自らの豊かな経験を活
かして、地域の中で新しいライフスタイルを創造す
ることを目的とした事業などにより、地域活動を通
じた社会参加のきっかけづくりを進めていくものと
している。このほか、施策３では、すべての区民が
地域活動を知り、愛着を持って参加できるよう、つ
ながりを広げる取組を記載している。これらの施策
は、重点プロジェクト２に位置づけ、政策横断的な
視点を持って推進することで、ライフステージ等に
応じた交流・つながりづくりにも取り組んでいく考
えである。

195 施策26の施策の方向性一つ目に、「シルバー人材セ
ンターの活用による」という具体例を加筆してはど
うか。

高齢者の就労や地域活動のきっかけとしての受け皿
としてシルバー人材センターの活用は大変有用であ
る。幅広く高齢者が活躍できる地域の環境づくりを
進めていくための主な取組のひとつとして、シル
バー人材センターの取組と運営支援を行うことを記
載している。

196 区が実施している介護関連事業の説明を行ってほし
い。高齢者会館のほか、民間の飲食店なども含めて
高齢者の居場所になっているところで周知等を行っ
ていくことが効果的ではないかと思う。

高齢者会館の運営委託事業者を通じて地域のニーズ
を把握し検討していく。また地域の自然発生的な高
齢者の居場所について、今後生活支援コーディネー
ターによる把握を進めていく。

197 施策27の主な取組③「健康無関心層へのアプロー
チ」の「アプローチ」が意味するところが曖昧で不
明確である。成果指標に例示のある既存の地域団
体、体操や軽運動以外にも、健康無関心層が持つよ
り多様な興味関心に応えられる情報発信と手段を講
じる必要がある。また、既存の活動以外にも中高年
のうちから継続した活動参加を促すべく、リスキリ
ング、生涯学習的な活動等も積極的に取り入れる柔
軟さが求められる。

健康無関心層の多様な興味関心に応えていくことは
重要と考えており、介護予防事業の拠点である高齢
者会館を健幸プラザという新たな拠点として位置づ
けるとともに、健幸ポイント事業を活用した健康づ
くり促進のための実証実験を推進していくこととし
ている。こうした取組の中で、リスキリングや生涯
学習的な活動に積極的に取り入れることで、中高年
期からの社会参加を促し、健康づくりへの関心を高
める仕組みを構築していく。
さらに、重点プロジェクト２には、施策27における
健康無関心層へのアプローチと施策37における学び
の機会の充実の取組を合わせて位置づけており、こ
れらの取組を政策横断的な視点で推進していく中
で、生涯学習に関する取組を連動させて展開してい
きたい。

198 施策27について、人口減少や担い手の高齢化、単身
者の割合が多い状況の中で、介護人材の不足や高齢
者の増加による介護サービス不足と介護予防に取り
組む住民の固定化など、介護や福祉の人材不足だけ
でなく、地域の活動者の不足も深刻化している。特
に、介護や福祉を支える専門職の定着は必須であ
り、自治体として国の施策を待つだけでなく積極的
な支援策を打ち出すことが急務である。

人口減少、少子高齢化の進展等が地域社会に与える
影響を踏まえた対策を講じていくことは、区の責務
であると認識している。高齢者福祉の向上に向け、
介護予防に資する活動に取り組む団体への支援や介
護予防の拠点施設である健幸プラザの充実、介護従
事者の資格取得費用等の助成や介護サービス事業所
職員の職種・職層に応じた研修の実施等の定着支援
を行うとともに、地域福祉の維持・向上のため、関
係機関と連携し取り組んでいく。
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項番 主な意見 区の考え方

199 社会的孤立を防ぐためにも、高齢者向けの「大人食
堂」に助成金を出してほしい。

現在活動している団体の実態や補助の需要を調査し
た上で、補助制度の導入に向けて検討していく。

200 成年後見制度は問題が多いため、むやみに推進しな
いでほしい。問題点を分析し、解決していくための
検討から始めてほしい。

成年後見制度については、使いにくいなどの声もあ
り、国は見直しの検討を進めている。区としては、
成年後見制度の正しい理解が進むための普及啓発を
行うとともに、判断能力が十分ではなくなってきた
際の他の支援事業や制度も合わせて案内していく。

201 施策28について、社会状況も変わり、家族機能が低
下し、身寄りのない高齢者、不登校の増加、虐待な
ど現状の制度だけでは支えられない状況の中で、5
年計画の方向性として社会の変化やこれまで当たり
前だったことが当たり前ではなくなる社会での取組
がどこかに方向性として記載した方が良いと感じ
る。

第2章策定の背景では、人々のライフスタイルが急
激に変化していることや人と人とのつながりの希薄
化、さらに新型コロナウイルス感染拡大が与えた地
域社会への影響について、計画全体の課題認識とし
て取り上げている。こうした課題認識を背景に、重
点プロジェクト２「地域包括ケア推進体制の実現」
を設定し、今後の社会の変化に対応していくことも
含め、様々な状況から支援が必要となる方へ支援を
届けられるよう政策横断的に取り組んでいくことと
している。

202 施策28の現状と課題4点目について、権利擁護と虐
待防止を進めていくためには、高齢者、障害者、認
知症への理解を進めることはとても大切である。区
民に向けての理解啓発をしっかり行って欲しい。

虐待防止のため、高齢者、障害者、認知症への理解
促進を図っていくことは重要と認識しており、障害
者や認知症等に係る理解促進のための啓発事業を実
施している。今後も引き続き、啓発に取り組み、虐
待の防止、早期発見・迅速な対応につなげていく。

203 ひきこもりの状態にあり、社会との関わりを持てて
いない方が増えているため、地域とのつながりづく
りや働いて収入を得らえるよう支援していく必要が
あると考える。

ひきこもりをはじめとした孤独・孤立に関わる様々
な課題への対策を推進し、つながりを実感できる地
域づくりを進めるため、官民連携による取組を進め
ていく。

204 重層的支援体制整備事業においては、地域の力をつ
ける施策や、見守り・支援のアウトリーチが重要で
ある。また、外国人や子ども、高齢者など属性や年
代を問わずケアが必要であり、多世代が交流できる
場があると良いと思う。

地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らしていく
ために、地域の方や活動団体、関係機関と共に地域
の交流や見守り支えあいのネットワーク構築を進め
ていくとともに、年齢や属性を問わず個人の相談を
受け止め、必要な支援やサービスにつなげていく。
また、区民活動センターなどの地域施設を活用した
多世代交流を促進していく。

205 障害のある家族やWケアの家庭を介護しているケア
ラーの心身の健康を保つことができるようサポート
を充実してほしい。

ケアラー支援については、これまで、SNSを活用し
たオンライン窓口の開設等により支援体制の充実を
図ってきたところであり、今後はケアラー支援条例
の制定に向けた検討を進め、地域全体でケアラーを
支える環境づくりに取り組んでいきたいと考えてい
る。

206 施策29について、アウトリーチチームが対応して適
切に支援につなげた要支援者が成果指標となってい
るが、その要因を分析し、アウトリーチチームの今
後の役割を明確化し、コミュニティソーシャルワー
カーとの具体的な連携のあり方を考えてほしい。

アウトリーチチームが対応する個人相談は、短期解
決できるケースから複雑化した困難ケースまで多様
である。複雑化した事例はコミュニティソーシャル
ワーカーの専門性を活かした対応と連携し、臨機応
変に進めていく。困難ケースについては、対応後に
分析し今後の活動に活かしていく。

207 施策29主な取組①の主な事業「孤独・孤立対策官民
連携プラットフォームの運営」は重要な取組である
と思うが、緩やかなネットワークだけでなく、実際
に連携・協力する場面を積み重ね、より強いネット
ワークが構築できるようにしてほしい。

孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを設置
し、企業や団体等に広く参加してもらい緩やかにつ
ながりつつ、総会やワークショップを実施していく
ことで連携を深め、強いネットワークとしていきた
いと考えている。

　政策１３　誰一人取り残されることのない支援体制を構築する
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項番 主な意見 区の考え方

208 施策29成果指標②「自殺死亡率（10万人対）」の目
標は０とすべきではないか。

成果指標②「自殺死亡率（10万人対）」の目標値
13.3人については、国が掲げている目標や区の現状
を踏まえ設定したものである。成果指標としての実
効性を確保するため、一定程度現実的な視点からも
検討を行った結果であり、適切な数値と考えてい
る。将来的には自殺死亡率（人口10万対）０を現実
的な目標値にすることができるよう、自殺対策とし
て予防と支援に取り組んでいく。

209 医療的ケアを必要とする重症心身障害者も含め、障
害のある方が、特別支援学校等を卒業し１８歳以上
となった後も、引き続き同じように支援を受けら
れ、社会に出ることができるような環境づくりを進
めてほしい。

障害のある方にとって、18歳までは様々な取組によ
り環境整備が進んできた一方で、学校卒業後の環境
の充実については課題と認識している。ニーズに応
えられるよう取り組んでいく。

210 親が亡くなった後の障害者の生活を守るため、必要
な情報発信を行い、障害者本人も知識を身に着け、
自立した生活を送っていけるようにしてほしい。ま
た、地域連携体制を充実し、障害理解の促進や居場
所づくりに取り組んでほしい。

障害者が地域で安心して自立した生活が送れるよ
う、地域生活への移行を支える体制づくりを進め
る。さらに、障害に対する理解促進に取り組むと同
時に、施設整備及び誘致の検討も進める。

211 障害者に対して、防災等の情報がダイレクトに届
き、また、本人から体調不調等の救急の連絡が届け
られるような専用アプリをつくってほしい。

障害者が地域で安心して自立した生活が送れるよ
う、情報提供の方法について、工夫していく。

212 障害のある方に対して、医療サービス等を受けるた
めの給付金を支給してほしい。

障害のある方や難病のある方に支給している各種手
当があるほか、東京都においても心身障害者医療費
助成など、障害種別により医療費助成制度を実施し
ており、今後も適切に案内していく。

213 医療的ケアの必要な人の受入れ、タイムケアの拡充
等のため、看護師の確保やヘルパー育成により、福
祉施設の人員体制の充実を図ってほしい。また、従
事者の技能・資格に応じた適正な処遇改善を図って
ほしい。

特別支援学校在籍児の状況把握と区内事業所の定員
に対する利用者の充足率を踏まえ、今後の必要な整
備数や人員配置などを見込み、適切にサービス提供
を図っていく。

214 障害のある方が負荷なく生活できる環境を整備して
ほしい。そのために、区職員による訪問など、区が
直接支援をするような取組も行ってほしい。

障害者が地域で安心して自立した生活が送れるよ
う、地域生活への移行を支える体制づくりを進めて
いく。

215 体格が大きい人向けの車椅子をすこやか福祉セン
ターなどで借りられるようにしてほしい。

すこやか福祉センター及び区役所本庁舎の障害福祉
課では現在、標準型の車椅子を貸出しているが、い
ただいたご意見について、今後の参考とさせていた
だく。

216 障害者を地域へ移行させる取組が進んでいる中で、
民生委員・児童委員などの障害特性への理解が重要
であるため、研修等を充実してほしい。

民生児童委員協議会において、障害理解促進・差別
解消を目的とした講座を実施している。今後も障害
理解の推進に向けて、連携を図りながら取り組んで
いく。

217 都立の特別支援学校ではICTの活用等による環境の
充実が進んでいる一方で、卒業後に通う生活介護施
設等の環境との差が広がっている。在学中では自己
決定を支援するICTツールがあるが、卒業後はそれ
が十分でなくなってしまうような状況がある。特別
支援学校で身につけたことを卒業後も継続して活か
せる環境整備を進めてほしい。

生活介護では利用者のニーズや障害の特性等に応じ
たプログラムを行っており、引き続き、現場との情
報共有を図りながら、継続的な学びの機会について
関連部署と連携し、充実を図っていく。
また、障害の状況、年齢、生活の背景等に合わせた
多様な支援を提供するために、制度の拡充等につい
て、国や東京都に求めていく。
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項番 主な意見 区の考え方

218 施策30の現状と課題3つ目について、障害福祉サー
ビスを利用していない障害者のうち30.8％の方が、
サービスの利用方法が分からないことからサービス
の利用につながっていないことは非常に問題であ
る。すこやかが区内に4カ所あることすら知らない
可能性もある。区報などで、周知するのも必要だと
思う。

障害福祉サービス利用までの流れについては、「障
害福祉のしおり」や区公式ＨＰなどで案内を行って
いるところであるが、サービスを必要とする人が利
用方法を理解できるよう、すこやか福祉センター内
の障害者相談支援事業所の窓口も含め周知に努めて
いく。

219 生活保護の不正受給を防ぐ取組を強化してほしい。 生活に困窮する方に対して必要な保護を行う一方、
適切な調査を行い、不正受給の防止を図っていく。

220 区役所が一定期間閉庁している年末年始における対
応として、区民を主体としたフードパントリーなど
の生活支援事業を行う必要があると考える。

年末年始期間は、東京都と特別区等が連携し、相談
窓口の臨時開所や自立を支援する施設の特別対応な
ど、生活困窮に関する相談等の支援を実施してい
く。

221 生活保護者には、働いて収入を得られるよう支援す
ることが必要だと考える。

生活保護被保護世帯の自立に向けて、引き続き、求
職活動や困窮状態を長期化させないための就労支援
を充実・強化に取り組んでいく。

222 知的障害以外の障害がある方でも収入を得られるよ
う支援を強化してほしい。

障害者が各々の希望に応じた働き方を選択でき、安
心して働き続けられるよう、関係機関と連携を図り
支援していく。さらに、障害者の工賃向上に向け、
事業者からの受注の確保に取り組むとともに、自主
生産品の販売機会の確保や後方支援を進めていく。

223 障害者向けの作業所を増やしてほしい。なお、食に
関して我慢できない方もいるため、食品製造ではな
い作業所を検討してほしい。

特別支援学校在籍児の状況把握と区内事業所の定員
に対する利用者の充足率を踏まえ、かつ調査やヒア
リング等を行い、他サービスとの調整を図りながら
施設整備及び誘致の検討をしていく。

224 障害者が身近におらず実情がわからない人も、障害
に対する関心を持ち、理解することができる機会を
充実してほしい。

障害のある人とない人との交流の場を設けるなど、
障害に対する理解促進のための啓発事業に取り組ん
でおり、今後も充実を図っていく。

225 中野区主催の障害福祉に関連するイベントの開催時
間が14時～16時となっており、生活介護を利用して
いる子の親は参加しにくい時間帯である。オンライ
ン開催や、アーカイブ配信などの併用を検討してほ
しい。

区民向けの障害福祉に関する研修等のイベントにつ
いて、オンライン開催やアーカイブ配信を一部で導
入しており、今後も参加しやすい環境の整備に向け
て工夫していく。

226 重度の障害者であっても、ロボットなどの遠隔操作
技術を活用し、配膳などの業務を担うことができる
カフェを運営してほしい。

ICTの進展も踏まえ、障害者が各々の希望に応じた
働き方を選択でき、安心して働き続けられるよう、
関係機関と連携を図り支援していく。

227 施策32主な取組④「障害に対する理解促進と社会参
画支援の充実」における啓発事業について、中野区
内の中小企業向けに障害のある方と一緒に働くこと
をテーマとするような勉強会等を開催し、少しでも
障害者雇用が進むようにして欲しい。

障害に対する理解促進のための啓発事業に取り組ん
でいるところであるが、今後も充実を図っていく。
また、就労支援センターが中心となり、ハローワー
クなどと連携して、区内企業も含め相談会を開催し
ており、今後も継続して実施していく。

228 認知症の方に対して、週１回の訪問を実施してほし
い。

認知症の方への訪問については、個別支援の中で関
係機関と連携しながら必要な頻度で行っている。ま
た、訪問以外にも居場所への参加、介護保険等サー
ビスの利用等、個々の状況に応じて支援を行ってお
り、今後も継続していく。

　政策１４　誰もが自分らしく輝ける地域社会を形成する
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項番 主な意見 区の考え方

229 認知症の人が働くことができる場として、注文を間
違えても受け入れられる仕組みを備えた「注文を間
違えるかもしれないカフェ」を開催してほしい。

認知症になっても生きがいや希望を持ち、社会参加
を続けることが必要である。そのような場や機会の
充実について、認知症のある人、その家族等の意見
を聞きながら、民間事業者や地域団体との連携を進
めていく。

230 区民の誰もが参加できる大会や、大学生とアマチュ
アスポーツ選手の交流が生まれる機会の創出、ま
た、定期的に開催されるスポーツフェアなど、ス
ポーツイベントを充実してほしい。

体育協会主催の中野区民スポーツフェスティバルや
体育協会加盟団体に加入する各競技団体主催の大
会、スポーツ推進委員主催のなかのボッチャフェス
タなどが毎年実施されている。このような取組を大
学生と繋げられるよう、情報発信の方法を工夫して
いく。

231 障害の重さや障害の有無に関係なくインクルーシブ
に楽しめるスポーツ教室を行ってほしい。

障害の有無や程度に関わらず、誰もが楽しめるよう
プログラムを改善し、共生社会の実現に取り組んで
いく。

232 平和の森公園の野球場、人工芝グラウンドは素晴ら
しいが、一般利用日や時間帯を拡充してほしい。

令和7年度に平和の森公園の多目的運動広場におい
て、暑熱対策として実験的に朝の利用時間拡大を実
施した。今後、利用時間の拡大を検討していく。

233 体育館を使いやすくしてほしい。バレーやサッカー
のようなスポーツだけでなく、子どもがただ走り
回ったりできるような使い方も考えてほしい。ま
た、個人利用の需要が増加しているため、団体利用
のみではなく、個人利用できる部屋や時間帯を設け
て欲しい。

総合体育館では、曜日ごとに各種スポーツの個人開
放枠を設けており、種目や回数は、スポーツ団体の
利用や教室事業とのバランスや安全管理等も考慮し
て設定している。今後も運営の改善に努めていく。

234 障害者がスポーツを行える環境の整備を進めてほし
い。おむつを着用したままプールに入ることができ
る機会をつくることや、ボッチャだけでなくハンド
サッカーなどインクルーシブスポーツの推進を積極
的に行ってほしい。

障害者がその特性に応じて運動できる環境づくりの
ため、障害者の特性に応じた事業の拡充等に取り組
むことが重要と考える。この点について、障害者ス
ポーツ事業に係る事業の展開として、計画に反映す
る。

235 現在のマラソン大会や中野ランニングフェスタは同
じ場所を何度も周回するコースが多く、単調でつま
らない。
中野の名所を巡るようなコースがあると楽しく走れ
るのではないか。

中野ランニングフェスタは、区は協賛という立場で
支援をしている。意見については、主催する中野ラ
ンニングフェスタ実行委員会に伝えていく。

236 部活動の地域連携、地域展開について、教員の働き
方改革や少子化を背景に始まった事業であるが、方
針・方向性の検討に当たっては、まずは、教育委員
会と区長部局が連携を密にし、区の方針及び工程表
を作成すべきと考える。その後の具体的展開の検討
の際には、スポーツ・文化活動の専門家や体協など
地域に精通した団体を入れた協議会を設置してはど
うか。特に後期の展開が描けていないように感じ
る。

部活動の地域連携・地域展開については、教育委員
会と区長部局で連携するとともに、地域の団体とも
協議の場を設け検討を進めており、こうした体制に
より、引き続き検討を進めていく。検討の中では、
教育的意義を継承しつつ、質の高い指導や幅広い世
代との交流を実現できるよう進めていくことを方向
性として、地域スポーツクラブの事業として部活動
の地域連携・地域展開に資する事業を拡大するとと
もに、地域展開を行う部活動を段階的に広げていき
たいと考えている。

237 地域スポーツクラブ事業について、現在、スポー
ツ・コミュニティプラザの指定管理者がクラブを運
営している形となっている。しかし本来の趣旨から
すると、より地域の住民や団体が主体的に運営する
クラブにすべきと考える。

区は、今年度、地域スポーツクラブ事業の見直し、
展開の考え方を取りまとめ、これを反映した形で次
期指定管理者の公募、選定を行った。
区としては、今後5年間を地域スポーツクラブ事業
のあり方を見直し、総合型地域スポーツクラブに移
行していく期間と考えており、計画の施策34に記載
し、運営や事業の推進・改善に取り組んでいく。

　政策１５　生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる
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238 スポーツ施設運営の上高田運動施設庭球場の改修に
ついて、改修計画策定にあたっては、利用者団体の
意見を反映した改修となるよう要望する。また、哲
学堂管理棟の改修について、現在の哲学堂公園再整
備計画では、管理棟改修は2029年度となっている
が、老朽化が激しいので、前倒しを要望する。

施設の改修は、施設の状況や財産処分年限などを踏
まえつつ、利用者の声を丁寧に聞きながら、設備更
新の方向性について検討を進めていく。上高田運動
施設の庭球場の改修については、施策34の事業の展
開において、前期に記載している。
哲学堂公園については、哲学堂公園再整備計画に記
載のとおり、仮設管理棟の設置、試掘調査、設計作
業が必要なため2029年度の管理棟改修工事着手を予
定している。

239 高齢者が身近な場所で体を動かす機会となるような
地域の活動への支援を充実できるとよい。

既存の地域団体の活動の支援を行うとともに、地域
住民の主体的な活動の立ち上げ支援についても引き
続き取り組んでいく。

240 50歳以降の特に女性を対象とした健康づくりを促進
する取組があるとよい。

健康的な生活習慣が定着するよう、50歳以降の女性
を含め、ライフステージに応じた健康づくりの促進
に取り組んでいく。

241 自身の住む地域の人々の健康状況の情報共有ができ
ると良い。

地域の健康状況に関する情報共有については、個人
情報の保護に十分配慮しながら、統計的なデータや
健康づくりに役立つ情報をイベントやホームページ
等で発信し、地域の状況を把握できるよう検討して
いく。

242 医療機関と連動した体力づくりのできる施設がほし
い。

現在、医療機関により認定された方を対象としたス
ポーツジムでの運動メニューの体験機会の提供等を
行っているところである。
高齢者の体力づくりは、高齢者会館（健幸プラザ）
で実施している介護予防事業等について医療職、リ
ハビリテーション職との連携をさらに進めていく。

243 認知症リスクを高める食べ物を過剰摂取しないよう
に食育を推進してほしい。

認知症を含め、早期からの食習慣改善が健康寿命を
延伸していくうえで重要であるため、今後も区民の
健康が維持・増進されるよう食育を推進していく。

244 スマートフォンは脳を壊すという研究結果からも、
海外では使用を制限している事例もある。スマホの
使用制限条例を設けることを検討してほしい。

スマートフォンが健康に与えるリスクを踏まえた対
応については、海外や国内でも事例があることは承
知している。使用制限については、様々な意見があ
るものと認識しており、健康上のリスクのほか、ス
マートフォンの生活上の必要性など、多角的な視点
から検証し、判断していく必要があると考えてい
る。

245 路上喫煙や歩行喫煙を多く見かける。区全域での路
上喫煙を禁止する等、路上喫煙のルールを徹底し、
公共の喫煙所は密閉型にするべきである。

区は、区全域において歩行喫煙を禁止している。ま
た、喫煙所は受動喫煙防止の効果が高い閉鎖型が望
ましいと考えており、現在、受動喫煙防止に向けた
取組の充実を検討している。

246 障害や重い病気のある人が受診可能な病院を誘致し
ていただきたい。小児科から移行する際、区内の病
院に通えるようになると良い。

中野区が属する二次医療圏の区西部は、病院の病床
数が過剰であり、新たな病院の誘致等は難しいと考
えている。

247 若い世代と同居していない高齢者が増えている。か
かりつけ医との結びつきができるシステムなどがあ
ると良い。

区民が安心して受診することができるかかりつけ医
等を持てるよう、健（検）診等を通じて普及・啓発
を推進していく。
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248 施策36主な取組①「地域での医療提供の充実」と
は、具体的にはどのような取り組みを考えているの
か。

区では、区民が安心して生活できるよう医療環境を
整備するとともに、感染症など健康危機に対応する
ため、医師会等関係機関と協働し地域医療機関等の
連携強化に向けた取組を行っており、引き続き推進
していく。

249 施策36の現状と課題2つ目に、新興・再興感染症の
発症という話が出てくるが、そこに「正しい知識の
指導」といったことを盛り込んでほしい。

新興・再興感染症の発生・拡大リスクへの備えは重
要な課題と認識している。また、平常時から、区民
等に対して感染症に対する正しい知識の普及啓発を
強化している。

250 図書館が統合された中で、どのように利便性をよく
するかを考えて欲しい。蔵書や設備等の充実のほ
か、近隣区の図書館との連携についても考えて欲し
い。
また、中央図書館についても、中野東図書館のよう
に子連れで利用しやすい空間としてもらえるとよ
い。

図書館については、本を閲覧するというだけでな
く、居場所としてのニーズがあるということは認識
している。こうしたニーズに応えられるよう今後の
図書館の整備等の取組を進めていく。

251 区立図書館は指定管理による運営がなされている
が、区民の声が図書館の施策に反映されづらいので
はないかと感じている。図書館職員の処遇が低いこ
とも影響しているのではないか。図書館運営は直営
とし、処遇も確保された職員が、区民の声を施策に
反映できる体制で運営してほしい

指定管理による運営で、開館日や開館時間の拡大、
専門性の高い職員配置及び充実した事業企画等が行
えており、利用者の声も反映する仕組みもある。公
契約条例を適用し図書館職員の処遇についても考慮
しており、直営での運営に戻すことは考えていな
い。

252 子どもだけでなく、大人の学びの場として、スキル
アップができるような学びの場などをつくってほし
い。

関係部署と連携しながら学びの機会の把握に努め、
なかのZEROでの事業や区内大学の公開講座など、大
人を含めた学びの機会の情報発信に努めていく。

253 受験生や資格試験の勉強をしている人のために、年
末年始も図書館や区民活動センターを開館してほし
い。

区民活動センター及び区立図書館については、年末
年始の開館は難しい。

254 小さい声であればおしゃべりができたり、寝転んで
本を読むことができる図書館があるとよい。

利用者の利便性向上や誰もが使いやすい図書館を目
指して、図書館整備の検討を行っていく。

255 中野区にはなかのZEROという生涯学習の拠点となる
施設があるので、貸館業務だけでなく多様な年代に
対して、行政が目指す様々な分野の理解啓発の講座
等、働きかけを考えてはいかがか。区民・行政・指
定管理者との協同は可能だと思う。

なかのZEROにおいて、区で活動する団体や個人との
協働や連携を視野に入れた、区民の主体的な学びの
機会の提供等が展開されているが、引き続き、多様
な学びの機会が提供されるよう、指定管理者と連携
しながら展開していく。さらに、学びという観点で
は、なかのZEROに限らず、他の区有施設において
も、行政が目指す多様な分野に関する理解や啓発を
促す講座・事業の実施に努めていく。

256 施策37については、全般に学習に特化している印象
である。文化的な学習機会に留まらず、より多様な
学びの機会の意図が通じるようにした方が、政策15
の真意に繋がるため、施策の方向性の1点目に「生
涯を通じて楽しく主体的に」といった文言を追加し
てはどうか。

施策37の「主な取組」において、「多様な学習機会
を提供する」としているが、文化活動、スポーツ活
動、レクリエーション活動、ボランティア活動、趣
味などを通じ、楽しく学ぶことを包含する内容とし
て記載している。
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257 施策38の成果指標「不燃領域率」と「住宅の耐震化
率」は重要である。
不燃領域率について、消失率がゼロに近いと言われ
ている60％を達成している防災まちづくり事業対象
地区に限定し、そこをさらに高めるという指標は適
さないと考える。不燃領域率60％以下の35町丁目を
ゼロにするという目標にするべき。

東京都防災都市づくり推進計画においても成果指標
として不燃領域率を設定し、目標値は70%としてい
ることを踏まえ、区としても東京都の目標と同一の
内容を設定し、東京都との連携を強化し取り組んで
いく。

258 施策38の成果指標について、耐震化率の低い14000
戸をゼロにするという目標値を設定したほうが具体
的な施策を実施できるのではないか。

成果指標の数値設定については、戸数を単位として
0戸と設定することと、割合を単位として100%を設
定することは同義であり、区内住宅の耐進化の状況
については、これまでも割合で計ってきた経過を踏
まえ、100%を目標として設定する。
また、当該施策では、耐震性の低い住宅に対する除
却・建替え等を啓発・誘導していくため、その具体
策となる主な事業を位置付けており、これらの事業
を着実に実施することで震災時の被害軽減につなげ
ていく。

259 防災を考える上で大事な在宅避難を実現するために
は、倒壊や火災焼失から自宅を守ることが重要であ
り、このための取組を進めてほしい。

防災まちづくりを進めるにあたっては、東京都建築
安全条例に基づく新たな防火規制の適用をはじめ、
各防災まちづくり事業により建物の不燃化や耐震化
の建替え誘導を行っているところであり、こうした
取組を推進することで、住宅の倒壊や火災消失を防
ぐ地域づくりを進めていく。

260 若宮地区は地震に関する地域危険度が高い地域であ
り、旧洗心寮跡地の活用にあたっては、防災機能を
備えた施設にしてほしい。

旧洗心寮については、防災機能（防災資機材倉庫や
防火水槽等）を備えた公園・広場の確保等も含め
て、跡地の活用に向けた検討を進めている。
引き続き地域の意見を聞きながら、跡地活用に向け
た検討を行っていく。

261 道路や橋の幅員を拡げたり、隅切りを設けるなど、
救急車の通行が可能な道路整備を進めてほしい。ま
た、空地を買取り道路を増やすこともしてほしい。

東京都の防災都市づくり推進計画における整備地域
や、地震に関する地域危険度測定調査において危険
度が高い地域については、延焼遮断帯の形成や避難
道路の整備を推進していく。併せて、沿道建物の不
燃化・耐震化を進め、災害時の建物倒壊等による道
路閉塞の防止を図っていく。

262 道路を広げても防災対策にはならず、むしろ商店街
が消える問題が起きている。今までと違う視点で災
害対策を考えてほしい。

都市計画道路等の道路の拡幅整備は、沿道の延焼遮
断帯形成や不燃領域率の向上など地域の防災性向上
に寄与している。商店街の活性化やにぎわい創出に
ついては関係部署が連携を図りながら検討を進めて
いく。

263 区内の建築物を地震に強い建物にするべきである。
また、斜線制限を無くして建物の高さ規制と隣地境
界の基準のみ設定すべきである。

区では、耐震化促進事業により、耐震性の低い住宅
に対する除却・建替え等の啓発・誘導を行っている
ところであり、今後も推進していく。また、斜線制
限は、建築物の周囲の採光・通風等を確保するた
め、地域の現状等を鑑みて基準が定められているも
のである。

　政策１６　災害に強く回復力のあるまちづくりを進める

基本目標４　安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち
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264 ブロック塀は災害の際に崩壊する危険があるため取
り除いてほしい。区民が環境に優しく災害に強い塀
に変更することで、区からポイントを付与するよう
な仕組みを設けてはどうか。

ブロック塀は個人等の財産であるため、区は、倒壊
の危険性があるブロック塀等の所有者や管理者に対
して、除却等に向けた啓発活動及び安全管理指導を
行っている。
また、現在、区では、道路等に面するブロック塀等
の撤去工事費等の助成を行っている。ポイントの付
与ではなく助成制度の案内などにより、引き続き所
有者・管理者への啓発・改善指導を行っていきた
い。

265 施策38の現状と課題に「区内における旧耐震基準の
木造住宅等で耐震性の低い建物は、約1 万4 千戸存
在しています。」とあるが、施策の方向性では、
「耐震性が不十分な建築物に対して耐震性の確保を
図ります。」と記載していることから、棟数ベース
で内容を統一した方が分かりやすいと思う。あわせ
て、成果指標の住宅の耐震化率についても、戸数
ベースであれば棟数ベースにするべきだと思う。

旧耐震基準の木造住宅等を示す数値については、倒
壊した際の被害状況を把握する場合も想定し、国の
基準により戸数密度を重要視することも要素となっ
ている。その基準の推移から戸数ベースで目標値を
設定しており、適切なものと考えている。

266 災害時において、障害のある方の避難行動への支援
や避難所でのスペース確保などの避難所環境の整備
をするとともに、必要な方に必要な情報が届くよう
情報発信をしてほしい。

障害のある方など要配慮者を対象とした「災害時避
難行動要支援者名簿」を活用し、避難支援を行って
いく。また、各避難所では、要配慮者に対して一般
の避難者とは別の居住空間を設けており、引き続き
区ホームページ等を通じて発信していく。

267 備蓄の成果指標は飲料水と食料となっているが、初
期消火のための家庭用消火器についても現状と課題
や成果指標でとりあげてもらいたい。

当該施策では災害発生時における自助・共助の活性
化を図る観点から、地域防災力の向上を図っていく
こととしており、火災発生時の初期消火体制等の充
実についても、この中で取り組んでいく考えであ
る。

268 東京都で防災危険度第一位の若宮地域だが、町会全
員が防災会の会員であるということを認識できてい
ないため、入居の手続の時に告知してほしい。

転入手続の際に配布している「なかの生活ガイド」
において、防災情報について周知を図っている。災
害時には全員が防災会員であるということを引き続
き区ホームページや避難所運営会議、防災訓練等で
周知していく。

269 感震ブレーカーの無料配布対象地区に家庭用消火器
を無料配布してはどうか。

消火器について、区内に約5,000本の街頭消火器を
設置している。また、家庭向けには消火器あっせん
事業を行っており、こうした取組について周知を進
めていく。
併せて、有効な初期消火のため、防災訓練等に参加
し適切な使用方法を習得頂くように普及啓発してい
く。

270 在宅避難者への支援を進めるにあたっては、障害
者、単身高齢者の状況を把握し、対応マニュアルを
作成してほしい。

在宅避難者の安否確認や避難支援に関しては「災害
時避難行動要支援者名簿」を活用し、区と地域防災
会が連携して行うこととしている。その対応につい
ては「中野区避難所運営マニュアル」に若干の記載
があるが、より実践的な在宅避難者に係る対応マ
ニュアルの作成について今後検討してまいりたい。

271 防災避難施設について、小・中学校の統合により、
各地域の避難施設と防災倉庫のある場所の確認がで
きておらず、地元町会が困惑しているため、周知を
徹底してほしい。

学校再編に伴う避難所変更については、対象地域に
案内を全戸配布するなどで周知を図っているところ
であり、変更後の防災倉庫の確認については、避難
所運営会議等で周知を図っていく。

32



項番 主な意見 区の考え方

272 発災時の病院等に対する給電や給水に係る対応を区
として手配できるようにしてほしい。また、電柱等
に二次元コードを貼付するなど、緊急時でも身近な
場所で必要な情報を得ることができる環境をつくっ
てほしい。

発災直後の災害医療を担う病院では、停電時におい
ても医療機能を維持できるよう、自家発電機による
電力供給及び貯水槽等を活用した給水に必要な燃
料・資機材等を備蓄している。区は、東京電力及び
東京都の関係機関と連携し、必要な調整・支援を行
う。
また、発災時に必要となる情報を身近で取得できる
よう、発信方法等について検討していく。

273 災害地へ出向した区職員のレポートを区民にも公開
して欲しい。災害現場を体験した区職員の経験を活
かして、区が出来ることを見えるようにしてほし
い。

被災地支援で得た経験を、災害への備えが充実する
機会となるよう、職員の現場体験の公開について検
討する。

274 避難所について、トイレや空調などの環境を充実す
るとともに、その情報について周知してほしい。ま
た、在宅避難を余儀なくされた際、区がトイレを提
供するなど支援を充実してほしい。

避難所におけるトイレは仮設トイレや簡易トイレな
ど必要な基数を配備し、在宅避難者には配布用の便
袋を備蓄している。また、トイレの提供に関する周
知を進めていく。
停電や空調設備の被災により避難所の空調が使用で
きなくなった場合に備えて、冬季については石油ス
トーブを配備しているほか、夏季の酷暑時の対応の
ため、施設内の一部個室を冷却できるよう、ポータ
ブル型の冷房機器（スポットクーラー等）を災害対
策用備蓄物資として拡充していく。

275 区内は住宅密集地が多く、救急車や消防車が入れな
い路地が多い。
最終的には道路整備を行う必要があるが、まず小型
の緊急車両の導入をしてほしい。

区では、救急車等の緊急車両は保有していないが、
災害時には、区が保有する軽自動車や複数の団体か
ら提供される軽自動車を含む車両を、避難支援や資
機材の搬送等の災害活動に活用していく。

276 広域避難所の数が不足している現状を踏まえ、災害
時の安全確保のために、一部の小規模な公園を一時
避難所として活用してほしい。
そのために、公園内のフェンスや遊具の撤去など、
避難所としての機能を果たせる環境整備が必要であ
る。

広域避難場所は、大地震の発災時に発生する延焼火
災等から避難者の生命を守るため、必要な面積を有
する大規模公園等を東京都が指定している。延焼火
災から安全を確保するには、迅速に広域避難場所へ
避難することが重要である。そのため、小規模な公
園を一時避難場所として指定することは、危険回避
の観点から望ましくないと考える。なお、区では、
地域の公園・広場等を地域防災会の災害時の防災活
動拠点としており、必要な資機材等の配備を行い、
地域防災会の防災行動力の向上を図っている。

277 防災マップに火災や水害のシミュレーションを盛り
込んで内容を充実させることや、避難場所、避難経
路を地域住民が実際に見学するなどして啓発するな
ど、防災情報をわかりやすく区民に届けてほしい。

防災マップについて、災害総合危険度や火災危険度
を示した「中野区防災地図」、浸水予想区域を示し
た「中野区ハザードマップ」を作成しており、それ
ぞれに避難所等も掲載している。
避難所等について、地域の防災訓練で実際に住民に
見学して頂いている。引き続き防災情報の発信およ
び普及啓発に努めていく。

278 近所とのコミュニケーションが減ってきているた
め、町会で防災訓練を実施していくべきである。

町会（防災会）にて、自主的に防災訓練を実施して
おり、区は訓練支援や防災普及啓発活動を行ってい
る。
災害時、自助共助の中心となる町会（防災会）の防
災訓練支援および防災普及啓発に引き続き努めてい
く。
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279 街頭消火器については、設置数が基準に対して大幅
に乖離しているため、危険地域に重点配備するなど
の検討を行ってほしい。そして、大型消火器を縮減
し、スタンドパイプを推進する方向性のようだが、
スタンドパイプ設置の予算がないと聞いた。防災訓
練を実施しても身近に消火器がなければ意味がない
ため、対策を行ってほしい。

街頭消火器設置数の基準については、検討の上、見
直しを図る。
なお、家庭向けには消火器あっせん事業を行ってお
り、こうした取組について周知を進めていく。
併せて、有効な初期消火のため、防災訓練等に参加
し適切な使用方法を習得頂くように普及啓発してい
く。

280 防災リーダーについて、若い人材を掘り起こすため
にも養成講座を再開してほしい。また、地域防災会
との連携を強化するための仕組みづくりに取り組ん
でほしい。

防災リーダーについて、現在は青年防災リーダー
（中学生）と外国人防災リーダーの養成を行ってお
り、既存の防災リーダーに対してはフォローアップ
講座を実施している。既存防災リーダーの体制につ
いては、防災リーダーの意見を踏まえ、更なる充実
を図っていく。
また、地域連携として、防災リーダー事務局を中心
に防災リーダーと地域防災会との連携を行ってい
る。地域防災会の要望に応じて、引き続き連携強化
支援に努めていく。

281 防災備品は避難所だけでなく保管倉庫にも保管され
ているが、交通の混乱が懸念されるため、避難所に
備蓄品をおくべきだと考える。

避難所で使用する備蓄品については、基本的には避
難所拠点に保管しているが、施設の事情によっては
拠点外の倉庫に一部の物資を保管している。災害の
初動期に必要な物資を拠点倉庫に保管できるよう、
物資配備の最適化を図っていく。

282 西武新宿線連続立体交差事業における鉄道上部空間
については、町会による利用や散歩コース、公的な
施設の設置、他地域の事例などを踏まえたまちの活
性化など、有効に活用する方法に関して区民の意見
を聞いて検討をしてほしい。

行政が公共利用可能な鉄道上部空間は全体面積の約
15％が基本であり、現在、鉄道上部空間活用につい
ての基本方針を検討している。今年度も、シンポジ
ウムも開催しているところであり、どのようなこと
を実現していけるかということについて、地域と早
い段階から検討を進めたいと考えている。

283 85％西武鉄道所有地について、中野区が取得するこ
とが可能なのか。

行政が公共利用可能な鉄道上部空間は全体面積の約
15％であり、鉄道事業用地であることから鉄道事業
者の業務に支障のない範囲に限られる。
残りの85%の土地については、中野区が所有権を取
得することは出来ないが、土地の活用方法について
東京都及び西武鉄道と協議していく。

284 区画街路第4号線拡幅における延焼防止帯工事が遅
れている。令和7年度完成だったものが、いつまで
延長されたのか。

区画街路第4号線については、用地取得の状況や交
差する西武新宿線の連続立体交差事業の進捗を踏ま
え、令和18年度末までの事業期間として変更の手続
を進めているところである。

285 洗心寮跡地を防災モデル公園として、若宮、大和
町、鷺宮地域で使用できるようにしてほしい。

旧洗心寮については、防災機能（防災資機材倉庫や
防火水槽等）を備えた公園・広場の確保等も含め
て、跡地の活用に向けた検討を進めている。
引き続き地域の意見を聞きながら、跡地活用に向け
た検討を行っていく。

　政策１７　時代の変化に対応したまちづくりを進める
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286 鷺ノ宮駅や都立家政駅周辺などの地域では、マン
ションなど住居が増えているため、子どもや高齢の
方、障害のある方にも安全・安心さらに楽しめるま
ちづくりをしてほしい。また、買い物や楽しみを呼
び込む必要があり、時代に対応できるまちづくりを
してほしい。単なるショッピングセンターや駅ビル
があるのではなく、中野区から発信する交流が生ま
れるようにしてほしい。ハードの整備だけではな
く、ソフトで対応することで、多世代で交流するこ
とができるようにしてほしい。

鷺ノ宮駅周辺及び都立家政駅周辺のまちづくりにつ
いては、今年度改定したまちづくり整備方針に基づ
いて、今後も引き続き地域の意見を聞きながら検討
していく。

287 西武線連続立体交差事業について、野方・都立家
政・鷺ノ宮駅における上部空間3か所をつなげる必
要はない。住民の声を聞いて何が必要なのかを聞く
ことから始めてほしい。野方商店街や都立家政の住
民が不安になっている。説明会を開催してほしい。

野方駅・都立家政駅・鷺ノ宮駅を結ぶエリアについ
ては、まちづくり検討会やオープンハウス等でいた
だいた意見等を基に、まちづくり整備方針へ記載し
ている。
野方以西の3駅周辺のまちづくりについては、今年
度改定したまちづくり整備方針に基づいて、今後も
引き続き地域の意見を聞きながら検討していく。

288 西武新宿線の駅前に駐輪場が少ないため放置自転車
が減らない。西武鉄道と連携して駅前に駐輪場を設
置してほしい。

現在、中野区内の西武新宿線沿線の駅周辺には、１
４か所の区営自転車駐車場を整備しており、西武鉄
道が運営するものも含めた民営の自転車駐車場もあ
るため、駐輪需要は概ね満たしているところである
が、西武新宿線連続立体交差事業（中井駅～野方駅
間）を契機に進められる再開発等のまちづくりに際
し、各事業者に対して付置義務に準じた自転車駐車
場の設置を要請していく。
また、鷺ノ宮駅、都立家政駅、野方駅各駅周辺地区
のまちづくり整備方針において、利用者のニーズ等
に合わせた荷捌き車両等の駐車スペースや駐輪ス
ペースの充実を図り、道路・交通機能の向上を目指
す考えである。

289 西武新宿線の地下化は度々延期されており、中野通
りや中杉通りをはじめ、開かずの踏切は生活上の困
りごとになっているため、早急に隣接区と連携して
解決してほしい。また、列車のダイヤの見直しや駅
構内を自転車で通行可能に整備するなど対応をして
ほしい。

中井駅～野方駅間の連続立体交差事業については、
事業の延伸が見込まれているが、今後の工事の進捗
状況について、引き続き、東京都及び西武鉄道と連
携し、区民が分かりやすい表現、伝達方法を検討し
情報提供を図っていく。
また、中杉通りを含む西武新宿線の野方駅～井荻駅
間については、踏切の除却に向けて鉄道の連続立体
交差化計画について検討を進めている。
今後も引き続き、区民、区議会、区が一体となった
西武新宿線踏切渋滞解消促進期成同盟と連携し、開
かずの踏切の解消に向けて、一日も早い連続立体交
差化の実現に取り組んでいく。

290 沼袋のまちづくりが中野駅周辺のまちづくりに埋も
れてしまわないように、他自治体や商店街とのコラ
ボレーションなど地域以外の力を活用するなどによ
り、にぎわいをつくってほしい。

区画街路第4号線では、沼袋駅前バス通り商店街を
考える会による沼袋駅前バス通りにぎわい創出プラ
ンが策定され、あわせて商店街の活性化をめざすリ
ノベーションまちづくり事業による新たな担い手と
なる人材の発掘や事業化支援を行っているところで
あり、こうした取組を推進していくことにより、道
路拡幅の事業期間中や完成後の商店街のにぎわい創
出を図っていく。
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291 西武新宿線の野方以西を地下化してほしい。その際
は、小田急線の下北沢を参考にしてほしいが、地価
の上昇により老舗の店舗が閉店してしまっているの
で、そういったことにも考慮してほしい。

西武新宿線野方以西の鉄道の立体交差化計画の構造
形式については、区としては高架構造が優位と考え
ているが、現時点において構造形式は決まっていな
い。今後も引き続き、構造形式にとらわれず、連続
立体交差化計画の早期具体化に向けて取り組んでい
く。
野方以西の3駅周辺のまちづくりについては、今年
度改定したまちづくり整備方針に基づいて、今後も
引き続き地域の意見を聞きながら検討していく。

292 新井薬師前・沼袋駅周辺のまちづくりは具体的にい
つ頃までに完成するのか。

区画街路第3号線、第4号線及び補助第220号線Ⅰ期
区間の整備スケジュールは、連続立体交差事業の延
伸に伴い必要な期間を延伸する見込みである。この
うち沼袋駅の区画街路第4号線については、令和18
年度末までの事業期間として変更の手続を進めてい
るところである。なお、区画街路第3号線及び補助
第220号線Ⅰ期区間の事業期間については、検討を
行い、東京都との協議を踏まえ速やかに公表する。
また、新井薬師前駅地区再開発事業については、連
続立体交差事業の事業期間延伸を踏まえた事業スケ
ジュールの構築に向け、再開発協議会と連携しなが
ら進めていきたいと考えている。

293 西武線地下化工事の期間延長に伴い、工事費の増加
が18％の費用負担で294億円となるが、このことに
ついて中野区は承認したのか。

東京都における連続立体交差事業の負担額について
は、地方財政法に基づき、当該建設事業に要する経
費の一部を負担している。

294 西武新宿線の野方駅・井荻駅間の地下化を複線シー
ルド工法としてほしい。土地買収が少なく、早期に
実現可能で、住環境においても地下の方が良くな
る。また野方駅も移設せずに済む。

西武新宿線野方以西の鉄道の立体交差化計画の構造
形式については、区としては高架構造が優位と考え
ているが、現時点において構造形式は決まっていな
い。今後も引き続き、構造形式にとらわれず、連続
立体交差化計画の早期具体化に向けて取り組んでい
く。

295 河川沿い地域では地盤沈下していると聞いており、
西武線の地下化工事は安全を確保して進めてほし
い。

事業主体の東京都によると、予め地盤変位のリスク
や計測管理方法等の必要な技術的検討を行い、必要
に応じて地盤改良の実施や施工時におけるモニタリ
ング調査を行うことで、安全を確保するよう努めて
いると聞いている。

296 野方駅・都立家政駅・鷺宮駅の駅前広場について
は、商店や住宅を撤去してまで、駅前に整備する必
要はなく、駅から離れた場所での整備を検討してほ
しい。

野方以西の3駅周辺の駅前広場を含むまちづくりに
ついては、今年度改定したまちづくり整備方針に基
づいて、今後も引き続き地域の意見を聞きながら検
討していく。

297 駅周辺などの地域以外でも地域の活性化に向けて、
住民がまちづくりに参加できる機会があると良い。

中野区地区まちづくり条例に基づき、区、区民等及
び事業者の協働によるまちづくりを推進していく。

298 東中野駅のエレベーターは既に設置していることか
ら、もう一つ設置するのは不公平だと感じる。他の
駅で設置するべきである。

東中野駅東口のバリアフリー化は、東中野駅東口周
辺まちづくり基本方針に基づき、まちの課題解決を
図るために、進めていく。
他の駅のバリアフリー化については、各駅のまちづ
くりの取組の中で検討していく。

299 東中野駅東口の南北にエレベーター等を設置してバ
リアフリー化を進めてほしい。

東中野駅の東口におけるエレベーターの整備につい
ては、必須のものであると認識している。様々調査
を行った結果、設置にあたっての課題もあることか
ら、現在、どのような設計とするか鉄道事業者と検
討を行っている。早期の実現に向け、引き続き取り
組んでいく。
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300 東中野駅東口周辺まちづくりについて、駅前を高度
利用する計画は時代遅れである。英国で採用されて
いるリファービッシュ計画（建物の長寿命化を図
り、既存の街並みを維持・再生する）に替えてほし
い。

東中野駅東口周辺まちづくり基本方針では、土地の
高度利用化を図り、民間の都市開発等の誘導により
オープンスペースやゆとりある歩道など居心地の良
い都市空間の創出を検討することとしている。
まちの課題の解消・改善と、魅力あるまちへの更新
に向けて、地域住民や事業者等の意見等を踏まえな
がら、検討していく。

301 東中野のムーンロードは小さい劇場をつくるなどし
て、文化芸術の発信地として残してほしい。

当該地区は、民間事業者による開発が検討されてい
ると聞いている。区としては、東中野駅東口周辺ま
ちづくり基本方針の検討内容を踏まえ、まちの課題
の解消・改善と、魅力あるまちへの更新に向けて、
民間事業者等と協議・検討を進めていく。

302 空家や敷地内の樹木については、安全・衛生・防犯
の観点から適切な対応が必要である。子育て世帯や
高齢者の住環境を向上させるような空家の活用を含
めて対策を進めてほしい。

令和7年度に中野区特定空家等及び管理不全空家等
認定基準を策定したところであり、建築的に危険又
は衛生的に有害な空き家については、管理不全空家
等への認定を行うなど、空き家適正管理の一層の周
知・指導を行っていく。
加えて、空き家活用の重要性を踏まえ、民間団体等
と連携した空き家の利活用の検討等を行っていくこ
とについて、計画に反映する。

303 高齢者が安心して住宅を確保できるように、保証人
がいなくても賃貸住宅を借りやすくするなどの入居
支援や継続的な居住を支援する取組を進めてほし
い。

区では、連帯保証人を立てられない方が保証会社を
利用する際の費用の一部の助成を行っているところ
である。また、中野区居住支援協議会において高齢
者をはじめ住宅確保要配慮者が民間住宅へ円滑に入
居できるよう支援しており、引き続き関係団体と連
携しながら取り組んでいく。

304 区営住宅を増やすことが必要である。1家族が何十
年も住み続けられるのは不公平であり、都営住宅で
は10・20年毎に若い家族が入れ替わっていることか
ら、中野区も流動性のある入居になるようにしてほ
しい。

区営住宅の戸数については、住宅セーフティネット
法でのセーフティネット住宅による区営住宅の代替
活用、財政負担を考慮したコストの最適化、区内の
住宅需要に応じた戸数の適正化を総合的に勘案して
いく必要があると考えている。
東京都や他区においても、若年ファミリー世帯に対
して定期使用を実施していることは認識しており、
他自治体の先進事例等も参考に中野区の住宅事情に
即した実現可能な対応について、検討していきた
い。

305 居住しない人が不動産を購入しても人のつながりは
生まれないため、転売目的の不動産購入を規制して
ほしい。

転売目的でのマンション取引について注視していく
必要があり、今後、他区の取組を見定めて、必要に
応じて対策を検討していきたい。

306 維持管理ができていないアパートの指導を強化して
ほしい。

維持管理が出来ていない民間のアパートについて
は、今後管理不全な空家としないための予防策など
活用しながら空家に関する支援を行っていく。

307 福祉住宅について、障害のある方がいる施設におけ
る適切な管理を行うため、区が直接管理し、福祉資
格を持つ方を常駐させてほしい。

中野区福祉住宅生活援助員等設置要綱により、原
則、福祉住宅に生活援助員を置くものとするとして
おり、区は介護保険施設又は通所介護等事業者との
委託契約により、その委託を受けた事業者の職員が
勤務している。福祉資格の持つ者が勤務することま
でを定めているものではないが、地域包括支援セン
ター等に支援をつなぐことや、緊急通報システムを
導入して入居者の生活の安全を確保しているところ
である。

　政策１８　快適で魅力ある住環境をつくる
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308 公園やコミュニティ施設は、車イスで入ることを前
提として、誰でも行けるようなスペースにしてほし
い。また、高齢者のため、２階以上の建物について
は、エレベーター又はエスカレーターを設置してい
く必要がある。

中野区区有施設のユニバーサルデザイン導入ガイド
ラインや中野区バリアフリー基本構想に基づき、通
路幅の確保や段差の解消、エレベーターやエスカ
レーターの設置等を含め、全ての人が利用しやすい
環境の整備を推進していく。

309 歩きたくなるまちづくりの取組について、散歩の休
憩の場としてベンチや公園を整備していほしい。ま
た、街路樹などで木陰を増やしたり、車や自転車の
通行と歩行者を分離するなど魅力ある歩行者空間を
確保してほしい。

歩きたくなるまちづくりには、休憩できるベンチの
設置、暑熱対策としての木陰の確保、歩車分離によ
る歩行者空間の確保が必要であると認識している。
民有地へのベンチ設置助成を今年度から開始してお
り、今後もその普及をしていきたいと考えている。

310 区内のトイレについて、ユニバーサルシートの設置
など、障害者に配慮した設備の充実を進めてほし
い。また、既存の設備についても、当事者の意見を
聞きながら改善に取り組んでほしい。

令和7年3月に策定した中野区区有施設のユニバーサ
ルデザイン導入ガイドラインにおいて、介助用ベッ
ドの設置を検討項目として明記した。これに基づ
き、区有施設の整備時に設置を推進していく。ま
た、設置が難しいような場合においては、ソフト面
やハート面での工夫を図っていく。

311 歩きたくなるまちづくりの取組の一環として、
ウォーキングマップを作成し、中野の名所を巡れる
ようにしてみると良いと思う。

区では、誰もが外に出て体を動かし、楽しみながら
健康づくりができるよう、スポーツ施設や公園、観
光スポットなどをめぐるコースを掲載した「中野区
ウォーキングマップ」を発行している。今後、歩き
たくなるまちづくりの取組について検討を進めるな
かで、必要に応じてウォーキングマップの内容につ
いても見直しを検討していく。

312 歩行者天国を開催してほしい。 歩きたくなるまちづくりの取組の一つとして検討し
てまいりたい。

313 区として景観条例を定めて、白基調の街にしてはど
うか。

中野のまちは数多くの個性豊かな街並みにより、に
ぎわいが創出されていると認識している。こうした
中野らしさを活かせるような景観形成を検討してい
きたい。

314 車いすでの通行時など、道路の段差や傾斜で大変な
思い、怖い思いをするため、改善してほしい。

今後、中野区バリアフリー基本構想に基づき、区道
のバリアフリー化を進めていく。

315 歩道幅員が狭いため無電柱化を進めて早く広い道路
にしてほしい。

中野区無電柱化推進計画に基づき、計画的に無電柱
化を進めていく。

316 小さい子どもを抱える親子が安心して歩ける道路の
整備を進めてほしい。

歩きたくなるまちづくりを進めていく観点から、引
き続き親子を含めた歩行者の安全性を考慮した道路
整備を進めていく。

317 中野区役所前の信号をスクランブル交差点化するこ
とを検討してほしい。区民の利便性向上につながる
かどうか検証していただきたい。

交通規制に関する内容は警視庁の所管であるため、
ご意見があったことを警視庁へお伝えする。

318 沼袋の4号線道路を含めて、歩きたくなるまちを進
めるため、道路を歩きやすい、雨でも滑りづらい、
疲れにくいなどの素材を採用してほしい。

歩きたくなるまちづくりを進めるため、主要な道路
の整備をする際は、歩きやすい素材を考えていきた
い。

319 前面道路の後退部分を建築禁止にするなどして、狭
あい道路を減らしてほしい。

中野区生活道路の拡幅整備に関する条例に基づき、
狭あい道路を整備し、安全で快適なまちづくりを進
めているところであり、引き続き取り組んでいく。

320 公園にベンチやテーブルを置き、屋外の身近でほっ
とできる場所として充実してほしい。

休憩施設を設けることで利便性が向上し、高齢者や
小さな子ども連れの家族などが利用しやすくなると
考えられる。それぞれの公園の環境条件等を踏まえ
ながら、居心地が良く魅力的な憩いの場となる施設
の設置について検討していく。
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321 公園にゴミが散乱している状況があるので、対策し
て欲しい。

定期的に公園清掃を実施しているところであるが、
状況に応じて適宜対応していく。また、公園利用者
のマナー啓発にも努めていく。

322 キャッチボールやサッカーを制限している公園が多
い。親子などで気軽にサッカーやキャッチボールが
できるよう、公園の利用制限を緩和してほしい。

公園の利用ルールについては、2022年12月からゴム
ボール遊びなどを可能にするなどの緩和を実施した
ところであるが、今後も利用ルールのあり方につい
ては検討していく。

323 公園トイレについて、石鹸の設置や洋式化、女性専
用のトイレの設置などをして、環境を改善してほし
い。

現在、公園のトイレの洋式化や改修工事を順次進め
ており、これをできる限り早期に改善できるよう取
り組んでいく。併せて、利用しやすい設備の設置な
どについても可能な限り実施していきたい。

324 丸山塚公園の再整備の中でブランコをなくす話が出
ている。子どもと話し合うことを重要視し、子ども
たちが納得するように進めてほしい。

令和6年度に実施した基本設計を基に、公園内への
ブランコ設置について再検討を行っている。基本設
計の成果となるワークショップ案で設置することと
した遊具に加え、ブランコを追加で設置することで
進めている。

325 公園のベンチはプラスチック素材であると熱くなる
ため、木材など太陽熱で熱くならない素材を採用し
てほしい。

公園ベンチの素材については、太陽熱で熱くなりに
くい素材について検討していきたい。

326 大和公園にあるような「ボール遊び広場」を小学校
区にひとつずつ設けてほしい。朝はラジオ体操や保
育園の子どもたちが利用し、放課後は小学生、休日
は親子が利用できるような公園にしてほしい。

公園でのボール遊びに係るニーズが多いことは認識
しており、再整備を予定している公園については、
ワークショップ等で地域の意見を聞きながら整備を
進めていきたい。

327 活用できる土地の調査を行い、公園を増やしてほし
い。

様々な機会を捉え、新たな公園の確保に努めてい
く。

328 小さい公園の活用を進めてほしい。活用にあたって
は、健康づくりの活動やボール投げ、ドッグラン、
スケートボードなど目的を特化して活用してほし
い。また、災害用に活用できる設備・遊具を置くこ
とにより、各町会の拠点にもなり、植栽の管理もな
くなると思う。

公園においては条例により緑化基準が定められてお
り、植栽管理をなくすことは難しい。なお、公園施
設については、地域のニーズを捉えながら検討して
いきたい。

329 スケボー、テニス、バスケットなど、公園でスポー
ツしやすいようにしてほしい。

既存の公園において様々なスポーツを行えるように
することは難しいが、近年の公園へのニーズの変化
に対応するため、中野区公園再整備計画に基づき、
再整備や施設改修等に取り組んでいるところであ
る。適宜、計画の見直しを図りながら、安全・安心
で魅力ある公園づくりを推進していきたい。

330 公園樹木の成長が早く、害虫害獣の発生源となって
いるため、定期的な剪定をしてほしい。

一般的な高木の剪定の期間としては３年から５年と
されている。年間を通じて温暖な期間が長くなれ
ば、樹木の成長に影響があると考えている。今後も
継続して気候の変化を注視しながら、樹木の剪定方
法についても対応していく。

331 公園でのボール遊びなどに関する利用ルールやマ
ナーについて、ユニバーサルデザインを活用したサ
インを使い、子どもや外国人を含むすべての人に
とってわかりやすく、視認性の高い看板を設置して
ほしい。

ピクトグラムなどのサインを活用したルール看板の
検討を進めている。だれもが理解しやすい看板への
更新を検討していく。
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332 公園リニューアル時には、10～20年先を見据えて、
どのように使っていきたいか考えて、その地区の
テーマにあった公園づくりをしてほしい。

公園再整備計画に基づき、地域の核となる中規模公
園の整備に併せて、地域や公園近接者の理解を得な
がら、多様なニーズや将来を見据えて検討を進めて
いく。

333 公園内でのペットの立ち入りを自由にすることを促
進してほしい。

大規模公園を中心に一部公園において舗装された園
路に犬を連れて入れるようにしている。また、再整
備を契機とした地域への周知が整った公園において
は園路に犬を連れて入れるよう、利用ルールの緩和
を進めている。今後も地域との調整が整った公園に
おいて、犬が入れるように利用ルールの緩和を検討
していく。

334 歩道に放置された自転車は通行の妨げとなるため、
駐輪できないような工夫や駐輪場の整備を進めるな
どしてほしい。

歩道や広場は歩行者が快適に利用できる環境・空間
に改善できるよう検討を進める。また、放置状況に
応じた駐輪対策を講じるとともに、駅周辺の自転車
駐車場を計画的に整備していく。

335 自転車駐車場について、ラック式ではなく、平置き
にしてほしい。また、地下駐輪場のスロープは、乳
幼児連れ親子や高齢者には負担であるため、エレ
ベーターの設置を検討してほしい。

電動自転車・親子自転車・子ども用自転車などの多
様な車両に対応するよう、区営自転車駐車場の駐輪
設備やスペースの改善を進める。エレベーターにつ
いては、スペースの関係から設置は難しいと考えて
いる。

336 区内交通の現状を分析し、高齢者や障害者を含む誰
もが移動しやすい環境になるように対応をとってほ
しい。

区の公共交通網は比較的充実している一方で、鉄道
や路線バスのネットワークの構築が難しい地域が一
部存在しているものと認識している。誰もが利用し
やすい交通環境の実現のため、区民、企業、交通事
業者との相互協力により、地域特性に応じた地域公
共交通ネットワークを形成し、持続可能な地域交通
環境の向上に取り組んでいく。

337 既存のバス路線を維持しつつ、利便性向上のために
路線を充実させてほしい。

区内南北移動を担う路線バスにおいては、運転士不
足等の影響もあり増便等は難しいと事業者から聞い
ている。現在の公共交通サービス水準を維持できる
よう事業者と連携していく。

338 バスの運転手は、区民の円滑な交通を確保するため
に重要な職業であるため、バスの運転手に対する家
賃補助を検討してほしい。

バス運転士不足の問題は全国的なものと認識してい
る。一部の自治体のみが補助を行うことは、近隣区
のみならず他地域へも影響を及ぼすものと考えられ
るため、一律で行えるよう国や都に働きかけていき
たい。

339 自転車専用道を整備してほしい。 自転車ネットワークの形成に向けた自転車通行空間
の整備を進めていく。

340 コミュニティ交通の停留所を野方駅・鷺ノ宮駅付近
や建替後の鷺宮西住宅などにも設置してほしい。

若宮・大和町地域の地域組織や利用者アンケートの
意見、コミュニティ交通の運行実績を分析・検証し
たうえで、ルートや停留所等の運行計画の改善に努
めていく。

341 豊島区にタクシーのサブスクのようなサービスがあ
る。中野区でも導入してほしい。

ご意見にあるサービスについて、他地域での事例や
実績等を調査研究していく。
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342 子連れの移動では、駐車場料金が高かったり、駐車
場が不足しており、車で行きたい場所やイベントに
行けない。短時間でも気軽に止められるような駐車
場の整備や駐車料金を抑える対策、電動自転車購入
補助などを通じて子連れの移動を支援してほしい。

駐車場は概ね民間が主体であり料金等については関
与できないところではあるが、駐車スペースの確保
等については、他自治体の事例等を研究していく。
子連れの方のみならず、誰もが移動しやすい交通環
境を整備し、持続可能な地域交通環境の向上に努め
ていく。また、電動自転車・親子自転車・子ども用
自転車などの多様な車両に対応するよう、区営自転
車駐車場の駐輪設備やスペースの改善を進める。

343 駐輪場のアクセスが悪いので、駐輪場を増やした
り、新宿区のように道に自転車を止められるように
整備してほしい。

現在区内5箇所の道路や道路予定地に駐輪スペース
を整備している。歩道などの適切な道路幅員を確保
する必要もあるため、新たな路上自転車駐車場の整
備は難しい状況である。今後も駅周辺の自転車駐車
場を計画的に整備していく。

344 買い物などで利用する際に経済的負担や放置自転車
対策のため、中野駅周辺を中心として、2時間無料
の駐輪場を増やしてほしい。

来年度より区内駐輪場の一部に指定管理を導入する
予定であり、これに合わせ利用料金が一定時間無料
の駐輪場を導入する予定である。

345 （子どもの意見）
安い駐輪場がほしい。

来年度より区内駐輪場の一部に指定管理を導入する
予定であり、これに合わせ利用料金が一定時間無料
の駐輪場を導入する予定である。

346 施策47「脱炭素社会の推進と気候変動への適応」の
主な取組②「みどりを活かしたゆとりある環境の形
成」は、脱炭素と無関係であると考える。一時的に
二酸化炭素を吸収するかもしれないが、予算が限ら
れた中では、気候変動に対応する対策を推進するべ
きと考える。

「脱炭素」とは、二酸化炭素などの温室効果ガスの
排出量を、排出削減と吸収量の増加により将来的に
実質ゼロにすることを目指す取組である。長期的に
二酸化炭素を吸収する効果が期待できる「みどり」
を増やす取組は、脱炭素にも有効と考えている。そ
のため、脱炭素に向けては、緑化の推進、みどりの
保全、木材利用などの取組も他の取組とともに進め
ていく考えである。なお、限られた予算において、
緩和策だけではなく、適応策についても対策を推進
していく考えである。

347 中野区は23区で炭素排出量が少ないため、このまま
脱炭素を進めてほしい。排出量が少ない理由はタワ
マンが他区に比べて少ないからである。今、中野区
は20年前の計画を推し進めて、中野駅前をタワマン
だらけにしようとしているが、時代はタワマンを求
めていないため、脱炭素のためにタワマンを建てる
計画を立ち止まってほしい。

中野駅周辺のまちづくりは、令和6年に作成した中
野区脱炭素ロードマップ及び令和7年度策定を予定
している第5次環境基本計画に基づき東京都の諸制
度と連携して、建築物のゼロエミッション化を促進
し、今後整備が進む各地区の施設建築物について
は、断熱性能が高く省エネ性能の高い設備設置の実
現に努めていく。
また、駅前広場を中心とした公共空間、街区の外構
においては、省エネルギー型の設備機器の導入、二
酸化炭素吸収・緑陰形成につながる緑化、路面温度
上昇抑制効果のある舗装材の使用等の実現に努めて
いく。
こうしたことを通じて、中野駅周辺においても、ま
ちづくりにおける脱炭素化の取組を進めていく考え
である。

348 中野区環境審議会では、区民の関心がある区内の樹
木や中野の再開発でタワーマンションが増えるとど
うなるのかを研究・データ作成をし議論してほし
い。

中野区環境審議会の役割は、中野区環境基本条例第
15条において「基本計画に関すること」及び「環境
の保全に関する基本的な事項」と定められている。
したがって、同審議会は個別具体的な事例について
調査・研究を行う機関ではなく、区長からの環境基
本計画策定に関する諮問に応じ、審議会での議論を
経て答申をとりまとめ、区長に提出することなどを
主な役割としている。

　政策１９　環境負荷の少ない持続可能なまちをつくる
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349 施策47成果指標①「区内の二酸化炭素排出量」につ
いて、温暖化対策においては二酸化炭素以外の温室
効果ガスも削減する必要がある。そのため、成果指
標は「温室効果ガス排出量」とするべきと考える。

二酸化炭素排出量は、中野区から排出される温室効
果ガスの約9割を占めているため、これの削減を目
標に掲げている。残りの1割はハイドロフルオロ
カーボン類、一酸化二窒素、メタンであるが、例え
ばハイドロフルオロカーボンはカーエアコンなど冷
媒分野からの排出であるなど、区の取組で削減する
ことが難しいため、目標には含めていない。

350 ナカペイを活用して、環境配慮の取組を行っている
事業者等に対してエコポイントとして付与してほし
い。

区民が脱炭素やごみ減量などの環境行動を実践した
際にデジタル地域通貨「ナカペイ」のポイントを付
与する事業を実施する。

351 GX（グリーン・トランスフォーメーション）に資す
る事業への低金利融資や、地元金融機関と連携して
SX（サスティナビリティ・トランスフォーメーショ
ン）を進めてほしい。

中小企業の振興に取り組む中で、GXやSXに取り組む
企業のインセンティブとなる仕組みについても検討
していく。

352 小中学校における環境教育を頻度高く行ってほし
い。

環境教育は重要な課題と認識しており、現在も学習
指導要領に基づき、各教科や特別活動等で継続的に
取り組んでいる。今後も区と学校とが連携し、環境
教育の充実を図っていく。

353 再生可能エネルギーの導入支援は、経済的に余裕の
ある人が対象となる補助だと思うので、税金をかけ
ないでほしい。

再生可能エネルギーの導入については、2050年のゼ
ロカーボンシティーを目指す中野区では、CO2削減
において重要と考えている。中野区のCO2排出量の
半分以上を占める民生部門において、CO2削減を促
すためにも補助を継続していく考えである。

354 太陽光パネルの設置について業者が報告することを
義務化する議案が出るという話を聞いたが、太陽光
パネルの設置は個人の自由であるから、区が強制す
るのはやめてほしい。

現在、区では「中野区建築物再生可能エネルギー利
用設備の設置の促進に関する計画」の策定を予定し
ている。当該計画においては、法律の定めに基づく
説明義務制度の適切な履行のため、条例の制定も合
わせて行うこととしている。説明義務制度について
は、条例で定める条件に合致する建築物の設計の委
託を受けた建築士が、建築物に設置できる再エネ利
用設備について、建築主に対して説明することを義
務とするものである。この説明に係る区への報告に
ついては、義務ではなく任意の協力によるものであ
る。

355 区内の緑を増やすとともに、太陽光パネル設置施設
を増やしてはどうか。また、家に太陽光パネルを設
置した人へポイントを付与するような制度を設けて
はどうか。

現在、太陽光発電システム導入に係る補助を実施
し、区内の再エネ導入を図っている。併せて、区有
施設においても、新築や改築の際において太陽光発
電設備の導入を進めていく考えである。
脱炭素化の社会の実現に向けては、区内のみどりを
増やす施策とともに、区域内への再生可能エネル
ギーの導入に向けて、太陽光発電システムを設置し
た区民等に対する補助を引き続き実施していく。

356 ポテトチップ等のスナック菓子や洗濯用洗剤、お弁
当容器などプラスチックごみは別に回収する制度と
してほしい。インド・ヨーロッパ地域ではこれらを
別に捨てており、床のタイルを作るなどしている。

商品が入っていたプラスチック製容器包装は水です
すぐなどしてきれいになっていれば、「資源プラス
チック」として週に1回、ごみ集積所で回収してい
る。また、回収した「資源プラスチック」は、プラ
スチック製品（パレット、再生樹脂など）などにリ
サイクルされている。
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357 子供が多いのでごみがたくさん出る。1家庭4袋まで
なのを何とかしてほしい。

家庭ごみの排出は1家庭1日あたり10㎏を目安に、45
リットル（8.5kg程度）×4袋を週に2回までとして
いる。引き続きリデュース・リユース・リサイクル
を推進し、ごみ排出量の削減をお願いしたい。な
お、4袋を超えた分について、45リットル１袋あた
り300円の有料ごみ処理券を貼付のうえ、出しても
らうことは可能である。

358 施策48成果指標①「区民1人1日あたりのごみ排出
量」について、22年度454g、23年度435g、24年度
425ｇという傾向からすると30年度に400ｇという
目標は消極的すぎる。減少量が小さい23年度から24
年度のトレンド（10ｇ/年）を用いても30年度は
365ｇになることから、少なくともこの数値を目指
すべきである。

成果指標の目標値400ｇは、近年の排出実績をもと
に、これまで行ってきた取組効果の現れや、本計画
における区の今後の取組、区民等の削減努力等を加
味して将来予測を行い設定したものである。予測の
前提にはこのように様々な要素を含めており、過去
からの推移をそのまま当てはめるのは困難である。

359 ごみ集積所のルールを徹底させてほしい。 集積所における分別排出指導や事業系ごみ有料化制
度の徹底を図るため、集積所指導、資源回収の指
導、集積所の改善、不法投棄対策など、区民・事業
者の相談及び広報活動を行っている｡住民生活に密
着している清掃事業にとって、住民の理解と協力は
欠くことのできないものであるため、必要に応じて
担当職員を現場に派遣するなどしてきめ細かな対応
に努めている。
また、排出状況の改善が必要な集積所等において
は、不法投棄又は不適正排出の抑止を図ることを目
的として、啓発看板や監視カメラを設置している。

360 ごみは誰でも出すものなので、有料化するべきでは
ない。

家庭ごみ有料化については、23区が共通のごみ減量
施策の一つとして検討している。他区とともに慎重
に議論していきたい。

361 フランスでは街中にコンポストやコミュニティ
ファームがあり、中野区でも生ごみを出さない仕組
みを検討してほしい。コミュニティファームは防
災・交流の拠点にもなる。

堆肥化は有効なごみ減量の手段の一つであり、生ご
み処理機・コンポスト化容器あっせん事業を継続す
るとともに、中野区地域通貨ナカペイを利用したポ
イント付与の活用も検討しつつ積極的に周知をして
いく。また、生ごみの約8割が水分であることか
ら、生ごみ減量や環境負荷の軽減につながる「生ご
みの水切り」を推奨していく。

362 街路樹と公園の樹木は専門家に見てもらっている。
中野区は委託業者に任せているが、杉並区は住民運
動により杉並区職員が樹木の診断が出来るように要
望している。中野区も、中野区職員が樹木診断の基
礎を学び区民と共に樹木を大切にする政策を進めて
ほしい。

樹木管理については専門業者への委託により適切に
管理を行っているが、職員の専門的な知識や技術力
の向上について、業者とも連携しながら努めてい
く。

363 施策49の「施策の方向性」及び「主な取組」に次の
内容を追加してほしい。
小規模公園内に市民農園またはコミュニティガーデ
ンを設置し、区民が緑化の技術・ノウハウを学ぶ機
会を設け、民有地の緑化を図り、区内のみどりの増
加を図る。

区民がみどりに関する技術やノウハウを学ぶ機会を
確保することは重要と考えており、花と緑の祭典や
みどりの教室等の事業において、知識や技術、自然
への理解を深めていただけるよう取り組んでいるほ
か、樹木や草花の手入れ方法等に係る相談も実施し
ている。これらの事業は計画に位置づけており、今
後も継続していく考えである。
また、現時点で公園内に市民農園等を設置すること
は考えていないが、区有地のみどりの保全と創出、
区民、事業者との協働、まちづくり事業との連携に
よるみどりのネットワークの構築等により緑化推進
に取り組んでいく。
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364 樹冠被覆率を成果指標として設定してほしい。 「樹冠被覆率」とは、一本の樹木の枝や葉が地面を
覆っている面積割合を示す指標であると認識してい
る。芝生や草地よりも、樹木が増えることで、気温
上昇を抑え、CO2の吸収に寄与するため、ヒートア
イランド現象の緩和や、地球温暖化対策を測る指標
になり得ると考える。
一方で、現段階では技術的側面もあり、「樹冠被覆
率」を指標に採用している自治体は全国でも極めて
少ないと認識している。こうした状況から、現時点
では成果指標にすることは難しいが、引き続き、ど
のような指標が中野のみどりを測るためにふさわし
い指標かということについて、「樹冠被覆率」も含
め、研究を深めてまいりたい。

365 街路樹や公園の木の剪定を仙台市のような構造的剪
定にしてほしい。

これまでも通行者や近隣住民からの意見等を踏まえ
ながら、適期の剪定や応急的な対応等を行っている
が、今後は効率的かつ区民の生活環境がさらに向上
する取組について公園課・道路管理課・道路建設課
の連携により検討しながら引続き対応していく。

366 木陰を増やす取組として、学校跡地や中野駅前に公
園や森を整備し、さらに駅前の歩行者デッキにも木
陰を設けてほしい。また、市民緑地認定制度の活用
を進めてほしい。

中野駅周辺まちづくりでは、中野四季の都市におい
て、中野四季の森公園の整備を行なったほか、これ
に面する公共空地の誘導を行いみどりの確保を図っ
ている。他の地区でのまちづくりにあっても、公共
空地の確保と緑化の推進を行なっており、みどりの
確保に配慮したものとなっている。
駅前広場の歩行者デッキについては、ユニバーサル
デザインに配慮した歩行者動線を確保する必要があ
ることから、緑化しづらい部分があるが、駅前広場
の地上部への緑化を行うことで、全体としてみどり
の確保に配慮していきたい。
緑地の保全及び緑化の推進に関する措置を総合的に
勘案し、特別緑地保全地区や緑地保全地域等の制度
の活用も含め、市民緑地認定制度についても導入を
検討しているところである。

367 施策49成果指標②「緑被率・みどり率」について、
みどり率の目標値は現状値より向上となっている
が、緑被率は現状維持となっている。温暖化対策や
ヒートアイランド現象緩和のためには、みどり率よ
りも緑被率の向上を目指すべきである。
施策としても、緑被地を増やすことを目指すべきで
あり、さらに言えば、樹幹が覆う面積を大きくする
ようなことを考えるべきである。
また、主な事業のほとんどが緑地を保全するもので
あっても拡大させるものではないため、緑地の拡大
事業を実施するべきである。

都市化により主に民有地のみどりの減少に歯止めが
かからない状況となっていることから、「これ以上
みどりを減少させない、減った分は必ず増やす」と
いう積極的かつ明確なメッセージを込める趣旨で緑
被率の目標値を現状値としている。

368 ニューヨーク市には、植えられている街路樹の総
数、大気汚染物質の除去量などを可視化したマップ
（データベース）があり、中野区も同様の取組を進
めてほしい。

大気汚染の状況については、東京都において中野区
を含む47カ所での測定を実施し、その結果を東京都
のホームページで公表している。また、そのデータ
は「環境省大気汚染物質広域監視システム　そらま
めくん」でマッピングされ、全国の状況を視覚的に
解りやすい形で提供されている。このため、区独自
で同様の取り組みを行うことは考えていない。
街路樹については、樹木調査を行っているところで
あり、今後、データベース化を検討していきたい。

44



項番 主な意見 区の考え方

369 地球温暖化対策や自然に触れる場の充実のために、
小学校や道路に木を増やすなどしてみどりを増やし
てほしい。

みどりの保全・創出については、自然との共生も含
め重要と考えている。また、地球温暖化への対策と
しての重要性も認識しており、施策49においてもみ
どりを確保していくための取組を位置づけていると
ころである。こうした認識の下、みどりを保全・創
出するための取組を着実に進めていきたい。

370 樹木の減少が進んでおり、ヒートアイランド現象の
要因の一つになっていると考えられ、災害時にイン
フラが停止した場合は熱中症などの二次災害につな
がることを懸念している。また、子どもたちが自然
や生きものに触れる機会の減少も減少していくので
はないかと感じている。小さな里山のような自然環
境をつくるとともに、コミュニティファームやコン
ポストの設置を検討してほしい。

区内のみどりの保全・創出に取り組んでいくこと
は、生物多様性の保全の観点も含め、重要と考えて
いる。
区としては、区有地のみどりの保全と創出、区民、
事業者との協働、まちづくり事業との連携によるみ
どりのネットワークの構築を推進していくほか、生
物多様性の保全と普及啓発等にも取り組んでいくこ
とで、身近なみどりを増やし、自然に親しめる環境
づくりに取り組んでいく。

371 まちの治安を維持するため、防犯対策の強化地域の
見守り活動の促進や防犯カメラの設置など、防犯対
策を強化してほしい。

青色灯防犯パトロールカーによる地域の巡回、地域
において区民団体等が行う防犯活動支援や町会・自
治会が設置する防犯カメラに対する助成事業を引き
続き実施することで防犯対策に取り組んでいく。

372 歩道を自転者が走行しており、危険を感じるため、
東京都とも協力して対策を進めてほしい。また、交
通マナーが徹底されるよう、外国人に対する啓発も
含めて取組も進めてほしい。

自転車に係る交通環境については課題と認識してい
る。自転車通行空間の整備とともに、交通マナー向
上のための取組を推進していく。

373 踏切渋滞による遅刻や事故を防止するためにも、鷺
の杜小学校の通学路に早急に歩道橋をつくってほし
い。

鷺の杜小学校の通学路における西武新宿線を横断す
るための歩道橋設置に向けて、安全・安心な通学や
設置にかかる費用の観点を踏まえた検討を進めてい
るところである。

374 鷺の杜小学校の通学路として西武線の線路を跨ぐ高
架橋を早く作ってほしい。小学生以外に高齢者も使
えるようにしてほしい。

鷺の杜小学校の通学路における西武新宿線を横断す
るための歩道橋設置に向けて、安全・安心な通学や
設置にかかる費用の観点を踏まえた検討を進めてい
るところであるが、小学校の敷地内に直接接続する
形での整備を考えており、当該小学校に通学する児
童や学校関係者以外の利用は想定していない。

375 電動キックボードが走る道と歩道を分け、バイク
レーンの整備をしてほしい。

電動キックボードについては、原則、車道又は自転
車道を走行することとされていることから、自転車
レーン等の自転車通行空間の整備を進めていくこと
で、歩行者、自転車・電動キックボード、自動車が
安全に通行できる空間の整備に取り組んでいく。

376 犯罪や事件・事故の起こりにくいまちを目指して、
裏路地や薄暗い所に防犯カメラを設置してほしい。
また、寒い季節は暗くなるのが早いので、防犯カメ
ラと合わせて明るい街灯も整備してほしい。

防犯カメラについては、町会・自治会等が設置する
際の助成事業や、通学路上のカメラの管理などに引
き続き取り組んでいく。また、街路灯については道
路上の街路灯の適正管理のほか、商店街の街路灯に
対する補助を継続する。
加えて、青色灯防犯パトロールカーによる地域の巡
回による防犯を実施し、犯罪や事件・事故の起こり
にくい環境づくりに取り組んでいく。

　政策２０　安全・安心な生活環境と防犯まちづくりを進める

45



項番 主な意見 区の考え方

377 火災や防犯対策として、戸建てでも組合を組織して
はどうか。

町会・自治会をベースとした住民による自主的な地
域防災住民組織として、「防災会」が全ての地域に
存在している。
戸建ても含めた町会・自治会等が、既に組織されて
いる。

378 治安を守るため、防犯機器の助成を数年間継続する
べきである。

令和7年度に開始した「中野区防犯機器等購入緊急
補助事業」について、来年度継続する予定である。

379 感染症対策として、インフルエンザや新型コロナウ
イルスの感染者数が増加した際には、ワクチン接種
の義務化や、無償化をしてほしい。

法律により、予防接種に義務を課すことはできない
が、高齢者についてはインフルエンザ及び新型コロ
ナウイルス感染症の定期予防接種、小児については
インフルエンザの任意予防接種に係る費用への助成
を行っている。現在、これらの予防接種について無
償化することは考えていないが、感染症の拡大、ま
ん延を防ぐため、接種勧奨や制度周知に取り組んで
いく。

380 男子HPVワクチンをはじめ、ワクチン接種のメリッ
トとデメリットについて、講演会や動画配信により
きちんと説明するとともに、きちんと周知してほし
い。

予防接種の効果や副反応について、わかりやすい広
報を行い、接種対象者が適切に判断できるよう周知
を図っていく。

381 ワクチンに税金をかけないでほしい。 感染症の拡大、まん延を防止するために必要な定期
予防接種、任意予防接種事務に必要となる適正な予
算を組み、執行していく。

382 区がHPVワクチンの接種を呼び掛けることは控えて
ほしい。

令和6年度は、HPVワクチンについてキャッチアップ
の終了年度であったことから、特に動画等を使った
呼びかけを行った。
今後もHPVワクチンは子宮頸がんの予防のため、必
要な接種勧奨を行っていく。

383 ポイ捨てをなくすために区内にごみ箱を設置するな
どにより、街の美化を進めてほしい。また、不法投
棄への対応のため、カメラの設置を検討してほし
い。

以前、駅前や商店街などを中心にごみ箱が設置され
ていた際には、満杯になったごみ箱の周囲にごみが
置き捨てられてしまう状況の発生など衛生面での課
題が多くあった。その後、清掃事業の進展等ととも
に、販売事業者に発生者責任を求める仕組みが整備
され、環境美化の観点から街中のごみ箱は順次、撤
去されてきた経緯がある。
こうした経緯等を踏まえ、区としては、今後も街中
へのごみ箱の設置は行わず、ポイ捨てや不法投棄の
防止とまちの美化のための啓発を強化していく。

384 民泊はもともと、オリンピックに伴う宿泊施設不足
への一時的な対応策として導入されたものであり、
目的を終えた。また、全国で問題が多発しており、
区でも年間100件問題が発生している。民泊を終了
する方向で検討していただきたい。

住宅宿泊事業は、法に基づいて実施されており、区
の判断で終了することはできない。事業者が適正な
運営を行うよう、指導を継続するとともに、条例の
見直しについても検討を進めていく。

385 民泊施設が家の近隣にできていても、住民にはわか
らず不安なため、民泊施設であることを表示するよ
う、条例などによりルールを作ってほしい。

住宅宿泊事業を営む場合には、見やすい場所に宿泊
施設である旨の標識を掲示する義務がある。掲示が
ない施設に対しては引き続き指導を続けていく。
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項番 主な意見 区の考え方

386 アメリカカンザイシロアリを駆除せず放置すると、
近隣の家にも被害が拡大するため、周知活動や駆除
に対する助成金を出してほしい。

区報やホームページのほかデジタルサイネージを活
用し注意喚起の広報を行っている。さらに来春の羽
アリ発生時期に合わせて、被害の兆候を示した注意
喚起のチラシを作成し、発生エリアを中心に各戸配
付することを予定している。現時点では駆除に対す
る助成金は考えていない。

387 飼い犬の排せつ物に関するルールを徹底させてほし
い。また、ネズミや蚊等の害虫害獣対策を行い、住
みつかない環境を整備してほしい。

飼い犬の排せつ物に関しては、飼い主への普及啓発
を引き続き行っていく。
蚊等害虫に関しては、予防や防除の普及啓発及びあ
き地の適正な管理を行い、発生の抑制に引き続き努
めていく。
屋外のネズミに関しては周辺の環境整備が最優先で
はあるが、屋内に侵入されないように自主防除の普
及啓発を引き続き行っていく。

388 子どもが通行する場所を含め、路上喫煙、歩行喫煙
が多く、まちを歩く際に受動喫煙の不安がある。路
上喫煙の区内全面禁止、取り締まりのためのパト
ロール実施など、他区の事例を参考にしながら、受
動喫煙防止の取組を行ってほしい。

現状においては、条例により、他人の身体および財
産の安全を確保するため、区民等は区内全域の公共
の場所では歩行喫煙をしないよう努めることとして
いる。また、中野駅周辺では歩行喫煙を含む路上喫
煙を禁止している。
（仮称）中野区受動喫煙防止対策条例の制定に向け
現在検討を進めており、屋外の公共の場所における
喫煙の禁止や巡回指導の実施など受動喫煙防止に向
けた取組を推進していく。

389 たばこのポイ捨てが多い。火災につながる危険性も
あるため、対策を強化してほしい。

現在、条例により、たばこの吸い殻は吸い殻入れ以
外の場所に捨てることを禁止している。また、吸い
殻のポイ捨てに関する区民などからの相談に応じ、
啓発用の「ポイ捨て禁止」ステッカーを路面等に貼
付するなど、啓発活動に取り組んでいるところであ
る。また、中野駅周辺路上喫煙禁止地区内において
は、路上での喫煙やポイ捨て防止のため、公衆喫煙
所を設置している。
こうしたたばこのポイ捨てへの対策について、引き
続き取り組んでいく。

390 タウンミーティングの方法を1問1答方式にもどして
ほしい。グループディスカッションでは、区へ意見
が言えず、回答数も非常に少ないと感じている。

タウンミーティングは、区民の意見を幅広く伺う機
会と位置付けており、その目的を踏まえた上で、よ
り多くの方にご発言いただけるよう、参加人数や
テーマの性質等を勘案し、適切な進行方法を選定し
ている。グループディスカッション形式を採用する
ことで、より多くのご意見を伺うことが可能となる
と認識しており、今後においても、タウンミーティ
ングの目的を踏まえつつ、テーマや参加状況に応じ
て運営方法を検討していく。

391 区報、区ホームページを見やすくしてほしい。ホー
ムページは、AI生成により必要な情報を表示させる
技術が一般的になっていることを踏まえた対応を検
討してほしい。併せて、アナログの情報提供の強化
も必要である。

区民の方が行政用語などによらず、話し言葉や手続
の概要から検索し、必要な情報が得られることによ
る利便性の向上を目的として、区公式ホームページ
への生成ＡＩ検索エンジンの導入を検討している。
また、アナログの情報提供としての掲示板も有効な
ツールであると考えており、今後も掲示板の適切な
管理、運営に努める。
区民に必要な情報が分かりやすく届けられるよう、
区報やホームページ等での情報発信の仕方について
は、引き続き工夫していく。

第６章　区政運営の基本方針
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項番 主な意見 区の考え方

392 理念として「お互いに少しずつ迷惑をかけあい助け
あってくらしていく中野」を宣言してほしい。

中野区基本構想の人々が大切にする理念の中で、
「誰一人取り残されることのない安心できる地域社
会を築」くことや「互いに力を合わせる協働」を深
めることを掲げている。これは、「お互いに少しず
つ迷惑をかけあい助けあってくらしていく」ことと
共通する部分があると考えている。
基本構想の実現に向け、基本計画を推進していく上
では、改めて基本構想に掲げる理念を大切にして取
り組んでいく。

393 J:coｍでやっている中野の番組をもっと防災等のイ
ベントの周知に活用してほしい。

J:COMで制作する番組のコンテンツの決定権は
J:COMにある。今後も、区の事業や関連するイベン
トについては、適宜報道機関へ情報提供していく。

394 区職員は、建物の建設や道路整備に関して、区民と
共に学習会を開催しながら理解を深め、委託先の事
業者に丸投げするのではなく、主体的に知識を身に
つけていく必要がある。

建設や道路整備等に関する専門知識を身につける場
として、専門研修を実施しているほか、主体的・自
律的な学びを支援する取組として、自主研究グルー
プへの支援や資格取得助成を実施している。区とし
て、区民起点の思考力を持つ職員の育成は重視して
おり、区民協働による学習会の可能性については引
き続き研究していく。

395 区職員が１年に１時間でも区内の公園や道路を掃除
するなど、公園や道路がどうなっているか自分で体
感する時間を設けてほしい。

職員が地域を知り、現場志向を重視した業務を行う
ことは、中野区職員行動指針に掲げている基本姿勢
である。これを支援する取組として、地域の実情や
地域団体の活動を知る研修を実施している。区とし
ては、各部の職務において地域との協働を積極的に
進め、引き続き現場を知り、地域団体等、様々な主
体とのネットワーク形成を図っていく。

396 行政運営において、漫然と継続している事業やルー
ルなどにより、依然として非効率かつ無駄な支出が
多いと思う。本当に必要なことを考え、その中で優
先順位をつけて行政運営を行ってほしい。

予算編成時において、真に必要な事業に重点的に予
算を配分するよう優先度の高いものとする精査を徹
底している。また、新規、拡充事業については、予
算（投入資源）をかけるだけの効果（アウトカム）
が得られるかどうかなど、客観的な論拠を見出し、
事業計画を立てているところである。
基本構想の実現に向け、持続可能な行政運営のた
め、引き続き取り組んでいく。

397 少子化対策に取り組んでほしい。 少子高齢化の進展に伴う年少人口の減少は、地域活
力の低下や様々な社会問題の原因になると考えら
れ、子ども世代の人口減少を抑制していくことは喫
緊の課題であると認識している。
この課題認識の下、重点プロジェクト１「子育て先
進区の実現」では、子どもと子育て家庭の定住促進
を図るため、政策横断的な視点を持って取組を推進
していくこととしており、これを少子化対策にもつ
なげていきたい。

398 ポピュレーションアプローチ、コミュニティソー
シャルワーク、アウトリーチなどカタカナの用語が
多く分かりにくい。

用語解説に分かりやすい解説を掲載する。

399 令和６年度に計画策定にあたり提出した意見につい
ては、施策等に反映されているのか。

令和６年度に実施した区民と区長のタウンミーティ
ングや意見募集にていただいた区民や関係団体等の
意見を踏まえ、検討を進めてきた。

その他
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項番 主な意見 区の考え方

400 民間会社のような計画を定めるべきである。内部環
境と外部環境があり、それを分けて記載すべきでは
ないか。

計画の構成については、中野区自治基本条例に照ら
し適正な内容と認識しているが、民間企業の計画に
ついて、区が定める行政計画に取り入れられるもの
がないか、今後研究していきたい。

401 この計画を作るにあたり、これまでの目標とその結
果がどうだったかをまず説明すべきではないか。

現行の基本計画の進捗状況については、適宜議会へ
の報告をしており、今年度は４月に報告をおこなっ
たところである。今後も計画の進捗管理を適正に行
い適宜議会へ報告するとともに、区民への説明の機
会の確保についても検討したい。

402 旧鷺宮小学校跡地と、旧西中野小学校跡地を活用
し、地域で野球・盆踊りのできる広場を残してほし
い。

旧鷺宮小学校跡地は鷺宮図書館等の複合施設の整備
を検討している。旧西中野小学校跡地は鷺宮運動広
場に調節池を整備する間、代替機能としての活用を
検討している。

※区分整理の関係から、提出された意見の分割や同趣旨の意見等の統合を行っている場合がある。また、個
別性の高い意見については掲載を省略している。
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別紙２

項目 頁 主な変更点 ※文言整理等の一部修正は除く

第１章　計画の基本的な考え方 ―

第３章　基本計画の体系 ―

第５章　基本目標別の政策・施策
P.47
～

P.261

■現状データ、現状と課題及び成果指標の現状値について、2025年度中野区区民意識・
実態調査結果に更新

素案からの主な変更点

第４章　重点プロジェクト
P.39
～
P.45

■「プロジェクトの理念」から「2030年に向けた方向性」に変更
■プロジェクト１「子育て先進区の実現」のプロジェクトにおける取組のうち「子ども
の健やかな成長を支えるとともに子育てに関する不安を解消するため、子どもと子育て
家庭が必要とする相談や支援、サービスを充実します」について、「政策15施策36主な
取組①地域での医療提供の充実」を追記
■プロジェクト３「活力ある持続可能なまちの実現」について、環境に配慮したみどり
豊かなまちづくりに関する記述を追記

第２章　策定の背景
P.19
P.26

■２（９）将来人口推計の年齢3区分別人口推移のグラフの色を変更
■３（３）起債・基金を活用する主な事業のうち、沼袋駅周辺地区基盤整備（区画街路
第4号線）について、精査中である旨を追記
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項目 頁 主な変更点 ※文言整理等の一部修正は除く

　施策１　平和・人権・多様性の尊重
P.55 ■成果指標と目標値のうち「社会全体における男女の地位が平等だと思う区民の割合」

について、目標値を変更

　施策２　多文化共生のまちづくりの推進
P.58 ■成果指標と目標値のうち「生活に必要な情報発信が充実していると思う外国人の割

合」について、目標値を変更

　施策３　人のつながりと愛着が生まれる
　　　　　地域づくり

P.64 ■事業の展開のうち「地域活動団体活性化支援事業」の後期の展開を追記

　施策５　誰もが身近に文化芸術に親しめる
　　　　　環境づくり

P.71 ■成果指標と目標値の「中野区の文化的環境に満足していると思う区民の割合」及び
「子どもの文化・芸術の鑑賞、体験機会があると思う区民の割合」について、目標値を
変更

　施策６　魅力的な地域資源の発掘・発信
P.74 ■成果指標と目標値の「中野区の街の魅力(ブランドイメージ）としてふさわしいと思

うものに「アニメ、サブカルチャー文化やコンテンツ産業が豊富」を選択した区民の割
合」について、目標値を変更

　施策７　持続可能な地域経済を支える
　　　　　中小企業の振興

P.78 ■現状と課題に「法人・個人事業主・フリーランス等、事業形態を問わず、幅広く」を
追記

　施策１１　子どもの権利保障と意見表明
　　　　　　・参加の促進

P.97 ■成果指標と目標値のうち「「中野区子どもの権利に関する条例」の認知度」につい
て、目標値を変更

基本目標１　人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち

基本目標２　未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち
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項目 頁 主な変更点 ※文言整理等の一部修正は除く

　施策１３　児童虐待の未然防止、早期発見
　　　　　　・早期対応

P.102 ■現状データのうち「すこやか福祉センターにおける支援検討会議の検討事例数」につ
いて、2024年度の値に更新

　施策２３　若者の社会参画支援の充実
P.145 ■成果指標と目標値のうち「社会や地域との関わりのうち、地域活動やNPOなどの活動

に参加した20歳代、30歳代の割合」について、目標値を変更

　施策２１　特別な配慮を必要とする子どもと
　　　　　　その家庭への一貫した相談支援
　　　　　　体制の充実

P.138 ■主な取組③の本文を成人移行を含めた記述に変更し、主な事業名を「医療的ケア児支
援事業」から「医療的ケア児等支援事業」に変更
■事業の展開のうち「医療的ケア児等支援事業」について、「家族・きょうだい支援の
充実」の後期の展開を「推進」から「ピアサポート支援」に変更

　施策１８　多様な子どもの居場所づくり
　　　　　　の推進

■成果指標と目標値のうち「「学校生活支援シート（個別の教育支援計画）の作成にあ
たり、学校と話し合うことができた」と思う保護者の割合」について、指標の設定理由
を変更
■主な取組に「就学前からの切れ目ない支援の継続」を追記
■事業の展開に「療育相談」を追記

　施策１９　妊娠から子育てにかかる切れ目
　　　　　　ない相談支援体制の充実

P.129

P.130

P.132

■現状データの「第1子出生時の母の年齢別人数」及び「産後ケア事業利用実績」につ
いて、2024年度の値に更新
■成果指標と目標値のうち「子育てサービスを必要に応じて利用できた割合」につい
て、現状値を2024年度の値に更新
■事業の展開のうち「乳幼児健康審査」について、前期の展開を「5歳児健診の試行実
施」から「5歳児健康診査の実施」に、後期の展開を「5歳児健診実施、拡充に向けた検
討」から「推進」に変更

P.125
～

P.128

■施策の方向性について、１点目冒頭の記述を変更
■主な取組②の本文に学童クラブの質の向上に関する記述を追記し、事業の展開のうち
「学童クラブ整備・運営」について、前期・後期の展開を追記
■主な取組④の本文に利用者支援事業に関する記述を追記、所管課に子ども・若者相談
課を追記するとともに、事業の展開に「利用者支援事業」を追記

　施策１５　一人ひとりの子どもの状況に
　　　　　　応じた教育と支援の充実

P.114

P.115
P.116

3



項目 頁 主な変更点 ※文言整理等の一部修正は除く

　施策２７　区民が主体的に取り組む介護予防
　　　　　　の推進

P.161 ■現状データのうち「通いの場会場数」について、2024年度の値に更新

　施策３６　地域医療体制の充実
P.199
～

P.200

■主な取組①の主な事業「休日診療・小児救急医療体制整備」について、新規・拡充事
業（◎）に変更し、事業の展開を追記

　施策３９　災害に強い体制づくり P.215 ■事業展開のうち「備蓄物資・防災資機材等配備」について、前期・後期の展開を追記

　施策４１　各地区の特性に応じた
　　　　　　まちづくりの推進

P.223 ■成果指標と目標値のうち「中野坂上駅、東中野駅、新中野駅周辺の居住者のうち、次
世代も中野区に住んでもらいたいと思う区民の割合」について、目標値を変更

　施策３０　障害者への相談支援体制と地域
　　　　　　生活移行を支える環境の整備

P.176 ■事業の展開のうち「障害者の夕方支援」の後期の展開について、「推進」から「障害
者の居場所支援の促進」に変更
■事業の展開のうち「障害者施設基盤整備・誘導」の後期の展開について、「推進」か
ら「各施設整備に向けた関係機関との協議・調整」に変更

　施策３４　誰もが身近に運動・スポーツ活動
　　　　　　に取り組める環境づくり

P.191

P.193

■成果指標と目標値のうち「1回30分以上の運動を週1～2回以上行っている区民の割
合」について、目標値を変更
■事業の展開のうち「障害者スポーツ事業」について、前期・後期の展開を追記

基本目標３　誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち

基本目標４　安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち

　施策４０　西武新宿線連続立体交差事業を
　　　　　　契機としたまちづくりの推進

P.219

P.221

■成果指標と目標値のうち「西武新宿線5駅周辺の居住者のうち、中野区を住みやすい
と思う区民の割合」について、目標値を変更
■事業の展開のうち「区画街路第4号線（沼袋駅のバス通り）整備」の前期・後期の展
開について、「※事業期間精査中」を削除

4



項目 頁 主な変更点 ※文言整理等の一部修正は除く

　施策４３　歩きたくなるまちづくりの推進
P.230 ■成果指標と目標値の「住まい周辺の生活環境について、「景観や街並みについて」を

「よい評価」とした区民の割合」及び「外出時に休憩できるところが少ないと感じてい
る割合」について、目標値を変更

　施策４５　多様なニーズに応じたみどり
　　　　　　のある魅力的な公園づくり

P.235 ■現状と課題について、区民1人当たりの公園面積を2025年度の数値に更新

　施策４９　みどりの保全と創出の推進
P.250 ■成果指標と目標値のうち「みどりの豊かさに対する区民の満足度」について、目標値

を変更

　施策５０　犯罪や事件・事故の防止と
　　　　　　消費生活の安全の推進

P.256 ■事業の展開のうち「通学路安全対策事業」について、前期・後期の展開を変更

　施策５２　安全・安心な生活環境の確保
P.260
～

P.261

■主な取組①の本文に生活環境の悪化の防止に関する記述を追記し、事業の展開に「旅
館業及び住宅宿泊事業の条例見直し」を追記

第６章　区政運営の基本方針 ―

■主な取組①のうち主な事業に「〇住宅確保要配慮者入居支援事業」、「〇セーフティ
ネット住宅登録推進」、「〇住み替え物件情報の提供、家賃債務保証サービス」を追記
■事業の展開のうち「空き家対策推進事業」について、前期・後期の展開を追記

　施策４７　脱炭素社会の推進と気候変動
　　　　　　への適応

P.242

P.244
～

P.245

■現状と課題について、ゼロカーボンシティ実現に向けたまちづくりの全体方針に関す
る記述を変更
■主な取組に「熱中症・猛暑対策の推進」、事業の展開に「熱中症・猛暑対策事業」を
追記
■事業の展開のうち「環境普及啓発」の前期の展開について、「コミュニティポイント
を活用した環境配慮行動の促進」から「デジタル地域通貨（ナカペイ）を活用した（仮
称）環境行動ポイント事業の実施」に変更

　施策４２　住生活の安定の確保と向上の促進
P.227

P.228

5



項目 頁 主な変更点 ※文言整理等の一部修正は除く

参考資料
P.277
・

P.281

■用語解説に「コミュニティソーシャルワーク」、「ポピュレーションアプローチ」を
追記
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第１章 計画の基本的な考え方 

１ 策定の趣旨 

２ 基本計画の位置付け 

３ 計画期間と進行管理 

４ 基本計画の構成 
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中野区は、2021 年 3 月に区議会の議決を経て、中野区基本構想（以下「基本構想」

といいます。）を改定しました。この基本構想では人々が大切にする理念の下、10 年

後に目指す中野のまちの将来像「つながる はじまる なかの」を掲げるとともに、

4 つのまちの姿を描き、あわせて、区政運営の基本方針を示しています。基本構想は

中野区に住む全ての人や、このまちで働き、学び、活動する人々にとって、平和で、

より豊かな暮らしを実現するための共通目標であり、また、区が区民の信託に基づき、

区政運営を進める上で、最も基本的な指針を示すものです。 

区は、基本構想で描く 10 年後に目指すまちの姿を実現するため、2021 年 9 月に中

野区基本計画（以下「前基本計画」といいます。）を策定し、取組を進めてきました。

前基本計画の計画期間が 2025 年度に終了することに伴い、その後の 5 年間における

区政運営を着実に推進し、基本構想の実現につなげていくため、新たな中野区基本計

画（以下「基本計画」といいます。）を策定します。  

策定の趣旨 
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区は中野区自治基本条例に基づき、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定し、総合

的かつ計画的な行政運営を行います。 

基本計画では、基本構想において描く目指すまちの姿の実現に向け、区が取り組む基本的

な方向性を示します。また、区政全般にわたる総合的な計画として定めるとともに、各個別

計画の上位の計画に位置付けるものです。 

基本計画においては、区が取り組む方向性に沿って必要な政策及び施策を体系的に示しま

す。また、地方人口ビジョンとして将来人口推計を示すとともに、持続可能で活力ある地域

社会の実現に向けた取組を盛り込み、まち・ひと・しごと創生法に基づく市町村まち・ひと・

しごと総合戦略に位置付けます。  

基本計画の位置付け 

基本構想 

（目指すまちの姿、区政運営の基本方針） 

基本計画 

（基本構想の実現に向けて区が取り組む基本的な方向性） 

個別計画 

 

子ども総合計画 

健康福祉総合 

推進計画 

区有施設 

整備計画 

環境基本計画 

など 

整合 

予算・事業の執行 
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基本計画の計画期間は、2026 年度から 2030 年度までの 5 年間で、この 5 年間のうち、前

半の 2 年間を前期、後半の 3 年間を後期とし、進捗管理を行います。計画期間中においては、

目標と成果による区政運営により、目標と現状についての検証を行いながら、取組の改善を

図っていきます。また、計画策定後、区を取り巻く社会経済状況が大きく変化した場合には、

必要に応じて計画の改定を行います。 

  

２０２１

年度 

 
▶ 

 ２０２５

年度 

２０２６

年度 

 
▶ 

 ２０３０

年度 

          

計画期間と進行管理 

前期 後期 

基本構想 

前基本計画 基本計画 
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 基本計画の構成 

基本構想において描く目指すまちの姿の実現に向け、区が取り組む基

本的な方向性について、4つの基本目標の下、政策及び施策を体系的

に示します。各施策においては、施策の方向性を明示するとともに、

施策の達成状況の目安となる成果指標と目標値を設定しています。ま

た、主な取組と事業の展開を示しています。なお、基本計画において

は、今後の区政の方向性を示す趣旨から、国の制度等に基づき運営し

ていくことが義務付けられている事務については原則として掲載を

省略しています。 

第５章 

基本目標別の

政策・施策 

基本計画の基本的な考え方として、策定の趣旨、位置付け、計画期間 

等について整理しています。 

第１章 

計画の基本的

な考え方 

基本計画の策定にあたり、注視すべき区を取り巻く社会状況等の変化や

将来人口推計、財政見通し等を示します。 

第２章 

策定の背景 

基本構想の実現に向け、持続可能な区政運営を進めるための基本方針 

を示します。 

第６章 

区政運営 

の基本方針 

政策及び施策を効果的かつ効率的に推進するために設定する重点プロ 

ジェクトについて示します。 

第４章 

重点 

プロジェクト 

基本構想・基本計画の体系図、SDGs との関係性を示します。 
第３章 

基本計画の体系 
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第２章 策定の背景 

１ 区を取り巻く社会状況等の変化 

２ 人口動向・将来人口推計 

３ 財政状況・財政見通し 
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国の総人口は、2008 年の 1 億 2,808 万人をピークに減少に転じ、人口減少社会に突入しま

した。2023 年に公表された国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2070 年に現在の 7割

程度の人口となる 8,700 万人まで減少する見込みが示されるとともに、2030 年までの期間に

おいては毎年 60万人超の減少が予想されています。 

また、人口減少が進むことと併せて人口構造は変化し、高齢者人口の割合が 2030 年までに

30％を超え、2070 年には 40％近くまで上昇すると同時に、年少人口や生産年齢人口の割合が

低下していくことで、社会・経済における様々な問題が生じていくと予測されます。 

 中野区の状況をみると、総人口は新型コロナウイルス感染拡大の影響から一時減少に転じ

たものの再び増加傾向にあり、国の総人口とは必ずしも一致しない傾向がある一方で、長期

的には人口減少や高齢者人口の増加が進んでいくことが見込まれます。また、年少人口の割

合は、全国や 23 区の中でも低い状況にあり、将来的にはさらに低い割合となっていくことが

予測されます。 

こうした状況は、地域経済や区財政、地域コミュニティの活力に深刻な影響を与えていく

ことが懸念されます。これまで経験したことのない人口減少社会において、区民の豊かな暮

らしを守っていくことは最も重要な課題です。 

この課題に対応するためには、地域における様々なつながりの創出と誰一人取り残される

ことのない安心できる地域社会づくりに取り組み、協働・協創を深めていくとともに、次の

世代を担う若い世代が将来に希望を持って住み続けられるまちづくりに取り組んでいく必要

があります。 

 

 

現在の日本社会においては、ジェンダーギャップ（男女の性差による格差）や LGBTQ （性的

マイノリティ）、障害者雇用や外国人労働など、ダイバーシティへの問題意識から、様々な面

で、互いの違いや価値観を尊重する取組が求められています。 

中野区は、20 歳代を中心に若年層の転入が多く、外国人住民は過去最多となっており、今

後も増加していくことが見込まれます。また、地域の伝統的な文化・芸術活動や、若者など

に支持されるサブカルチャーは国内外で広く知られています。こうした多様性にあふれるま

ちとして、あらゆる差別をなくし、様々な個性や価値観が尊重される社会づくりを進めるこ

とは意義深く、重要です。 

2022 年に制定した中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例では、全ての人が、あ

らゆる差別を受けることなく、それぞれの能力を発揮し、地域社会の一員として暮らすこと

ができることを基本理念に掲げています。この基本理念に基づき、区民一人ひとりが互いの

区を取り巻く社会状況等の変化 

（１）人口減少社会の進展と人口構造の変化 

（２）ダイバーシティの進展 
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人権と多様性を認め合いながら、活躍できる地域づくりを進めていく必要があります。また

同時に、ユニバーサルデザイン＊を推進し、全ての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参

加する「全員参加型社会」や、まちの魅力向上による地域の活性化の実現に向け、取り組ん

でいくことが重要です。 

 

 

我が国では、未来社会の姿を「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステ

ムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」とする Society5.0 の実

現に向け、官民を挙げて様々な取組を進めています。 

こうした中、国はデジタル社会のビジョン「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズ

に合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を掲げており、このビ

ジョンの実現に向けては、住民に身近な行政を担う自治体の役割は極めて重要とされていま

す。また、東京都は、 「情報技術で行政の今を変える、首都から未来を変える」をビジョンに

掲げる「一般財団法人 GovTech 東京」を設立し、区市町村を含めた東京の DX＊推進を加速さ

せる取組を進めています。 

中野区は、区民に直接サービスを提供する基礎的自治体として、区民サービスの向上に向

け、不断の改善に取り組んでいく必要があります。そのためには、デジタル技術の活用は不

可欠であり、国全体が目指す社会の姿を見据え、民間企業や他自治体と協働し、取組を進め

ていくことが重要です。 

 

 

 

地球温暖化に伴う気候変動の影響等により、我が国の自然災害のリスクは高まっており、

大型台風や記録的な大雨、災害級といわれる猛暑などによる被害が全国各地で発生していま

す。 

また、2011 年の東日本大震災以降も大規模な地震が発生しており、2024 年 1 月の能登半島

地震による被害は甚大なものとなりました。2025 年 1 月には、政府は、南海トラフ巨大地震

が今後 30年以内に発生する確率を 80％程度に引き上げています。東京都が公表している「首

都直下地震等による被害想定」では、中野区における被害が最も大きく見込まれるのは多摩

東部直下地震（マグニチュード 7.3）とされています。 

自然災害から区民の生命と財産を守るためには、様々な状況を想定したうえで、想定外の

事態へも適切に対応できるよう、十分な備えをしていくことが重要です。そのためには、区

の危機管理体制や地域の防災力を更に向上させるとともに、地域特性を踏まえた災害に強い

都市基盤整備を推進していくことが求められます。 

また、異常気象の一因とされている地球温暖化への対策のため、あらゆる行政活動におい

て脱炭素の視点を持って取り組むとともに、区民、事業者と連携・協働し、脱炭素社会＊の実

現に向けた取組を着実に進めていくことが重要です。 

 

（４）自然災害の発生と気候変動の影響 

（３）デジタル社会の実現に向けた取組の進展 
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インターネットの普及等に伴う情報通信社会の急速な進展等により、人々の生活環境やラ

イフスタイルは急速に変化してきました。 

また、少子高齢化や核家族化、未婚化・晩婚化などの社会環境の変化により、人と人との

関係性やつながりの希薄化が進んでいます。さらに、2020 年初頭からの新型コロナウイルス

感染拡大は、外出自粛や経済活動の停滞、直接的なコミュニケーションの減少など、様々な

社会環境の変化をもたらし、人々が感じる孤独・孤立の問題を顕在化・深刻化させました。 

 こうした社会状況から、基本構想の理念に掲げる人と人との交流やつながりを広げ、誰一

人取り残されることのない安心できる地域社会の構築は一層重要となっています。 

  

（５）ライフスタイルの変化と孤独・孤立 
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 中野区の人口は1970年をピークに減少傾向となり、2000年には30万人を割り込みました。

その後は増加傾向に転じ、新型コロナウイルス感染症等の影響による減少が一時期見られた

ものの、増加の傾向は継続しています。また、年齢 3 区分別人口構成をみると、65 歳以上の

人口比は増加傾向、15歳未満の人口比は減少傾向が続いていましたが、近年は横ばい傾向と

なっています。 

人口の推移（各年 1 月 1日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

※住民基本台帳法の一部改正により 2013 年から外国人を含んでいる。 

 

年齢 3 区分別人口割合の推移（各年 1 月 1 日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

人口動向・将来人口推計 

（１）総人口 

359,530 
332,955 

310,707 
294,594 299,562 

335,234 341,322 

30,070 

244,516 

66,736 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2020年 2025年

総人口 15歳未満 15～64歳 65歳以上

（人）

18.6% 17.8% 12.6% 9.5% 8.6% 8.8% 8.8%

75.7% 73.4%
75.3%

73.5% 71.3% 70.9% 71.6%

5.7% 8.8% 12.1% 17.1% 20.1% 20.3% 19.6%

0%

25%

50%

75%

100%

1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 2020年 2025年

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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 2000 年と 2025 年を比較すると、10 歳～24 歳、65 歳～69 歳の人口は減少傾向にあります

が、その他の年齢層は増加傾向にあります。また、両年ともに、男女とも最も人口が多い年

齢層は 25歳～29 歳となっています。 

5 歳階級別人口構成の変化（各年 1 月 1日） 

 1980 年 2000 年  2025 年 

   

  （住民基本台帳より作成） 

 

 

出生数・合計特殊出生率ともに 2016 年をピークに概ね減少傾向にあり、2023 年の合計特

殊出生率は 0.86 となっています。 

出生数・合計特殊出生率の推移 

 

（東京都人口動態統計より作成） 

 

（２）年齢構成 

（３）出生数・合計特殊出生率 

2,187 

2,764 

2,238 

1.37 
1.44 

1.20

1.09 

1.24 

0.99

0.83 

1.06 

0.86

0

2,200

2,900

3,600

0.0

0.5

1.0

1.5

2008年 2013年 2018年 2023年

出生数(中野区) 全国(出生率) 東京都(出生率) 中野区(出生率)

(人)

2016年
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子ども女性比（0～4歳人口／15～49 歳女性人口）は近年減少傾向にあり、2025 年は 0.119

となりました。 

中野区の子ども女性比の推移（各年 1月 1日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

 

 

 

  

（４）子ども女性比 

0.122

0.138

0.119

0.100

0.110

0.120

0.130

0.140

2010年 2015年 2020年 2025年
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 2011 年から転入超過が続いていましたが、2021 年から 2022 年は転出超過となりました。

2023 年からは再び転入超過に転じています。 

 自然変動は（出生－死亡）は、出生者数が死亡者数を下回る状況が続いており、2024 年は

910 人の自然減となっています。 

社会動態（転入・転出者数） 

 

（住民基本台帳より作成） 

 

自然動態（出生・死亡者数） 

 

（住民基本台帳より作成） 

 

 

  

（５）人口動態 
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外国人人口は、新型コロナウイルス感染症の影響等を受けて一時期減少しましたが、2023

年から増加に転じました。2025 年には 24,632 人となり、総人口の 7.2％を占める状況となっ

ています。 

外国人人口の推移（各年 1月 1日） 

 

（住民基本台帳より作成） 

 

 

近年、昼間人口及び夜間人口ともに増加傾向にあります。昼夜間人口比率は概ね上昇傾向

にあり、2005 年以降は 90 以上を推移しています。 

昼夜間人口・昼夜間比率 

 

（国勢調査より作成） 

  

（６）外国人人口 

（７）昼夜間人口 

12,283 

13,872 
15,693 

17,956 
19,326 20,095 

17,809 

15,759 

18,272 

21,213 

24,632 

3.9 
4.3 

4.8 
5.5 

5.8 6.0 
5.3 

4.7 

5.5 

6.3 

7.2

0

2

4

6

8

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

外国人人口 割合

(％)(人)

257,848 261,174 
272,250 

285,636 289,176 

313,270 

325,767 319,687 

306,581 309,526 310,627 
314,750 

328,215 
344,800 

80.7 

85.2 

88.0 

92.0 91.9 

95.4 94.5 

70

80

90

100

250,000

300,000

350,000

400,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

昼間人口 夜間人口 昼夜間人口比率

(人) (昼夜間人口比率)
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世帯数は増加傾向にある一方で、1世帯当たりの人員の縮小が進んでおり、2020 年には 1.66

人となっています。 

世帯類型別構成比の推移をみると、「単身世帯」が 6 割以上を占め最も多く、続いて、「夫

婦と子、ひとり親と子からなる世帯」となっています。 

世帯数の推移 

 

（国勢調査より作成） 

 

世帯類型別構成比の推移 

 

（国勢調査より作成） 

 

  

（８）世帯数 
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国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来人口（令和 5 年推計）」を基に、

直近の住民基本台帳人口等を勘案した推計（以下「基本推計」といいます。）を基準とし、中

野駅周辺のまちづくりの動向や子どもと子育て家庭の定住促進など基本計画に掲げる取組の

影響を見込み、将来人口推計を行いました。 

この推計では、区の総人口は、当面の間増加が続き、2040 年にピークの約 36 万 9千人に達

すると見込んでいます。その後、減少に転じ、2070 年には約 32 万 3 千人になると見込んでい

ます。また、年齢 3区分別人口の推移を見ると、65 歳以上の人口は 2025 年以降増加傾向が続

き、2050 年には 4人に 1人の割合となり、2070 年には約 9万 8千人へと増加すると推計して

います。 

基本推計と比較すると、2040 年にピークを迎えるという点は共通していますが、ピーク時

の人口について、約 3 千 4 百人の差があります。2 つの推計の差は年を追うごとに拡大し、

2070 年には約 5千 2百人の差になると見込んでいます。 

 

将来人口推計 

 

※2020 年の数値は、2020 年国勢調査の人口を示しています。2025 年以降の数値は推計値

となります。 

 

  

（９）将来人口推計 
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年齢 3区分別人口推移 

 

 

年齢 3区分別人口割合 
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≪歳入≫ 

 歳入は、一般財源と特定財源に分けることができます。一般財源は、使途の制約を受けな

いもので、特別区税や特別区財政調整交付金などによって構成されます。歳入総額に対して

一般財源の占める割合が高いほど、多様な行政ニーズに対し弾力的に対応することが可能に

なります。 

 2024 年度決算において、歳入総額は 1,894 億円で、うち一般財源は 981 億円となってい

ます。一般財源のうち、特別区税と特別区財政調整交付金は歳入全体の 44.6％を占めてお

り、844 億円となっています。 

 

■歳入決算額の推移（一般財源・特定財源別） 
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≪歳出≫ 

目的別にみると、教育費（幼稚園、学校教育、生涯学習、図書館などの経費）が小中学校

施設整備費の増などにより増加しています。一方で、総務費（庁舎管理、広報、情報システ

ムなどの経費）が、2024 年度は新区役所整備の完了などにより減少しています。 

性質別でみると、義務的経費のうち、人件費（職員の給与・退職金など）は、年度ごとに

退職手当の増減はありますが、近年は増加傾向となっています。扶助費（社会保障制度の一

環として法律などに基づいて支出する経費）は、民間保育施設への給付費の増などにより増

加傾向となっています。投資的経費は、中野駅周辺まちづくりなどを進めており、2024 年

度は、囲町東地区市街地再開発事業や小中学校施設整備などが大きな割合を占めています。 

■歳出決算額の推移（目的別） 

 
 

■歳出決算額の推移（性質別） 
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①一般財源ベースの財政フレーム 

10 年間の財政フレーム(一般財源ベース)の見込みは、以下の表のとおりです。 

なお、投資的な事業に係る経費について、その財源を明確にするため、歳出を一般財源

ベース（事業費から国や都の補助金等を除いた額）で算定し、その財源対策分として歳入

に基金の繰入額と特別区債の発行額を加えています。 
 

    （単位：億円） 
   基本計画 次期・ 

基本計画 
計 

   前期 後期 

歳
入 

特別区税 835 1,255 2,144 4,235 

特別区交付金 930 1,429 2,452 4,811 

その他一般財源 255 392 674 1,322 

基金繰入金 349 512 420 1,281 

特別区債 324 222 263 809 

財産収入等 236 490 345 1,071 

歳入合計 2,928 4,301 6,299 13,528 

歳
出 

義務的経費 975 1,611 2,602 5,189 

 人件費 454 714 1,201 2,368 

 公債費 136 269 317 748 

 扶助費 385 603 1,084 2,073 

繰出金 206 304 495 1,004 

一般事業費 620 959 1,660 3,239 

新規･拡充等事業 735 753 815 2,303 

(うち施設関連経費) 288 340 471 1,098 

基金積立金 393 673 726 1,793 

 財政調整基金 47 208 284 539 

 減債基金 55 164 63 282 

 特定目的基金 291 301 379 971 

歳出合計 2,928 4,301 6,299 13,528 

 

 

 

 

（２）10 年間の財政フレーム 
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《フレーム策定の前提条件》 

このフレームは、歳入・歳出額を一般財源ベースで推計し、前期を 2年間、後期を

3 年間、次期・基本計画はその後の 5 年間と想定して示したものです（以下、②基金

の積立・繰入計画、③起債の活用計画においても同様です）。試算にあたっては、現時

点で想定される歳入・歳出の増減要素を加味し、把握できる税財政制度改正の影響額

について反映しました。 

 

■歳入 

○計画期間における経済成長率を 0.7％～3.8％と想定し推計しました。 

○特別区税は、2025 年度の収入見込みをベースに算出しました。 

○特別区交付金は、経済成長や財産費の増減を加味して推計しました。 

○基金の繰入には、起債償還のための減債基金の繰入のほか、学校の改築やまち

づくり、施設整備などの投資的な事業に充てる基金の繰入を含んでいます。基

金ごとの内容は、②基金の積立・繰入計画のとおりです。 

○特別区債は、起債の対象となる投資的な経費について精査し、将来の公債費負

担を考慮しながら発行可能な額を見込みました。具体的には、③起債の活用計

画のとおりです。 

 

■歳出 

○人件費は、退職手当の額や、職員数の推移を見込んで推計しました。 

○公債費は、既発行分に新規発行分を加えて推計しました。 

○扶助費は、生活保護費等の伸びを見込みました。 

○繰出金は、高齢者人口の推移等、被保険者数の伸びを見込んで推計しました。 

○一般事業費は、PDCA サイクルによる事業の見直し改善、事業経費の縮減のほ

か、経済成長を見込み推計しました。 

○新規・拡充等事業には、基本計画で取り組む投資的な経費や、新規・拡充、推

進する経費分を見込みました。 

○基金積立には、財政調整基金・減債基金・特定目的基金それぞれについて所要

額を見込みました。基金ごとの内容は、②基金の積立・繰入計画のとおりで

す。 
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②基金の積立・繰入計画 

基金の計画的な積立と繰入を行い、基金の持つ財源の年度間調整機能を活用していきま

す。各期の基金の積立、繰入及び当該期末基金残高の見込みは、以下の表のとおりです。 

 

   （単位：億円） 

種別 区分 
基本計画 

次期・基本計画 
前期 後期 

財政調整基金 

積立 47 208 284 

繰入 43 57 84 

残高 413 564 764 

減債基金 

積立 55 164 63 

繰入 50 144 94 

残高 17 36 6 

義務教育施設整備基金 

積立 77 30 55 

繰入 53 59 75 

残高 120 92 72 

社会福祉施設整備基金 

積立 64 34 42 

繰入 28 27 22 

残高 54 61 81 

道路・公園整備基金 

積立 52 78 130 

繰入 54 84 122 

残高 47 41 49 

まちづくり基金 

積立 98 159 151 

繰入 122 141 24 

残高 64 82 210 

合計 

積立 393 673 726 

繰入 349 512 420 

残高 715 876 1,182 

計（減債基金を除く） 残高 699 840 1,177 

※残高は、各期末見込を記載しています。 
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③起債の活用計画 

起債の活用は、原則として、後年度の負担が大きい公共施設の建設整備・除却、防災基

盤の整備及び公共用地の取得に限定して行います。起債の活用計画は、以下の表のとおり

です。 

 

■発行額（一般会計） （単位：億円） 

区分（目的） 
基本計画 

次期・基本計画 計 
前期 後期 

学校関連  150  176  225  551 

まちづくり    174     46     19   239 

保健福祉・子ども施策  -  -  -  - 

区有施設・総務  -  -  19  19 

計  324    222    263   809 

 

■公債費負担比率（中野区方式）の推計 （単位：億円・％） 

区分 
基本計画 

次期・基本計画 計 
前期 後期 

一般財源総額 A 2,225 3,476 5,552 11,253 

実質公債費※B 142 314 287 742 

公債費負担比率 B/A（%） 6.4% 9.0% 5.2% 6.6% 

※実質公債費＝元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金 

 

■起債残高の推計（期末残高。用地特別会計を含む）（単位：億円） 

区分 
基本計画 

次期・基本計画 
前期 後期 

起債残高 608 584 607 

（参考）土地開発公社 52 25 25 

※土地開発公社の数字は金融機関借入残高の推計 
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基金や起債を活用する予定の主な事業（一般会計分）は下表のとおりです。事業費等は、

現時点での各期の想定経費です。また、社会経済状況の変化に応じて事業実施スケジュール

等は変更になることがあります。 
※表示単位未満を四捨五入しているため、5,000 万円未満の事業費等は表示していません。 

 

     （単位：億円） 

事業名 区分 
基本計画 次期・ 

基本計画 
計 

前期 後期 

ま
ち
づ
く
り 

中野駅地区 

・中野駅南北通路 

・中野駅橋上駅舎 

事業費      31        -        -       31  

起債      14        -        -       14  

基金繰入      10        -        -       10  

中野二丁目地区 

事業費      12        -        -       12  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       6        -        -        6  

中野三丁目地区 

事業費      12        1        -       13  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       8        1        -        8  

中野四丁目新北口地

区 

事業費     224       89        -      313  

起債     121        8        -      129  

基金繰入      23       53        -       75  

囲町東地区・西地区 
事業費      46       25        -       71  

起債      11        -        -       11  

基金繰入      17       15        -       31  

連続立体交差事業調

整 

事業費       8        -        -        8  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       6        -        -        6  

新井薬師前駅周辺基

盤整備（区画街路 3

号線・補助第 220 号

線） 

事業費      44       54       16      115  

起債       -        -        -        -  

基金繰入      20       27        5       52  

新井薬師前駅前地区

再整備 

事業費       6       36       18       60  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       2       13        7       22  

沼袋駅周辺地区基盤

整備(区画街路第 4

号線)  ※精査中 

事業費      40       52        4       96  

起債      20       26        -       45  

基金繰入       8       10        2       20  

（３）起債・基金を活用する主な事業 
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事業名 区分 
基本計画 次期・ 

基本計画 
計 

前期 後期 

ま
ち
づ
く
り 

沼袋駅前地区再整備 

事業費  8   68   -   76  

起債  -   13   -   13  

基金繰入  3   13   -   16  

野方駅以西のまちづ

くり 

事業費  16   3   1   20  

起債  9   -   -   9  

基金繰入  7   3   1   11  

木造住宅密集地域整

備 

事業費  4   4   2   10  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  2   2   1   5  

弥生町防災まちづく

り 

事業費  4   1   -   5  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  1   0   -   1  

大和町まちづくり 

事業費  8   12   8   28  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  3   5   2   10  

道
路
・
公
園
等
整
備 

 

哲学堂公園再整備計

画 

事業費  5   13   8   26  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  3   11   7   20  

新たな公園の整備 

事業費  15   4   32   51  

起債  -   -   19   19  

基金繰入  7   4   5   16  

公園再整備事業 

事業費  14   20   38   72  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  13   20   37   69  

公園施設維持補修 

事業費  6   9   14   29  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  4   6   10   21  

無電柱化整備事業 

事業費  8   8   8   23  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  6   5   6   17  

道路舗装改良補修等 

事業費  40   56   93   189  

起債  -   -   -   -  

基金繰入  27   37   62   126  
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事業名 区分 
基本計画 次期・ 

基本計画 
計 

前期 後期 

 

橋梁長寿命化修繕

等 

事業費       3        4        2        9  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       1        2        1        3  

区
有
施
設 

文化・スポーツ施

設 

事業費       1        2       25       28  

起債       -        -       19       19  

基金繰入       1        2        6       10  

保育園・幼稚園 

事業費       4       11        9       24  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       4       11        9       24  

すこやか福祉セン

ター等 

事業費      24       23       14       61  

起債       -        -        -        -  

基金繰入      24       23       14       60  

区民活動センター 

事業費      14        9        6       30  

起債       -        -        -        -  

基金繰入      14        9        6       29  

施設保全・その他

改修（長期保全） 

事業費      31       39       82      152  

起債       -        -        -        -  

基金繰入      31       39       70      141  

学
校 

学校改築 

事業費     214      244      306      763  

起債     150      176      225      551  

基金繰入      50       59       75      184  

学校施設計画改修 

事業費      14       21       34       69  

起債       -        -        -        -  

基金繰入       -        -        -        -  
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第３章 基本計画の体系 

１ 基本構想・基本計画体系図 

２ 基本計画と SDGs の関係性 
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都市像

まちの姿

区政運営

重点プロジェクト

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

基
本
構
想

　　　　　　　　　　　　　　　　 つながる　 はじまる　 なかの

人と人とがつながり、
新たな活力が生み出されるまち

　　　　　○　区民に信頼される対話と参加の区政を進めます　　　　　　　○　職員力でまちの価値と地域の力を高めます　　○　持続可能な財政運営を進めます
　　　　　○　社会の変化を見据えた質の高い行政サービスを提供します　　○　危機の発生に備えた体制を強化します

　　　未来ある子どもの育ちを
　　　 地域全体で支えるまち

基
本
計
画

政策

1 2 3 4 5 6 7 8

平
和
・
人
権
・
多
様
性
の
尊
重

多
文
化
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
質
の
高
い

教
育
を
実
現
す
る

ま
ち
全
体
の
子
育
て
の
力
を
高
め
る

多
様
性
を
生
か
し
新
た
な
価
値
を
生

み
出
す

地
域
愛
と
人
の
つ
な
が
り
を
広
げ
る

遊
び
心
あ
ふ
れ
る
文
化
芸
術
を
ま
ち

全
体
に
展
開
す
る

地
域
経
済
活
動
を
活
性
化
す
る

東
京
の
新
た
な
活
力
と
に
ぎ
わ
い
を

世
界
に
発
信
す
る

子
ど
も
の
命
と
権
利
を
守
る

人
の
つ
な
が
り
と
愛
着
が
生
ま
れ
る
地
域
づ
く
り

地
域
の
自
主
的
な
活
動
の
推
進
と
環
境
づ
く
り

誰
も
が
身
近
に
文
化
芸
術
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り

魅
力
的
な
地
域
資
源
の
発
掘
・
発
信

持
続
可
能
な
地
域
経
済
を
支
え
る
中
小
企
業
の
振
興

商
店
街
の
活
性
化
支
援
に
よ
る
に
ぎ
わ
い
空
間
の
創
出

一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
状
況
に
応
じ
た
教
育
と
支
援
の
充
実

特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
と
家
庭
・
地
域
と
の
協
働
に
よ
る
学
校
運
営
の
推
進

一
人
ひ
と
り
の
可
能
性
を
伸
ば
す
学
校
教
育
の
充
実
・
支
援

多
様
な
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
の
推
進

妊
娠
か
ら
子
育
て
に
か
か
る
切
れ
目
な
い
相
談
支
援
体
制
の
充
実

将
来
を
見
通
し
た
幼
児
教
育
・
保
育
の
実
現

中
野
駅
周
辺
に
お
け
る
新
た
な
魅
力
や
価
値
の
創
出
・
発
信

中
野
駅
周
辺
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
都
市
基
盤
の
整
備
と
多
様
な
都
市
機
能
の
誘
導

子
ど
も
の
権
利
保
障
と
意
見
表
明
・
参
加
の
促
進

生
活
に
困
難
を
抱
え
る
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

児
童
虐
待
の
未
然
防
止
、

早
期
発
見
・
早
期
対
応

子
ど
も
た
ち
の
「

生
き
る
力
」

を
育
む
教
育
の
充
実

特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
と
そ
の
家
庭
へ
の
一
貫
し
た
相
談
支
援
体
制
の
充
実

基本構想・基本計画体系図

区政運営の基本方針 　　　　　　　　　　　　　　　１ 対話・参加・協働に基づく区政運営　 　２ 危機の発生に備えた体制の強化 　３ 社会の変化に対応した質の高い行政サービスの提供

施策

①子育て先進区の実現
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9

子
育
て
世
帯
が
住
み
続
け
た
く
な
る

ま
ち
を
つ
く
る

22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

　　　　　　　　　　　　　　　　 つながる　 はじまる　 なかの

誰もが生涯を通じて安心して自分らしく
生きられるまち

安全・安心で住み続けたくなる
持続可能なまち

　　　　　○　区民に信頼される対話と参加の区政を進めます　　　　　　　○　職員力でまちの価値と地域の力を高めます　　○　持続可能な財政運営を進めます
　　　　　○　社会の変化を見据えた質の高い行政サービスを提供します　　○　危機の発生に備えた体制を強化します

15 16 17 18 19 2010 11 12 13 14

誰
も
が
自
分
ら
し
く
輝
け
る
地
域
社

会
を
形
成
す
る

生
涯
を
通
じ
て
楽
し
く
健
康
に
過
ご

せ
る
環
境
を
つ
く
る

災
害
に
強
く
回
復
力
の
あ
る
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る

時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
る

快
適
で
魅
力
あ
る
住
環
境
を
つ
く
る

環
境
負
荷
の
少
な
い
持
続
可
能
な
ま

ち
を
つ
く
る

若
者
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
を
支
援
す
る

人
生
１
０
０
年
時
代
を
安
心
し
て
過

ご
せ
る
体
制
を
構
築
す
る

生
涯
現
役
で
生
き
生
き
と
活
躍
で
き

る
環
境
を
つ
く
る

誰
一
人
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

支
援
体
制
を
構
築
す
る

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
と
防
犯
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る

23 33

権
利
擁
護
と
虐
待
防
止
の
推
進

区
民
が
主
体
的
に
取
り
組
む
介
護
予
防
の
推
進

多
様
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
人
や
そ
の
家
族
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
の
推
進

障
害
者
へ
の
相
談
支
援
体
制
と
地
域
生
活
移
行
を
支
え
る
環
境
の
整
備

生
活
に
困
窮
し
て
い
る
人
の
自
立
に
向
け
た
支
援
の
充
実

障
害
者
の
就
労
や
社
会
参
画
の
推
進

子
育
て
し
や
す
い
住
環
境
の
充
実

若
者
の
社
会
参
画
支
援
の
充
実

高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
充
実

高
齢
者
を
支
え
る
医
療
や
介
護
・
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
等
の
提
供
体
制
の
充
実

多
様
な
交
流
・
つ
な
が
り
を
育
み
、

い
つ
ま
で
も
活
躍
で
き
る
環
境
づ
く
り

感
染
症
の
予
防
と
拡
大
防
止

安
全
・
安
心
な
生
活
環
境
の
確
保

　　　　　　　　　　　　　　　１ 対話・参加・協働に基づく区政運営　 　２ 危機の発生に備えた体制の強化 　３ 社会の変化に対応した質の高い行政サービスの提供

多
様
な
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
み
ど
り
の
あ
る
魅
力
的
な
公
園
づ
く
り

誰
も
が
利
用
し
や
す
く
、

円
滑
に
移
動
で
き
る
交
通
環
境
の
整
備

脱
炭
素
社
会
の
推
進
と
気
候
変
動
へ
の
適
応

ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

み
ど
り
の
保
全
と
創
出
の
推
進

犯
罪
や
事
件
・
事
故
の
防
止
と
消
費
生
活
の
安
全
の
推
進

災
害
に
強
い
体
制
づ
く
り

西
武
新
宿
線
連
続
立
体
交
差
事
業
を
契
機
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

各
地
区
の
特
性
に
応
じ
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

住
生
活
の
安
定
の
確
保
と
向
上
の
促
進

歩
き
た
く
な
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

道
路
・
橋
梁
の
着
実
な
整
備
・
改
修

認
知
症
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
環
境
づ
く
り

誰
も
が
身
近
に
運
動
・
ス
ポ
ー

ツ
活
動
に
取
り
組
め
る
環
境
づ
く
り

健
康
的
な
生
活
習
慣
が
身
に
つ
く
環
境
づ
く
り

地
域
医
療
体
制
の
充
実

生
涯
に
わ
た
り
学
び
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り

防
災
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

②地域包括ケア体制の実現 ③活力ある持続可能なまちの実現
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基本計画とSDGsの関係性
施策と特に関わりの強いSDGsのゴールとの関係性を一覧として示しています。

1

貧
困
を
な
く
そ
う

1 平和・人権・多様性の尊重 ●

2
多文化共生のまちづくりの推
進

3
人のつながりと愛着が生まれ
る地域づくり

4
地域の自主的な活動の推進と
環境づくり

5
誰もが身近に文化芸術に親し
める環境づくり

6
魅力的な地域資源の発掘・発
信

7
持続可能な地域経済を支える
中小企業の振興

8
商店街の活性化支援によるに
ぎわい空間の創出

9
中野駅周辺における新たな魅
力や価値の創出・発信

10
中野駅周辺まちづくりにおけ
る都市基盤の整備と多様な都
市機能の誘導

11
子どもの権利保障と意見表
明・参加の促進

12
生活に困難を抱える子育て家
庭への支援

●

13
児童虐待の未然防止、早期発
見・早期対応

14
子どもたちの「生きる力」を
育む教育の充実

15
一人ひとりの子どもの状況に
応じた教育と支援の充実

16
特色ある学校づくりと家庭・
地域との協働による学校運営
の推進

17
一人ひとりの可能性を伸ばす
学校教育の充実・支援

18
多様な子どもの居場所づくり
の推進

19
妊娠から子育てにかかる切れ
目ない相談支援体制の充実

20
将来を見通した幼児教育・保
育の実現

21
特別な配慮を必要とする子ど
もとその家庭への一貫した相
談支援体制の充実

9
子育て世帯が住み
続けたくなるまち
をつくる

22 子育てしやすい住環境の充実

10
若者のチャレンジ
を支援する

23 若者の社会参画支援の充実

4
地域経済活動を活
性化する

5
東京の新たな活力
とにぎわいを世界
に発信する

未
来
あ
る
子
ど
も
の
育
ち
を
地
域
全
体
で
支
え
る
ま
ち

6
子どもの命と権利
を守る

7
社会の変化に対応
した質の高い教育
を実現する

8

人
と
人
と
が
つ
な
が
り
、

新
た
な
活
力
が
生
み
出
さ
れ
る
ま
ち

1
多様性を生かし新
たな価値を生み出
す

2
地域愛と人のつな
がりを広げる

3

まち全体の子育て
の力を高める

SDGs（持続可能な開発目標）の推進

　2015年9月の国連サミットで採択された「持続
可能な開発のための2030アジェンダ」におい
て、国際社会全体の開発目標として、2030年を
期限とする「持続可能な開発目標（SDGs）」が
採択されました。

　SDGsでは、持続可能な世界を実現するための
17の目標（ゴール）と、具体的に達成すべき169
のターゲットを設定し、「誰一人取り残さな
い」社会の実現を目指し、経済・社会・環境を
めぐる広範囲な課題に対する総合的な取組が示
されています。

　国は、SDGs推進本部を設置し、「SDGs実施指
針」を策定しています。2023年12月に改定され
た実施指針では、SDGsの各目標が相互に関連し
ていることに配慮しつつ、重点事項の一つとし
て「誰一人取り残さない」包摂的な社会の実現
が掲げられています。その達成に向けて国や地
方自治体、NPO法人などの広範なステークホル
ダーの連携を推進していくこととしています。

　基本構想に描く「誰一人取り残さない」とい
う考え方や協働・協創の推進は、SDGsの目標や
方向性と同じであることから、本計画に掲げた
各施策の取組を着実に推進していくことでSDGs
の推進につなげていきます。

　SDGsの17のゴールは、いずれも密接に関わる
不可分の課題であり、統合的かつ横断的な取組
を推進していく必要があります。

　本計画では基本構想に掲げる「4つのまちの
姿」を基本目標として位置づけるとともに、政
策横断的な視点を持って重点的に推進する取組
を重点プロジェクトに位置づけています。これ
により、各施策を相互に関連づけながら、SDGs
のゴールも一体的かつ横断的な取組として推進
していきます。

　また、計画期間中にSDGsの達成年限である
2030年を迎えることを踏まえ、引き続きあらゆ
る施策においてSDGsの理念を意識しながら、持
続可能なまちづくりを着実に進めていきます。

            　　　　 　　　　　　　  　  　  SDGｓのゴール

 
　基本計画の基本目標／政策／施策

遊び心あふれる文
化芸術をまち全体
に展開する
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施策と特に関わりの強いSDGsのゴールとの関係性を一覧として示しています。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

飢
餓
を
ゼ
ロ
に

す
べ
て
の
人
に
健
康

と
福
祉
を

質
の
高
い
教
育
を
み

ん
な
に

ジ
ェ

ン
ダ
ー

平
等
を

実
現
し
よ
う

安
全
な
水
と
ト
イ
レ

を
世
界
中
に

エ
ネ
ル
ギ
ー

を
み
ん

な
に
そ
し
て
ク
リ
ー

ン
に

働
き
が
い
も
経
済
成

長
も

産
業
と
技
術
革
新
の

基
盤
を
つ
く
ろ
う

人
や
国
の
不
平
等
を

な
く
そ
う

住
み
続
け
ら
れ
る
ま

ち
づ
く
り
を

つ
く
る
責
任
つ
か
う

責
任

気
候
変
動
に
具
体
的

な
対
策
を

海
の
豊
か
さ
を
守
ろ

う 陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ

う 平
和
と
公
正
を
す
べ

て
の
人
に

パ
ー

ト
ナ
ー

シ
ッ

プ

で
目
標
を
達
成
し
よ

う

● ● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ●
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24
高齢者が安心して暮らし続け
ることができる体制の充実

25
高齢者を支える医療や介護・
生活支援サービス等の提供体
制の充実

26
多様な交流・つながりを育
み、いつまでも活躍できる環
境づくり

27
区民が主体的に取り組む介護
予防の推進

28 権利擁護と虐待防止の推進

29
多様な課題を抱えている人や
その家族の早期発見・早期対
応の推進

30
障害者への相談支援体制と地
域生活移行を支える環境の整
備

31
生活に困窮している人の自立
に向けた支援の充実

●

32
障害者の就労や社会参画の推
進

33
認知症のある人とその家族を
支える環境づくり

34
誰もが身近に運動・スポーツ
活動に取り組める環境づくり

35
健康的な生活習慣が身につく
環境づくり

36 地域医療体制の充実

37
生涯にわたり学び続けること
ができる環境づくり

38 防災まちづくりの推進 ●

39 災害に強い体制づくり ●

40
西武新宿線連続立体交差事業
を契機としたまちづくりの推
進

41
各地区の特性に応じたまちづ
くりの推進

42
住生活の安定の確保と向上の
促進

●

43
歩きたくなるまちづくりの推
進

44
道路・橋梁の着実な整備・改
修

45
多様なニーズに応じたみどり
のある魅力的な公園づくり

46
誰もが利用しやすく、円滑に
移動できる交通環境の整備

47
脱炭素社会の推進と気候変動
への適応

48
ごみの減量やリサイクルの推
進

49 みどりの保全と創出の推進

50
犯罪や事件・事故の防止と消
費生活の安全の推進

51 感染症の予防と拡大防止

52 安全・安心な生活環境の確保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SDGｓのゴール

  基本計画の基本目標／政策／施策

なかのSDGｓパートナー登録制度について

　近年、気候変動や少子高齢化、地域コミュニ
ティの希薄化など、社会課題が複雑化・多様化
する中で、持続可能な社会の実現に向けた協働
の重要性が高まっています。

　こうした背景を踏まえ、中野区では、地域課
題の解決とSDGsの推進を目的に「なかのSDGs
パートナー登録制度」を創設しました。

　この制度では、区内で活動する企業・団体・
個人事業主を「なかのSDGsパートナー」として
登録し、区と連携してSDGsの目標達成に資する
取組を推進します。「なかのSDGsパートナー」
には、活動のPR支援や交流の場の提供などが行
われ、地域内外の連携を促進します。

　多様な主体が協力し合うことで、SDGsの目標
達成に向けた地域の力を高め、誰一人取り残さ
ないまちづくりを目指しています。

誰
も
が
生
涯
を
通
じ
て
安
心
し
て
自
分
ら
し
く
生
き
ら
れ
る
ま
ち

11
人生１００年時代
を安心して過ごせ
る体制を構築する

12
生涯現役で生き生
きと活躍できる環
境をつくる

13
誰一人取り残され
ることのない支援
体制を構築する

14
誰もが自分らしく
輝ける地域社会を
形成する

15
生涯を通じて楽し
く健康に過ごせる
環境をつくる

安
全
・
安
心
で
住
み
続
け
た
く
な
る
持
続
可
能
な
ま
ち

16
災害に強く回復力
のあるまちづくり
を進める

17
時代の変化に対応
したまちづくりを
進める

18
快適で魅力ある住
環境をつくる

19
環境負荷の少ない
持続可能なまちを
つくる

20
安全・安心な生活
環境と防犯まちづ
くりを進める
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第４章 重点プロジェクト 

１ 子育て先進区の実現 

２ 地域包括ケア体制の実現 

３ 活力ある持続可能なまちの実現 
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〇基本構想で目指すまちの姿の実現に向け、政策及び施策を効率的かつ効果的に推進するた

め、政策を超えて共有する方向性を重点プロジェクトに掲げ、取り組んでいきます。 

〇各プロジェクトでは、政策横断的な視点をもって重点的に推進する取組を位置付けるとと

もに、各政策・施策相互の関係性を強化します。 

〇重点プロジェクトの推進にあたっては、全庁的な推進体制による進行管理を行うことで、

各取組の展開を連動させ、効率的かつ効果的にプロジェクトを実行していきます。 

 

       

 

重点プロジェクトについて 
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プロジェクト１ 子育て先進区の実現 
 

２０３０年に向けた方向性 

子ども・子育て家庭と地域のつながりづくりを進めます 

 子どもを育て、子どもが成長する過程が、安全・安心かつ将来に向け充実した時間となるよう、

地域の多様なつながりをつくっていくことで、子どもと子育て家庭が中野区に住み続けたくなる環

境づくりを進めます。 

 

背景 

 〇少子高齢化の進展、人口減少は全国的な課題であり、中野区においては、総人口は増加しているもの

の、出生数、合計特殊出生率は減少傾向にあります。 

〇年少人口（15 歳未満の人口）を見ると、近年は横ばいで推移していますが、0～9 歳は転出超過の状

況が継続しています。 

〇長期的な視点では、人口減少が進むとともに年少人口の割合も低下していくことが見込まれます。 

〇年少人口の減少は、地域社会を維持していくための地域活力の低下につながり、様々な社会問題の原

因になると考えられます。このため、将来の中野の担い手となる今の子ども世代の人口の減少を抑え

ていくことは重要な課題です。 

〇こうした状況から、これまで進めてきた「子どもが健やかに育ち、子育てをする上で必要な環境が整

っており、子どもと子育て家庭の満足度が高いまち」、「区の子育て環境が区内外に認知されており、

多くの子どもと子育て家庭から選ばれるまち」を目指す取組を一層推進し、子どもと子育て家庭の定

住促進を図っていく必要があります。 

 

プロジェクトにおける取組 

子どもの健やかな成長を支えるとともに子育てに関する不安を解消するため、子どもと子育て家庭が

必要とする相談や支援、サービスを充実します 

政策 施策 主な取組 

6 11 子どもの権利保障と意見表明・参加の促進 ②子どもの権利に係る相談支援体制の推進 

6 12 生活に困難を抱える子育て家庭への支援 
②困難を抱える子どもと子育て家庭の生活の支援 

③ひとり親家庭支援の推進 

6 13 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応 ①子育て家庭の状況把握と相談支援 

7 15 
一人ひとりの子どもの状況に応じた教育と支援の充

実 

①いじめの防止等対策支援 

②不登校対策支援 

④一人ひとりの教育ニーズに応じた指導 

7 17 一人ひとりの可能性を伸ばす学校教育の充実・支援 ④子育て支援策の充実と保護者支援 

8 18 多様な子どもの居場所づくりの推進 ②子どもの放課後等の居場所の確保 

8 19 
妊娠から子育てにかかる切れ目ない相談支援体制の

充実 

①妊娠・出産・子育てトータル支援 

②子育て支援サービスの充実 

③多胎児家庭への支援 

8 20 将来を見通した幼児教育・保育の実現 ①保育サービスの提供体制の整備 

8 21 
特別な配慮を必要とする子どもとその家庭への一貫

した相談支援体制の充実 

②発達の課題等がある子どもの支援 

③医療的ケアを必要とする子どもへの支援 

10 23 若者の社会参画支援の充実 ②若者の自立を支援する体制の充実 

13 29 
多様な課題を抱えている人やその家族の早期発見・

早期対応の推進 
①孤独・孤立対策の推進 

15 36 地域医療体制の充実 ①地域での医療提供の充実 
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子ども一人ひとりがそれぞれの個性に応じて力を伸ばし、活躍できる機会を充実します 

政策 施策 主な取組 

3 5 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり 
①誰もが身近に気軽に親しめる文化芸術の環境づくり 

②子ども・若者が文化芸術に触れる機会の充実 

4 7 持続可能な地域経済を支える中小企業の振興 ⑤創業・スタートアップ支援 

6 11 子どもの権利保障と意見表明・参加の促進 ③子どもの意見表明・参加の推進 

6 12 生活に困難を抱える子育て家庭への支援 ①子どもの学びや経験・体験の支援 

7 14 子どもたちの「生きる力」を育む教育の充実 

①一人ひとりに応じた学習指導の推進 

③社会の変化に対応した教育の充実 

④保幼小中連携教育の充実 

⑤学校教育における子どもの権利の推進 

7 15 
一人ひとりの子どもの状況に応じた教育と支援の充

実 

②不登校対策支援 

④一人ひとりの教育ニーズに応じた指導 

10 23 若者の社会参画支援の充実 ①若者のチャレンジ支援と区政・地域への反映 

15 34 
誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境

づくり 
③子どもの運動習慣の定着に向けた取組の促進 

 

子どものライフステージに合わせた魅力的で行きたくなる場を充実します 

政策 施策 主な取組 

3 5 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり ②子ども・若者が文化芸術に触れる機会の充実 

4 8 商店街の活性化支援によるにぎわい空間の創出 ③他自治体との連携による商業振興 

6 12 生活に困難を抱える子育て家庭への支援 ①子どもの学びや経験・体験の支援 

8 18 多様な子どもの居場所づくりの推進 
①子どもの遊び・体験の場の確保 

⑤中高生年代の子どもの居場所 

15 34 
誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境

づくり 
③子どもの運動習慣の定着に向けた取組の促進 

15 37 生涯にわたり学び続けることができる環境づくり 
②子どもの読書環境の充実 

③図書サービスの利便性の向上 

 

子どもと子育て家庭が暮らしやすい環境を充実します 

政策 施策 主な取組 

5 10 
中野駅周辺まちづくりにおける都市基盤の整備と多

様な都市機能の誘導 
②中野駅周辺各地区のまちづくり 

9 22 子育てしやすい住環境の充実 
①子育て世帯が暮らしやすい環境の充実 

③魅力ある公園づくり 

18 43 歩きたくなるまちづくりの推進 ①バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

 

子どもの成長を地域全体で支える環境づくりを推進します 

政策 施策 主な取組 

2 3 人のつながりと愛着が生まれる地域づくり ③地域における多様な活動の促進 

2 4 地域の自主的な活動の推進と環境づくり ①区民活動センターの中間支援機能の強化 

7 16 
特色ある学校づくりと家庭・地域との協働による学

校運営の推進 

②地域と学校の連携・協働の推進 

③部活動の地域展開の推進 

8 18 多様な子どもの居場所づくりの推進 
①子どもの遊び・体験の場の確保 

④地域での子育て活動の活性化 

8 19 
妊娠から子育てにかかる切れ目ない相談支援体制の

充実 
②子育て支援サービスの充実 

 

成果指標と目標値 

 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 目標値 

0～9 歳の転出超過数（5 か年平均） 人 子どもの区内定住の状況を計るため 
556 

（2023-2024 年

の 2 か年平均） 

473 

※「住民基本台帳移動報告」（総務省統計局）を元に算出 
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プロジェクト２ 地域包括ケア体制の実現 
２０３０年に向けた方向性 

全ての人が生活の中で自然に健幸になれる環境をつくります 

 だれもが健康かつ生きがいを持ち、安全・安心で豊かな生活を送れる地域社会をつくるというス

マートウェルネスシティ＊の理念を踏まえ、それぞれの人が必要とするつながりをつくり、健康度

と幸福度を高めるための取組を進めます。 

背景 

 〇少子高齢化、生産年齢人口の減少等により、人々が生活の中で直面する困難や生きづらさが多様化、

複雑化していることは重大な課題となっています。 

〇また、単身世帯の増加やライフスタイルの多様化が進み、人と人とのつながりが希薄化してきたこと

による問題は、新型コロナウイルス感染拡大による社会環境の変化により顕在化・深刻化しました。 

〇中野区の近年の状況を見ると、生産年齢人口の減少は見られないものの、元々高い割合である単身世

帯の割合が更に増加し、75 歳以上の人口も増加しています。 

〇長期的には、生産年齢人口の減少、65 歳以上の人口増加が見込まれます。 

〇このような状況から、中野区においても、区民一人ひとりが生活の中で直面する困難の多様化・複雑

化、つながりの希薄化はさらに進み、高齢者や子ども、障害のある人、その家族等、支援を必要とす

る人は増加していくことが想定されます。 

〇こうした課題に対応するため、区がこれまでに構築してきた地域包括ケア体制＊を充実・発展させ、

孤独・孤立対策を推進していくことに加え、様々な困難に陥るリスクを低減させるため、区民一人ひ

とりの健康で生きがいのある生活を促進していく必要があります。 

プロジェクトにおける取組 

健康無関心層に対して健康への関心を高め、行動変容を促すとともに、その人にあった健康づくりの

取組を支援することにより、ヘルスリテラシー＊の向上を図ります 

政策 施策 主な取組 

2 4 地域の自主的な活動の推進と環境づくり ①区民活動センターの中間支援機能の強化 

7 14 子どもたちの「生きる力」を育む教育の充実 ②健康・体力を育む教育の推進 

8 19 
妊娠から子育てにかかる切れ目ない相談支援体制

の充実 
④女性の健康づくりとプレコンセプションケアの促進 

12 27 区民が主体的に取り組む介護予防の推進 ③健康無関心層へのアプローチ 

15 34 
誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める 

環境づくり 

②スポーツを通じたコミュニティの形成、障害者スポーツ

の推進 

③子どもの運動習慣の定着に向けた取組の促進 

15 35 健康的な生活習慣が身につく環境づくり 

①健康的な生活習慣の定着促進 

②データ分析や健診等による健康づくりの支援 

④高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 
 

人々が自律的かつ主体的に健康づくりに取り組み、社会的なつながりを広げていく動機付けにつなが

るまちづくりを進めます 

政策 施策 主な取組 

5 9 
中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・ 

発信 
②中野駅周辺におけるエリアマネジメントの推進 

17 40 
西武新宿線連続立体交差事業を契機とした 

まちづくりの推進 
①新井薬師前・沼袋駅周辺のまちづくり 

18 43 歩きたくなるまちづくりの推進 
①バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

③魅力的な街並みを形成する景観づくりの推進 

18 45 
多様なニーズに応じたみどりのある魅力的な公園

づくり 
①公園施設の適切な整備・改修 

18 46 
誰もが利用しやすく、円滑に移動できる交通環境

の整備 
②区民の快適な移動と回遊の確保 
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区民や地域団体が行う様々な活動において、人々が交流することで生まれる「ゆるやかなつながり」

を広げながら、ソーシャルキャピタルを醸成します 

政策 施策 主な取組 

2 3 人のつながりと愛着が生まれる地域づくり 
②人と地域をつなげる情報発信の充実 

③地域における多様な活動の促進 

2 4 地域の自主的な活動の推進と環境づくり ①区民活動センターの中間支援機能の強化 

7 16 
特色ある学校づくりと家庭・地域との協働による

学校運営の推進 
②地域と学校の連携・協働の推進 

8 18 多様な子どもの居場所づくりの推進 ④地域での子育て活動の活性化 

10 23 若者の社会参画支援の充実 ①若者のチャレンジ支援と区政・地域への反映 

12 26 
多様な交流・つながりを育み、いつまでも活躍でき

る環境づくり 
②健幸づくり・交流機会の充実 

12 27 区民が主体的に取り組む介護予防の推進 ③健康無関心層へのアプローチ 

15 37 生涯にわたり学び続けることができる環境づくり ①学びの機会の充実 

 

様々な状況から、支援の必要な人が支援を求められる環境を整備し、切れ目ない相談支援につなげ 

ます 

政策 施策 主な取組 

1 1 平和・人権・多様性の尊重 ④男女共同参画社会の実現 

2 4 地域の自主的な活動の推進と環境づくり ①区民活動センターの中間支援機能の強化 

6 11 子どもの権利保障と意見表明・参加の促進 ②子どもの権利に係る相談支援体制の推進 

6 12 生活に困難を抱える子育て家庭への支援 ③ひとり親家庭支援の推進 

7 15 
一人ひとりの子どもの状況に応じた教育と支援の

充実 

①いじめの防止等対策支援 

②不登校対策支援 

8 18 多様な子どもの居場所づくりの推進 ③乳幼児親子の居場所の充実 

8 21 
特別な配慮を必要とする子どもとその家庭への一

貫した相談支援体制の充実 
②発達の課題等がある子どもの支援 

10 23 若者の社会参画支援の充実 ②若者の自立を支援する体制の充実 

11 24 
高齢者が安心して暮らし続けることができる体制

の充実 
②高齢者の相談支援体制の充実 

11 25 
高齢者を支える医療や介護・生活支援サービス等

の提供体制の充実 
①区民それぞれが望む在宅療養生活の実現 

13 29 
多様な課題を抱えている人やその家族の早期発

見・早期対応の推進 

①孤独・孤立対策の推進 

②重層的支援体制整備事業の推進 

13 30 
障害者への相談支援体制と地域生活移行を支える

環境の整備 

①地域生活を支える相談支援の充実・強化 

④障害福祉サービス基盤の充実 

13 31 生活に困窮している人の自立に向けた支援の充実 ①生活困窮者に対する包括的な自立支援の推進 

14 32 障害者の就労や社会参画の推進 ④障害に対する理解促進と社会参画支援の充実 

14 33 認知症のある人とその家族を支える環境づくり 
②認知症のある人を支える地域の相談支援体制等の整備 

③認知症のある人やその家族・支援者の居場所づくり 

 

成果指標と目標値 

 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 目標値 

一人あたり後期高齢者医療費 

（23 区内順位：金額の低い順） 
位 

特に健康への配慮が必要な年代の健康改善

状況を計るため 
4 1 

※東京都後期高齢者医療広域連合資料を元に算出 
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プロジェクト３ 活力ある持続可能なまちの実現 
 

２０３０年に向けた方向性 

まちの魅力から生まれるにぎわいを未来につなぎます 

 まちの大きな変化が生まれていく中で、環境に配慮したみどり豊かなまちづくりを進め、現在

のにぎわいを将来につないでいくため、文化やアニメコンテンツをはじめとするまちの魅力を高

めるとともに、産業や地域の活力となるチャレンジを応援します。 

 

背景 

 〇少子高齢化や人口減少をはじめとする様々な社会・経済状況の変化や、災害級の猛暑による影響が

深刻になる中においても、まちの活力を持続させていくとともに、みどりの豊かさやうるおいとや

すらぎを感じられるよう、都市の中のみどりを増やし、みどりを活かしたゆとりある環境を形成し

ていくことは重要な課題です。 

〇区は、時代の変化に対応し、新たな活力が生み出される持続可能な都市づくりに向け、中野駅周辺

や西武新宿線沿線のまちづくりなどの取組を地域とともに進めています。 

〇こうした取組は、一定の期間をかけて将来に向けたまちの姿を作っていく必要があり、現在は、ま

ちが大きく変化する過程にあります。 

○また、中野駅周辺の再開発を機に、大手を含めたアニメ関連企業等の転入が続いています。 

○一方、中野駅新北口駅前エリア再整備事業については、急激な物価･人件費の高騰などにより当初予

定していた事業の成立が困難となり、施行予定者との間で締結した協定を解除するなど、拠点施設

整備等のスケジュールが遅れています。 

○こうした中においても、中野駅西側南北通路・橋上駅舎、中野駅西口広場、中野駅南口駅前広場、

中野駅新北口駅前広場の整備のほか、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、囲町東地区、囲町西

地区といった中野駅周辺各地区のまちづくりは進んでおり、まちが大きな変化を迎える段階におい

て、重要となるのは、まちの活力を損なうことなく将来につなげていくとともに、みどりの保全や

創出に努め、みどりのネットワークの構築を推進することです。 

〇まちの活力を高めるためには、区民だけでなく在勤、在学、来街者も含めて、人が集まり、生活、

活動、交流が活発に行われていくことが重要です。 

〇このため、中野の魅力をさらに向上させ、まちの活力を将来にわたって高めていく必要がありま

す。 

 

プロジェクトにおける取組 

中野が誇るまちの魅力を高め、発信します 

政策 施策 主な取組 

3 5 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり ①誰もが身近に気軽に親しめる文化芸術の環境づくり 

3 6 魅力的な地域資源の発掘・発信 
②アニメやサブカルチャーなどのコンテンツによる地域

ブランド推進 

5 9 
中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・発

信 

①中野の新たなシンボルとなる拠点施設の整備 

②中野駅周辺におけるエリアマネジメントの推進 

5 10 
中野駅周辺まちづくりにおける都市基盤の整備と

多様な都市機能の誘導 

①中野駅周辺における都市基盤整備 

②中野駅周辺各地区のまちづくり 
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地域経済の活性化と地域の様々な活動を促進する仕組みづくりを進めます 

政策 施策 主な取組 

2 3 人のつながりと愛着が生まれる地域づくり ③地域における多様な活動の促進 

4 7 持続可能な地域経済を支える中小企業の振興 ①伴走型中小企業経営支援体制の構築 

4 8 商店街の活性化支援によるにぎわい空間の創出 ①デジタル地域通貨の拡大 

12 27 区民が主体的に取り組む介護予防の推進 ③健康無関心層へのアプローチ 

15 35 健康的な生活習慣が身につく環境づくり 
①健康的な生活習慣の定着促進 

②データ分析や健診等による健康づくりの支援 

16 39 災害に強い体制づくり ③地域の防災力向上 

19 47 脱炭素社会の推進と気候変動への適応 ④区民等の環境配慮行動の促進 

20 50 犯罪や事件・事故の防止と消費生活の安全の推進 ③自転車の交通安全対策 

 

歩きたくなるまちづくりを進めるとともに、人の流れを商店街につなげます 

政策 施策 主な取組 

3 5 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり ①誰もが身近に気軽に親しめる文化芸術の環境づくり 

4 8 商店街の活性化支援によるにぎわい空間の創出 
②コミュニティ形成に資する商店街への支援 

④まちづくりと連携した商店街の活性化 

17 40 
西武新宿線連続立体交差事業を契機としたまちづ

くりの推進 

①新井薬師前・沼袋駅周辺のまちづくり 

⑤新たな創出空間の活用 

18 43 歩きたくなるまちづくりの推進 
①バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

③魅力的な街並みを形成する景観づくりの推進 

19 49 みどりの保全と創出の推進 ②みどりのネットワークの構築 

 

魅力ある文化・芸術活動を促進するとともに、アニメコンテンツを核とした産学官連携による様々

な取組を推進します 

政策 施策 主な取組 

3 5 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり 
①誰もが身近に気軽に親しめる文化芸術の環境づくり 

②子ども・若者が文化芸術に触れる機会の充実 

3 6 魅力的な地域資源の発掘・発信 
②アニメやサブカルチャーなどのコンテンツによる地域

ブランド推進 

5 9 
中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・発

信 
②中野駅周辺におけるエリアマネジメントの推進 

15 37 生涯にわたり学び続けることができる環境づくり ①学びの機会の充実 

 

環境に配慮したみどり豊かなまちづくりを進めます 

政策 施策 主な取組 

5 9 
中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・発

信 
①中野の新たなシンボルとなる拠点施設の整備 

5 10 
中野駅周辺まちづくりにおける都市基盤の整備と

多様な都市機能の誘導 

①中野駅周辺における都市基盤整備 

②中野駅周辺各地区のまちづくり 

18 43 歩きたくなるまちづくりの推進 
②地域特性を生かした土地利用の推進 

③魅力的な街並みを形成する景観づくりの推進 

19 47 脱炭素社会の推進と気候変動への適応 
②みどりを活かしたゆとりある環境の形成 

③環境負荷の少ない交通環境の形成 

19 49 みどりの保全と創出の推進 ②みどりのネットワークの構築 

 

 

成果指標と目標値 

 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 目標値 

区内鉄道各駅の乗降者数 

（2023 年度比） 
％ 

にぎわいの源となる区内の人の流れの状況

を計るため 
100 115 

※鉄道事業者公表資料を元に算出 
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第５章 基本目標別の政策・施策 

１ 人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち 

２ 未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち 

３ 誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち 

４ 安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち 
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基本目標・政策の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

基本構想において描くまちの姿ご

とに設定しています。 

政策 

基本構想において描く 10 年後に

目指すまちの姿ごとに設定して

います。 

成果指標 

基本構想において描く 10 年後

に目指すまちの姿の実現に対す

る区民の実感を指標として設定

しています。 

 

※指標に係る数値の出典は、 

「中野区区民意識・実態調査」 

施策の構成 

政策の実現のために取り組む施

策を設定しています。 

施策と特に関わりの強い SDGs の

ゴールを示しています。 
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施策の見方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状データ 

施策の現状を示すデータをグラ

フで整理しています。グラフの

作成にあたり、引用・参考とし

た資料等を出典に記載していま

す。 

現状と課題 

施策を取り巻く現状と課題を示し

ています。 

施策の方向性 

現状と課題を踏まえ、政策の実

現のために、どのように施策を

進めていくかを示しています。 

成果指標と目標値 

施策の達成状況の目安となる指標

と目標値を設定しています。 

主な取組 

施策を進めるために取り組む主

な内容を示しています。 

（参考）課名は 2025 年度組織に

基づき、主な取組を所管する課

を記載しています。 
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主な事業 

各取組における主な事業を記載

しています。新規・拡充事業に

は、事業名称に◎印を付してい

ます。 

事業の展開 

主な事業のうち、新規・拡充事

業を中心として、計画期間中に

事業展開を予定している内容

を、前期（2 年）と後期（3 年）

に分けて記載しています。 
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基本目標１ 

人と人とがつながり、 

新たな活力が生み出されるまち 

政策１ 多様性を生かし新たな価値を生み出す 

政策２ 地域愛と人のつながりを広げる 

政策３ 遊び心あふれる文化芸術をまち全体に展開する 

政策４ 地域経済活動を活性化する 

政策５ 東京の新たな活力とにぎわいを世界に発信する 

つながりは、安心、発想、活力の源です。様々な国籍や価値観を持った

人々が集まる中野の特性を生かし、人と人とのつながりや地域への関心と

参画、自治の営みを広げ、地域への愛着を生み出していきます。さらに、

新たなにぎわいの拠点を形成し、まちの活力を高め、中野に暮らし、訪れ

る楽しさを、まち全体に、そして東京や日本全体、そして世界へと広げて

いきます。 
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政策１ 多様性を生かし新たな価値を

生み出す 
 

 

 

目指すまちの姿 

国籍や文化、年齢、障害、性別、性自認や性的指向などにかかわらず、誰もが地

域の一員として安心して暮らし、地域の特色や今までにない新たな価値が生まれて

います。 

 

 

成果指標 

「多様な人々が暮らす中で、人権や価値観が尊重されている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  55.8％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策１ 平和・人権・多様性の尊重 
 

 

 

施策２ 多文化共生のまちづくりの推進 

 
 

   

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 1  多様性を生かし新たな価値を生み出す 

 

現状データ 

ユニバーサルデザインの年代別認知度  男女の地位が平等だと思う人 

 

出典：2025 中野区区民意識・実態調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 戦後 80 年が経過し、被爆者や戦争体験者が年々減少することにより、戦争被害の実相

や戦争体験に触れる機会が少なくなってきています。戦争の実相や平和の尊さを語り継

ぐとともに、平和について次世代が自分事として捉え、平和について学び考える機会を

提供する必要があります。 

● あらゆる人の人権が尊重されるため、「中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条

例」で目指す「全ての人がその能力を発揮し、自分らしく、心豊かに、安心して暮らす

ことができる地域社会」の実現に向け、様々な人権侵害を未然に防止していく必要があ

ります。 

● 人々の暮らしや価値観が多様化する中でも、全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じ

て社会参加する「全員参加型社会」やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向

け、ユニバーサルデザイン＊を推進していくことが必要です。 

● 中野区民全体のユニバーサルデザインの認知度は 75.8％、理解度は 47.9％となってお

り、ユニバーサルデザインの理念や心のバリアフリーの重要性を広める取組を一層充実

させる必要があります。 

● 家庭生活、職場、学校教育の場、社会全体における男女の地位の平等感について「平

等」と答えた割合は、それぞれ 35.5％、28.6％、41.8％、17.6％となっており、依然と

して低い状況です。固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）が根強く残っている状況が考えられ、そうした意識による悪影響が生じない

よう、男女双方の意識改革と理解の促進を図る取組を進めていくことが必要です。 

 

 

23.9 20.6 16.6 11.5 3.8 13.1

40.6 41.7 40.6 40.0
23.1

34.8

16.7 21.6 24.1 26.5
39.0

27.9

16.7 13.7 17.6 21.5
31.3 22.2

2.2 2.5 1.1 0.5 2.7 2.1

0

50

100

20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上 全体

詳しく知っている 知っている
言葉だけは知っている 全く知らない
その他

(％)

35.5 28.6 
41.8 

17.6 

13.6 6.7 4.3 
7.4 

30.8 47.0 
15.8 60.1 

17.6 13.8 
33.8 

12.2 

2.5 4.0 4.3 2.7 

0

50

100

平等 女性が優遇 男性が優遇 分からない その他

(％)

施策 1 平和・人権・多様性の尊重 

家庭生活 職場 学校教育の場 社会全体 
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● 女性の抱えている問題が多様化、複雑化している中、2024年 4月に「困難な問題を抱え

る女性への支援に関する法律」が施行されました。多様で複雑な問題を抱える女性への

支援を行う体制整備が求められているとともに、必要な支援につなげていく必要があり

ます。 

● また、支援にあたっては、民間団体との協働といった新たな枠組みなどが求められてい

ます。そのため、地域団体の立ち上げ支援や、相談事業を含めた活動拠点のあり方につ

いて検討していく必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 戦争の悲惨さや平和の尊さを、幅広い世代に継続して伝える取組を進めます。 

▶ 区民等が人権意識を深め、全ての人が、あらゆる差別を受けることなく、それぞれの能

力を発揮し、地域社会の一員として暮らすことができる社会の実現を目指した取組を進

めます。 

▶ すべての人がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型社会」やまちの

魅力向上による地域の活性化の実現に向けて、区民等がユニバーサルデザインの意識を

深める取組を進めます。 

▶ 男女共同参画社会に向けた男女双方の理解促進を図るとともに、多様で複雑な問題を抱

える女性への支援体制の強化や団体活動等の拠点の整備に向けて、検討を進めていきま

す。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①ユニバーサルデザインの
理解度 

％ 
ユニバーサルデザイン
啓発の効果・実態を計
るため 

47.9 
（2025 年度） 
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②社会全体における男女の
地位が平等だと思う区民
の割合 

％ 
男女共同参画社会実現
に向けた環境づくりの
成果を計るため 

17.6 
（2025 年度） 

23.6 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 平和意識の啓発 企画課 

 幅広い世代に対して恒久平和の意識を啓発し、平和を考えていくための主体的な学

びを促進します。また、次世代が体験を通して、平和を自分事として捉え、学び考え

る機会を提供します。 

 主な事業 ○平和普及啓発 ○平和資料展示室の運営 
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② 人権意識の啓発 企画課 

 「中野区人権及び多様性を尊重するまちづくり条例」に基づき、あらゆる人権侵害

行為を無くすとともに、多様性を尊重し、認め合う機運を醸成するため、様々な機会

を捉えた普及啓発に取り組みます。また、区におけるパートナーシップ宣誓制度の課

題や今後のあり方について検討していきます。 

 主な事業 ○人権啓発 ○性自認・性的指向関連普及啓発 ◎パートナーシップ宣誓 

   

③ ユニバーサルデザインの普及啓発 企画課 

 ユニバーサルデザインの考え方を地域に根付かせていくために、区民等に対する普

及啓発イベント、人材養成事業等や区職員への研修などによって意識醸成や事業への

活用を図ります。 

 主な事業 ○ユニバーサルデザイン普及啓発 ○ユニバーサルデザインサポーター養成 

   

④ 男女共同参画社会の実現 企画課 

 ジェンダー平等の実現、女性の社会参画、女性に対する暴力の根絶等を図るため、

関係機関と連携して取り組みます。また、多様化、複雑化した問題を抱える女性の支

援に取り組むとともに、民間団体と連携した女性支援の検討を進めます。さらに、区

民や様々な団体が交流・活動でき、気軽に立ち寄り、相談のきっかけとなる拠点の整

備に向け、運営方法を含め、検討を進めていきます。 

 主な事業 
◎男女共同参画及びDV・デートDV防止等普及啓発 ○支援調整会議運営  
○男女共同参画センターSNS相談 ◎男女共同参画センター整備 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

パートナーシップ宣誓 

●パートナーシップ宣誓制度の在り方検討 ●パートナーシップ宣誓制度の充実 

男女共同参画及び DV・デート DV防止等普及啓発 

●男女共同参画等普及啓発強化 
 

男女共同参画センター整備 

●男女共同参画センター整備に向けた検討 ●男女共同参画センター整備  

推進 
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政策 1  多様性を生かし新たな価値を生み出す 

 

現状データ 

外国人住民数（各年 1 月 1 日）  国籍別外国人住民数（2025 年 1 月 1 日） 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 中野区の外国人住民は、2025 年 1 月時点では、区内人口の約 7％を占め、2 万 4 千人を

超えて過去最高となっています。在留資格別にみると「留学」が全体の 3 割半ばで最も

多く、年齢層は20歳代が全体の4割を超えており、来日してすぐに在住している外国人

が多いと考えられます。一方で、日本語を学習したことがない外国人が増加していると

考えられ、日本語教育のニーズが高まっています。 

● 人材育成と人材確保を目的として出入国管理法の改正が行われ、今後も外国人住民の増

加が見込まれます。今後の法改正の動向も注視しつつ、外国人住民を受け入れる環境の

充実が必要です。また、インバウンドの増加に伴う外国人来街者の動向を踏まえ、適切

な対応を検討していく必要があります。 

● 新型コロナウイルス感染拡大以降、海外友好都市・諸外国との相互の交流に向けた協議

が進展しておらず、子どもをはじめとした区民に還元され、政策課題への対応につなが

る海外友好都市・諸外国との交流を模索・推進していく必要があります。 

● 外国人住民の国籍は約 130 か国とさらなる多様化が進んでいます。生活の中で必要とな

る情報などの多言語化ややさしい日本語の普及を進めるとともに、多様な文化を受け入

れるための意識を醸成していく必要があります。 

● 外国人住民や外国人の児童・生徒が、暮らしに困らず、教育や就労、生活の場で円滑に

コミュニケーションなどができる環境づくりを進めるとともに、日本人と外国人がとも

に暮らし、外国人も地域の一員として活動していく支援をすることで、多文化共生を進

めていく必要があります。 

 

 

 

18,272 21,213 24,632

5.5
6.3

7.2
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8

0
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30,000
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(人) (％)

中国

35.9%

ネパール

12.9%
韓国

11.5%

ベトナム

8.8%

その他

30.9%

施策 2 多文化共生のまちづくりの推進 
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施策の方向性 

▶ 外国人住民等が地域で安心して暮らすことができるよう、多言語・やさしい日本語での

情報提供や相談対応、日本語教育の充実など、生活に必要な環境を整備します。 

▶ 海外友好都市・諸外国との交流を推進するとともに、地域における様々な参画・交流を

生み出すなど、区民の国際理解を深め、多文化共生のまちづくりを総合的に進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①地域に暮らす外国人と交
流する機会があると思う
区民の割合 

％ 
区民と外国人住民等と
の交流の実態を計るた
め 

12.6 
（2025 年度） 

25 

②生活に必要な情報発信が
充実していると思う外国
人の割合 

％ 
外国人住民等への情報
発信の充実度を計るた
め 

 
― 

（―） 
75 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 外国人住民等が安心して暮らしていくための

生活の支援 

文化振興・多文化共生推進課、 

区民サービス課ほか   

 多文化共生の推進に向け、外国人住民等が地域で安心して生活を営めるよう、相談

機能の充実を図るほか、行政手続の多言語化や、やさしい日本語の普及を推進し、災

害、医療、福祉及びごみの分別・排出などをはじめ様々な分野における生活環境の充

実を図ります。 

 主な事業 ◎外国人住民等生活支援事業 

   

② 多様な文化を受け入れるための意識の啓発 文化振興・多文化共生推進課 

 区と友好区関係、姉妹都市関係を締結している北京市西城区、ソウル特別市陽川区

との交流を引き続き行っていくとともに、中野の特色を生かした、また政策課題への

対応につながる海外都市との新たな交流を創出していきます。また、子どもの海外都

市との交流事業をはじめとした国際交流や多文化共生事業の充実を図ります。 

 主な事業 ○海外友好都市交流事業 ◎区民と外国人住民等の多文化・国際交流事業 

   

③ 外国人住民等が地域の一員として活動していく

ための支援 

文化振興・多文化共生推進課 

 外国人住民等に対する日本語教育の充実や地域社会への参画推進など、外国人住民

等が地域社会の一員として様々な活動をしていくための支援を充実していきます。 

 主な事業 ◎外国人住民等への日本語支援事業 ○外国人住民等の社会参画推進事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

外国人住民等生活支援事業 

●全区的な多文化共生推進体制による取組の

実施    

区民と外国人住民等の多文化・国際交流事業 

●交流事業の拡充    

外国人住民等への日本語支援事業 

●外国人のためのオンライン日本語教育事業

の本格実施・拡充    

 

推進 

推進 

推進 
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政策２ 地域愛と人のつながり 

を広げる 
 

 
 

目指すまちの姿 
ライフスタイルや関心に応じて、場所や時間を選ばず気軽に地域で関わりを持て

るような、ゆるやかなつながりが広がり、それぞれの個性を生かし、地域の課題を

住民同士が協力しながら解決しています。 

 

 

成果指標 

「地域愛と人のつながりが広がっている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  45.6％ ➡ 向上 

 

 

施策の構成  

施策３ 人のつながりと愛着が生まれる地域づくり 

     

 

 

施策４ 地域の自主的な活動の推進と環境づくり 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

61



 

政策 2  地域愛と人のつながりを広げる 

 

現状データ 

「近所とのつきあいがほとんどない」と感じる

人の割合 

 地域活動への参加状況 

 

 
出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査   出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査 

  

現状と課題 

● 近所とのつきあいがほとんどないと認識している区民の割合は 2 割程度であり、世代別

にみると、30 歳代と 40 歳代は 3割前後、20 歳代以下は約 5割と若い世代ほど高い割合

となっています。 

● 地域活動に「参加していない」と回答した人は約 80％、「参加している」と回答した人

の中で最も多かった町会・自治会の活動でも10％未満となっています。地域活動を知る

機会の設定等、地域活動に関わる人を増やし、多様な地域活動が充実するよう取組を行

う必要があります。 

● 町会・自治会や各地域団体の担い手や活動を継続する運営スタッフの不足が課題となっ

ています。活動に賛同する豊富な人材確保を進め、活動が安定して継続できるよう取組

を行う必要があります。 

● 地域におけるつながりと愛着を深め広げていくには、区民一人ひとりが身近な地域活動

等を知り、参加するきっかけを作っていくことで、人と人との交流を促進する取組を進

めていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

20.9

47.3

30.1 26.7
19.1

0

30

60

全体 20歳代

以下

30歳代 40歳代 50歳代

（％）

つきあいがほとんどない

参加している

20.9%

参加していない

78.4%

無回答

0.7%

施策 3 

人のつながりと愛着が生まれる 

地域づくり 
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施策の方向性 

▶ 常日頃からのご近所同士のつながりやあいさつ等、互いの顔が見え、困りごとがあった

時に助け合えるような人間関係が構築される取組を進めます。 

▶ 区民が身近な地域活動を知るきっかけを作り、地域への愛着を持って活動に参加できる

よう、人と人とのつながりの創出や地域課題の解決につながる活動の維持・促進に向け

た取組を推進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①住民同士の交流の場があ
ると感じている区民の割
合 

％ 
住民同士の交流の場の
充実度を計るため 

29.7 
（2022 年度） 

40 

②地域活動を行っている区
民の割合 

％ 
地域活動の担い手とし
て活動している人材の
割合を計るため 

20.9 
（2022 年度） 

25 

  （出典）①健康福祉に関する意識調査 ②健康福祉に関する意識調査 

 

主な取組 
 

① 町会・自治会との協働による地域づくり 地域活動推進課 

 地域課題の解決や地域での身近なつながりのため、町会・自治会との連携・協働に

よる取組を進めます。また、町会・自治会の活動を維持、発展させていけるよう支援

を行います。 

 主な事業 ○中野区町会連合会支援 ○町会・自治会公益活動推進助成 

   

② 人と地域をつなげる情報発信の充実 地域活動推進課 

 多くの区民が地域の情報を得やすい環境を整え、地域について知る機会の充実を図

ります。併せて、地域活動を行う団体等からの発信が区民へ届き、活動への参加の促

進につながる取組を進めます。 

 主な事業 ○ためまっぷなかのの運営 ○町会・自治会掲示板設置助成 

   

③ 地域における多様な活動の促進 地域活動推進課 

 地域課題の解決に取り組む公益活動団体の事業が継続・拡大するよう団体を支援す

るとともに、新たに活動を始める団体等への支援や、共通の課題認識を持った団体同

士のつながりづくりを進め、更なる活動の促進を図ります。 

 主な事業 
◎地域活動団体活性化支援事業  
○区民公益活動に対する政策助成、区民公益活動推進基金からの助成 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

地域活動団体活性化支援事業 

 

●団体同士の交流の場の充実 

 

 ●団体の課題に応じた支援の充実 

 

 

 

 

●コミュニティポイントを活用した事業参加 

促進 

 

   
 

   
 

 ●関係団体と連携した地域活動促進の仕組み 

の構築 

推進 

推進 

推進 
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政策 2  地域愛と人のつながりを広げる 

 

現状データ 

年代別の区民活動センターを身近に感じる人の

割合 

 区民活動センターの集会室利用率 

 

 

 
出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 区民活動センターは、地域における「日常の活動拠点」「非常時の防災拠点」であり、

地域住民にとっての心の拠り所となるべき施設ですが、「身近に感じる」という人は、

低い水準にとどまっています。区民活動センターが地域に提供できる機能を明確にした

うえでさらに強化し、それが地域住民に認知され、十分に活用される施設となる必要が

あります。 

● 区民活動センターの運営委員会は、地域団体の活動を支援し、さらに様々な団体間をコ

ーディネートする役割を担っています。一方で、運営委員会の組織力は脆弱であり、そ

の安定的かつ実行力のある運営を継続するためには、区の適切な経営支援及び区民活動

センター職員とのパートナーシップの強化による組織力及び機能の向上が求められてい

ます。 

● 区民活動センターの集会室の利用率は約 5 割にとどまっています。施設の老朽化や設備

の劣化により、集会室の魅力も低下しており、改築や設備更新による機能回復のほか、

予約や利用にあたっての利便性や活用可能性を高めて、施設の有効活用を図り、集会室

の稼働率を向上させていく必要があります。 
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施策 4 

地域の自主的な活動の推進と 

環境づくり 
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施策の方向性 

▶ 区民活動センターが有する地域活動支援、アウトリーチ、地域情報の収集・発信等の機

能を高め、非常時も含めた地域における拠点性を確立・強化します。 

▶ 区民活動センターにおける DX＊を進めるとともに、運営委員会を含めた区民活動センタ

ー組織のマネジメント力を強化します。 

 

成果指標と目標値 
 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区民活動センターを身近
に感じる人の割合 

％ 

区民活動センターが地
域の拠点として広く浸
透していることを計る
ため 

19 
（2022 年度） 

25 

②区民活動センター集会室
利用率（15 施設の平均） 

％ 
利便性の向上により、
集会室利用の向上が見
込まれるため 

48.8 
（2024 年度） 

60 

  （出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 区民活動センターの中間支援機能の強化 地域活動推進課 

 区民活動センターは地域活動の拠点であり、様々な地域の関係者間や地域課題、地

域ニーズをつなげる役割を担っています。そのため、運営委員会組織の運営力を高め

るとともに、コーディネート力を有する区民活動センター職員を育成することで、区

民活動センターが有する中間支援組織としての機能を強化していきます。また、企業

や教育機関と連携し、区民活動センターで実施される地域活動を、様々な地域課題の

解決につなげる取組の実証実験の場として活用していきます。 

 主な事業 
○運営委員会を含めた区民活動センターの組織・機能強化  
◎産学公連携による地域活動を活用した実証実験 

   

② 区民活動センターのデジタル環境整備 地域活動推進課 

 区民活動センターの DX を推進するため、整備した施設予約システムやフリーWi-Fi

を発展的に有効活用し、地域活動の活性化・高度化につなげていきます。また、様々

な地域情報を整理したうえでデジタル化し、モバイル機器の利用を想定したデジタル

サイネージを整備して発信するなど、区民が必要とする情報を得やすくします。さら

に、区民活動センターはアウトリーチの起点となる役割・機能を有することから、地

域福祉にかかる情報を一元管理し、関係機関と安全に共有しながら相互に活用できる

仕組みを構築します。 

 主な事業 
◎デジタル活用による区民活動センターの情報収集・発信機能強化  
◎アウトリーチ情報のデータベース化 
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③ 非常時の地域拠点形成、防災イベントを通じた関係づくり 地域活動推進課 

 区民活動センターは非常時の地域拠点でもあります。災害時の地域本部や一時避難

所だけでなく、昨今の酷暑や多発する凶悪犯罪からの緊急避難場所として、安全・安

心に資する必要な機能や設備を整備するとともに、区民活動センターの非常時におけ

る組織体制強化及び職員の災害時対応能力の向上に継続的に取り組みます。また、防

災関連の地域イベントを各地で通年開催することで、災害時の行動演習だけでなく、

地域住民間や、様々な関係団体・機関との交流を通じた見守り・支え合いの関係づく

りを強固に構築していきます。 

 主な事業 ◎地域防災イベント事業 

   

④ 区民活動センター整備 地域活動推進課 

 老朽化した区民活動センターを建替整備します。また、閉校した小学校跡施設を活

用して、区民活動センターの施設の移転整備を検討します。 

 主な事業 ◎区民活動センター整備 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

産学公連携による地域活動を活用した実証実験 

●実証実験の実施    

デジタル活用による区民活動センターの情報収集・発信機能強化 

●地域情報の整理、デジタルサイネージの設   

 置 

●デジタルサイネージの設置箇所拡充 

  

アウトリーチ情報のデータベース化 

●地域福祉情報の一元管理、データベース

化、情報共有の仕組み構築    

地域防災イベント事業 

●イベントの強化   

区民活動センター整備 

●鷺宮区民活動センター移転整備に向けた 

検討 

 

 ●鍋横区民活動センター整備 

 

 ●昭和区民活動センター開設 

 

 

●鍋横区民活動センター開設 

  

 

推進 

推進 

推進 
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政策３ 遊び心あふれる文化芸術を 

まち全体に展開する 
 

 

 

目指すまちの姿 

 まち全体を舞台に、中野ならではの伝統・文化や豊かな発想から生まれる遊び心

ある活動が広がり、誰もが身近に親しみ、表現できる環境が整うことで、多くの

人々が訪れ、にぎわいにあふれています。 

 

 

成果指標 

「文化・芸術活動が活発に行われ、にぎわいにあふれている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  46.7％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策５ 誰もが身近に文化芸術に親しめる環境づくり 

 

 

 

施策６ 魅力的な地域資源の発掘・発信 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 3  遊び心あふれる文化芸術をまち全体に展開する 

 

現状データ 

芸術や文化の鑑賞、文化イベントへの興味・関

心がある区民の割合 

 子どもの文化・芸術の鑑賞、体験機会が十分に

あると思う区民の割合 

 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 芸術や文化の鑑賞、文化イベントへの興味・関心がある区民の割合は約 7 割となってい

ますが、中野区の文化的環境への満足度は低く、満足している区民は 3 割半ばとなって

います。まちなかのどこでも気軽に文化芸術に親しむことができる環境づくりを進める

必要があります。また、文化芸術活動における情報発信が十分だと思う区民の割合は 2

割後半と低く、区民等に届き、また訴求する情報発信が求められています。 

● 区内では、中野ならではの伝統・文化が大切に受け継がれています。また、豊かな発想

から生まれる遊び心ある活動が広く展開されています。これらの伝統・文化、活動の魅

力を発信し、継承や発展、活用につなげていくことが必要です。 

● 新たな拠点として、文化・芸術団体による区役所 1 階貸出スペースの活用が広がってい

ます。一方で、文化施設については、充実を望む声や老朽化を懸念する声があります。

文化施設の設備や機能の充実、老朽化に伴う計画的な改修や整備についても検討を進め

る必要があります。 

● 子どもの文化・芸術の鑑賞、体験機会が十分にあると思う区民は 2 割半ばにとどまって

います。また、多様なジャンルの鑑賞、体験を望む声があり、区内の様々な地域や施

設、学校で、子どもや若者が文化芸術に親しむ機会を充実する必要があります。 

● 区内には、哲学堂公園、旧豊多摩監獄表門、江古田の獅子舞など、中野区の歴史を伝え

る有形・無形文化財が存在し、それらの保存と活用が行われています。一方で、文化財

としての登録・指定がされていない歴史的な遺構も存在しており、これらの現況を把握

し、適切な保存・活用を行う必要があります。 
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施策 5 

誰もが身近に文化芸術に親しめる 

環境づくり 
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施策の方向性 

▶ まちづくりの進展を踏まえ、より豊かな区民生活を実現するため、誰もが身近に気軽に

文化芸術に親しめる環境づくり、区民が主役の文化・芸術活動の活性化、次世代育成に

資する文化芸術の鑑賞・体験機会の充実など文化芸術の振興に向け、総合的に取組を進

めます。 

▶ 中野らしい歴史・伝統文化の保存、継承及び活用を進め、区民が身近に触れ、感じるこ

とができる環境づくりを進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①中野区の文化的環境に満
足していると思う区民の
割合 

％ 
誰でも気軽に親しめる
文化芸術のまちづくり
の成果を計るため 

35.5 
（2025 年度） 

45 

②子どもの文化・芸術の鑑
賞、体験機会があると思
う区民の割合 

％ 

次世代育成に資する文
化・芸術の鑑賞・体験
機会の充実度を計るた
め 

25.5 
（2025 年度） 

35 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 誰もが身近に気軽に親しめる文化芸術の環境づくり 文化振興・多文化共生推進課 

 中野駅新北口駅前エリアの再整備を見据え、区民の誰もが身近に文化芸術に親し

み、鑑賞することができるよう、区有施設等を活用した文化事業の展開や文化芸術空

間の創出、文化施設機能の充実や情報発信の強化など環境づくりを進めます。 

 
主な事業 

○区有施設等を活用した文化芸術空間の創出、パブリックアート推進事業  
◎文化施設の魅力向上に資する運営・情報発信  
○商店街と連携した文化振興事業 ○文化芸術体験鑑賞事業  
◎中野サンプラザ南側広場等活用事業 

   

② 子ども・若者が文化芸術に触れる機会の充実 
文化振興・多文化共生推進課、 

学務課 

 区内の様々な地域・施設における子ども・若者を対象とした文化・芸術事業の展開

や、子ども・若者を対象として文化芸術の鑑賞・体験機会を提供する団体への支援を

進めます。 

 主な事業 
◎次世代育成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会創出事業  
○小・中学校等文化・芸術振興事業 
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③ 区民が主役の文化・芸術活動の活性化 文化振興・多文化共生推進課 

 区民や区内団体による文化・芸術活動を支援するため、発表の場の充実や地域が求

める文化・芸術事業と活動者とのマッチングを推進します。 

 主な事業 
○文化芸術振興に向けた区民・団体活動支援事業  
○文化芸術作品創作活動支援事業 

   

④ 歴史・伝統文化の保存・継承・活用 文化振興・多文化共生推進課 

 デジタル技術を活用しつつ、文化財を適切な環境のもとで保存、継承及び活用を図

っていきます。また、区民の歴史・伝統文化への知識を深め、郷土への愛着を深める

ため、歴史民俗資料館等における展示や各種イベントの開催、区ホームページ等を活

用した普及啓発を進めます。 

 主な事業 
◎旧中野刑務所正門保存活用事業 ○歴史民俗資料館運営 ○文化財保護活用事業 
○哲学堂公園保存活用事業 ◎区の歴史・文化の普及啓発事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

文化施設の魅力向上に資する運営・情報発信 

●空間を活用したにぎわい創出 

 

 ●地元メディア等と連携した情報発信 

 
 

 

中野サンプラザ南側広場等活用事業 

●事業開始   

次世代育成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機会創出事業 

●文化・芸術の鑑賞・体験事業の拡充   

旧中野刑務所正門保存活用事業 

●最新技術を活用した刑務所正門の公開方法

の検討 

●最新技術を活用した刑務所正門の公開 

  

区の歴史・文化の普及啓発事業 

●歴史・文化資源の発信の充実に向けた検討 ●歴史・文化資源の発信の充実 

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 3  遊び心あふれる文化芸術をまち全体に展開する 

 

現状データ 

区の観光施策に対する満足度  アニメ市場規模と中野区内のアニメ制作会社数 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：一般社団法人日本動画協会資料 

  

現状と課題 

● 中野駅周辺まちづくりの進捗について、当初の見込みから変更が生じたことに伴い、中

野駅前のにぎわいに一定期間の影響が見込まれます。その一方で、中野駅西側南北通

路・新駅舎の完成により、動線の変化に伴う経済活動の発生など、まちの活性化に向け

た確実な変化が予測されます。 

● デジタルツールの普及と進化に伴い人々の生活様式が変容する中で、多様化するイベン

ト実施形態や情報取得手段に対応する取組が求められています。 

● 新たに策定した中野区都市観光施策方針で目指す中野が持つ多様な資源を区民、在勤・

在学者、来街者が気軽に楽しむことができる都市観光の実現には、中野の強みや資源を

明らかにするとともに、多岐にわたる観光情報の入手手段に対応するため、多彩かつ多

様な情報発信が求められます。 

● アニメ産業の市場規模は年々拡大しています。また、近年、中野駅周辺のまちづくりな

どをきっかけに、アニメ制作を手掛ける企業が集まってきています。これら企業と連

携・協働し、アニメコンテンツが中野の魅力として区内外でさらに認識され、来街者に

よる地域経済の活性化や区民のシビックプライド醸成につなげる取組を進める必要があ

ります。 
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施策 6 魅力的な地域資源の発掘・発信 
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施策の方向性 

▶ 区のシティプロモーションとして、区内事業者・団体、区民のつながり・絆づくりや、

歴史やアニメ、サブカルチャー、グルメなど、個性豊かな地域資源を掘り起こし、それ

らの魅力を積極的に情報発信します。さらに、集客力・発信力のあるイベントの支援・

誘導などを進めます。 

▶ 多様な主体との連携により、アニメ事業を地域ブランド確立の柱の一つとして推進しま

す。アニメコンテンツを活用したイベント等により、中野駅西側南北通路などを起点と

した回遊性を創出し、中野駅周辺をはじめとするまちづくりの進展を見据えたにぎわい

形成につなげていきます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①公募ワークショップの実
施団体数（個人主催を含
む） 

団体 
区民への多様な体験機
会創出の実態を計るた
め 

36 
（2024 年度） 

60 

②中野区の街の魅力(ブラン
ドイメージ）としてふさ
わしいと思うものに「ア
ニメ、サブカルチャー文
化やコンテンツ産業が豊
富」を選択した区民の割
合 

％ 
アニメ等と街の魅力と
の関連性を計るため 

49 
（2025 年度） 

60 

  （出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 魅力的な地域資源の発掘と発信 文化振興・多文化共生推進課 

 個性豊かな地域資源を掘り起こすとともに、中野に根付く文化・芸術活動や特色の

ある店舗等の情報が、区民をはじめとした多くの人に届き、関心を持ってもらえるよ

う、クロスメディアなどの様々な手法を用いて発信します。 

 主な事業 ◎地域資源発掘・情報発信事業 ○庁舎1階スペース活用事業 

   

② アニメやサブカルチャーなどのコンテンツによる 

地域ブランド推進 

文化振興・多文化共生推進課 

 アニメやサブカルチャーに関する事業を、区内のコンテンツホルダーをはじめとし

た多様な主体の参画により実施します。コンテンツをイベントや情報発信によって地

域と結びつけることにより、地域ブランドづくりを進めます。 

 
主な事業 

○アニメ等コンテンツ地域ブランド推進事業  
◎アニメでつながる中野実行委員会事業 ◎アニメ事業者連携事業  
◎中野サンプラザ南側広場等活用事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

地域資源発掘・情報発信事業 

●地域コミュニティアプリの活用推進    

アニメでつながる中野実行委員会事業 

●事業の拡充    

アニメ事業者連携事業 

●小中高生アニメ体験事業の実施    

中野サンプラザ南側広場等活用事業 

●事業開始    

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策４ 地域経済活動を活性化する 
 

 

 

目指すまちの姿 

区内産業の持続的な発展や新たな企業の参入などにより、区民の生活をより豊か

にする商品・サービスが生まれ、地域経済が活性化しています。商店街は、多彩な

社会的役割を果たしつつ、より魅力あるものとなっています。 

 

 

成果指標 

「区内産業の発展や新たな企業・店舗の参入などにより、地域経済が活性化してい

る」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  44.1％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策７ 持続可能な地域経済を支える中小企業の振興 

 

 

 

施策８ 商店街の活性化支援によるにぎわい空間の創出 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 4  地域経済活動を活性化する 

 

現状データ 

区内企業者の人手不足の状況  創業比率 

 

 

 
出典：東京商工会議所中野支部資料   出典：地域経済分析システム 

  

現状と課題 

● 従業者規模が 99 人以下の事業者が全事業所の 98％以上を占めており、アニメ・コンテ

ンツ関連事業所が増加する傾向が見られるものの、幅広い業種が立地しています。 

● 全体として、区内事業者の景況は回復基調にある一方で、ゼロゼロ融資＊の返済のため

の資金繰りや物価高騰と部材調達の問題、専門技術を有する人材をはじめとした深刻な

人手不足等に直面しています。 

● 人口減少社会の進展により、人手不足はさらに深刻化することが明らかであり、中小企

業においては人材確保のために、賃金の引き上げや待遇改善が一層求められ、それらを

担保するための経営改革が求められます。 

● 一方で、ITの導入、業務プロセスの見直しや労働環境の改善等に着手できていない事業

者も多く、生産性の向上とイノベーションやM＆A＊の促進をしていく必要があります。 

● また、高齢者や女性の就業率は近年上昇していますが、今後外国人人口がさらに増加し

ていくことが見込まれることも踏まえ、多様な人材の確保・定着と柔軟な雇用を一層進

めていく必要があります。 

● 中野区における新規創業者の割合は都内平均と比較して低いことから、創業や新たなサ

ービスの創出に向けた環境づくりを一層推進していく必要があります。 

● 中小企業者等が抱える様々な課題を解決するためには、専門機関と区が連携するととも

に、経営者のネットワークを広げ、それらによるサポートが重要です。また、経営者同

士の交流は、中小企業者等のサポートだけでなく、経営者自身の成長意欲の喚起にもつ

ながることが期待できます。 

● 事業者が日頃から気軽に相談できる体制づくりを進め、法人・個人事業主・フリーラン

ス等、事業形態を問わず、幅広く適切な支援を行っていくことが必要です。 
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施策 7 

持続可能な地域経済を支える 

中小企業の振興 
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施策の方向性 
 

▶ 中野区の立地や環境を生かした中小企業振興策を実施し、中小企業の経営安定化、中小

企業の取組・活動応援、創業・イノベーション促進を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①経営支援（相談）の件数 件 
伴走型中小企業経営支
援体制の構築後の成果
を計るため 

778 
（2024 年度） 

850 

②区内民営事業所数 件 
区内経済の活性化の実
態を計るため 

11,962 
（2021 年） 

12,500 

  （出典）①中野区資料 ②経済センサス基礎調査、活動調査 

 

主な取組 
 

① 伴走型中小企業経営支援体制の構築 産業振興課 

 専門性を有するコンサルティングチームが、中小企業の課題を棚卸し、金融相談を

はじめとしたコンサルティングを行うとともに、悩みや状況に応じて、経営者グルー

プのサポートを受けることを含め、適切な窓口へつなぎ、課題への対応を図っていく

伴走型経営支援体制を構築します。 

また、この一環として、産業振興センターを中小企業支援の拠点とするための整備

を進めます。 

 主な事業 ◎伴走型中小企業経営支援 ◎産業振興拠点の改修 

   

② 助成金及び融資制度の拡充、見直し 産業振興課 

 信用保証料補助を含め、毎年度の実績等を検証の上、より有効な活用を図り、助成

金や融資制度の対象などの拡充、見直しを適切に行い、実効性を高めます。 

 主な事業 
○産業経済融資 ○信用保証料補助 ◎経営力強化支援事業  
◎人材確保総合支援事業 

   

③ 人材確保・定着支援の拡充、見直し 産業振興課 

 各種団体と連携した人材確保・定着支援を拡充、見直しを含め実施するとともに、

コミュニティアプリなどを活用した人材のマッチングを進め、人手不足の状況にある

区内事業者を支援していきます。 

 主な事業 ◎雇用・就労支援 ◎人材確保総合支援事業 
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④ 経営者・事業者間のネットワーク形成促進 産業振興課 

 経営者や事業者間の交流機会等の充実により、ネットワーク形成を支援し、女性や

若手の創業についても、伴走型で支援するとともに、経営者同士の成長意欲の喚起に

つなげていきます。 

 主な事業 ◎経営者ネットワーク形成支援 ◎女性や若手を対象とした創業支援 

   

⑤ 創業・スタートアップ支援 産業振興課 

 経営者グループや学術機関と連携した創業セミナー・創業教育、金融機関と連携し

た創業支援を実施することで、区内の創業気運の醸成を進め、新たな創業を継続的に

生み出します。 

 主な事業 
〇創業セミナー ◎創業教育 ◎金融機関等と連携した創業支援  
◎伴走型中小企業経営支援 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

伴走型中小企業経営支援 

●相談窓口の開設 

 

●相談機能の拡充  

  

 

   

産業振興拠点の改修 

●産業振興センターの改修 ●産業振興センターの改修完了 

経営力強化支援事業 

●実効性の向上    

人材確保総合支援事業 

●実効性の向上    

雇用・就労支援 

●コミュニティアプリの活用推進    

経営者ネットワーク形成支援 

●経営者ネットワークの拡大    

女性や若手を対象とした創業支援 

●チャレンジショップ事業の検討・実施    

創業教育 

●創業教育プログラムの拡充    

金融機関等と連携した創業支援 

●創業支援の拡充    

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 4  地域経済活動を活性化する 

 

現状データ 

区内の店舗数と商店街数  商店街街路灯・アーチの設置後の経過年数

（2024 年度時点） 

 

 
出典：中野区商店街連合会資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 区内の商店街数が減少し、それに伴い店舗数・中野区商店街連合会の会員数が減少して

います。また、商店街の街路灯やアーチなどの様々な施設の老朽化が進んでいます。 

● 商店街は、地域経済・地域コミュニティの核としての役割を担っており、にぎわい創出

や安全・安心で暮らしやすい環境づくりに欠かせない存在であることから、その活性化

等が求められています。 

● 来街者数はインバウンドを含め、新型コロナウイルス感染拡大以前までの水準に戻って

おり、回復基調にあります。この状況を商店街の活性化につなげるため、各店舗でのキ

ャッシュレス化や多言語対応等をさらに進めることにより、商店街全体の利便性の向上

につなげていく必要があります。 

● なかの里・まち連携＊事業により、他自治体の生産者と区内事業者との交流を進めてい

ます。経済交流をさらに充実するため、ビジネスマッチングへの意欲が高い自治体との

連携を図るとともに、子どもたちの体験交流を併せて推進し、連携自治体と中野区相互

の情報発信力を向上していく必要があります。 

● 中野駅周辺各地区や西武新宿線連続立体交差事業＊等をはじめとするまちづくりの進展

を見据えながら、まちづくりの進行過程から商店街の活性化を図るため、各まちづくり

事業と連動した商店街のにぎわいを維持・創出する取組が必要です。 
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経過年数不明

8.0%（143基）

施策 8 

商店街の活性化支援によるにぎわい 

空間の創出 
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施策の方向性 

▶ 商店街のコミュニティ形成・維持の機能への支援を強化します。また、キャッシュレス

化と個店支援による商店街支援を進めます。 

▶ まちづくりとの連携や自治体間での交流を進め、商店街に人の流れをつなげます。 

 

成果指標と目標値 
 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①デジタル地域通貨（ナカ
ペイ）＊の流通総額 

円 
デジタル地域通貨事業
の経済効果を計るため 

1,894,114,000 
（2024 年度） 

2,000,000,000 

②商店街イベントでデジタ
ル地域通貨（ナカペイ）
を活用したイベント数 

件 

商店街の活性化支援に
対するデジタル地域通
貨（ナカペイ）の寄与
度、及び商店街の活性
化度合いを計るため 

 
― 

（―） 
15 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① デジタル地域通貨の拡大 産業振興課 

 区内経済・産業の活性化を図るとともに、区内中小事業者のデジタル化の促進と経

営力強化を進めます。また、持続可能な地域通貨事業に向け、コミュニティポイント

を拡大するほか、産学官連携によるデジタル地域通貨（ナカペイ）運用データなどの

分析等を行い、今後の事業展開を検討します。 

 主な事業 ◎デジタル地域通貨事業 

   

② コミュニティ形成に資する商店街への支援 産業振興課 

 商店街が実施するイベントや街路灯などの商店街施設管理への補助などを通じて、

商店街の振興を図り、にぎわい創出やコミュニティの形成・維持につなげます。 

 主な事業 
○商店街チャレンジ戦略支援事業 ○商店街街路灯に関する助成  
◎伴走型中小企業経営支援 ◎ナカペイを活用した商店街支援 

   

③ 他自治体との連携による商業振興 産業振興課 

 イベント時の物産の相互交流をはじめ、区内での販売機会の確保や区内事業者とマ

ッチングを進めます。併せて、子どもたちの里・まち双方の「体験交流」を拡充しま

す。また、連携自治体と中野区相互の情報について、相互の広報媒体をできる限り活

用するとともに、親和性の高いイベントなどの機会を活かして、発信の頻度を高めて

いきます。 

 主な事業 ◎経済・体験交流事業 
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④ まちづくりと連携した商店街の活性化 産業振興課、まちづくり事業課 

 区内各駅周辺や道路拡幅整備等に伴うまちづくり事業を契機とした商店街の活性化

を図るため、商店街の状況と整備事業の進展等に合わせ、効果的な支援を推進してい

きます。 

 
主な事業 

◎区画街路第4号線（沼袋駅のバス通り）沿道にぎわい創出  
◎区画街路第3号線（新井薬師前駅南側の交通広場）事業の進捗に応じた商店街
支援 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

デジタル地域通貨事業 

●コミュニティポイントの拡大 

 

 ●デジタル地域通貨と連動したデジタル商  

  品券の導入支援 

  

伴走型中小企業経営支援 

●相談窓口の開設 

 

●相談機能の拡充 

  

 

   

ナカペイを活用した商店街支援 

●イベント・企画の拡充 
 

経済・体験交流事業 

●子どもの体験交流の拡充 
 

区画街路第 4号線（沼袋駅のバス通り）沿道にぎわい創出 

●にぎわいイベントの支援 

 

 ●担い手発掘支援 

 
 

  

区画街路第 3号線（新井薬師前駅南側の交通広場）事業の進捗に応じた商店街支援 

●にぎわいイベントの試行実施、実施  ●にぎわいイベントの拡充 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策５ 東京の新たな活力とにぎわい

を世界に発信する 
  

 

 

目指すまちの姿 

都市機能が集積し、回遊性が向上した中野駅周辺は、多様な経済・文化活動が行

われ、区全体を持続可能な活力あるまちへとけん引するとともに、東京 23 区の西部

における新たな活力とにぎわいのシンボルとして、世界に発信されています。 

 

 

成果指標 

「中野駅周辺では活力とにぎわいが生まれている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  62.6％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策９  中野駅周辺における新たな魅力や価値の創出・発信 

 

 

 

施策１０ 中野駅周辺まちづくりにおける都市基盤の整備と多様な都市機能の誘導 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 5  東京の新たな活力とにぎわいを世界に発信する 

 

現状データ 

中野駅周辺に行く頻度  中野駅周辺に行く目的 

 

 
出典：2025 中野区区民意識・実態調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 中野駅周辺は、区全体を持続可能な活力あるまちへ牽引する区の中心拠点、多様な都市

機能が集積した「新たな活力とにぎわいのシンボル」となることを目指し、先進的なま

ちづくりが進められています。 

● 各地区において、様々な事業主による複数の市街地再開発事業等が進行、予定されてお

り、中野駅の利用者も増加傾向にあります。また、中野駅周辺を中心に、地域活性化を

目的としたイベント等が、様々な実施主体によって開催されています。 

● 一方、中野四丁目新北口駅前地区第一種市街地再開発事業については、急激な物価・人

件費の高騰などにより当初予定していた事業の実施が困難となり、拠点施設整備等のス

ケジュールが遅れています。 

● こうした中においても、中野駅周辺を中心としたまちの魅力や価値を維持向上させてい

くため、今後も市街地再開発事業等、ハードのまちづくりの着実な推進を図っていく必

要があります。あわせて、まちのブランディング、プロモーション活動の強化、中野駅

周辺で展開するエリアマネジメント＊の仕組みや推進体制の確立といったソフトの取組

を総合的に進めていく必要があります。 

● 中野駅新北口駅前エリアの再整備については、社会情勢等を踏まえた事業計画の見直し

や事業スキームの再検討を図る必要があります。さらに、再整備するまでの間、にぎわ

いの創出が求められています。 
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施策 9 

中野駅周辺における新たな魅力や 

価値の創出・発信 
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施策の方向性 

▶ 文化・芸術活動等発信拠点の形成等のにぎわいや交流を生み出す取組などにより、中野

駅周辺のまちの魅力を持続的に維持向上させる仕組みを構築し、区内外から人や企業を

呼び込みます。 

▶ 多様な主体を結びつけ、協働することにより、実効的なエリアマネジメントを推進し、

まちの魅力や価値を向上させるとともに、周辺地域へ波及させる取組を誘導します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①中野駅周辺を利用する際
に不満を感じている区民
の割合 

％ 
中野駅周辺の魅力向上
の取組に対する区民の
評価を計るため 

45.0 
（2025 年度） 

43 

②中野駅の乗車人数（1日
平均）の JR 東日本エリア
内での順位 

位 
中野駅周辺のにぎわい
と連動していると考え
られるため 

17 
（2024 年度） 

15 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②鉄道事業者公表資料 

 

主な取組 
 

① 中野の新たなシンボルとなる拠点施設の整備 
中野駅周辺まちづくり課、  

文化振興・多文化共生推進課 

 中野駅新北口駅前エリアを再整備することにより、文化・芸術等発信拠点の形成に

資する拠点施設を整備します。 

一方で、中野駅新北口駅前エリアを再整備するまでの間、中野サンプラザの南側広

場や旧区役所跡地の暫定活用により、にぎわいの創出に取り組みます。 

 主な事業 ◎中野駅新北口駅前エリアのまちづくり ◎中野サンプラザ南側広場等活用事業 

   

② 中野駅周辺におけるエリアマネジメントの推進 中野駅周辺まちづくり課 

 中野駅周辺におけるエリアマネジメントについては、官民連携による新たな推進体

制を構築し、多様な主体とともに公共空間（道路、公園、公開空地等）の利活用を推

進することにより、中野駅周辺の魅力や価値向上を図ります。 

 主な事業 ◎中野駅周辺エリアマネジメント推進事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

中野駅新北口駅前エリアのまちづくり 

●事業化に向けた検討・調整 

 

 ●旧区役所高層棟の解体 

 
 

 ●旧区役所跡地の暫定活用 

中野サンプラザ南側広場等活用事業 

●事業開始    

中野駅周辺エリアマネジメント推進事業 

●エリアプラットフォーム・事業推進主体に

よる事業開始 

 

●公共空間活用のガイドライン作成、社会実

験 

 

●公共空間の活用開始 

  

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 5  東京の新たな活力とにぎわいを世界に発信する 

 

現状データ 

区が特に力を入れていると感じる施策に「駅前な

どの重点的まちづくり」を選択した区民の割合 

 中野駅の乗車人員（1 日平均） 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：鉄道事業者公表資料 

  

現状と課題 

● 中野駅周辺では、高低差のある地形と鉄道によって、まちが東西・南北に分断されてお

り、歩車分離した安全な歩行者空間の確保や、バリアフリー化が十分に図られていませ

ん。また、駅周辺での開発に伴い、利用者が増加している駅施設についてもバリアフリ

ー化が十分に図られていません。 

● さらに、バス乗降所が駅前広場外に分散配置されており、円滑な公共交通機関の乗り換

えが行えていないなど、駅前広場の交通結節点としての機能も不足しています。このた

め、ユニバーサルデザイン＊のまちづくりによる、まちの利便性・回遊性の向上が求め

られています。 

● 中野駅周辺各地区において、民間事業者を主体とした、まちづくりの検討や事業化に向

けた取組が進められていますが、現況では、区を将来にわたり「持続可能な活力あるま

ち」にしていくための都市機能は不足しており、今後のまちづくりを着実に進めること

によって、区全体の発展に資する多様な都市機能の集積、環境性・防災性の向上、居住

環境の向上を図っていく必要があります。 

● 中野駅新北口駅前エリアの再整備については、社会情勢等を踏まえた事業計画の見直し

や事業スキームの再検討を図る必要があります。 
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施策 10 

中野駅周辺まちづくりにおける 

都市基盤の整備と多様な都市機能の誘導 
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施策の方向性 

▶ 来街者や駅利用者の利便性・回遊性を高めるため、中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備

や駅前広場の整備をはじめ、各地区におけるまちづくりにより、地区相互の回遊動線の

強化・形成を図ります。 

▶ 多様な都市機能の集積や居住環境の向上を図るため、各地区の特性を生かし、公民連携

でのまちづくりを推進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区が特に力を入れている
と感じる施策に「駅前な
どの重点的まちづくり」
を選択した区民の割合 

％ 
中野駅周辺のまちづく
りにおける区民の評価
を計るため 

27.9 
（2025 年度） 

40 

②中野駅周辺における都市
基盤整備の進捗率 

％ 
中野駅周辺のまちづく
りの事業進捗を計るた
め 

60.0 
（2024 年度） 

100 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査  ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 中野駅周辺における都市基盤整備 中野駅周辺まちづくり課 

 まちの利便性・回遊性の向上、交通結節点としての機能強化を図るため、中野駅周

辺各地区の開発と連携した駅前広場や歩行者デッキ、滞留空間の整備により、歩いて

楽しい、安全で快適な歩行者優先・公共交通指向のまちづくりを進めます。 

 主な事業 
◎中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備 ◎中野駅新北口駅前広場整備  
◎中野駅西口広場整備 ◎中野駅南口駅前広場整備 

   

② 中野駅周辺各地区のまちづくり 中野駅周辺まちづくり課 

 多様な都市機能の集積や、環境性・防災性の向上、居住環境の向上を図るため、中

野駅周辺各地区において、市街地再開発事業や土地区画整理事業、地区計画＊などによ

り、歩いて楽しい、各地区の特性を生かしたまちづくりを誘導します。 

 

主な事業 

◎中野駅新北口駅前エリアのまちづくり ◎中野二丁目土地区画整理事業  
◎中野三丁目土地区画整理事業 ◎中野四丁目土地区画整理事業  
◎囲町東地区第一種市街地再開発事業 ◎囲町西地区第一種市街地再開発事業 
◎（仮称）中野四丁目西地区第一種市街地再開発事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備 

●南北通路・橋上駅舎供用開始 

 

 ●駅ビル開業 

  

中野駅新北口駅前広場整備 

●新北口駅前広場整備工事 

 

 ●ペデストリアンデッキ一部供用開始 

●整備完了 

 

  

中野駅西口広場整備 

●整備完了   

中野駅南口駅前広場整備 

●整備完了   

中野駅新北口駅前エリアのまちづくり 

●事業化に向けた検討・調整 
 

中野二丁目土地区画整理事業 

●整備工事 ●整備完了 

中野三丁目土地区画整理事業 

●整備工事 ●整備完了 

中野四丁目土地区画整理事業 

●整備工事 ●整備完了 

囲町東地区第一種市街地再開発事業 

●建築工事完了 

 

 ●道路等基盤整備工事 

 

 

 ●整備完了 

囲町西地区第一種市街地再開発事業 

●建築工事着工 

 

  

●建築工事完了 

 

 ●道路等基盤整備完了 

（仮称）中野四丁目西地区第一種市街地再開発事業 

●事業化に向けた検討・調整    

 

推進 

推進 
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基本目標２ 

未来ある子どもの育ちを 

地域全体で支えるまち 

政策６  子どもの命と権利を守る 

政策７  社会の変化に対応した質の高い教育を実現する 

政策８  まち全体の子育ての力を高める 

政策９  子育て世帯が住み続けたくなるまちをつくる 

政策１０ 若者のチャレンジを支援する 

 

子どもたちは、未来に向けて、チャレンジしながら成長しています。子

育て家庭は、地域社会に支えられ、安心して子育てをしています。子ども

の育ちを、未来の希望として、地域全体で支えるまちを築いていきます。 
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政策６ 子どもの命と権利を守る 
 

 

 

目指すまちの姿 

子どもたちは、一人の人間として尊重されています。虐待の防止や学びの支援な

ど、すべての子どもの命と権利を守る体制が整っています。 
 

 

成果指標 

「子どもの命と権利を守る体制が整っている」と思う区民の割合 

  2020 年度      2030 年度 

  40.1％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策１１ 子どもの権利保障と意見表明・参加の促進 

 

 

 

施策１２ 生活に困難を抱える子育て家庭への支援 

 

 

 

施策１３ 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 6  子どもの命と権利を守る 

 

現状データ 

「中野区子どもの権利に関する条例」の認知度  ふだんの生活の中で、「意見が言えている」と

思う児童・生徒の割合 

 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査、 

中野区子どもと子育て家庭の実態調査 
  出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

（2024 年度） 

  

現状と課題 

● 「子どもの権利」については、国際連合が採択し日本も批准した「児童の権利に関する

条約」において、すべての子どもが幸せに生きることができるよう、4 つの一般原則

（生命・生存・発達の権利、子どもの最善の利益＊、子どもの意見の尊重、差別の禁

止）が掲げられました。さらに、2023年 4月にはこども基本法が施行され、全ての子ど

もが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども政策

を総合的に推進することが求められています。 

● 区は、2022年 4月に施行した「中野区子どもの権利に関する条例」に基づき、子どもの

権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進しています。 

● 「中野区子どもの権利に関する条例」を知っている大人の割合は約33％、子どもの割合

は約37％となっています。子どもの権利保障の取組を推進するためには、子どもの権利

についての理解をより深めることができるよう、区民や団体への普及啓発を進めていく

必要があります。 

● 都内においては児童虐待に関する相談及び対応件数は増加傾向にあり、中野区において

も同様の傾向にあります。児童虐待やいじめなど、子どもの権利が脅かされる深刻な状

態が続く中で、子どもの最善の利益を実現し、子どもにやさしいまちづくりを推進する

ためには、子どもの権利侵害を防止するための対策と、子どもが自らの気持ちを表明

し、どんなことでも気軽に相談できる仕組みをより一層広めていく必要があります。 

● 子どもの権利の中でも、子どもの意見表明は特に重要であり、家庭や学校、地域、区政

など日常のあらゆる場面で保障されなければなりません。また、地方公共団体の取組に

おいても、子どもの意見を聞き、子ども施策の策定等に反映していく必要があります。 
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0
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施策 11 

子どもの権利保障と意見表明・参加の

促進 
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● 区において、「意見が言えている」と思う子どもの割合は約 86％となっており、子ども

の意見表明を保障するため、更なる取組の推進が必要です。子どもはまちづくりのパー

トナーであることから、子どもに関する取組への参加機会を確保することで子どもの意

見表明を保障するとともに、意見を施策等に反映していくことは必要不可欠です。 

 

施策の方向性 

▶ 「中野区子どもの権利に関する条例」に掲げる子どもにやさしいまちづくりの推進に向

けて、区民等が子どもの権利を理解するとともに、子どもたちが自らの権利を理解し、

他者の権利を尊重できるよう、意識の啓発を図ります。また、「子どもの最善の利益」

を踏まえた子どもの権利保障に取り組みます。 

▶ 子どもが社会の一員として積極的に意見を表明することにより、自らの権利や他者の権

利を考える機会を充実します。また、子どもが様々な場面で多様な意見を表明できるよ

う、意見表明しやすい環境を整え、日常的な意見表明や主体的な参加を促進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①「中野区子どもの権利に
関する条例」の認知度 

％ 
子どもの権利に関する
条例の浸透度や普及啓
発の効果を計るため 

大 人：32.8 
(2025 年度) 
子ども：36.9 
（2024 年度） 

大 人：52.8 
子ども：55.4 

②「自分のことが好きだ」
と思う児童・生徒の割合 

％ 
子どもたちの自己肯定
感が培われているかを
計るため 

小学生：70.6 
中学生：64.3 
（2024 年度） 

小学生：84.3 
中学生：76.8 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査、中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

②中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

 

主な取組 
 

① 中野区子どもの権利に関する条例の推進 子ども・教育政策課、指導室 

 子どもたちを含む区民が子どもの権利に関する理解を深め、子どもの権利擁護に関

する機運を醸成するため、普及啓発などの取組を行います。また、子どもの権利委員

会により、区の取組状況を検証します。 

 主な事業 ◎子どもの権利に関する条例の推進 ○学校における人権教育 

   

② 子どもの権利に係る相談支援体制の推進 子ども・教育政策課 

 子どもの権利を守るため、つらいことや困っていることを抱える子どもが相談で

き、解決に向けた支援をする「子ども相談室」を運営し、その普及啓発を行います。 

 主な事業 ◎子どもオンブズマン制度の運営 
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③ 子どもの意見表明・参加の推進 子ども・教育政策課ほか 

 子どもが区政やまちづくりについて考え、意見を表明し、主体的に参加するための

機会を確保します。また、子どもならではの視点やアイデアを区政や地域に生かすこ

とを目的に、小学校高学年及び中高生年代を対象とした子ども会議＊を開催し、子ども

が活動・交流し意見表明できる機会や場を提供します。 

 主な事業 ◎子どもの意見表明・参加の機会確保 ○子ども会議（ティーンズ会議）の推進 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

子どもの権利に関する条例の推進 

●子どもの権利の普及啓発等の充実 

 

 ●子どもの権利委員会の運営改善 

   
 

 

子どもオンブズマン制度の運営 

●子ども相談室の運営・移転  

子どもの意見表明・参加の機会確保 

●区政運営における意見表明・参加の促進 

 

 ●子どものチャレンジの機会の充実 

 
     

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 6  子どもの命と権利を守る 

 

現状データ 

生活困難層の割合  区の児童扶養手当受給者数 

 

 

 
出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

（2024 年度） 
  出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 区における困窮層と周辺層を合わせた生活困難層＊の割合は、どの年齢層においても 1

割を超えており、貧困により、その権利利益が害されるとともに、社会から孤立しやす

い状況にある子どもが一定数存在しています。子どもの現在の貧困を解消するとともに

将来の貧困を防ぐためには、これまでに進めてきた取組をより一層、多様な視点から総

合的に取り組む必要があります。 

● 生活に困難を抱える家庭の子どもほど、授業がわからないと答えた割合が高く、経済的

な理由で経験や体験の機会が少ない傾向があります。家庭の状況、特に経済状況によっ

て左右されることなく、子どもたちの学びや経験・体験の機会が確保される必要があり

ます。 

● 経済的な理由から食に困難を抱えた経験がある割合や困ったときに相談する人がいない

割合は生活困難層の方が高く、地域の中で孤立する子どもや家庭が存在します。こうし

た子どもや家庭に対し、区全体で支援に取り組んでいく必要があります。 

● ひとり親家庭は経済的な困難を抱えるリスクが高い傾向にあり、ひとり親家庭等相談窓

口の相談件数は増加傾向にあります。また、養育や仕事、住宅など、ひとり親家庭が抱

える課題は多岐にわたるため、総合的な支援が必要です。 
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施策 12 生活に困難を抱える子育て家庭への支援 
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施策の方向性 

▶ 生活が困難な状況にある子どもがその権利利益を害されることなく、社会から孤立する

ことのないよう、適切な養育や学び、経験・体験など、多様な視点から総合的な支援を

行います。 

▶ ひとり親家庭等が安心して地域の中で生活を営むことができるよう、相談支援を行うと

ともに、養育や住宅などの課題に対し、総合的な対策を行います。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①授業が「よくわからな
い」と感じる困窮層の子
ども（小・中学生）の割
合 

％ 

家庭の環境に関わら
ず、義務教育レベルの
学力が身に付いている
か計るため 

小学生：26.3 
中学生：45.0 
（2024 年度） 

小学生：20 
中学生：40 

②「がんばれば、むくわれ
ると思う」と答える子ど
も（小・中学生）の割合 

％ 

生まれた環境に左右さ
れることなく、自ら困
難に立ち向かい自立す
る力が培われているか
計るため 

小学生：79.6 
中学生：72.9 
（2024 年度） 

小学生：85 
中学生：80 

  （出典）①中野区子どもと子育て家庭の実態調査 ②中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

 

主な取組 
 

① 子どもの学びや経験・体験の支援 子育て支援課、子ども・教育政策課 

 困難を抱える家庭の子どもが、日々の生活や学びや経験・体験の機会が損なわれる

ことなく、健やかに成長するための取組を進めます。 

 主な事業 ◎子どもの経験・体験事業 ◎子どもの学習の支援 ◎給付型奨学金事業 

   

② 困難を抱える子どもと子育て家庭の生活の支援 子育て支援課 

 生活が困難な状況にある子どもと子育て家庭の生活を応援するための取組を支援し

ます。 

 主な事業 ○子ども食堂への支援 ◎食に関わる支援事業 

   

③ ひとり親家庭支援の推進 子育て支援課 

 ひとり親家庭が地域の中で孤立することなく安心して生活することができる環境を

整えるための支援を充実します。 

 主な事業 ◎ひとり親家庭支援事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

子どもの経験・体験事業 

●事業の拡充    

子どもの学習の支援 

●対象年齢の拡充    

給付型奨学金事業 

●事業開始    

食に関わる支援事業 

●事業開始    

ひとり親家庭支援事業 

●相談支援の拡充    

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 6  子どもの命と権利を守る 

 

現状データ 

すこやか福祉センターにおける支援検討会議の

検討事例数 

 児童相談所における相談件数 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 核家族化や地域・近隣のつながりの希薄化などから、親族や近隣関係から子育てに関す

る助言や支援、協力を得ることが難しい状況にあります。妊娠期から継続した支援を行

っていくことで、育児不安の解消、虐待の未然防止に努めていくとともに、子育て家庭

の孤立を防いでいく必要があります。 

● 区では 2022 年度に児童相談所を設置し、子どもの安全を守る仕組みをつくるととも

に、あらゆる人と手を携えて支える取組を進めています。また、2024年度にはすこやか

福祉センターをこども家庭センター＊に位置づけ、妊産婦、子育て世帯、子どもに対す

る包括的な支援体制の強化を図っています。 

● 児童相談所を中心に、こども家庭センターや要保護児童対策地域協議会などの地域のネ

ットワークが一体となって子どもとその家族を継続的に支え、虐待予防の取組と虐待へ

の対応を一層強化する必要があります。 

● 2024 年度の児童相談所における相談受理件数 1,555 件のうち 1,012 件は虐待相談となっ

ており、増加傾向が続いています。 

● 育児支援の不足、家庭環境の不和、子どもの特性にあった対応の困難性等、様々なこと

を背景として、子どもが安心してすこやかに暮らすことが難しい家庭がこれまで以上に

顕在化してきている状況があります。 

● 地域の中で子どもと子育て家庭が支えられるよう、身近な地域で日頃から悩みや困りご

とを気軽に相談できる環境と、心理や医療等の専門支援、多様なニーズに応じたサポー

トを充実させていく必要があります。 
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施策 13 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応 
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● 2024 年度に、家庭養育優先の原則を基本とし、何らかの事情により家庭での養育が困難

な子どもにも、子どもの最善の利益＊を実現していくことを目的とした中野区社会的養

育推進計画を策定しました。子どもの意向や状況等を踏まえながら、養育環境の改善や

家庭復帰を最大限に支援するとともに、家庭と同様の養育環境又は良好な家庭的環境に

おいて安定的、継続的に養育されることができる環境を充実させていく必要がありま

す。 

 

施策の方向性 

▶ 児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応、育児中等の不安や孤立の早期解消に向け、

児童相談所を含む子ども・若者支援センター、すこやか福祉センター（こども家庭セン

ター）、基幹型児童館＊（地域子育て相談機関）が関係機関や地域と連携を図りながら、

児童虐待への地域全体の対応力と一貫した相談支援体制を強化していきます。また、児

童相談所を含む、子ども・家庭の相談支援機関について、地域の子ども・大人が相談し

やすいと感じることができるよう周知等の工夫を図ります。 

▶ 虐待を受けた子どもや家庭での養育が困難な子どもが、良好な社会的養育のもとで継続

的に養育される環境づくりを進めます。また、社会的養護から自立する際に児童などが

社会的孤立や生活困窮に陥らず、安心・安定した生活を送れるように支援の充実を図り

ます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①虐待を理由とする一時保
護の再保護件数 

件 

重篤な虐待の再発予防
が図られていることを
示す指標であり、児童
相談所の活動の成果を
示すものであるため 

0 
（2024 年度） 

0 

②要保護児童対策地域協議
会の専門研修受講者数 

人 

養育困難等の家庭に対
し地域の関係機関が連
携して支援するための
支援力の向上を計るた
め 

183 
（2024 年度） 

228 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 
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主な取組 
 

① 子育て家庭の状況把握と相談支援 
すこやか福祉センター、児童福祉課、 

育成活動推進課 

 妊娠から出産、子育てまでのトータルケアの推進や乳児家庭への訪問事業、乳幼児

健康診査等により子育て家庭の状況把握を行うとともに、育児不安の早期解消を図り

ます。また、子ども・若者支援センター、すこやか福祉センター（こども家庭センタ

ー）、基幹型児童館（地域子育て相談機関）など関係機関の連携を強化し、継続的に支

援を必要とする家庭の早期発見に努め、個別相談・支援を行います。そのほか、親子

間の適切な関係性の構築のための子どもの発達状況に応じた支援を行います。 

 主な事業 
◎親子関係形成支援事業 ○妊娠出産トータル支援＊事業 ○母子保健事業   
◎児童館の機能強化 

   

② 養育支援体制の充実 子ども・若者相談課、すこやか福祉センター 

 養育支援が特に必要な家庭の養育環境の改善・維持を図るため、保健師等の訪問や

養育支援ヘルパーの派遣を行います。また、子どもショートステイ事業実施場所で、

支援プログラムに基づく養育支援を行う「要支援ショートステイ事業」の充実を図り

ます。すこやか福祉センターは、こども家庭センターとして、本人とともにサポート

プランを作成し、より丁寧な個別支援を目指します。 

 主な事業 
○子育て短期支援事業 ○養育支援ヘルパー派遣事業 ○子ども配食事業  
〇妊産期相談支援プラン作成事業 

   

③ 虐待対応体制の強化 児童福祉課、子ども・若者相談課、子ども・教育政策課ほか 

 児童相談所を含む子ども・若者支援センターの専門性の高い相談支援・指導・措置

を行う体制を安定的に運営します。一時保護所では子どもの権利が尊重され、安心し

て生活できる環境を維持・継続します。児童相談所が措置等を行った子どもが意見表

明等を行えるよう、第三者がサポートする仕組みを運用します。また、要保護児童対

策地域協議会を核とする連携体制を強化することにより、子ども・若者支援センタ

ー、すこやか福祉センター(こども家庭センター)、学校、保育園、幼稚園など関係機

関が協力して迅速で適切な対応を行うほか、要支援児童や要保護児童等に対する関係

機関の支援状況を相互に情報共有することで、虐待の未然防止や早期発見・早期対応

を図ります。 

 
主な事業 

○要保護児童対策地域協議会運営 ◎児童相談所運営  
○児童相談所が措置等を行った子どもの意見表明等支援事業  
○こども家庭センター運営 

  

104



 

④ 永続的な養育環境整備の充実 児童福祉課、子ども・若者相談課 

 中野区社会的養育推進計画を踏まえて、家庭養育優先を基本とした支援を進めると

ともに、子どもの意向や状況等を踏まえて、できるだけ家庭と同様又は家庭に近い良

好な社会的養育のもとで継続的に養育される環境づくりを進めます。 

家庭での養育が困難な児童が、家庭と同様の環境において養育される環境を整えて

いくため、里親の制度普及、募集、評価、研修、マッチング、支援までの一貫した支

援体制を構築します。そのほか、児童養護施設等を退所した児童などが社会的孤立や

生活困窮に陥らず、安心・安定した生活を送れるように支援の充実を図ります。 

 主な事業 
◎中野区社会的養育推進計画の推進  
◎里親養育包括支援事業（フォスタリング） ○社会的養護自立支援拠点事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

親子関係形成支援事業 

●地域展開に向けた段階的実施 ●地域展開の拡大 

児童館の機能強化 

●基幹型児童館の運営 ●基幹型児童館開館時間の拡充 

児童相談所運営 

●モバイルシステム機能拡充 

 

 ●児童相談所システムリプレース準備 

 
 

 ●児童相談所システムリプレース・運用開始 

中野区社会的養育推進計画の推進 

  ●計画改定 

里親養育包括支援事業（フォスタリング） 

  
●里親支援センター等事業の在り方検討、検

討結果を反映した事業展開の実施 

 

推進 
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政策７ 社会の変化に対応した 

質の高い教育を実現する 
 

 

 

目指すまちの姿 

良好な教育環境の中で、子どもたちは、自分と他者を大切にするとともに、より

良く生きる力を身に付けています。学校や幼稚園、保育園などの円滑な接続や交流

が行われ、家庭や地域と連携し、協働しながら、特色のある教育が生まれています。 
 

 

成果指標 

「質の高い学校教育が行われている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  38.9％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策１４ 子どもたちの「生きる力」を育む教育の充実 

 

 

 

施策１５ 一人ひとりの子どもの状況に応じた教育と支援の充実 

 

 

 

施策１６ 特色ある学校づくりと家庭・地域との協働による学校運営の推進 

 

 

 

施策１７ 一人ひとりの可能性を伸ばす学校教育の充実・支援 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

107



 

政策 7  社会の変化に対応した質の高い教育を実現する 

 

現状データ 

授業で PC・タブレットなどの ICT 機器を週 3

日以上使っている児童・生徒の割合 

 授業で習ったことをふだんの生活と結びつけて

考えている児童・生徒の割合 

 

 

 
出典：全国学力・学習状況調査（文部科学省）   出典：中野区学力にかかわる調査 

  

現状と課題 

● 学校では「確かな学力」、「豊かな人間性」、「健康・体力」を育む教育を進めているとこ

ろですが、学校教育に適応することが難しい子どもが増えています。すべての子どもに

「生きる力」を育むためには、子どもたち一人ひとりの特性に応じたきめ細かな教育を

充実する必要があります。 

● 体力テストの結果のみを重視するのではなく、一人ひとりに応じて運動の楽しさを実感

させ、健康で安全な生活につながるよう指導の工夫を図る必要があります。 

● 教員の ICT 活用に関する指導力は全般的に向上し、児童・生徒が ICT を活用する学習活

動も充実してきていますが、いまだに小学校では約 33％、中学校では約 25％の児童・

生徒が ICT を日常的に活用できていません。今後も効果的な ICT の活用について改善を

図っていく必要があります。 

● ALT＊の活用や小学校低学年からの外国語に親しむ授業の実施、英語で学ぶ体験活動など

を実施しており、2024年度CEFR A1レベル相当以上の英語力を有すると思われる生徒の

割合は、62.8%で全国 5 位にあたります。一方で、「英語の勉強が好きですか」の質問に

肯定的な回答をした児童・生徒の割合は、小・中学校ともに70％以下であり、英語を学

ぶ意欲の向上を図っていく必要があります。 

● 保幼小中連携教育が推進され、校種を越えて教職員同士がカリキュラムに関する連携を

定期的に行い、各中学校区が育てたい子どもの姿を設定していますが、学校間での取組

に差があります。そのため、各学校区の目標達成に向けた具体的な取組を充実する必要

があります。 
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施策 14 

子どもたちの「生きる力」を育む教育の

充実 
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● 「中野区子どもの権利に関する条例」の趣旨を踏まえ、子どもたちが中心となり学校行

事を企画・運営したり、学校生活を見直したりする取組を実施しています。一人ひとり

の可能性を伸ばし、未来を切り開く力を育む教育を進めるためには、様々な場面で子ど

もを主体とした学校教育をを一層充実する必要があります。 

 

施策の方向性 
 

▶ 子どもたちが確かな学力を身に付けられるよう、「個別最適な学び」と「協働的な学

び」を一体的に充実させる取組をより一層推進します。 

▶ 子どもたちが、健康や運動に関する知識を身に付け、運動の楽しさを実感し、生涯にわ

たり心身ともに健康で安全に過ごすことができる教育を推進します。 

▶ 子どもたちが、情報活用能力や国際社会で活躍できる能力など、社会の変化に対応した

力を身に付けることができる教育を推進します。 

▶ 保育園、幼稚園、小・中学校の連携による学びの連続性を大切にした教育を推進しま

す。 

▶ 子どもの意見を尊重した教育活動を推進し、子どもの権利を自分事と捉えられるよう取

組を充実します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①自分たちの学習や生活を
よくするための話し合い
や活動に、すすんで取り
組んでいる児童・生徒の
割合 

％ 

「生きる力」を身に着
ける児童・生徒の主体
的な活動の実践状況を
計るため 

小学校：72.0 
中学校：76.3 
（2024 年度） 

小学校：80 
中学校：85 

②授業で PC・タブレットな
どの ICT 機器を週 3日以
上使っている児童・生徒
の割合 

％ 
児童・生徒の ICT 機器
を活用した学習の定着
状況を計るため 

小学校：67.2 
中学校：75.5 
（2024 年度） 

小学校：100 
中学校：100 

  （出典）①中野区学力にかかわる調査 ②全国学力・学習状況調査（文部科学省） 

 

主な取組 
 

① 一人ひとりに応じた学習指導の推進 指導室 

 個別最適な学びと協働的な学びを充実させるために、教職員の指導力向上に向けた

取組を推進します。 

 主な事業 ◎教員の人材育成事業 ◎小中連携教育 

 

 

 

 

  

109



 

② 健康・体力を育む教育の推進 指導室、学務課、スポーツ振興課 

 学校活動における様々な場面で、運動機会の提供や運動習慣の定着に取り組み、子

どもたちが健康や運動に関する知識を身につける教育を推進します。また、学校部活

動において、生徒がスポーツに取り組む環境を充実するため、学校とスポーツ関係者

のマッチングを図り、部活動の地域移行を進めます。 

 主な事業 
○健康教育（性教育、がん教育等） ○海での体験事業 ◎体育事業  
◎部活動の地域連携・地域展開の推進 ◎地域スポーツクラブ事業 

   

③ 社会の変化に対応した教育の充実 指導室 

 進展するデジタル技術を正しく活用する方法を理解し、情報に基づいた選択ができ

るように取り組んでいきます。プログラミング的思考・情報モラル等に関する資質・

能力を含む情報活用能力を教科等横断的に育成します。また、グローバル化の進展に

対応し国際社会で活躍できる人材を育成するため、外国の言葉や文化などの理解を深

めるとともに、外国語でのコミュニケーションを楽しみながら実践する機会を充実し

ます。さらに、子どもたちの読書活動を学校図書館の蔵書の更新と電子書籍の活用の

両面から充実していきます。 

 主な事業 ◎ICTを活用した教育の推進 ◎国際理解教育 ◎学校図書館運営 

   

④ 保幼小中連携教育の充実 指導室、子ども・教育政策課 

 各中学校区の目標達成に向け、保育園、幼稚園、小・中学校が連携して取り組みま

す。 

 主な事業 ◎保幼小中連携教育 

   

⑤ 学校教育における子どもの権利の推進 指導室 

 学校の教育活動の中で「中野区子どもの権利に関する条例」の趣旨を学ぶととも

に、様々な場面で子どもを主体とした学校教育を充実していきます。 

 主な事業 
◎子どもの意見を反映させた教育活動  
○「中野区子どもの権利に関する条例」の周知と啓発 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

教員の人材育成事業 

●学校教育向上事業の全校研究校指定 

 

●教育管理職育成プログラムの実施 

 

●初任者研修の充実 

 ●学校教育向上事業の見直し 

 

 ●教育管理職育成プログラムの発展 

 

 ●中堅教員研修の充実 

小中連携教育 

●中学校区の特色を生かした連携研究の推進 

 

●区独自の英語カリキュラムの作成 

●中学校区の特色を生かした連携研究の充実 

 

●区独自の英語カリキュラムの充実  

体育事業 

●「中野区体力健康プログラム」の実施 ●「中野区体力健康プログラム」の改訂 

部活動の地域連携・地域展開の推進 

●部活動地域展開の段階的実施 

 

 ●スポーツ・コミュニティプラザを活用した 

事業の拡充 

 

 ●部活動地域展開の全面実施 

 

  

 

  

地域スポーツクラブ事業 

●スポーツ・コミュニティプラザを活用した

事業の拡充 

 

●スポーツ・コミュニティプラザ運営の見直

し検討 

 

●公認クラブ募集・選定 

 

●地域スポーツクラブのあり方の検討 

 

   

 

 

   

 

   
 

   

ICT を活用した教育の推進 

●中学校における生成 AI の全校導入検討 ●全校導入 

国際理解教育 

●小・中学校全校における ALT の充実 

 

 ●区独自の英語教育の充実 

 

 ●英語習得 AI アプリの導入検討 

 
 

   
 

 ●英語習得 AI アプリの全校導入 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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前期 後期 
  

学校図書館運営 

●小学校における電子書籍アプリの全校導入 

 

●小学校における電子書籍アプリの有効活用 

の全校展開 

保幼小中連携教育 

●「中野区就学前教育プログラム改訂版」の 

 見直し、改訂 

 

●中学校オープンキャンパスの充実 

●「（仮称）中野区就学前教育プログラム再

改訂版」に基づく取組の実施 

 

●中学校オープンキャンパスの見直し 

子どもの意見を反映させた教育活動 

●子どもの意見を反映させた学校行事の実施    

 

推進 
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政策 7  社会の変化に対応した質の高い教育を実現する 

 

現状データ 

いじめの認知件数  巡回指導利用児童・生徒数 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 区におけるいじめの認知件数は 2022 年度から 2024 年度の間に小学校は 1.3 倍、中学校

は 1.2 倍に増加しています。いじめ問題の解決に向け、学校と保護者、関係機関が連携

を図り、心理や福祉、法律の専門家の助言などを得ながら支援を行っていく必要があり

ます。 

● 区における不登校児童・生徒数は、2023 年度から 2024 年度の間に小学校は 1.1 倍に増

加していますが、中学校は0.96倍と減少に転じており、改善傾向にあります。一方で、

不登校となる要因は複雑化・多様化しており、学校と保護者、関係機関が連携を図り、

心理や福祉の専門家の助言などを得ながら、引き続き支援を行っていく必要がありま

す。 

● 区における外国籍の児童・生徒の数は 2019 年度から 2023 年度の間に小学校、中学校と

もに約 2 倍に増加しています。増加する外国籍の児童・生徒に対して、適切で必要な教

育を行っていくための体制整備を進めていく必要があります。 

● 小学校、中学校ともに特別支援教室における巡回指導＊利用児童・生徒数が増加傾向に

ある中で、巡回指導拠点校の拡大による体制整備を図っています。巡回指導拠点校を増

やしたことにより、一人ひとりの児童・生徒に対する指導が充実しました。しかし、巡

回指導拠点校ごとに指導内容が異なるところがあるため、特別支援教室共通の取組を進

める必要があります。 

● 2024 年度における児童・生徒の特別支援教育巡回相談＊の件数は 1,500 件となってお

り、増加傾向にあります。教員の子どもへの支援を充実させていくため、巡回相談にお

いて教員に対する指導・助言を行うとともに、相談の中で得られた情報を、学校内の全

教職員で共有していく必要があります。 
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施策 15 

一人ひとりの子どもの状況に応じた 

教育と支援の充実 
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● 就学相談の件数は、2020 年度の 124 件から 2024 年度には 191 件に大きく増加していま

す。それぞれの子どもの特性や障害を踏まえた教育につなげるため、保育園、幼稚園な

どの就学前施設や療育施設と連携して、特別支援に対する情報提供を行うとともに、相

談体制をさらに充実させていく必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 学校と保護者、行政、関係機関、地域が連携し、いじめの防止等に取り組むとともに、

不登校やひきこもりの状態にあるすべての児童・生徒に対して、教育と福祉の両面から

個々の状況に応じた支援を行うことができるよう体制を充実します。 

▶ 発達の課題や障害、国籍など一人ひとりに応じた教育を充実させ、すべての子どもが主

体的に学ぶことができる機会の確保と環境の充実に取り組みます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①自分が通う小・中学校の
児童・生徒であることの
満足度 

％ 
一人ひとりの子どもに
応じた教育の達成を計
るため 

小学校：81.0 
中学校：80.9   
（2024 年度） 

小学校：100 
中学校：100 

②「学校生活支援シート
（個別の教育支援計画）
の作成にあたり、学校と
話し合うことができた」
と思う保護者の割合 

％ 
子ども一人ひとりの特
性に合わせた指導を行
うため 

84.4 
（2024 年度） 

95 

  （出典）①中野区学力にかかわる調査 ②学校教育に関する保護者アンケート 

 

主な取組 
 

① いじめの防止等対策支援 指導室 

 いじめ問題の解決に向け、心理や福祉、法律の専門家の配置や相談体制を充実して

いきます。また、地域連携のための会議体を有効に活用していきます。 

 主な事業 ◎いじめ防止等対策事業 

   

② 不登校対策支援 指導室 

 不登校の児童・生徒に対して、教育と心理、医療、福祉から個々の状況に応じた支

援を行うことができるよう、人材の配置や環境整備を進めていきます。 

 主な事業 ◎不登校児童・生徒への支援事業 
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③ 日本語指導の充実 指導室 

 日本語指導が必要な児童・生徒に対して、学校生活に円滑に適応できるように、必

要な人材の配置や環境の整備を行っていきます。 

 主な事業 ◎日本語適応事業 

   

④ 一人ひとりの教育ニーズに応じた指導 指導室、学務課 

 児童・生徒が発達の特性や課題に応じた指導を受けることで、有意義な学校生活を

送ることができるよう、環境の改善に取り組みます。 

 主な事業 ◎特別支援教育 

   

⑤ 就学前からの切れ目ない支援の継続 
保育園・幼稚園課、障害福祉課、 
すこやか福祉センター、指導室、学務課 

 学校は保育園・幼稚園、療育機関等における支援を引継ぎ、保護者とともに学校生

活支援シート（個別の教育支援計画）を作成し、子どもが安心して学校生活をおくる

ことができるよう環境を整えます。必要に応じて進路先の学校やすこやか福祉センタ

ー等の関係機関と共有し、切れ目ないサポートにつなぎます。 

 主な事業 ○学校生活支援シートの作成 ○子ども発達支援事業 ◎療育相談 

   

⑥ 就学相談の充実 学務課 

 就学相談に医療、心理、教育の専門家が参画し発達の特性や障害の状況を踏まえた

適切な提案を行うと共に、子どもと保護者の気持ちに寄り添った就学相談に取り組み

ます。 

 主な事業 ○就学相談 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

いじめ防止等対策事業 

●SNS 相談の対象拡充（小学校 5、6 年生） 

 

 

 ●いじめ防止動画による啓発 

●SNS 相談の対象拡充（小・中学校全校実

施） 

 

   

不登校児童・生徒への支援事業 

●学びを支える場の検討 

 

 ●支援体制の充実 

●学びを支える場の整備 

 

   

日本語適応事業 

●日本語指導学級の設置    

特別支援教育 

●情緒障害特別支援学級のあり方の検討 

 

●特別支援学級・教室の再編成の検討 

 ●情緒障害特別支援学級の設置検討 

 

●特別支援学級・教室の再編成 

療育相談 

●相談支援体制の拡充     

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 7  社会の変化に対応した質の高い教育を実現する 

 

現状データ 

学校支援ボランティア登録者、団体数  「地域や社会をよくするために何かしてみた

い」と思う児童・生徒の割合 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：全国学力・学習状況調査（文部科学省） 

  

現状と課題 

● 「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか。」の質問に肯定的な回答

をする児童・生徒の割合は年々上昇傾向にありますが、いまだに小学校では 80.2％、中

学校では 71.7％となっています。学校は、地域の資源を活用した教育を充実していく必

要があります。 

● 全国で学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）の導入が進むなか、中野区は、

中学校区を単位とした地域学校運営協議会を進めてきましたが、学校固有の課題を協議

することが難しい状況にありました。2025 年度から国型の学校を単位とした学校運営協

議会をスタートしました。今後は、学校運営協議会を通じ地域と学校がともに学校運営

の改善について協議する機会を増やし、「地域とともにある学校」を推進していく必要

があります。 

● 中学校の部活動は、団体競技でチーム編成が難しいことや、専門的な指導ができる教員

が不足しているため、部活動の維持が困難になっています。部活動を地域展開し、中学

生が希望するスポーツや文化芸術活動を行えるようにする必要があります。 
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施策 16 

特色ある学校づくりと家庭・地域との

協働による学校運営の推進 
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施策の方向性 

▶ 地域での多様な体験活動を通じて、多くの人と関わり、協力する楽しさや社会の中で自

分が役立つ喜びを味わうことで、社会性や郷土を愛する心等を育む教育を推進していき

ます。 

▶ 学校ごとに設置した学校運営協議会をさらに活性化し、学校ごとの課題を学校・家庭・

地域で協議し、よりよい学校の運営に活かしていきます。 

 

成果指標と目標値 
 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①「地域や社会をよくする
ために何かしてみたい」
と思う児童・生徒の割合 

％ 

地域と連携した活動や
ボランティアを行った
児童・生徒がさらに地
域をよくしていきたい
と考えられたかを計る
ため 

小学校：80.2 
中学校：71.7 
（2024 年度） 

小学校：90 
中学校：80 

②まつりやイベントなどの
地域の行事に参加したこ
とがある児童・生徒の割
合 

％ 

学校と地域との協働が
進むことで、児童・生
徒の地域行事への参加
率が向上すると見込ま
れるため 

小学校：86.0 
中学校：85.6 
（2025 年度） 

小学校：90 
中学校：90 

  （出典）①全国学力・学習状況調査（文部科学省） ②中野区学力にかかわる調査 

 

主な取組 
 

① 地域での多様な体験活動 指導室 

 学校と地域の連携を強化し、地域の資源を活用した教育を充実していきます。 

 主な事業 ○地域での体験活動 ○地域人材を活用した授業 

   

② 地域と学校の連携・協働の推進 子ども・教育政策課 

 学校単位に設置された学校運営協議会（コミュニティ・スクール）において、地域

と学校がともに学校運営の改善について積極的に協議ができるよう、研修や運営など

の支援を行うとともに、地域コーディネーターの活動をサポートすることで、地域コ

ーディネーターを中心とした地域学校協働活動の充実を図っていきます。 

 主な事業 ◎学校運営協議会の運営支援 ◎地域コーディネーターの活動支援 

   

③ 部活動の地域展開の推進 指導室、スポーツ振興課 

 クラブコミュニケーター＊を設置し、専門的な技術指導を受けられる体制を整えま

す。 

 主な事業 ◎部活動の地域連携・地域展開の推進 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

学校運営協議会の運営支援 

●協議会委員を対象とした研修の実施 

 

 ●協議会間の情報共有及び協働活動の充実 

 

 ●協議会及び地域コーディネーター等の活動 

周知 

 
 

 
 

    

地域コーディネーターの活動支援 

●研修、意見交換会の実施    

部活動の地域連携・地域展開の推進 

●部活動地域展開の段階的実施 

 

 ●スポーツ・コミュニティプラザを活用した 

事業の拡充 

●部活動地域展開の全面実施 

 

  

    

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 7  社会の変化に対応した質の高い教育を実現する 

 

現状データ 

中野区立学校教員の月当たり時間外在校等時間  「教育・学習環境」に対する保護者（小・中学

校）の満足度 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

  

現状と課題 

● 中野区子どもと子育て家庭の実態調査によると、保護者から見た中野区の教育・学習環

境に関する総合的な満足度は、満足層が約 5 割にとどまります。5 年前の前回調査より

も満足度は向上していますが、社会の変化に対応した質の高い教育を実現していくため

には、学校施設やICT環境など、良好な教育・学習環境を整えていく必要があります。 

● 良好な教育環境を整備するため、「中野区立小中学校施設整備計画」に基づき学校施設

の改築整備を進めるとともに、学校施設のバリアフリー化等の対応を図ってきました。 

学校施設の改築整備については、この間の社会経済状況の変化やそれに伴う財政負担な

どを勘案したうえで、計画的かつ着実に進めていく必要があります。 

● 区立小・中学校での日常的な ICT 利活用を支える環境整備を、国や都の動向を踏まえ着

実に進めています。今後、デジタル教科書・教材・学習ソフトの更なる利活用を可能と

するICT環境整備を進めていく必要があります。 

● 教員の働き方改革は、ICT 活用による効率化や外部人材の導入などを積極的に行った結

果、一定の成果を上げてきています。しかしながら、依然として教員の長時間労働の状

況は続いており、教員勤務実態等を踏まえ、長時間勤務の解消や、教員が担う業務の整

理・削減をさらに進めていく必要があります。 

● 学校給食費の無償化は、国の責任で実施すべきですが、区は区立小・中学校の学校給食

の保護者負担補助の支援を行っています。さらに区立学校を魅力的なものとし、教育環

境を充実させていく必要があります。 
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施策 17 

一人ひとりの可能性を伸ばす学校教育

の充実・支援 
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施策の方向性 

▶ 学校施設の改築整備や改修を着実に進め、良好な教育環境の実現を推進します。 

▶ 子どもの学びの環境を充実するため、学校のICT 環境の整備を進めます。 

▶ 教員が心身ともに充実した状態で、学びの専門職としての「働きやすさ」と「働きが

い」を両立し、日々活き活きと児童・生徒と接することができるよう働き方改革を進め

ます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①「教育・学習環境」に対
する保護者（小・中学
校）の満足度 

％ 
子育て家庭の教育・学
習環境に関する満足度
を計るため 

51.9 
（2024 年度） 

60.3 

②「公立学校の施設」に対
する子どもの満足度 

％ 
公立学校の教育・学習
環境に関する子ども自
身の満足度を計るため 

67.1 
（2024 年度） 

76.1 

  （出典）①中野区子どもと子育て家庭の実態調査 ②中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

 

主な取組 
 

① 学校施設の改築・改修 子ども教育施設課 

 これからの多様な教育活動への対応とともに、地域連携、災害時の防災拠点、ユニ

バーサルデザイン＊の視点に立った学校施設の改築を進めます。また、既存の校舎にお

いても、必要となる改修を適切に進めていきます。 

 主な事業 ◎区立小・中学校施設整備 

   

② GIGAスクール構想等に対応したICT環境の整備 学務課 

 区立小・中学校のICT環境整備などを行い、すべての子どもたちがそれぞれの状況に

応じて、学べる環境を整えます。 

 主な事業 ◎区立小・中学校のICT化環境整備 

   

③ 教員の働き方改革の推進 学務課、指導室、子ども・教育政策課 

 「中野区立学校における働き方改革推進プラン」に基づき、教員の働き方改革への

取組を推進します。達成状況や取組の成果を検証し、必要に応じて見直しを図りま

す。 

 主な事業 ◎学校における働き方改革の推進 
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④ 子育て支援策の充実と保護者支援 学務課 

 区立学校の学校給食の保護者負担補助をはじめ、学校教育にかかる様々な費用負担

補助などを実施します。 

 主な事業 
○学校給食の保護者負担軽減補助 ◎区立学校の教育に関する費用負担補助事業 
○区立学校在籍以外の学齢期児童生徒の保護者への給食費相当額支援 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

区立小・中学校施設整備 

●中野区立小中学校施設整備計画の改定 

 

 ●学校施設整備 

 

 

   

区立小・中学校の ICT 化環境整備 

●次世代校務 DX 環境の検討 ●次世代校務 DX 環境の構築 

学校における働き方改革の推進 

●人材管理・派遣の民間委託の試行実施 

 

 ●学校運営支援体制の強化 

 

 ●学校事務の集中管理化移行 

 

 ●公会計化の検討 

●人材管理・派遣の民間委託の実施 

 

   
 

 

 

●公会計化の実施 

区立学校の教育に関する費用負担補助事業 

●事業開始    

推進 

推進 

推進 
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政策８  まち全体の子育ての力を高める 
 

 

 

目指すまちの姿 

様々な人や団体の活動の活性化により、まち全体の子育ての力が高まっています。

家庭の状況に応じた多様なサービスが提供され、安心して子どもを産み、育てられ

る体制が整っています。 
 

 

成果指標 

「子育て活動が活発であるとともに、子育てしやすい体制が整っている」と思う区

民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  36.4％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策１８ 多様な子どもの居場所づくりの推進 

 

 

 

施策１９ 妊娠から子育てにかかる切れ目ない相談支援体制の充実 

 

 

 

施策２０ 将来を見通した幼児教育・保育の実現 

 

 

 

施策２１ 特別な配慮を必要とする子どもとその家庭への一貫した相談支援体制の 

充実 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 8  まち全体の子育ての力を高める 

 

現状データ 

屋内で遊べる施設に関する保護者の満足度  「ほっとできる居場所がない」と思う子どもの

割合 

 

 

 
出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査   出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

 

現状と課題 

● 子どもを取り巻く状況は、社会・経済構造の変化による孤独・孤立への不安や児童虐

待、不登校、いじめ、自殺する子どもの数の増加など様々な課題が複雑かつ複合化して

いるとともに、地域のつながりの希薄化や少子化の進展により、子ども同士が遊び・育

ち・学び合う機会や居場所を持つことが困難となっています。 

● とりわけ居場所がないことは子どもの孤独・孤立の問題と深く関係しており、価値観の

多様化も踏まえた子どもの居場所が求められています。全ての子どもが、安全・安心に

過ごせる多くの居場所を持ちながら成長し、社会で活躍していくことができる居場所づ

くりを実現する必要があります。 

● 児童館は子どもと保護者にとって、地域の身近な居場所として重要な役割を担っていま

す。今後は、これまでの機能に加え、中高生年代への支援、虐待・貧困などの福祉的な

課題への対応等、社会情勢の変化に合わせた充実を図ることで、安全・安心な子どもの

居場所・遊び場にしていく必要があります。 

● 女性の社会進出が進むなどの背景から、共働き世帯の増加による学童クラブ需要は年々

増加傾向にあるため、区では待機児童対策に取り組んでいます。学童クラブ需要のピー

クを見極めながら、引き続き待機児童対策に取り組む必要があります。 

● 屋内で遊べる施設に関する保護者の満足度は、満足層が約 1 割、不満層が約 7 割であ

り、不満の割合が高くなっています。小学生の放課後の安全・安心な居場所としてキッ

ズ・プラザの整備を進めていますが、未整備の学校や、利用児童数に応じた施設規模を

確保できない施設があります。こうした状況を踏まえ、運営面での工夫などの対応を図

る必要があります。 

8.3 12.5
13.3 14.5

75.6 70.8

2.9 2.1

0

50

100

2019年度 2024年度

満足層 どちらとも言えない 不満層 無回答

(％)

1.4
3.13.1 3.0

0

5

10

2019年度 2024年度

小学生 中学生

(％)

施策 18 多様な子どもの居場所づくりの推進 
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● また、保護者の「遊び・憩いの環境」についての総合的な満足度は、満足層が約 2 割、

不満層が約 5 割となっており、不満の割合が高くなっています。区には乳幼児親子の屋

内の居場所として子育てひろばがありますが、屋外での外遊びニーズも高まっていま

す。乳幼児親子向けの事業の充実による乳幼児親子の居場所の確保を図るとともに、屋

外での子ども・子育て家庭の居場所・遊び場が求められています。 

● 中野区子どもと子育て家庭の実態調査によれば、「自分の家以外にほっとできる居場

所」について、「無い」と回答した割合は、中学生で 3.0％となっています。中高生年代

の居場所の確保のため、中高生年代向け施設の整備に向けた取組を進めるとともに、施

設整備までの間の対応も必要です。 

● 中野区区民意識・実態調査によれば、最近 1 年間で子育て支援活動に参加した区民の割

合は 5％程度となっています。地域で子育て支援活動を担う人材が不足しており、団体

が活動の幅を広げる等の活性化を図ることが難しい状況となっています。地域で子育て

支援活動を担う人材を発掘するとともに、団体への活動支援やネットワーク化を進める

必要があります。 

● 働く保護者の増加等に伴い、登校時間より早く保護者が出勤するため、朝の時間に子ど

もが 1 人になってしまう家庭があります。子どもが小学校に通い始めると、保育園と比

べて預けられる時間が短くなるため、仕事と子育ての両立が難しくなる、いわゆる「小

1の壁」が社会課題となっています。 

 

施策の方向性 

▶ 多様な価値観、特性などを持つ子どもたちが安全・安心に過ごせ、遊び・学び・体験が

できる場を充実します。また、ライフステージに応じ、身近な地域で子どもが過ごせる

居場所づくりを進めます。 

▶ 子育て支援活動の活性化に向け、子育て支援を担う人材の発掘や子育て関連団体のネッ

トワーク化を進めます。子育て家庭が地域の中で安心して暮らせるよう、地域における

連携・取組を強化し、子育て支援活動を促進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①「ほっとできる居場所が
ない」と思う子どもの割
合 

％ 

子どもがほっとするこ
とができる多様な居場
所があるかどうかを計
るため 

小学生：3.1 
中学生：3.0 
（2024 年度） 

0 

②保護者からみた「遊び・
憩いの環境」に関する満
足度 

％ 
子育て家庭の遊び・憩
いの環境に関する満足
度を計るため 

25.5 
（2024 年度） 

40.5 

  （出典）①中野区子どもと子育て家庭の実態調査 ②中野区子どもと子育て家庭の実態調査 
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主な取組 
 

① 子どもの遊び・体験の場の確保 育成活動推進課、子ども・教育政策課、公園課 

 児童館について、小学生、中高生年代及び乳幼児親子の居場所・遊び場機能を拡充

し、福祉的課題への対応や地域連携の促進、子どもと子育て家庭のニーズを捉えた運

営を行います。また、子どもが快適で自由に過ごせる公園づくりを進めるとともに、

子どものやりたいことができる遊びを実現し、多様な交流や体験を得られる地域の居

場所として、プレーパーク事業を推進します。 

 
主な事業 

◎児童館の機能強化 ○児童館の施設整備 ◎プレーパークの推進  
◎中野区公園再整備計画による再整備 ◎トイレ環境の改善  
○公園遊具更新・点検事業 

  

② 子どもの放課後等の居場所の確保 育成活動推進課、学務課 

 放課後の児童の安全・安心な居場所を確保するため、学校校舎の改築等にあわせて

キッズ・プラザ及び併設の学童クラブ整備を進め、放課後子ども教室事業の充実を図

ります。また、今後の学童クラブの需要見込みを踏まえ、需要見込みのピークに対応

した暫定的な定員拡充等の待機児童対策を進めるとともに学童クラブの質の向上に努

めていきます。学校の施設を開放し、登校時間までの間、児童の見守りを行うこと

で、子どもたちに朝の居場所を提供するとともに、保護者の負担軽減を図ります。 

 主な事業 
◎キッズ・プラザ整備・運営 ◎学童クラブ整備・運営  
○放課後子ども教室事業 ◎児童の早朝見守り事業 

   

③ 乳幼児親子の居場所の充実 育成活動推進課 

 乳幼児親子向けの機能を強化した児童館を運営するとともに、地域的なバランスを

考慮して、子育てひろばを配置します。子育てひろばを行う団体間の連携を図るため

の連絡会を開催し、質の向上のための研修等も実施します。 

 主な事業 ◎児童館の機能強化 ○子育てひろば整備・運営 

   

④ 地域での子育て活動の活性化 育成活動推進課、子ども・若者相談課 

 地域での子育て活動を活性化するため、児童館を中心とした仲間づくりや活動の場

の提供を行います。また地域の子育て関連団体を支援し、地域の子育て環境の向上を

目指します。さらに、利用者支援事業の展開による子育て関連団体のネットワークづ

くりや子育て関連団体の情報集約と発信を行います。 

 
主な事業 

◎児童館における子育て活動支援（団体活動支援、利用者支援における地域連
携） ○育成活動団体への支援（青少年育成地区委員会、乳幼児親子支援活動団
体、政策助成申請団体） ◎利用者支援事業 
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⑤ 中高生年代の子どもの居場所 育成活動推進課、子ども・教育政策課 

 中高生年代の居場所に関するニーズを踏まえ、児童館における中高生年代向け機能

を強化します。また中高生年代向けの拠点施設の整備に向けた検討を進め、区有施設

等を活用した居場所事業を実施するとともに、既存区有施設における中高生年代の利

用を促進します。 

 主な事業 
◎中高生年代向け拠点施設整備 ◎児童館の機能強化  
◎中高生年代の居場所事業 ◎中高生年代の区有施設の利用促進 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

児童館の機能強化 

●基幹型児童館＊の運営 

 

●乳幼児機能強化型児童館＊の移行 

 

●中高生機能強化型児童館＊の整備 

 

●運営における中高生機能強化 

●基幹型児童館開館時間の拡充 

 

●乳幼児機能強化型児童館の移行完了 

 

 ●中高生機能強化型児童館の開設 

 

   

プレーパークの推進 

●普及啓発の実施 

 

 ●活動団体支援の充実 

 

 ●常設プレーパーク運営 

   
 

   
 

   

中野区公園再整備計画による再整備 

●公園再整備（設計、工事） 

 

 ●公園再整備計画の改定 

 
 

  

トイレ環境の改善 

●公園トイレ改修工事、衛生管理の強化    

キッズ・プラザ整備・運営 

●学校施設整備と併せたキッズ・プラザ未設

置校への整備    

学童クラブ整備・運営 

●学校施設整備と併せたキッズ・プラザ併設

学童クラブの整備 

 

●東京都認証学童クラブ事業の認証取得 

   

 

 

  

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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前期 後期 
  

児童の早朝見守り事業 

●事業実施    

児童館における子育て活動支援（団体活動支援、利用者支援における地域連携） 

●利用者支援事業における連携強化   

中高生年代向け拠点施設整備 

●整備に向けた検討  ●整備 

利用者支援事業 

 ●利用者支援事業の充実    

中高生年代の居場所事業 

●居場所事業の拡充    

中高生年代の区有施設の利用促進 

●既存区有施設における利用促進    

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 8  まち全体の子育ての力を高める 

 

現状データ 

第 1 子出生時の母の年齢別人数（2024 年）  産後ケア事業利用実績 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 子育て家庭の年齢層やライフスタイルの多様化、地域コミュニティの希薄化に加え、新

型コロナウイルス感染拡大の影響により、人とのコミュニケーションをとることが苦手

になっている人が増えていることから、妊産婦の孤立や育児不安の増幅、産後の児童虐

待につながることが懸念されます。このため、それぞれの家庭の状況に応じた支援がよ

り一層重要となります。 

● 妊産婦の第一子出生時平均年齢は上昇傾向にあり、妊娠や不妊に関する不安、悩みを抱

える人が多くいる状況と考えられます。また、日本人の成人女性のやせの割合は顕著に

高く、若い女性のやせは低体重出生児増加の要因と考えられています。妊娠を望む人が

安心して妊娠、出産を迎えられるよう支援を充実していく必要があります。 

● 2024 年度に各すこやか福祉センターを「こども家庭センター＊」に位置づけ、妊産婦、

子育て世帯、子どもに対する包括的な支援体制の強化を図っています。引き続き、児童

相談所や児童館、トータルケア関連の事業所、地域団体など地域における様々な機関と

の連携・協働を進め、支援を充実していくことが重要です。 

● 区の子育てサービスに関する事業やサービスの情報提供は、子育て応援 LINE や離乳食

動画といった、オンラインでの情報提供も一部開始されていますが、全体的には個別の

チラシや区ホームページ等での周知が主となっています。情報媒体の特性を生かし、相

談と手続を一体化して、情報提供を行っていく必要があります。 

● 共働き世帯の増加や働き方の多様化、また、核家族化の進行などにより、一時保育、ベ

ビーシッター利用支援事業及び病児・病後児保育事業の利用実績は増加傾向にありま

す。 

24歳以下

38人

25～29歳

274人

30～34歳

515人

35～39歳

314人

40歳以上

94人

375 325 490

697 879 
1,167 287 

359 

450
1,359 

1,563 

2,107

0

1,100

2,200

2022年度 2023年度 2024年度

ショートステイ デイケア アウトリーチ

(人)

施策 19 

妊娠から子育てにかかる切れ目ない 

相談支援体制の充実 
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● また、平日に子どもと接する時間は父親より母親の方が多くなっています。子育て家庭

のライフスタイル等に合わせ、休日や夜間帯など様々なサービスを提供するとともに、

利用につながる情報の提供や、父親の育児参加を促すための普及啓発が必要です。 

● 区における外国籍の子どもや障害や特性により支援が必要な子どもの数は、増加傾向に

あります。国籍又は障害の有無に関わらず、適切で必要な支援及び教育を受けられるこ

とが求められます。 

 

施策の方向性 

▶ 安心して妊娠・出産・育児をすることが出来るよう、妊娠から子育てにかかる切れ目な

い一貫した相談支援体制の充実を図ります。 

▶ 子育て家庭のライフスタイルやニーズに応じた多様な子育てサービスの充実と利用促進

に向けた取組を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①妊産婦に対する妊産期相
談支援事業実施の割合 

％ 

妊産婦の実情に合わせ
て適切な相談支援や情
報提供ができているか
計るため 

97 
（2024 年度） 

98 

②子育てサービスを必要に
応じて利用できた割合 

％ 

子育て家庭のニーズに
応じたサービスの案内
が実施されているか計
るため 

95.6 
（2024 年度） 

98 

  （出典）①中野区資料 ②子育て支援に関するアンケート調査 

 

主な取組 
 

① 妊娠・出産・子育てトータル支援 すこやか福祉センター、子育て支援課 

 妊婦・産婦と父親をはじめとするその家族が、安心して出産し子育てができるよ

う、妊娠から出産、子育て期にわたって、切れ目のない包括的な支援を充実するとと

もに利用者視点での利便性向上を図ります。また、妊娠を望む人が必要とする相談支

援を実施します。 

 
主な事業 

○不妊相談等支援 ○妊婦健康診査 ◎乳幼児健康診査  
◎妊娠出産トータル支援＊事業 ◎母子保健DXに伴う体制づくり  
○父業のススメ・オンライン両親学級 
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② 子育て支援サービスの充実 
子育て支援課、子ども・教育政策課、 

子ども・若者相談課ほか  

 子育て家庭が、必要とするサービスを必要な時に利用することができるよう子育て

に関するサービスを充実するとともに、その利用につながるよう、様々な方法により

情報を提供します。 

 主な事業 
○子育て支援情報発信 ◎子育てサービス事業 ○ファミリー・サポート事業 
○子育て短期支援事業 ◎利用者支援事業 

   

③ 多胎児家庭への支援 すこやか福祉センター 

 育児等の負担が大きく孤立しやすい多胎妊婦や多胎児家庭を支援するため、産前や

産後における介助等や相談支援事業を実施します。特に多胎児移動経費補助申請時

は、個別に簡易的な面接を行い、課題がある場合には、相談等の支援に繋げます。 

 主な事業 ◎多胎妊婦・多胎児家庭支援事業 

   

④ 女性の健康づくりとプレコンセプションケアの促進 
すこやか福祉センター、 

地域包括ケア推進課 

 女性が自身の健康に関心を持ち、健康管理意識の向上や生活習慣の改善に取り組ん

でいます。加えて、妊娠を見据えた健康管理に留まらず、生活を見直し日々の体調を

管理し、健康的な生活を送ることで、次世代を担う子どもの健康にもつなげる支援を

行います。 

 主な事業 ◎地域健康学習支援 ◎女性の健康づくり 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

乳幼児健康診査 

●5 歳児健康診査の実施    

妊娠出産トータル支援事業 

●産前家事支援事業対象者の拡大    

母子保健 DX に伴う体制づくり 

●母子健康手帳アプリの運用開始、充実    

子育てサービス事業 

●サービスの拡充や簡便な利用手続の実施   

利用者支援事業 

●利用者支援事業の充実    

多胎妊婦・多胎児家庭支援事業 

●産後ケア事業者、多胎児家庭サポーター事 

業者の充実    

地域健康学習支援 

●依頼・出前講座の充実    

女性の健康づくり 

●NPO 等民間団体との協働による事業の充実    

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 8  まち全体の子育ての力を高める 

 

現状データ 

保育所等利用待機児童数  「中野区保育の質ガイドライン」を知っている

保護者のうち、ガイドラインが教育・保育に役

立てられていると感じる保護者の割合 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：保護者満足度調査 

  

現状と課題 

● 2022年度に待機児童を解消し、2024年度まで待機児童ゼロを継続しています。しかしな

がら、地域偏在があり、空き定員が発生している園が多い地域がある一方、保護者が希

望する保育園への入園が難しい地域もあります。 

● 保育需要に対して、2024 年度 4月時点で、計 8,253 名（＝認可保育所等 8,041 名＋認証

保育所 212 名）の保育定員を確保しています。保育所や幼稚園等を利用していない未就

園児の通園制度（こども誰でも通園制度）の導入に際し、需要見込みに応じた確保方策

の検討が必要です。 

● 区内の保育の質の維持向上を図るため、保育の質ガイドラインの内容を充実させ、各保

育施設での活用を促進するほか、巡回訪問と指導検査により各保育施設の保育内容と運

営状況を十分に確認する必要があります。 

● 特別な配慮を必要とする子どもの人数は増加傾向にあり、子どもの特性に応じた、きめ

細やかな対応も求められています。個々の課題に対して職員が的確に対応するため、区

内全ての保育施設を支援する必要があります。 

● 区立幼稚園・保育園の老朽化が進んでいます。施設の建替整備にあたっては、バリアフ

リー化により障害のある子どもを受け入れ、多様な教育・保育ニーズに対応できる施設

とする必要があります。 
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施策 20 将来を見通した幼児教育・保育の実現 
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施策の方向性 

▶ 待機児童を生じさせない取組を推進するとともに、保育施設等における空き定員の活用

を進めます。 

▶ 区立幼稚園・保育園の役割を踏まえた適切な運営を進め、区と民間の連携・協働を強化

し、民間保育施設等に対する必要な支援を行っていくことと併せて、子どもの成長・発

達に十分配慮した質の高い幼児教育・保育を行っていきます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①保育所等利用待機児童数 人 

保育サービスの提供体
制の充実による待機児
童数の解消状況を計る
ため 

0 
（2025 年度） 

0 

②「中野区保育の質ガイド
ライン」を知っている保
護者のうち、ガイドライ
ンが教育・保育に役立て
られていると感じる保護
者の割合 

％ 
中野区保育の質ガイド
ラインの活用に関する
評価を計るため 

92.8 
（2024 年度） 

100 

  （出典）①中野区資料 ②保護者満足度調査 

 

主な取組 
 

① 保育サービスの提供体制の整備 保育園・幼稚園課 

 保育ニーズに迅速に対応するため、空き定員対策を進めるなど、保育サービスの提

供体制の充実を図ります。また、2026 年度に創設される国制度に基づき、こども誰で

も通園制度を実施します。 

 主な事業 ○利用定員の柔軟な変更 ◎こども誰でも通園制度  

  

② 幼児教育・保育の質の向上 保育園・幼稚園課、指導室 

 保育園・幼稚園が実践的研究を通じて連携や相互理解を図る合同研究を行うこと

で、就学前教育の充実を図ります。 

保育の質ガイドラインの活用を推進するとともに、第三者の評価や専門家の活用に

よる取組を行い保育の質の向上を図ります。不適切保育や事故の未然防止のため、巡

回訪問や指導検査を計画的に実施します。また、保育ソーシャルワーク事業を推進

し、それぞれの子どもに合った支援を行います。さらに、教育・保育施設の支援や保

護者補助金の充実を図ります。 

 
主な事業 

○中野区合同研究 ◎保育の質の向上事業 ○巡回訪問と指導検査  
○保育ソーシャルワーク事業 ◎私立幼稚園・認証保育所等保護者補助  
〇教育・保育施設の給付 
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③ 将来を見据えた幼稚園・保育園の運営 保育園・幼稚園課 

 区立幼稚園の機能・役割について検討を進め、施設の建替整備を進めます。また、

区立保育園の整備を行うとともに、民間保育施設の老朽化した設備等の修繕を支援し

ます。 

 主な事業 
◎区立幼稚園整備・運営 ◎区立保育園整備・運営  
○民間保育施設大規模修繕支援 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

こども誰でも通園制度 

●経過措置期間中の事業実施 ●本格実施 

保育の質の向上事業 

●保育の質ガイドライン活用の強化    

私立幼稚園・認証保育所等保護者補助 

●保護者補助金の充実    

区立幼稚園整備・運営 

●かみさぎ幼稚園仮設園舎整備及び新園舎設

計 

 

●ひがしなかの幼稚園新園舎整備に向けた検

討 

●かみさぎ幼稚園仮設園舎運営及び新園舎整

備 

 

 ●ひがしなかの幼稚園新園舎整備 

  

区立保育園整備・運営 

●野方保育園新園舎整備に向けた検討  ●野方保育園新園舎整備 

 

  

推進 

推進 
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政策 8  まち全体の子育ての力を高める 

 

現状データ 

新規児童発達支援事業利用児数  区立施設における医療的ケア児の受け入れ数 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● すこやか福祉センターは、発達に課題のある子ども及びその保護者を早期に把握し、早

い段階から相談支援を進めています。支援を必要とする親子が、成長段階に応じた適切

な支援を受けられるように、継続した相談を実施します。今後も、専門的な支援に取り

組む療育機関や在籍園、学校等、関係機関との密な連携、協働が必要となります。 

● 療育相談や障害児通所支援事業の利用者数は微増傾向にあります。今後さらに、個々の

置かれている状況や特性を踏まえた適切な支援につながるよう、ハード・ソフト両面の

基盤整備が必要です。 

● 発達の課題や障害のある子どもは、日々の成長や興味の変化等に応じて支援内容の見直

しが必要です。適切な支援を行うためには、関係機関と連携し、支援機関の関わりの継

続性が重要です。また、相談支援にあたる事業所の専門性を確保するとともに、それぞ

れの役割に応じた効果的な相談支援を行う視点からも連携強化を図っていく必要があり

ます。 

● 発達の課題等がある子どもを育てる保護者は、子育てに関する知識や経験の不足などに

より、適切な支援につながりにくくなっており、個々のニーズに応じた支援が必要とな

っています。そのため、発達障害等に関する区民の理解の促進やペアレントメンター＊

の活用等、保護者同士がつながることができる機会の提供が必要です。 

● 重症心身障害児や医療的ケアが日常的に必要な子ども（医療的ケア児）は増加してお

り、必要な支援が多様化しています。医療的ケア児の支援は、多くの機関が関わってお

り、それぞれで支援が行われています。引き続き、医療的ケア児の実態把握や受入体制

の整備を行うとともに、各関係機関の支援体制の課題等を共有し、対応を検討するため

の調整が重要です。 

 

302 296
336

0

200

400

2022年度 2023年度 2024年度

（人）

新規児童発達支援事業利用児数

3
4

9

0

5

10

2022年度 2023年度 2024年度

（人）

区立施設における医療的ケア児の受け入れ数

施策 21 

特別な配慮を必要とする子どもとその

家庭への一貫した相談支援体制の充実 
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施策の方向性 

▶ 特別な配慮を必要とする子どもとその家庭の置かれている状況や特性に応じて、必要な

支援が受けられるよう、一貫した相談支援体制の充実を図ります。 

▶ 発達の課題や障害のある子どもを育てる保護者が、子どもの特性に配慮し、子どもの育

ちを支えていけるよう、様々な情報を得る機会の確保や家族支援の充実に取り組みま

す。 

▶ 医療的ケアを必要とする子どもの受入体制の充実を図るとともに、総合的な支援を実施

します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①療育相談件数 人 

発達に課題を抱える子
やその家族に対する療
育相談の対応状況を計
るため 

431 
（2024 年度） 

600 

②区立施設における医療的
ケア児の受け入れ数 

人 

区立施設への通所・通
園・通学を希望する医
療的ケア児の対応状況
を計るため 

9 
（2024 年度） 

15 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 一貫した地域相談支援体制の整備 すこやか福祉センター 

 すこやか福祉センターでは特別な配慮を必要とする子どもとその家庭に対して総合

的な相談支援を実施します。あわせて、関係機関と連携し、一貫した地域相談支援体

制を整備します。 

 主な事業 ○子ども発達支援事業 

   

② 発達の課題等がある子どもの支援 障害福祉課 

 子育てに関する保護者の不安に対し、早期に療育支援につなげていくため、療育相

談体制の充実を図ります。また、発達に課題を抱える子どもを育てる保護者の不安や

孤立を防ぐため、正しい知識の習得と個別のケア、当事者同士のつながりを広げてい

きます。さらに療育が必要な子どもと保護者に対して必要なサービスを提供できるよ

う民間事業者のサービスの質と量をともに高める取組を進めていきます。 

 主な事業 ◎療育相談 ◎障害児通所支援事業所等基盤整備 ◎子ども発達支援普及啓発 
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③ 医療的ケアを必要とする子どもへの支援 障害福祉課、学務課、 

保育園・幼稚園課ほか 

 医療的ケア児とその家族の生活を伴走的に支援するための専門相談窓口を設置する

とともに、アウトリーチによる訪問相談を実施します。また、成人移行も含め、切れ

目のないきめ細かな相談支援を提供します。併せて、教育や保育等の場における受入

体制の充実、関係機関との連携強化、人材確保・育成に取り組みます。 

 主な事業 
◎医療的ケア児等支援事業  
◎重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

療育相談 

●相談支援体制の拡充    

障害児通所支援事業所等基盤整備 

●児童発達支援センター整備に向けた検討 ●児童発達支援センター整備  

子ども発達支援普及啓発 

●普及・啓発強化    

医療的ケア児等支援事業 

●医療的ケア児等支援窓口開設 

 

 ●区立施設等における受入体制の充実 

 

 ●当事者アンケートを踏まえた福祉サービス 

の見直し・改善、社会資源の開発 

 

 ●家族・きょうだい支援の充実 

 

 ●医療的ケア児等の支援に向けたネットワー 

クの拡充 

  
 

   
 

   

 

 

 ●ピアサポート支援 

 

   

  

重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業 

●学校等屋外におけるケアの拡充   

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策９ 子育て世帯が住み続けたく 

なるまちをつくる 
 

 

 

目指すまちの姿 

子どもと子育て家庭にとって快適な住まいや魅力的な空間・施設などが整備され、

住み続けたいと思えるまちづくりが進んでいます。 
 

 

成果指標 

「子育て世帯が住み続けたくなるまちづくりが進んでいる」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  39.6％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策２２ 子育てしやすい住環境の充実 

 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 9  子育て世帯が住み続けたくなるまちをつくる 

 

現状データ 

「住宅環境」と「遊び・憩いの環境」に対する

保護者の満足度 

 各年代の転入（転出）超過数 

 

 
出典：中野区子どもと子育て家庭の実態調査   出典：中野区資料 

 

現状と課題 

● 近年、区の年少人口の割合は横ばいで推移している一方で、国や 23 区と比較しても低

い状況にあり、将来的にはさらに低い割合となっていくことが予測されます。また、区

において、夫婦と子どもの世帯（ひとり親を含む）が占める割合は約2割であり、23区

平均の約3割よりも低い状況にあります。加えて、0歳から4歳の子どもを持つ世帯や、

子育て世帯を多く含むと考えられる 30 代から 40 代の世帯は転出超過の傾向にあること

から、出産等を契機に、子育て世帯が他の自治体に転出していることが考えられます。

転出意向のある世帯の転出理由としては、「自分の家・土地ではないから」が 32.9％と

最も高く、次いで「家賃（地代）が高いから」となっています。転出先も「東京都以外

（他の道府県）」が最も多くあげられています。子育て世帯に選ばれるまちを目指すに

は、出産後も住み続けたくなるようなまちとなるよう、住環境を充実していく必要があ

ります。 

● 中野区子どもと子育て家庭の実態調査によると、保護者から見た中野区の住宅環境につ

いての総合的な満足度は、満足層が約 5 割、不満層が約 2 割であり、5 年前の前回調査

よりも悪化しています。特に「広さ」に関しては、満足層・不満層ともに約 4 割であ

り、いずれも前回調査より悪化しています。また、遊びや憩いの環境については満足層

が約 3 割と前回調査よりも高くなっていますが、不満層が約 5 割と依然として高い状況

です。子育て世帯が重視する住環境である住宅、公園、店舗などについて、より子育て

世帯にとっての魅力を高めていく必要があります。また、ひとり親など家庭に困難を抱

える世帯にとっても住みやすいような支援も必要です。 
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施策 22 子育てしやすい住環境の充実 
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施策の方向性 

▶ 子育て世帯の暮らしに密接な関係がある住宅や公園、店舗等の環境について向上を図り

ます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①中野区に住み続けたいと
思う保護者の割合 

％ 
子育て世帯の中野区へ
の定住意向を計るため 

69 
（2024 年度） 

88.8 

②区内の住宅の環境に満足
している子育て家庭の割
合 

％ 
子育て世帯の住宅の環
境に関する満足度を計
るため 

50.4 
（2024 年度） 

60 

  （出典）①中野区子どもと子育て家庭の実態調査 ②中野区子どもと子育て家庭の実態調査 

 

主な取組 
 

① 子育て世帯が暮らしやすい環境の充実 建築課、住宅課、子ども・教育政策課ほか 

 区内での子育て世帯向け住宅の供給を促進するとともに、子育てに資する施設やサ

ービスを備えた住宅、子育て世帯が利用しやすい店舗の誘導を図ります。 

 
主な事業 

◎集合住宅条例による家族世帯向け住宅の供給促進  
◎再開発事業等における子育て支援施設の誘導 ○子育て関連店舗の周知強化  
◎子育て世帯の住宅確保の促進 ○経営力強化支援事業 

  

② 子育て世帯などに向けた居住支援 子育て支援課、住宅課 

 子育て世帯が必要とする住まいに関する情報提供を行うとともに、ひとり親など困

難を抱える方に対する居住支援を行います。 

 
主な事業 

○セーフティネット住宅登録促進  
○住み替え物件情報の提供、家賃債務保証サービス等利用の支援  
○ひとり親家庭住宅支援 ○居住支援協議会運営支援 

   

③ 魅力ある公園づくり 公園課 

 子どもや子育て家庭の声を聞きながら、子どもたちが快適で自由に過ごせる場とな

るよう、きれいで使いやすい公園トイレの配置や自由に遊べるルールづくりなどを中

野区公園再整備計画の見直しにあわせて検討を進めるとともに、機会を捉え、新たな

子どもの遊び場となる公園の設置検討を進めます。 

 主な事業 
◎中野区公園再整備計画による再整備 ◎トイレ環境の改善  
○公園遊具更新・点検事業 ○防犯カメラの設置 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

集合住宅条例による家族世帯向け住宅の供給促進 

●集合住宅条例の運用    

再開発事業等における子育て支援施設の誘導 

●子育て支援施設の検討 ●子育て支援施設の充実 

子育て世帯の住宅確保の促進 

●促進事業の実施    

中野区公園再整備計画による再整備 

●公園再整備（設計、工事） 

 

 ●公園再整備計画の改定 

  
 

  

トイレ環境の改善 

●公園トイレ改修工事、衛生管理の強化   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策１０ 若者のチャレンジを支援する 

 
 

目指すまちの姿 

若者は、幅広い交流や様々な活動の機会などを通じて、チャレンジしながら成長

しています。一人ひとりの課題の解決に向けて支える体制が整っています。 

 

 

成果指標 

「若者がチャレンジできる環境が整っている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  25.7％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策２３ 若者の社会参画支援の充実 
 

  
SDGｓのゴール

との関係 
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政策 10  若者のチャレンジを支援する 

 

現状データ 

若者人口（各年 4 月 1 日）  若者支援事業件数 

 

 

 
出典：住民基本台帳   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 若年層転入者は多く、若者（概ね 13 歳～39 歳）の人口が区全体に占める割合は約 4 割

であり、そのシェアは増加傾向にあります。 

● 区では、子どもの権利条例に基づく子ども会議（ティーンズ会議）＊だけでなく、若者

世代（概ね 18 歳～39 歳）を対象として、ワークショップ形式で区政に提言を行う「若

者会議」を行ってきました。若者が自ら地域での幅広い交流や活動に参画していくため

の機会をつくるとともに、若者の視点を区政や地域の課題解決に生かしていく必要があ

ります。 

● また、区内には複数の大学や専門学校等があることや地域特性から、多くの大学生や20

～30歳代の区民が居住しています。その知識や専攻分野、関心等を地域で生かすための

機会を充実していく必要があります。 

● 一方で、若者の抱える課題は、経済的な困窮、いじめ、不登校、ひきこもり、障害、虐

待、失業など様々です。悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制をさらに

充実していく必要があります。 

● 子ども・若者支援センターにおける若者相談での相談件数や若者フリースペース＊利用

者は増加傾向にあります。若者やその家族にとって、利便性の高い身近な地域で、安心

して相談ができる環境や気軽に若者フリースペースを活用できる環境をさらに充実する

必要があります。また、悩みや不安を抱える若者やその家族に対し、具体的な情報や支

援を届ける方法を整備していくことも必要です。 
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施策 23 若者の社会参画支援の充実 
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施策の方向性 

▶ 若者と地域のつながりを構築することで、若者が地域で主体的に活動する機会を提供し

ます。また、子どもから若者へ成長する過程において、継続的に地域との関わりを持つ

ことができる環境づくりに取り組み、地域コミュニティで活動する人材の育成を目指し

ます。また、若者の現在及び将来がその生まれ育った環境に左右されることなく、夢や

希望を持つことができる地域社会を実現していくことを目指して支援します。あわせ

て、区内の大学や専門学校等の学生が地域で活躍できるよう支援します。 

▶ 困難を抱える若者が、個人として尊重され、地域や他者と支え合い、段階的に自立につ

ながるよう、関係機関・地域との連携などにより、社会参加や就労に向けた継続的な相

談支援体制を構築します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①社会や地域との関わりの
うち、地域活動や NPO な
どの活動に参加した 20歳
代、30 歳代の割合 

％ 

20 歳代、30 歳代の社
会や地域との関わりに
ついて、実際の地域活
動への参加状況を計る
ため 

17.8 
（2025 年度） 

26.2 

②若者相談対応により課題
の解決に至った件数（実
人員） 

件 
若者が抱える困難の解
決に向けて相談対応の
実効性を計るため 

59 
（2024 年度） 

75 

  （出典）①中野区区民・意識実態調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 若者のチャレンジ支援と区政・地域への反映 
子ども・教育政策課、 

育成活動推進課、企画課ほか 

 区政や地域の課題について、若者ならではの視点を生かし、調査活動や区への提言

を行う機会を創出します。また、中高生年代の子どもの居場所を充実するとともに、

地域で活動する意欲ある若者への支援を充実します。さらに、学びの意欲を持つ若者

が高等教育を受けることができるよう支援します。 

 
主な事業 

◎若者活動支援 ○大学との包括連携事業 ◎給付型奨学金事業  
◎中高生年代向け拠点施設整備 ◎児童館の中高生機能強化  
◎中高生年代の居場所事業 ◎中高生年代の区有施設の利用促進 
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② 若者の自立を支援する体制の充実 子ども・若者相談課 

 社会生活上、困難を抱える若者が、社会的自立につながるよう、あらゆる関係機関

が連携し総合的に若者を支えるため、連携強化を図ります。また、就労や社会参加へ

つなげるため、若者が主体となって活動できる安全・安心な居場所を充実します。さ

らに、若者が、地域共生社会の一員として生活することができるよう、地域との双方

向性を持った関わりの場を創出します。 

 主な事業 
◎若者実態調査 ◎若者相談 ◎若者フリースペース  
○社会的養護自立支援拠点事業 ○子ども・若者支援地域協議会運営 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

若者活動支援 

●ティーンズ会議・若者会議運営 

 

 ●若者活動支援の充実 

 
 

   

給付型奨学金事業 

●事業開始    

中高生年代向け拠点施設整備 

●整備に向けた検討  ●整備 

児童館の中高生機能強化 

●運営における中高生機能強化 

 

 ●中高生機能強化型児童館＊の整備 

 
 

 ●中高生機能強化型児童館の開設 

中高生年代の居場所事業 

●居場所事業の拡充   

中高生年代の区有施設の利用促進 

●既存区有施設における利用促進    

若者実態調査 

●若者実態調査の実施、調査を踏まえた施策

検討   

若者相談 

●相談方法の見直し   

若者フリースペース 

●若者フリースペースの充実   

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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基本目標３ 

誰もが生涯を通じて安心して 

自分らしく生きられるまち 

政策１１ 人生 100 年時代を安心して過ごせる体制を構築する 

政策１２ 生涯現役で生き生きと活躍できる環境をつくる 

政策１３ 誰一人取り残されることのない支援体制を構築する 

政策１４ 誰もが自分らしく輝ける地域社会を形成する 

政策１５ 生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる 

一人ひとりに違いがあることは、特別なことではなく、当たり前のこと

です。ますます高齢化が加速する中で、病気や障害があっても、いくつに

なっても自分らしく生きられるまちをオール中野で築いていきます。 
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政策１１ 人生 100 年時代を安心して 

過ごせる体制を構築する 
 

 

 

目指すまちの姿 

高齢者が、地域のつながりや ICT の活用による見守り・支えあいと、公的サービ

スをはじめとした包括的な介護・福祉サービスや医療に支えられるとともに、最期

まで自分らしく生きることができるオール中野の体制が整っています。 

 

 

成果指標 

「高齢期も地域で安心して過ごすことができる体制が整っている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  38.1％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策２４ 高齢者が安心して暮らし続けることができる体制の充実 

 

 

 

施策２５ 高齢者を支える医療や介護・生活支援サービス等の提供体制の充実 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 11  人生 100 年時代を安心して過ごせる体制を構築する 

 

現状データ 

高齢者人口（すこやか福祉センター圏域別）  高齢者を含む世帯数と高齢者単身世帯数 

  

 
出典：中野区資料   出典：国勢調査 

  

現状と課題 

● 中野区における高齢者の人口は横ばいの傾向にありますが、今後は増加することが見込

まれます。また、65 歳以上の単身世帯率は 23 区の中でも高く、世帯内における見守り

や支えあいが行われない可能性が高く、異変の発見の遅れや孤立した生活を招くことが

懸念されます。さらに、近所の人と親しい付き合いがある人の割合は低く、日常の困り

ごとやいざという時に頼れる人がいないなど生活上の不安を抱えており、高齢者の日常

生活を支える環境づくりが求められます。あわせて、見守り・支えあい活動などにより

発見された要支援者等を適切な相談支援につなげていくことが求められます。 

● 介護人材の不足は深刻な状況にあることからも、身体・認知機能を維持できなくなりつ

つある高齢者を支援する必要があります。高齢者の日常生活を支え、支援を必要とする

高齢者を早期に発見し必要な支援につなげることができるよう、地域の見守り・支えあ

い活動や緊急時対応の連携など見守り体制の強化が求められます。 

● 身近な地域で支えあう地域包括ケア体制＊の推進に向けて、高齢者などすべての人の自

立した生活を支えるための拠点として、すこやか福祉センターを区内 4 か所、高齢者に

関する総合相談窓口として、地域包括支援センターを区内 8 か所に設置しています。さ

らなる高齢者の増加を見据え、各関係機関との連携やネットワークづくりを推進すると

ともに、地域包括支援センターの担当地域・圏域の人口や世帯数等の格差の是正を図る

ほか、地域の多様な活動主体における重層的な相談支援体制を強化していく必要があり

ます。 
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（A）のうち高齢者単身世帯数

施策 24 

高齢者が安心して暮らし続けることが

できる体制の充実 

18,053 18,359 

14,843 
15,493 

10,000

15,000

20,000

中部 北部 南部 鷺宮

（人）

2015年 2020年 2025年
※各年 1 月 1 日 
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施策の方向性 
 

▶ 高齢者の日常生活を支え、支援を必要とする高齢者を早期に発見し、必要な支援につな

げるため、ICTを活用した地域の見守り・支えあい活動を充実します。 

▶ 今後も進展を続ける高齢社会に対応できる体制を構築していくために、関係機関等の連

携を推進するとともに、身近な地域における高齢者の相談支援体制を充実します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①高齢者の緊急連絡カード
作成率 

％ 
緊急連絡カードの普及
状況を計るため 

17.2  
（2024 年度） 

30  

②地域包括支援センターを
身近に感じる人の割合
（50 歳代以上） 

％ 

地域に必要な相談窓口
として、高齢者や地域
における支援者の認知
度を計るため 

22.2 
（2022 年度） 

30 

  （出典）①中野区資料 ②健康福祉に関する意識調査 

 

主な取組 
 

① 地域の見守り・支えあいの推進 地域活動推進課、地域包括ケア推進課 

 町会・自治会や民生・児童委員をはじめとする地域の見守り・支えあいを担う団

体・機関や、民間事業者・教育研究機関との連携協力関係を構築・強化し、見守り・

支えあい活動のさらなる活性化を図ります。 

また、地域福祉にかかる情報を一元管理し、関係機関と安全に情報を共有しながら

相互に活用できる仕組みを構築します。 

 
主な事業 

○緊急連絡カード・キーホルダーの普及  
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定制度＊の推進  
◎産学公連携による地域活動を活用した実証実験  
◎デジタル活用による区民活動センターの情報収集・発信機能強化 

   

② 高齢者の相談支援体制の充実 
地域活動推進課、すこやか福祉センター、 

地域包括ケア推進課 

 高齢者人口の増加に対応し、適切な相談支援が提供できるよう、地域包括支援セン

ターの担当地域・圏域について、対象人口を踏まえながら再編を進め、より身近な地

域で専門的な相談支援ができる体制の整備を進めます。さらに、区、関係機関、地域

の連携の推進により、支援を必要とする高齢者を早期に発見し、適切な相談につなげ

る体制づくりを進めます。 

 主な事業 
○地域ケア会議＊運営 ◎地域包括支援センター整備・運営  
〇アウトリーチ活動＊ 
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③ すこやか福祉センター等整備 
地域活動推進課、地域包括ケア推進課、 

すこやか福祉センター 

 北部すこやか福祉センター等の移転整備や新しいすこやか福祉センターの整備を進

めます。 

 主な事業 ◎すこやか福祉センター整備・運営 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

産学公連携による地域活動を活用した実証実験 

●実証実験の実施    

デジタル活用による区民活動センターの情報収集・発信機能強化 

●地域情報の整理、デジタルサイネージの設 

 置 

●デジタルサイネージの設置箇所拡充 

  

地域包括支援センター整備・運営 

●9 か所目の地域包括支援センター開設 

  

●鷺宮地域包括支援センター移転整備 

に向けた検討 

 

 ●本町地域包括支援センター移転準備 

 

●江古田地域包括支援センター移転に 

係る検討 

 

 

  

 

 

●本町地域包括支援センター移転 

 

●江古田地域包括支援センター移転準備 

  

すこやか福祉センター整備・運営 

●北部すこやか福祉センターの移転 

に係る検討 

 

 

 

●鷺宮すこやか福祉センター移転整備 

に向けた検討  

●北部すこやか福祉センター整備工事 

  

 

●新しいすこやか福祉センターの開設 

 

   

  

推進 

推進 

推進 
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政策 11  人生 100 年時代を安心して過ごせる体制を構築する 

 

現状データ 

介護が必要になった場合に介護を受けたい場所  利用者にサービスを提供できない度合が 20%以

上のサービス 

 

 

 
出典：2022年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査   出典：2022年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

  

現状と課題 

● 介護が必要になった場合に介護を受けたい場所として約 6 割の人が「自宅」と回答して

います。個人の選択のもと、尊厳ある生き方や最期の迎え方を区民それぞれが考える気

運が高まるとともに、在宅療養を選択肢の一つとして広め、医療・介護サービスの充

実、連携体制の構築などを図りながら、誰もが在宅療養することができる環境づくりを

進めていく必要があります。 

● 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って自分らしく暮らし続けられる地域社

会を実現するためには、介護が必要となった時に、適切なサービスを受けることのでき

る環境が整備されていることが必要です。近年、介護サービス事業所における介護人材

の確保や定着が非常に難しくなっていることから、介護人材の育成や定着支援など、区

と介護サービス事業者が連携しながら計画的に進めていく必要があります。 

● 住み慣れた地域で生活を続ける上では、住まいを確保することが重要です。このため、

高齢であることを理由に円滑な住居の確保ができない状況にある人に対する居住支援等

に取り組んでいく必要があります。高齢者の住み替え相談は増加傾向にあり、住まいの

確保においては、高齢者であることで健康上の問題による孤独死、家賃滞納への不安等

のリスクを理由に住み替えを断られるケースが少なくない状況にあることから、居住支

援協議会において、住宅部門、福祉部門及び不動産団体や福祉の関係機関等のさらなる

連携により、円滑な住居の確保に努めていく必要があります。また、住宅オーナーが安

心して高齢者に住まいを提供できるよう負担軽減も図る必要があります。それぞれの人

の状況に応じた地域生活を送るために重要となる特別養護老人ホームや認知症グループ

ホーム等の施設整備について、現在の需要や将来的な需要、既存施設の考え方等を踏ま

え検討していく必要があります。 

自宅

63.2％自宅近くの高齢者施設

16.5％

その他（区外、その他、

わからない、無回答）

20.3%

25.4
29.7
29.7

21.7
42.8

22.5
27.5
26.1

42.0 

0 20 40 60

都市型軽費老人ホーム

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

短期入所療養介護

短期入所生活介護

通所リハビリテーション

（％）利用者にサービスを提供できない度合

施策 25 

高齢者を支える医療や介護・生活支援

サービス等の提供体制の充実 
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施策の方向性 
 

▶ 誰もが高齢期も住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、適切に医療や介護・

生活支援サービスが提供されるよう、環境や体制を整備するとともに、住まい方の選択

ができる環境整備に取り組みます。 

▶ 介護保険施設について、需要に対する供給量や地域的なバランスを考慮しながら、安定

的な施設運営を損なわないよう誘導・整備を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①「長期療養が必要になっ
た場合に可能な限り自宅
や実家で過ごしたい」人
の割合 

％ 

自宅で安心して療養生
活を送るための環境が
整っているか区民の実
感を計るため 

36.4 
（2022 年度） 

60 

②主治医と十分連携が取れ
ているケアマネジャーの
割合 

％ 
医療と介護の連携状況
を具体的に計るため 

47.8 
（2022 年度） 

57 

  （出典）①健康福祉に関する意識調査 ②高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

 

主な取組 
 

① 区民それぞれが望む在宅療養生活の実現 地域包括ケア推進課 

 在宅療養が必要な高齢者やその介護者等が地域で安心して生活できるよう、在宅療

養推進協議会＊において、在宅療養における課題を整理し、医療・介護連携を推進する

とともに、在宅療養に係る相談支援体制や介護者に対する支援体制の充実など環境づ

くりを進めます。また、自らが主体的に在宅療養についてプランニングできるよう、

区民や医療・介護サービス提供者等に対して ACP＊（アドバンス・ケア・プランニン

グ）の考え方を普及するなど、本人の望む生活を支える仕組みづくりを進めます。 

 主な事業 
○在宅療養推進事業 ○在宅療養推進協議会の運営 ○在宅療養相談窓口  
○ACP（アドバンス・ケア・プランニング）普及啓発 ◎ケアラー＊支援体制整備 

  

② 多様な介護サービスの提供に向けた体制づくり 
地域包括ケア推進課、 

    介護保険課 

 介護人材の確保に向け、介護業務の未経験者への研修や、研修修了者と区内介護事

業所等との相談会を行うなど、介護人材の裾野を広げる取組を進めます。介護人材の

定着に向け、キャリアアップの支援やスキルアップのための研修を行うとともに、介

護サービス事業所の申請や手続等について、ICTを活用し効率化を進めます。 

また、介護サービス事業所や地域において活動する団体等に関する情報について、

区ホームページ等の広報媒体を活用しながら周知し、利用者の利便性を高めるととも

に、多様な主体によるサービスや地域の自主活動等の活性化を図ります。 

 主な事業 ○介護人材確保・育成等支援事業 ○地域・社会資源普及啓発 
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③ 在宅から入所まで高齢者を支える基盤整備 地域活動推進課、住宅課 

 高齢者が住み慣れた地域で暮らし、介護が必要となった時に適切なサービスを受け

られるよう、介護保険施設等の誘導・整備を進め、適切な情報提供と入居の促進を図

ります。また、民間賃貸住宅の入居に関する相談支援体制を推進し、住み替えや見守

り等の支援を推進することで、居住の安定を図ります。 

 主な事業 
○介護サービス施設基盤整備・誘導 ○住宅確保要配慮者入居支援事業  
○居住支援協議会運営支援 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

ケアラー支援体制整備 

●ケアラー支援条例検討 ●条例提案 
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政策１２ 生涯現役で生き生きと 

活躍できる環境をつくる 
 

 

 

目指すまちの姿 

いくつになっても、就労や趣味、社会貢献など、社会とのつながりを通じて、 

第 2、第 3 の生きがいを見つけ、生涯現役で生き生きと活躍しています。 

 

 

成果指標 

「生涯現役で活躍できる環境が整っている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  29.7％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策２６ 多様な交流・つながりを育み、いつまでも活躍できる環境づくり 

 

 

 

施策２７ 区民が主体的に取り組む介護予防の推進 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 12  生涯現役で生き生きと活躍できる環境をつくる 

 

現状データ 

地域での活動における会・グループ等への参加

頻度 

 生きがいがあると感じている高齢者の割合 

 

 

 
出典：2022年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査  出典：2022年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

  

現状と課題 

● 高齢福祉・介護保険サービス意向調査報告書においては、地域での活動における会・グ

ループ等への参加頻度については、趣味関係のグループで「週１回～年数回」が約 3

割、仕事のグループで「週 1 回～年数回」が同じく約 3 割となっています。また、全体

ではいずれも「参加していない」が過半数を占めています。いくつになっても、生きが

いをもって、様々な場で生き生きと活躍できるような環境づくりが求められています。 

● 前期高齢者（65 歳以上 75 歳未満）の就業率は、男性・女性ともに増加傾向にあります

が、定年退職後、生活リズムが変化することなどにより、健康を害する高齢者も多くい

ます。就労することは、高齢者の健康・生きがいづくりと人とのつながりができること

から、高齢になってもその人に合った働き方ができる就労の支援を進めていく必要があ

ります。 

● 60 歳代は、「NPO・ボランティア活動」というかたちで地域活動をしたいと考えている人

が多いことから、地域活動の担い手となれるよう支援していく必要があります。 

● 区内では、様々な主体が、仲間づくりや居場所づくり、趣味の活動等を目的とした教室

や講座などを実施しており、高齢者の参加を促進することで、高齢者のつながりの輪を

広げ、さらには他の世代との交流を生み出していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0

20.2

17.6

13.4

5.7

5.3

5.4

3.2

16.5

7.0

64.8

69.0

73.7

64.7

81.0

4.9

5.5

5.5

5.3

6.4

0 50 100

仕事

スポーツ関係

介護予防の場

趣味関係

ボランティア

（％）

週1回以上 月1～年数回 参加していない 無回答

63.7 66.7
48.8 44.4

0

50

100
（％）

生きがいがあると感じている高齢者の割合

施策 26 

多様な交流・つながりを育み、いつまでも

活躍できる環境づくり 

全体  要支援認定等  要支援 1   要支援 2 

    は受けていない 
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施策の方向性 

▶ 就労や地域活動等により、いくつになっても居場所を持ち、活躍できる環境の充実を図

ります。 

▶ 興味・関心や趣味を通じた多様な形での交流やつながりを持つことで健幸づくりを進め

ます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①収入のある仕事を月 1回
以上している 65歳以上の
区民の割合 

％ 
高齢者の就労状況を計
るため 

28 
（2022 年度） 

35 

②60 歳代以上における地域
活動を行っている割合 

％ 
ボランティア等、地域
活動への高齢者の参加
状況を計るため 

60 歳代:35.1 
70 歳代:27.3 
80歳以上:35.0 
（2022 年度） 

50 

  （出典）①高齢福祉・介護保険サービス意向調査 ②健康福祉に関する意識調査 

 

主な取組 
 

① 就労を通じたいきがいづくりの促進 地域活動推進課 

 高齢者の居場所や活躍の場の提供、いきがいづくりに寄与するシルバー人材センタ

ーの取組と運営支援を行います。 

 主な事業 ○シルバー人材センター支援事業 

   

② 健幸づくり・交流機会の充実 地域活動推進課、地域包括ケア推進課 

 地域において多世代交流が図られ、健康でいきいきと生活していくため、地域活動

や交流の機会が充実するよう、（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）の利用促進を図ると

ともに、友愛クラブの活動支援を進めます。 

 主な事業 ○友愛クラブ活動支援事業 ◎（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）運営 

   

③ 地域活動を通じた社会参加の促進 地域活動推進課 

 これまでの社会経験を活かしつつ、地域での仲間づくりや社会活動に改めて参加す

るきっかけとなる取組を進めます。また、区民活動センターの運営委員会組織の運営

力を高めるとともに、コーディネート力を有する区民活動センター職員を育成するこ

とで、区民活動センターが有する中間支援組織としての機能を強化していきます。 

 主な事業 
○なかの生涯学習大学  
○運営委員会を含めた区民活動センターの組織・機能強化 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）運営 

●リニューアル開設 

 

 ●利便性の向上、利用者層拡大に向けた運営 

充実 

 

●（仮称）健幸プラザ鷺宮移転整備に向けた 

検討 

 

 

  
 

 

  

 

推進 

推進 
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政策 12  生涯現役で生き生きと活躍できる環境をつくる 

 

現状データ 

介護サービス利用者数  通いの場会場数 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 後期高齢者人口の増加に伴う、介護サービスの需要増加に備えて、高齢者が自ら主体的

に団体を作り介護予防に取り組むことや、地域活動団体やボランティアなどの様々な主

体による多様な介護予防サービスを増やしていくことが必要です。 

● 介護が必要となる状態をできる限り防ぐためにも、日頃からの介護予防や健康づくりに

取り組む必要がありますが、高齢者の中には、自身の身体状況の把握が不十分な人や、

介護予防の取組による成果が見えづらく継続的な取組につながらない人が多くいること

から、介護予防や健康づくりを継続していくための意識や興味・関心を高め、主体的な

取組を促していく必要があります。 

● 区では（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）を介護予防の拠点施設として位置付け、身近

な地域での介護予防の取組を進めています。しかしながら、区で実施する介護予防事業

においては、女性に比べて男性の参加率は低く、地理上の問題から参加者によって通い

やすさに差がある現状です。また、区有施設に限らず、多様な活動場所（通いの場）が

地域に存在することで、区民にとって楽しく継続しやすい活動が選択でき、効果的な介

護予防・フレイル＊予防が推進される必要があります。 
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施策 27 区民が主体的に取り組む介護予防の推進 
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施策の方向性 
 

▶ 人生 100 年時代を見据え、介護が必要となる状態をできる限り防ぎ、高齢者が健康的な

生活を維持・向上し、生き生きと暮らしていくために、身近な地域において、住民が主

体となり介護予防に取り組める環境づくりを進めます。 

▶ 健康に関心の低い区民に対し介護予防や健康づくりへの意識付けを進めるとともに、行

動変容を促す取組を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①住民主体サービスを提供
する地域団体等の数 

団体 
虚弱高齢者を含めた地
域住民による支援の現
状を計るため 

23 
（2024 年度） 

30 

②体操や軽運動など介護予
防のための通いの場への
参加状況 

％ 
介護予防に取り組んで
いる高齢者の状況を計
るため 

20.8 
（2022 年度） 

25 

  （出典）①中野区資料 ②高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

 

主な取組 
 

① 区民・団体が主体的に提供する介護予防の取組の推進 地域包括ケア推進課 

 区民が主体となり介護予防に資する活動に取り組む団体の立ち上げや運営を支援し

ます。 

要支援者などの虚弱高齢者に対する支援について、公的な介護サービスだけではな

く、住民主体サービスによる支援が行われるよう、住民主体サービスを提供する地域

団体等に対する支援の充実を図ります。 

 主な事業 ◎住民主体サービス事業 ○高齢者生活支援サービス担い手養成講座 

  

② 介護予防に取り組む意識の啓発 地域包括ケア推進課 

 高齢者が自身の身体状態を客観的に把握できる機会を提供し、専門職からの助言等

により、改善点や工夫すべき点を明確にできるようセルフケアを推進し、興味や関心

を持ちながら介護予防に取り組む環境づくりを進めます。 

 主な事業 ○介護予防事業 ○なかの元気アップ体操ひろば 
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③ 健康無関心層へのアプローチ 地域包括ケア推進課 

 健康無関心層に対して健康への関心を高め、行動変容を促すため、日々の活動や

（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）での介護予防事業に応じた健幸ポイントを組み込

むことにより、新たな参加者、来館者を呼び込み、自律的かつ継続的な健康づくりを

促します。 

 
主な事業 

◎健康づくりのポピュレーションアプローチ＊ ○健康・生きがいづくり事業  
◎（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）運営  
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定制度＊の推進 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

住民主体サービス事業 

 ●なかの長寿ふれあい食堂推進事業の創設    

健康づくりのポピュレーションアプローチ 

●健幸ポイントを活用した健康づくり促進の

ための実証事業 

 

●「健幸どまんなか市」の開催、普及啓発の

強化 

●自律的かつ継続的な健康づくりの促進 

 

 

 

  

（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）運営 

●リニューアル開設 

 

●（仮称）健幸プラザ鷺宮移転整備に向けた 

検討 

 

 ●利便性の向上、利用者層拡大に向けた運営        

  充実 

 

●生活支援コーディネーター（専門職）によ

る虚弱高齢者の受入体制の強化 

 

  
 

 

  
 

 

   

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策１３ 誰一人取り残されることの

ない支援体制を構築する 
 

 

 

目指すまちの姿 

障害や生活困窮、生活上の複合的な課題などを抱えている人が、適切な相談や支

援につながり、誰一人取り残されることのない体制が整っています。 

 

 

成果指標 

「誰一人取り残されることのない支援体制が整っている」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  34.0％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策２８ 権利擁護と虐待防止の推進 

 

 

 

施策２９ 多様な課題を抱えている人やその家族の早期発見・早期対応の推進 

 

 

 

施策３０ 障害者への相談支援体制と地域生活移行を支える環境の整備 

 

 

 

施策３１ 生活に困窮している人の自立に向けた支援の充実 

 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 13  誰一人取り残されることのない支援体制を構築する 

 

現状データ 

成年後見申立件数  虐待通報・届出件数 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 高齢化が進展する中で、認知症、知的障害、その他精神上の障害などにより、判断能力

が十分でない区民の増加が今後も見込まれます。判断能力が十分でなくても、本人の意

思決定が尊重され権利や財産が守られて、安心して生活できる地域社会を築いていくこ

とが求められます。 

● 虐待の防止に向けては、区と関係機関との連携・協力体制を築きながら、高齢者・障害

者本人や支援者等に対し虐待防止に対する取組を進めています。一方で、虐待件数は増

加傾向にあり、今後も引き続き、関係機関等が虐待防止に対する高い意識を持ち、虐待

の早期発見、適切な対応につなげていく必要があります。 

● 「中野区成年後見制度利用促進計画」に基づき、権利擁護支援体制を整え、様々な施策

に取り組んできましたが、「成年後見制度」という言葉や仕組みを知っている又は大体

知っている区民の割合は3割弱、成年後見制度を利用したいと思う65歳以上の区民（要

介護認定者を除く）の割合は約 1 割にとどまっています。本人の意思が尊重され、メリ

ットを感じられる権利擁護支援を推進し、自分や家族の将来を考える契機とする普及啓

発事業を行っていく必要があります。 

● 権利擁護と虐待防止を進めていくためには、高齢者、障害者、認知症の人などに対する

一人ひとりの理解を広げていくことが大切であり、地域全体で支えあう共生社会を実現

する必要があります。 
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施策 28 権利擁護と虐待防止の推進 
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施策の方向性 
 

▶ 判断能力が十分でない人等の意思や利益が守られるよう権利擁護を推進するとともに、

関係機関等との連携を図りながら、障害者・高齢者等への虐待防止を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①「成年後見制度」という
言葉や仕組みを知ってい
る人の割合 

％ 
成年後見制度の認知度
を計るため 

29.4 
（2022 年度） 

46 

②養護者による高齢者・障
害者虐待の通報・届出に
対応できた割合 

％ 
高齢者・障害者の権利
擁護と虐待防止の状況
を計るため 

100 
（2024 年度） 

100 

  （出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 権利擁護の推進 福祉推進課、障害福祉課、すこやか福祉センター 

 判断能力が十分でない区民の権利擁護を図るため、中核機関である区及び成年後見

支援センターを中心に関係機関や専門職とも連携して、権利擁護サービスや成年後見

制度を必要とする人の発見・相談対応、適切な後見人等候補者の選任支援、後見人等

の支援、サービスや制度の効果的な普及啓発を推進します。また、一人暮らしや身寄

りがないため不安を抱える高齢者が安心して暮らせるサービスを、社会福祉協議会と

連携して推進します。 

 主な事業 ◎成年後見制度推進事業 ◎権利擁護推進事業 ○成年後見制度等普及啓発 

  

② 虐待防止に向けた体制の整備 福祉推進課、障害福祉課、すこやか福祉センターほか 

 高齢者及び障害者の虐待対応を迅速かつ適切に行うため、地域包括支援センターや

関係機関と虐待対応マニュアルを共有するとともに、中野区高齢者・障害者虐待対応

連絡会を通じて、高齢者・障害者虐待事例の検証を進めます。さらに精神科医、弁護

士等の専門職との連携も深め、継続して虐待対応に係る関係機関職員のスキルアップ

を図ります。 

 主な事業 ○高齢者・障害者虐待防止推進事業 ○虐待防止普及啓発 ○保健福祉総合相談 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

成年後見制度推進事業 

●成年後見制度の利用促進強化    

権利擁護推進事業 

●権利擁護に関する普及啓発事業等の実施 

 

 ●社会福祉協議会と連携した相談支援体制の 

検討 

   
 

●相談支援体制の充実 

  

 

推進 

推進 
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政策 13  誰一人取り残されることのない支援体制を構築する 

 

現状データ 

アウトリーチチームが対応して適切な支援につ

なげた要支援者数 

 自殺対策は自分自身に関わることと思う人の割

合 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査 

  

現状と課題 

● 社会的孤立等、既存の制度では支援できないケースや、8050 問題＊・9060 問題＊、ダブ

ルケア＊など複数の課題について世帯全体を捉え、支援が必要なケースが増えてきてお

り、若年層から中年層の区民の約 3 割は、孤立感・孤独感を感じていることが推察され

ます。「SOS を発信できないリスクが高い人」の分析の結果、15～64 歳では全体の 6.2％

が、65歳以上では全体の5.2％がこれに該当しています。 

● 中野区の自殺率は、男性は 20歳未満、女性は 20・30歳代、50歳代で全国より高い傾向

にあります。また、自殺対策は自分自身に関わることと思う人の割合は、約 3 割と低い

傾向にあります。区民が自殺は誰にでも起こり得る危機という認識を持ち、必要な時に

自らが助けを求めることができる体制づくりを進めていく必要があります。 

● 2023 年に区内では、強盗、暴行、傷害、窃盗、詐欺等の刑法犯が 1,976 件起きていま

す。しかし、犯罪被害者等の支援について区に相談窓口があることを知っている人は、

約 3 割にとどまっており、窓口の認知度を上げていくとともに、区の各窓口や関係機関

と連携して、支援を必要とする人が窓口につながるような取組が必要です。また、犯罪

被害者等は犯罪被害そのものだけではなく、周囲の人の偏見や配慮に欠ける行動等によ

る二次被害を受けることも多く、犯罪被害者等の置かれる状況などについて理解を広げ

るための継続的な啓発が求められています。 

● 地域の中には、罪を犯したなど、様々な生きづらさを抱える人たちがいます。就労や住

居の確保とともに、支援にもつながりにくい状況にあります。犯罪や非行予防を進め、

地域で孤立することなく、一人ひとりが抱える複雑な課題に配慮した支援が得られる環

境づくりが求められています。 
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施策 29 

多様な課題を抱えている人やその家族の

早期発見・早期対応の推進 

20 歳代以下 

～30 歳代 
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施策の方向性 

▶ 支援を必要とする全ての人を相談支援につなげるとともに、孤独・孤立に悩む人がつな

がりを実感できる地域づくりを進めます。 

▶ 誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、関係機関との連携を図ると

ともに、多様な主体との協働によりすべての人に生きることを支える支援を進めます。 

▶ 犯罪被害に遭ってもできるだけ早く穏やかな生活が送れるよう、区民の理解を深めると

ともに、関係機関と連携し、途切れることのない支援を進めます。 

▶ 犯罪や非行をした人の立ち直りを支えると同時に、犯罪や非行を未然に防ぐため、関係

団体・関係機関がさらに連携し、生きづらさを抱え地域で孤立している人や孤立しがち

な人等への支援体制の構築を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①アウトリーチチーム＊が
対応して適切に支援につ
なげた割合 

％ 
アウトリーチ活動＊に
よる支援の成果を計る
ため 

61.7 
（2024 年度） 

82 

②自殺死亡率（10 万人対） 人 
自殺対策の総合的な取
組の成果を計るため 

17.6 
（2020 年から
2024 年の 5年

平均） 

13.3 

  （出典）①中野区資料 ②地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

主な取組 
 

① 孤独・孤立対策の推進 
地域包括ケア推進課、すこやか福祉センター、 

地域活動推進課 

 孤独・孤立に関わる様々な課題への対策を推進し、すべての人がつながりを実感で

きる地域づくりを進めるため、官民連携による取組を進めます。 

 
主な事業 

◎孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの運営 ◎ケアラー＊支援体制整備  
○ケアラーSNS相談の運営 ○ヤングケアラー＊支援 ○ひきこもり支援事業  
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定制度＊の推進  
〇アウトリーチ活動 
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② 重層的支援体制整備事業の推進 
地域包括ケア推進課、すこやか福祉センター、 

地域活動推進課 

 生活上の複合的な課題などを抱えている人が、適切な相談や支援につながる体制を

構築するため、重層的支援体制整備事業における「包括的相談支援事業」「参加支援事

業」「地域づくり事業（地域支援活動）」「アウトリーチ等を通じた継続的支援事業」

「多機関協働事業」を進めます。 

また、地域福祉にかかる情報を一元管理し、関係機関と安全に情報を共有しながら

相互に活用できる仕組みを構築することで、アウトリーチ機能を強化します。 

 主な事業 
○保健福祉総合相談 ○アウトリーチ活動 ◎コミュニティソーシャルワーク＊ 
○地域ケア会議＊運営 

   

③ 自殺を未然に防ぐ体制の整備 保健予防課 

 「第 2 期中野区自殺対策計画」に基づき、自殺の背景にある様々な要因に注目し、

自殺に傾くことのないよう必要な支援につなげていくために、関係機関との連携、人

材の育成を強化します。 

 主な事業 ○自殺対策メール相談事業 ○自殺対策普及啓発 ◎第3期中野区自殺対策計画 

   

④ 犯罪被害者等の支援の推進 福祉推進課 

 犯罪被害に遭い支援を必要とする被害者やその家族が、できるだけ早く穏やかな生

活を取り戻し、安心して地域で暮らせるよう、必要に応じて関係機関とも連携して相

談支援を行います。経済的支援や日常生活支援等の事業については、これまでの実績

等を踏まえ、より有効な支援となるよう、要件・内容等の見直しを行います。また、

区民が犯罪被害者等の置かれる状況などについて理解を深められるよう講演会等を通

じて普及啓発を進めます。 

 主な事業 ○犯罪被害者等相談窓口 ○経済・日常生活支援 ○犯罪被害者等支援普及啓発 

   

⑤ 再犯防止推進 地域活動推進課 

 犯罪予防や非行を未然に防ぐ環境づくりを進めるとともに、犯罪をした人が社会復

帰に向けた行動を促すことができるよう立ち直り支援を行います。また、保護司によ

る更生保護活動がしやすい環境の整備や再犯防止等の支援者・協力者間のネットワー

ク強化等、街ぐるみで犯罪・非行予防、再犯防止推進に取り組む体制をつくります。 

 主な事業 ◎再犯防止推進事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの運営 

●プラットフォーム設置・運営    

ケアラー支援体制整備 

●ケアラー支援条例検討 ●条例提案 

コミュニティソーシャルワーク 

●コミュニティソーシャルワーカー体制の 

充実    

第 3期中野区自殺対策計画 

●検討 ●策定 

再犯防止推進事業 

●（仮称）再犯防止推進協議会設置・運営    

 

 

推進 

推進 

推進 
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政策 13  誰一人取り残されることのない支援体制を構築する 

 

現状データ 

障害者手帳所持者数  施設入所者の障害支援区分 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 障害者手帳を持つ人の数は増加傾向にあり、特に、精神障害者保健福祉手帳を持つ人の

増加は著しく、2024 年度は 4,897 人となっており、2022 年度から 1.17 倍増加していま

す。相談支援を必要とする人が増加する中でも、個々の特性に応じて、切れ目なくサー

ビスを受けられるよう相談支援体制の充実を図る必要があります。 

● 障害者及び介護者の高齢化、障害の多様化・重度化、ライフスタイルや価値観の変化な

ど障害者を取り巻く環境は変化しており、個々の置かれている状況や特性にあった支援

を進めていく必要があります。また、近年、高次脳機能障害や発達障害など専門性の高

い相談支援のニーズは増加傾向にあり、早期の課題把握、ライフステージを通じた一貫

した支援が求められています。 

● 区では、地域におけるワンストップ窓口として、区内 4 か所のすこやか障害者相談支援

事業所＊において、障害者への相談支援等を行っていますが、障害福祉サービスを利用

していない障害者のうち 30.8％の方が、サービスの利用方法が分からないことから障害

福祉サービスの利用につながっていません。 

● 入所施設から地域へ移行した人は少ない状況が続いており、施設入所者の障害の重度化

や高齢化が継続しており、地域生活への移行を阻む要因となっています。また、精神科

入院患者の退院数も減少しています。多様化する障害者のニーズや医療的ケアの必要な

人に対応できる体制、介護者の負担軽減など、障害者の地域生活への移行及び継続を支

える基盤整備を進める必要があります。 
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施策 30 

障害者への相談支援体制と地域生活移行

を支える環境の整備 
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● 福祉サービスに対する需要の増大や多様化が進む中においては、福祉人材の確保・育成

が重要です。このため、支援職員が働きたいと思える環境づくりや特定技能外国人の受

入れ促進などよる人材確保に取り組むほか、専門性の確保や障害福祉サービスの多様化

等への対応に向けたスキルアップにつながる研修の実施などによる人材育成に取り組ん

でいく必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 障害者及び介護者の高齢化、障害の多様化・重度化などの個々の置かれている状況や特

性に応じて、切れ目なく必要な支援やサービスにつなぐことができるよう相談支援体制

の充実を図ります。 

▶ 重度障害者をはじめ障害者が地域で安心して暮らせるよう、関係機関との連携や人材の

確保及び育成を進めるとともに、障害者の地域生活への移行を支える基盤の整備を着実

に進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①障害福祉サービスを利用
していない理由のうち、
「サービスを知らない」
「利用方法がわからな
い」の割合 

％ 

地域生活を継続するた
めの相談支援、サービ
ス提供体制や社会基盤
の整備状況を計るため 

30.8 
（2022 年度） 

10 

②入所施設から地域移行し
た障害のある人の数
（2015 年度からの累計
数） 

人 

障害のある人の地域移
行に必要な環境が地域
に整っていることを示
すため 

18 
（2024 年度） 

36 

  （出典）①障害福祉サービス意向調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 地域生活を支える相談支援の充実・強化 すこやか福祉センター、障害福祉課 

 障害者の総合相談や障害福祉サービスの利用援助、社会資源を活用するための支援

を行い、適切なケースマネジメントを行います。また、相談支援体制の充実・強化に

向け、障害者の身近な相談機関となるすこやか障害者相談支援事業所、その他の相談

支援機関との連携強化・バックアップ支援を行います。 

 主な事業 ◎障害者相談支援事業 ○保健福祉総合相談 
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② 福祉人材の確保・育成 障害福祉課 

 障害福祉への理解向上や福祉人材の確保に向け、障害福祉サービス事業所、区内大

学及び専門学校との連携を進めるとともに、福祉の仕事の魅力を伝える取組を実施し

ます。また、福祉施設への職員派遣や、研修機会を充実させることで、福祉人材の育

成の強化を図ります。 

 主な事業 
◎事業所・関係機関との福祉人材連携事業 ◎障害福祉人材育成研修  
○福祉施設への職員派遣 

   

③ 地域生活への移行に係る支援体制整備の拡充 すこやか福祉センター、障害福祉課 

 障害者が地域で自立した生活を送れるよう、相談支援事業者の確保や、地域生活へ

の移行を支える体制づくりを進め、入所施設・精神科病院から地域生活への移行や継

続のための支援を行います。 

 主な事業 ◎地域移行・地域定着支援事業 ○保健福祉総合相談 

   

④ 障害福祉サービス基盤の充実 障害福祉課 

 障害のある人やその家族が安心して地域生活を送れるよう、重度障害者グループホ

ーム及び短期入所施設並びに生活介護施設の整備・誘導に向けた民間事業者への働き

かけを行います。 

また、障害福祉サービス事業について、サービスの質の向上のため、DX＊の導入につ

いて検討します。 

 主な事業 
◎障害者の夕方支援 ◎障害者施設基盤整備・誘導 ◎障害者福祉会館の再整備 
◎障害福祉サービスのDX化 

   

⑤ 難病患者等への支援体制の整備 すこやか福祉センター、地域包括ケア推進課 

 難病患者やその家族に対し療養上の相談や支援を行います。また、支援体制に対す

る課題を共有し、関係機関の連携強化を図るとともに、地域の実情に応じた体制整備

についての協議を行います。 

 主な事業 ○保健福祉総合相談 ○難病相談・支援事業 ○在宅療養推進協議会＊の運営 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

障害者相談支援事業 

●相談支援事業所における相談支援専門員の

専門性強化     

事業所・関係機関との福祉人材連携事業 

●事業の充実    

障害福祉人材育成研修 

●研修の拡充    

地域移行・地域定着支援事業 

●ピアサポーターも含めた精神障害への支援

体制の充実    

障害者の夕方支援 

●事業開始  ●障害者の居場所支援の促進  

障害者施設基盤整備・誘導 

●江古田三丁目重度障害者グループホーム等

開設 

 

●重度障害者グループホーム及び短期入所施

設整備の検討 

 

●生活介護施設整備の検討 

 

 

 

 

 ●各施設整備に向けた関係機関との協議・調 

整  

 

 ●各施設整備に向けた関係機関との協議・調 

整  

障害者福祉会館の再整備 

●再整備方針の決定 ●指定管理者選定 

障害福祉サービスの DX化 

●DX 化に向けた検討  ●実施 

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 13  誰一人取り残されることのない支援体制を構築する 

 

現状データ 

世帯類型別被保護世帯数  生活保護費の内訳（2024 年度） 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 生活困窮者自立支援法が施行されてから 10 年の間、生活困窮者の個々の状況に応じた

相談支援をはじめ、就労支援や家計改善支援等の一体的な支援体制の充実、また、住居

確保給付金については新型コロナウイルス感染拡大時に特例措置を講じるなど、生活困

窮者の自立を支援してきました。今後も、相談者層の多様化、相談内容の複雑化によ

り、一人ひとりに合わせた質の高い相談支援が必要となっています。 

● 区の生活保護被保護世帯数は、現在約 6,800 世帯であり、近年、世帯数は横ばいです

が、生活相談の件数は増加傾向にあります。また、被保護世帯のうち、高齢、傷病、障

害世帯が86％を占めており、これらの世帯では経済的に自立することが困難な状況がみ

られます。 

● 生活保護被保護世帯の自立に向けては、求職活動や困窮状態を長期化させないための就

労支援を充実・強化してきました。被保護世帯のうち、単身高齢者世帯がその半分近く

を占めているため、経済的な自立への支援のほか、日常の安定した生活を送るために支

援を必要とする方の増加が懸念されます。 

● 社会全体の医療費が増加しているのと同様に、生活保護における医療扶助費についても

増加傾向にあります。持続可能な社会保障制度を実現していくため、また、被保護者の

日常・社会生活の自立や社会参加といった観点からも、被保護者について生活習慣病発

症予防や健康維持増進を図る必要があります。 
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医療扶助

66.2億円

41.5%

生活扶助 48.9億円 30.7%

住宅扶助

40.5億円

25.3%

その他の扶助

4.1億円 2.5%

施策 31 

生活に困窮している人の自立に向けた

支援の充実 
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施策の方向性 
 

▶ 生活に困窮する区民の経済的・社会的な自立に向け、個々の状況に応じた相談支援をは

じめ、就労支援や日常生活支援等による支援体制の充実を図ります。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①生活保護から自立した世
帯数 

世帯 

就労プログラム等の実
施により、生活保護か
ら経済的な自立を促進
するため 

245 
（2024 年度） 

245 

②生活困窮者を対象とした
就労支援を受け就労した
割合 

％ 
困窮からの経済的な自
立につながったことを
示すため 

61.8  
（2024 年度） 

75 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 生活困窮者に対する包括的な自立支援の推進 生活援護課 

 生活に困窮し、生活保護に至るおそれのある方に対して、自立相談支援機関「中野

くらしサポート」による生活上の困りごと相談や支援事業を活用した包括的な支援を

実施します。 

 主な事業 ○生活困窮者自立相談支援事業 

   

② 適正な生活保護制度の運営による被保護者の自立促進 生活援護課 

 被保護者に対して、一人ひとりの課題や生活状況に合わせた援助の方針を策定し、

本人の理解を得ながら他法他施策の利用促進と必要な支援を行いつつ、自立支援プロ

グラムを活用して、生活面での自立を図ります。 

 主な事業 ○自立支援プログラム ◎エアコン購入費助成事業 

   

③ 被保護者への就労支援と就労した職場での定着支援 生活援護課 

 被保護者に対して、中野就職サポート＊や中野就労セミナー＊を活用し、就労支援を

図るとともに、就職した職場での定着支援を行うため、就労支援員やケースワーカー

等による継続的な支援を実施します。 

 主な事業 ○被保護者就労支援事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

エアコン購入費助成事業 

●事業開始  ●事業終了 
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政策１４ 誰もが自分らしく輝ける 

地域社会を形成する 
 

 

 

目指すまちの姿 

障害や認知症の有無など本人が置かれている状況にかかわらず、個々の特性や強

みを生かした就労や社会参画、様々な交流や活動などを通じて、自分らしく輝いて

います。 

 

 

成果指標 

「障害や認知症の有無などに関わらず自分らしく暮らせる環境が整っている」と思

う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  29.4％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策３２ 障害者の就労や社会参画の推進 

 

 

 

施策３３ 認知症のある人とその家族を支える環境づくり 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 14  誰もが自分らしく輝ける地域社会を形成する 

 

現状データ 

一般就労による定期的な収入のある障害者の割

合（15 歳以上 65 歳未満） 

 障害者に対する理解度 

 

 

 
出典：障害福祉サービス意向調査   出典：障害福祉サービス意向調査 

  

現状と課題 

● 都内民間企業における 2024 年 6 月 1 日現在の障害者実雇用率は 2.29％と過去最高とな

っています。また、中野区内における一般就労による定期的な収入のある障害者の割合

(15 歳以上 65歳未満)は 44.4％となっており、2020 年度と比較し伸びを見せています。

一方で、都内民間企業における法定雇用率 2.5％は未だ達成されていない状況にあり、

職場による障害への理解や合理的配慮の提供が進み、障害の特性に応じた勤務形態を地

域社会全体で増やす必要があります。 

● 2022 年度に実施した障害福祉サービス意向調査によると、障害者が働くために大切な環

境として、「健康状態にあわせた働き方」、「職場の理解」、「自分の障害にあった仕事が

ある」ことが上位 3 項目としてあげられており、障害者が働きやすい職場の開拓などを

進めていく必要があります。また、障害者が就職し、就労を継続していくためには、障

害者就労支援センターをはじめ、事業者、障害者就労施設や特別支援学校、保健・医療

機関等の様々な関係機関が連携し、本人を支えていくための仕組みや体制づくりが不可

欠です。 

● 2023 年度の区内障害者就労継続支援 B 型事業所の平均工賃月額は 22,461 円です。障害

者の重度化や高齢化により、工賃の維持・向上が難しくなっている中、事業所で働く障

害者の工賃向上を図るためには、本人の作業能力の向上に加えて、事業所が安定的に仕

事を確保できる体制づくりが一層重要となります。 
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施策 32 障害者の就労や社会参画の推進 
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● 障害者差別解消法では、日常生活等における障害を理由とする差別的取扱いを禁止して

います。また、障害者への合理的配慮の提供については、国や地方自治体、民間事業者

を含め国全体で法的義務となっています。しかしながら、法に関する区民の認知度は約

26％となっており、理解は未だ十分ではありません。障害の有無に関わらず、互いを尊

重し、共生できる社会の実現に向けた普及啓発や相互交流等を進めていく必要がありま

す。 

● 障害者があらゆる分野の活動に参加できる環境をつくるため、必要とする情報の取得及

び利用並びに意思疎通を図ることが重要です。このため、障害者の意思疎通支援の更な

る充実を図るとともに情報アクセシビリティの向上に向けた取組を進める必要がありま

す。 

 

施策の方向性 

▶ 障害者の自立した生活を支えるため、職場における障害の理解を進めながら、障害者の

就労促進と就労を継続するための支援を行うとともに、障害者就労継続支援事業所にお

ける安定的な仕事の確保と作業力向上に向けた支援を進めます。 

▶ 障害の有無に関わらず、互いを尊重し、共生できる社会の実現に向けて、障害を理由と

する差別の解消と区民や事業者等の理解の促進を図るとともに、情報アクセシビリティ

の向上を図ります。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①一般就労による定期的な
収入のある障害者の割合
（15 歳以上 65歳未満） 

％ 

障害者の自立した生活
や、安定的な仕事の確
保を図ることが把握で
きる指標であるため 

44.4 
（2022 年度） 

47 

②障害者に対する理解が
「ある程度進んでいる」、
「十分に進んでいる」と
回答した人の割合 

％ 

障害者の社会参画の推
進には、障害者への理
解促進・向上が必要で
あるため 

31.9 
（2022 年度） 

42.5 

  （出典）①障害福祉サービス意向調査 ②障害福祉サービス意向調査 

 

主な取組 
 

① 関係機関と連携した一般就労への支援と定着 障害福祉課 

 障害者が各々の希望に応じた働き方や働く場を選択でき、安心して働き続けられる

よう、就労支援センターが中心となり、関係機関との連携を図りながら、就労及び定

着・生活支援を行います。 

 主な事業 ○障害者就労・雇用促進事業 
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② 就労機会の拡大、体験・訓練の場の創出 障害福祉課 

 特別支援学校在学中から就労に対する支援を行い、卒業後における進路の選択肢を

広げる取組を行います。 

また、職場体験実習を充実し、就労体験や訓練の場を提供します。 

 主な事業 
○特別支援学校・障害者就労施設連携推進事業 ○区役所等職場体験実習  
○職場実習受入れ奨励金の支給 

   

③ 障害者就労施設等における受注機会・販路の拡大 障害福祉課 

 区内の障害者就労継続支援事業所の受注機会を拡大するため、事業者からの受注の

確保に取り組むとともに、自主生産品の販路拡大に向け、販売機会の確保や後方支援

を進めます。 

 主な事業 
○障害者就労施設受注促進事業 ○自主生産品販売会の実施  
○障害者優先調達推進法に基づく区役所業務の発注促進 

   

④ 障害に対する理解促進と社会参画支援の充実 障害福祉課 

 障害を理由とする差別解消のため、障害を理解する機会や、障害のある人とない人

との交流の場を設けるなど、啓発事業に取り組みます。また、障害の状況に合わせた

支援の充実やICTの活用により、障害者の社会参画や生活の質向上を図ります。 

 主な事業 ◎障害者差別解消推進事業 ◎意思疎通支援等社会参画促進事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

障害者差別解消推進事業 

●障害の理解促進・ふれあい交流事業の実施    

意思疎通支援等社会参画促進事業 

●失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の実

施 

 

●中野区手話言語条例に基づいた手話言語理

解促進事業の開始 

 

●視覚、聴覚障害者向けサポート事業の開始 

 

 

 

   

 

 

   

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 14  誰もが自分らしく輝ける地域社会を形成する 

 

現状データ 

認知症について理解している区民の割合  介護が必要となった原因 

 

 

 
出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査   出典：2022年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

  

現状と課題 

● 国は 2023 年に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」を策定し、共生社会

の実現の推進という目的に向け、認知症施策を国・地方が一体となり実施していくこと

を示しました。区における認知症高齢者は、2030年には約 1万 3千人になると推計され

ます。区では2023年度に中野区認知症施策推進計画を策定し、取組を進めています。 

● 認知症は早期の気付き・早期対応によって、症状の進行・悪化を大きく抑制できる可能

性が示唆されています。このため、MCI（軽度認知障害）を疑われる方を対象にした取

組が必要ですが、対象者の把握が難しい状況にあります。また、若年性認知症のように

年齢の若さから認知症を疑わないことや他の疾病と間違われることなど診断に時間を要

することがあります。こうした特性を踏まえ、早期からの相談・支援につなぐことがで

きる体制整備などに取り組む必要があります。 

● 認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域での見守り、

認知症への理解、認知症のある人やその家族の悩み等の相談や支援を進める必要があり

ます。認知症のある人に対する相談支援体制を強化するとともに、認知症のある人やそ

の家族の居場所や通いの場の充実を図り、継続的な精神的・身体的・経済的負担の軽減

等が求められています。 

● 認知症は誰もがなりうることから、認知症への理解を浸透させるとともに、認知症の早

期の気付きへの取組を広げ、認知症の疑いがある人の早期発見・早期対応が行えるよう

相談機能や医療体制を整えていくことが求められています。また、医療機関等関係機関

との連携強化、医療・介護従事者等の人材育成などにより対応力の向上を図る必要があ

ります。 
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施策 33 

認知症のある人とその家族を支える 

環境づくり 
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● 認知症になることで、買い物や移動、趣味活動など様々な生活場面で制限を感じ、外出

や交流などを減らさざるを得なくなり、孤立しがちな状態が生じるという実態がありま

す。住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくために障壁を減らしていく「認知症バ

リアフリー」の取組を進め、社会の一員として希望を持って生活できる環境づくりを進

めていく必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 認知症の有無に関わらず、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症の

理解促進と地域での対応力の向上を図るとともに、認知症のある人やその家族の意思を

踏まえて、早期の気づき、早期対応及び居場所づくりの取組を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①オレンジカフェ等認知症
のある人やその家族が集
える場所の設置数 

箇所 

認知症のある人やその
家族を支える身近な居
場所づくりの状況を計
るため 

20 
（2024 年度） 

25 

②認知症の症状や基本的な
対応方法を知っている人
の割合 

％ 
区民の認知症に対する
理解度を計るため 

28.1 
（2022 年度） 

45 

  （出典）①中野区資料 ②健康福祉に関する意識調査 

 

主な取組 
 

① 認知症バリアフリーに向けた意識の啓発 地域包括ケア推進課 

 認知症のある人やその家族などが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

う、生活を営む上での障壁となるものを減らしていく「認知症バリアフリー」の考え

方を広めていきます。認知症サポーターの養成などを通じて、区民等の認知症に関す

る知識や理解を深めていきます。認知症のある人の意見も踏まえながら、認知症のあ

る人からの発信の機会を増やすなど、普及啓発活動の支援を行います。 

 主な事業 ○認知症普及啓発事業 
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② 認知症のある人を支える地域の相談支援体制等の整備 地域包括ケア推進課 

 認知症検診（もの忘れ検診）事業を継続するとともに、認知症検診後のフォロー事

業を実施することを通じて、早期の気付きと MCI（軽度認知障害）の段階からの適切な

相談支援が受けられる体制を整備します。また、認知症疾患医療センターとの連携や

認知症初期集中支援チームで対応事例の検討を行うことを通じて、認知症初期の段階

から地域で支えられる体制づくりを進めていきます。さらに、若年性認知症に関する

普及啓発を行うとともに、相談支援体制の充実を目指します。 

 主な事業 ◎認知症相談支援事業 ○若年性認知症相談支援事業 

   

③ 認知症のある人やその家族・支援者の居場所づくり 地域包括ケア推進課 

 認知症のある人やその家族・支援者が孤立せず、相談や情報交換ができるよう、オ

レンジカフェなどの通いの場や身近な地域拠点のあり方等を検討し、認知症のある人

にもやさしいまちづくりを目指します。 

 主な事業 ◎認知症地域支援推進事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

認知症相談支援事業 

●認知症検診後フォローの充実    

認知症地域支援推進事業 

●地域拠点事業の充実・認知症サポートリー

ダーの活用     

 

推進 

推進 
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政策１５ 生涯を通じて楽しく健康に 

過ごせる環境をつくる 
 

 

 

目指すまちの姿 

中野で暮らすうちに自然と健康的なライフスタイルが身に付く環境が整うととも

に、子どもから高齢者まで、自分が関心のある運動・スポーツや学びなどに楽しみ

ながら取り組んでいます。 

 

 

成果指標 

「運動や学びなど健康で文化的な生活を送ることができる」と思う区民の割合 

2020 年度      2030 年度 

  36.9％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策３４ 誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境づくり 

 

 

 

施策３５ 健康的な生活習慣が身につく環境づくり 

 

 

 

施策３６ 地域医療体制の充実 

 

 

 

施策３７ 生涯にわたり学び続けることができる環境づくり 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 15  生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる 

 

現状データ 

運動・スポーツを行う場所  1 回 30 分以上の運動を週 1～2 回以上行ってい

る区民の割合 

 

 

 
出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 体育館や公園、スポーツ・コミュニティプラザなど、区のスポーツ施設の利用人数は増

加しているものの、定期的に運動を行う区民の割合は横ばいであり、運動習慣の定着に

向けたさらなる取組が必要です。また、スポーツのできる公園の整備は進んだ一方で、

学校開放の総開放日数は減少しており、身近なスポーツの場が減少しているため、既存

の区有地の有効活用や民間事業者との協働を進める必要があります。 

● スポーツ実施率は、全体的に上昇しているものの、20 歳代以下及び 60 歳代は他の年代

に比べて、低い傾向にあります。生涯にわたる運動習慣定着のためには、これまで取り

組んできた高齢層の健康づくりだけでなく、若年層の運動機会の定着、向上に取り組む

必要があります。また、子どものスポーツ実施率は微増傾向にありますが、運動する子

どもとしない子どもが二極化しており、幼少期から運動習慣を身に着ける必要がありま

す。 

● スポーツ・コミュニティプラザの施設利用人数や、地域スポーツクラブの運営に参加す

る公認クラブの認定数は増加傾向にあります。今後、地域住民が主体となった総合型地

域スポーツクラブ＊を目指すために、地域スポーツクラブ公認クラブ等団体の活動拡大

など、区民が主体となって運営に関わる手段・仕組みを拡充する必要があります。 

● 障害者の外出の主な目的における趣味・スポーツの割合は上がっており、障害者事業へ

の参加状況は向上傾向にあります。東京 2025 デフリンピックの開催を契機とし、障害

者スポーツを推進するだけでなく、障害のある人とない人がともにスポーツに親しむな

ど、共生社会推進の実現に寄与する必要があります。 
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施策 34 

誰もが身近に運動・スポーツ活動に 

取り組める環境づくり 
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● スポーツを支える活動に関わった区民の割合や、スポーツ推進委員の担い手が減少して

います。また、中野区体育協会をはじめとする社会体育団体主催事業の参加者数や事業

数が減少傾向にあります。そのため、中野区体育協会やスポーツ推進委員など、区のス

ポーツ振興を担う団体等を支援できる体制を強化していく必要があります。併せて、団

体等との連携により、スポーツ機会の確保・拡充や区民のスポーツマインド向上に取り

組む必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 区民が身近な場所で運動・スポーツ活動を行うことができる機会・環境を整えるととも

に、運動・スポーツを通じた区民同士の交流や地域コミュニティの形成を進めます。 

▶ 様々なスポーツに関係する団体・事業者と協働・連携しながら、区民・スポーツ関係者

の自発的な運動・スポーツ活動を推進するとともに、健康づくりや障害者スポーツの普

及を進めます。 

▶ 子どもの運動習慣の定着や、健康の維持、体力の向上等に向けた取組を進め、運動習慣

の形成を図ります。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①1回 30 分以上の運動を週 
 1～2 回以上行っている区 
民の割合 

％ 
区民のスポーツ活動に
取り組める環境づくり
の成果を計るため 

61.4 
（2025 年度） 

66 

②障害者の外出の主な目的
における趣味・スポーツ
の割合 

％ 

スポーツを通じて障害
者が地域社会に参加す
る機会の充実度を計る
ため 

28.7 
（2022 年度） 

36.7 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②障害福祉サービス意向調査 

 

主な取組 
 

① 誰もが運動・スポーツに取り組む環境づくり スポーツ振興課 

 区内スポーツ施設の利用促進や民間活力の活用などを図りながら、区民の運動習慣

の定着を進めていきます。併せて、既存の区有地などをスポーツ利用に活用すること

で、地域のスポーツ活動の活性化と健康促進を図ります。また、利用者のニーズを的

確に捉えた、レベルの高い競技の観戦・体験機会を充実し、スポーツへの関心を高め

ます。 

 主な事業 
◎スポーツ施設運営 ○区立小・中学校体育施設一般開放事業  
◎地域・団体連携事業 ○地域活性化包括連携事業 
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② スポーツを通じたコミュニティの形成、障害者スポーツの推進 スポーツ振興課 

 区民が主体的に運営する総合型地域スポーツクラブを目指すため、クラブの育成や

支援に取り組みます。障害の有無に関わらず、様々なスポーツに親しむなど、共生社

会の推進に寄与するため、障害者スポーツ、ユニバーサルスポーツの普及啓発に取り

組みます。 

 主な事業 ◎地域スポーツクラブ事業 ◎障害者スポーツ事業 ○スポーツ推進委員事業 

   

③ 子どもの運動習慣の定着に向けた取組の促進 スポーツ振興課 

 スポーツ施設の一般開放や、学校開放における個人利用、子ども向けの競技体験・

教室等を実施し、運動機会の提供や運動習慣の定着に取り組みます。また、学校部活

動の地域展開について、児童・生徒の育成や学校と地域とのつながりづくりに取り組

みます。 

 主な事業 ◎地域スポーツクラブ事業 ◎部活動の地域展開 

   

④ 様々なスポーツ団体等との協働・連携・支援 スポーツ振興課 

 中野区体育協会に加盟する区内各団体等への事業補助のほか、地域スポーツクラブ

公認クラブ等への活動支援により、各地域でスポーツに取り組む区民や団体の活動の

活性化を図ります。また、スポーツを支える人材の育成や、人材を必要とする区内ス

ポーツ団体等とのマッチングなどにより、競技力の向上を支援します。 

 主な事業 ○スポーツ推進委員事業 ○スポーツ団体援助事業 ◎地域スポーツクラブ事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192



 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

スポーツ施設運営 

 

●上高田運動施設庭球場の改修 

 

 

●スポーツ・コミュニティプラザ、運動施設

等指定事業の拡充 

 

 

 

●スポーツ・コミュニティプラザ運営の見直 

し検討 

 

●中部スポーツ・コミュニティプラザ運動広 

場の改修 

 

 

 

 

●総合体育館を利用した事業の拡充 

 

 

    

地域・団体連携事業 

●スポーツ団体補助及び事業委託の再構築 

 

 ●スポーツチーム等連携事業の調整 

 

 

 ●スポーツチーム等連携事業の拡大 

地域スポーツクラブ事業 

●スポーツ・コミュニティプラザを活用した

事業の拡充 

 

●スポーツ・コミュニティプラザ運営の見直

し検討 

 

●公認クラブ募集・選定 

 

●地域スポーツクラブのあり方の検討 

 

 

 

   

 

 

   
 

   

障害者スポーツ事業 

●デフリンピック開催を踏まえた事業の再構 

 築 

 

●参加者の障害特性に応じた種目、プログラ 

ムの改善・拡充 

    
 

 

    

部活動の地域展開 

●スポーツ・コミュニティプラザを活用した

事業の拡充    

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 15  生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる 

 

現状データ 

現在の健康状態に対する実感  健康診断を毎年受診している人の割合 

 

 

 
出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査   出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査 

  

現状と課題 

● 区民の死因のうち、生活習慣との関わりが強い「がん」、「心疾患」、「脳血管疾患」によ

る死亡者の割合は、全体の約 4 割となっています。高齢期における健康状態は、長年に

わたる生活習慣の積み重ねによって形成されるため、子どもの頃から健康的な生活習慣

の定着が図られるよう、ライフステージに応じた取組を進めるとともに、健康無関心層

への働きかけが必要です。併せて、禁煙を希望する区民に対する支援や、望まない受動

喫煙による健康被害の防止に取り組む必要があります。 

● 人口減少や少子高齢化により世帯構造が変化する中、食に対する価値観や暮らしの在り

方も多様化し、健全な食生活を実践することが困難な場面も増えています。乳幼児から

高齢者に至るまで、ライフステージやライフスタイル、多様な暮らしに対応した切れ目

のない、生涯を通じた食育を推進する必要があります。また、健康的な食生活を送るた

めには、口の健康を保つ必要があるため、食育の推進と併せて、歯と口の健康づくりに

取り組む必要があります。 

● 機械化・自動化の進展や移動手段の発達等、生活環境の変化により身体活動・運動の機

会が減少しています。日常的に歩きたくなる環境づくりを進めることで、運動習慣への

きっかけづくりとなるような取組を進めていく必要があります。 

● 健康づくりを総合的に推進していくためには、区民が健康課題を的確に把握するための

健診と疾病の早期発見・早期治療を図るための検診の受診率を向上させることが重要で

す。併せて、各種データの分析に基づき、健康に関心の低い区民にアプローチすること

で、一人ひとりのヘルスリテラシー＊の向上を図っていく必要があります。 

 

 

73.3

86.2

90.6

25.7

12.7

7.9

1.0

1.1

1.5

0 50 100

60歳以上

40～50歳代

30歳以下

（％）
健康である 健康でない 無回答

61.2

62.9

89.6

0 50 100

自営業主・家族従事者

無職

正規の職員・従業員

（％）

健康診断を毎年受けている割合

施策 35 健康的な生活習慣が身につく環境づくり 
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● 高齢者は身体的脆弱性、複数の慢性疾患や、認知機能や社会的つながりの低下といった

多面的な課題を抱えており、このフレイル＊と呼ぶ状態への対策には生活習慣病等の重

症化を予防する取組と生活機能の低下を防止する取組を一体的に実施する必要がありま

す。KDBシステム＊のデータをはじめ長寿健診データ等の分析に基づいた後期高齢者の健

康課題解決に取り組む必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 栄養・運動・休養の調和がとれた健康的な生活習慣の定着に向けて、区民一人ひとりの

自律的かつ継続的な健康づくりを進めます。 

▶ 疾病の予防や早期発見・早期治療を促進するため、各種データの収集・分析等に基づく

健康づくりを進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①自身の健康状態が「よ
い」と思う区民の割合  

％ 
主観的健康観を計るた
め 

81.9 
（2022 年度） 

90 

②食べ物や食生活に関して
栄養バランスや規則正し
い食生活を心がけている
人の割合 

％ 
日々の生活における生
活習慣の改善に対する
意識を計るため 

55.1 
（2022 年度） 

60 

  （出典）①健康福祉に関する意識調査 ②健康福祉に関する意識調査 

 

主な取組 
 

① 健康的な生活習慣の定着促進 保健企画課、保健予防課、すこやか福祉センターほか 

 栄養・運動・休養の調和がとれた健康的な生活習慣の定着に向けて、インセンティ

ブを活用した健康づくりを進め、自律的かつ継続的な健康づくりを促します。併せ

て、産学公の連携と協働による正しい知識の普及啓発や環境整備を推進します。ま

た、区民一人ひとりが抱える健康課題について理解促進を図るとともに、心の悩みの

ある区民に対する相談支援と、メンタルヘルスへの正しい知識を広げる心の健康づく

りを推進します。 

 
主な事業 

◎地域健康学習支援 ○精神保健相談・支援 ○生活習慣病予防対策事業  
◎受動喫煙防止対策事業 ◎禁煙治療費助成 ◎健康づくり普及啓発  
○熱中症予防対策 ◎健康づくりのポピュレーションアプローチ  
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定制度＊の推進 
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② データ分析や健診等による健康づくりの支援 保健企画課 

 特定健康診査や診療報酬明細書などのデータの収集・分析に基づき、ターゲットを

絞った保健事業の実施など効果的な事業を展開し、あわせて受診勧奨などを推進しな

がら、がん等健診の受診率向上に取り組むことで、生活習慣病等の早期発見・早期治

療につなげていきます。また、ナッジ理論＊を活用した健康に関心の低い区民へのアプ

ローチにより、生涯を通じた健康づくりの支援を進めます。 

 主な事業 ◎がん等健診の実施及び受診勧奨事業の実施 ◎データヘルス事業 

   

③ 食育の推進 すこやか福祉センター、保健企画課 

 子どもから高齢者までライフステージに合わせて、栄養バランスのとれた食事の大

切さや健康的な食習慣、歯と口腔のケア等の普及啓発を進めていきます。また、大

学、区内事業者等と連携・協働し、健康的な食事内容の推奨など、暮らしの中で自然

に健康的な食生活を送ることができる環境づくりを推進します。 

 主な事業 ○口腔健康学習支援 ○地域栄養活動支援 ○食育推進事業 

   

④ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 地域包括ケア推進課 

 低栄養や口腔フレイルのおそれがある高齢者を包括的に支援していくため、ポピュ

レーションアプローチ＊やハイリスクアプローチによりフレイル対策を進めます。 

 主な事業 ◎高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

地域健康学習支援 

●依頼・出前講座の充実    

受動喫煙防止対策事業 

●条例制定 

 

 ●公衆喫煙所設置助成制度の実施 

 

 ●巡回指導、飲食店への啓発・指導の実施 

 

 

  
 

  

禁煙治療費助成 

●禁煙治療費助成の実施 

 

●コミュニティポイントを活用した禁煙 

の推進  

   
 

    

健康づくり普及啓発 

●ウォーキングマップ改訂    

健康づくりのポピュレーションアプローチ 

●健幸ポイントを活用した健康づくり促進の

ための実証事業 

 

●「健幸どまんなか市」の開催、普及啓発の

強化 

●自律的かつ継続的な健康づくりの促進推進 

 

 

  

  

がん等健診の実施及び受診勧奨事業の実施 

●がん等健診の実施 

 

●コミュニティポイントを活用した受診 

促進  

   
 

    

データヘルス事業 

●特定健診等の実施 

 

●コミュニティポイントを活用した事業 

参加促進  

   
 

   

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

●ポピュレーションアプローチ及びハイリ 

スクアプローチの実施 

●拡充の検討及び中野区国民健康保険データ

ヘルス計画との連携の検討 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 15  生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる 

 

現状データ 

病状に応じた適切な医療が受けられる環境が整

っていると思う人の割合 

 病院や医療機関の便がよいと思っている人の割

合 

 

 

 
出典：2022 年度健康福祉に関する意識調査   出典：中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 後期高齢者（75歳以上）人口の増加や、医療の高度化・専門化等の社会環境の変化に伴

い、在宅療養を含む医療需要の一層の増加が見込まれています。こうした見通しの中で

も、区民の健やかな生活を支えていくためには、子どもから高齢者まで、誰もが必要な

ときに、疾病や症状に応じた医療が身近な地域で受けられるよう体制の整備を進めてい

く必要があります。 

● 新興・再興感染症の発生に備えた社会環境の変化に的確に対応しながら、地域の特性を

考慮した医療連携が求められています。地域保健対策を推進するための中核機関である

保健所は、中野区感染症予防計画や中野区健康危機対処計画等に基づき、地域特性や地

域資源を考慮した医療連携や、新興・再興感染症の発生に備えた平時の取組を推進し、

保健所の機能強化をすることが必要です。 

● 身近な地域で日常的に受診、相談等ができる、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かか

りつけ薬剤師・薬局の普及と定着を促進するとともに、病院と診療所の連携を推進する

ことで、切れ目ない医療の提供を実現していく必要があります。 

● 夜間や休日の急病等にも適切な医療が提供できるよう、医師会等の協力を得ながら、初

期救急医療体制の充実を図るとともに、災害時における救急医療体制や連携体制の強化

が必要です。 

● オンラインを通じた社会活動の増加とともに、セルフメディケーション＊の推進が図ら

れる等、医薬品を取り巻く状況は変化しています。また、若年者を中心に医薬品の濫用

が拡大しつつあります。医薬品の管理や販売が制度改正に対応して適切に行われるよ

う、事業者等への監視指導が必要です。また、医薬品の適正使用に関して区民への効果

的な普及啓発が必要です。 

整ってい

ると思う

20.9%

ほぼ整っている

と思う

56.9%

整っている

と思わない

19.0%

無回答

3.2%

87.9

87.8

88.0

10.4

10.8

11.0

1.7

1.4

0.9

0 50 100

2025年度

2024年度

2023年度

（％）よい 悪い 無回答

施策 36 地域医療体制の充実 
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施策の方向性 
 

▶ 区民の誰もが、身近な地域で安心して必要な医療を受けられる体制づくりを進めるとと

もに、健康危機への備えを強化します。 

▶ 区民の健康維持・増進を図るため、事業者等への指導を行うとともに、区民が適切に医

薬品を使用できるよう普及啓発を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①地域の救急医療体制が整
っていると思う人の割合  

％ 
地域での医療提供の充
実度を計る指標の一つ
となるため 

77.8 
（2022 年度） 

85.8 

②病院や医療機関の便がよ
いと思っている人の割合 

％ 
身近な地域において医
療受診や相談ができる
体制の状況を計るため 

87.9 
（2025 年度） 

90 

（出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 地域での医療提供の充実 保健企画課 

 地域の診療所と入院機能や高度医療を提供する病院等との連携を推進し、医療機能

の分担と円滑な入院患者の受け入れを図り、区民が必要なときに、疾病や症状に応じ

て身近な地域で、継続性のある適切な医療が受けられる環境づくりを進めます。ま

た、地域医療体制の充実を図るため、医師会等と連携した初期救急医療及び災害時救

急医療の確保や医療機関相互のネットワーク構築などの支援をします。さらに、地域

包括ケア体制＊の実現や新興・再興感染症などにより的確に対処できるよう検討を行い

ます。 

 主な事業 
○地域医療機関機能の検討 ○地域医療連携  
◎休日診療・小児救急医療体制整備 ○かかりつけ医（歯科医・薬局）普及啓発 

   

② 保健所機能の強化 保健企画課、保健予防課、生活衛生課 

 健康危機対処計画に基づき、平時から地域における医療機関や関係団体等との連携

を進めます。災害時や健康危機の発生時には、適切な医療が確保されるよう支援措置

を図るなど、地域における健康危機管理体制を強化します。また、健康維持・増進、

健康危機管理に関する意識を高めるため、リスクコミュニケーションの充実を図りま

す。 

 主な事業 ◎保健所機能強化 ○医療連携ネットワークの推進 
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③ 薬局等における安全管理体制の充実 生活衛生課 

 医薬品販売業者等へ法令等を周知するための適切な情報提供を行うとともに、医薬

品の適正管理、適正使用に向けた普及啓発を推進します。 

 主な事業 ○医薬品販売業者等監視指導 ○医薬品等検査 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

休日診療・小児救急医療体制整備 

●休日診療・小児救急医療体制の確保    

保健所機能強化 

●医療機関等との実践型訓練の実施 

 

 ●専門研修の実施 

 

 ●保健所移転整備に向けた検討 

 
 

 
 

   

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 15  生涯を通じて楽しく健康に過ごせる環境をつくる 

 

現状データ 

区立図書館における区民利用登録者数と貸出冊

数 

 区内における生涯学習の機会が充実していると

思う区民の割合 

 

 
出典：中野区資料   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 区内の大学や社会教育団体等により、様々な社会教育事業が展開されていますが、生涯

学習の機会が充実していると思う区民は 2 割後半にとどまっています。誰もが生涯を通

じて主体的に取り組めるよう、多様な学びの機会を提供していく必要があります。 

● 地域に根ざした関係団体の活動情報等を文化施設の生涯学習コーナー、ウェブサイト、

広報誌などで発信しています。区民による自主的な活動をさらに活性化していくため

に、関係団体に対する支援や、区民にとって有用な情報発信を一層強化していく必要が

あります。 

● 区立図書館における 2024 年の図書貸出冊数は、2020 年に比べて約 1.4 倍に増加してい

ます。一方、登録者数については、1 割程度しか伸びていません。今後は、蔵書を増や

すことや、学習に役立つレファレンスサービス＊を充実することで一層魅力ある図書館

としていく必要があります。 

● ICタグによる蔵書管理や自動貸出・返却機の導入により、窓口での手続を簡素化しまし

た。図書館の利便性をさらに向上させるためには、サービスポイントを設置し、利用者

の日常的な使いやすさを推進することが必要です。 

● 区立図書館においては、デイジー図書やオンライン対面朗読サービスなどの障害者サー

ビスを拡充させたほか、児童コーナーの環境改善事業を実施しました。一方で、閲覧席

の大幅な増加には至っておらず、自習やグループ利用などの滞在型利用のニーズには十

分応えることができていない状況にあります。 

● 区立図書館は、合同選書会議や団体貸出等を行い、学校図書館の機能を充実させるため

の連携や援助を実施しています。子どもの読書環境を充実していくため、引き続き区立

図書館と学校図書館間の連携を強化していく必要があります。 

1,898 
2,686 2,728 

49,035 49,153 52,184 

0

30,000

60,000

0

2,000

4,000

2020年 2022年 2024年

貸出冊数 利用登録者数

(千冊) (人) そう思う 4.8%

どちらかといえば

そう思う

22.5%

どちらかといえば

そう思わない

14.1%
そう思わない

8.3%

わからない・

無回答

50.2%

施策 37 

生涯にわたり学び続けることができる

環境づくり 
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施策の方向性 
 

▶ 区民のライフスタイルに応じ、生涯を通じて主体的に学び続けることができる環境づく

りを進めます。 

▶ 区民が図書館を学びや課題解決に活用できるよう、利便性の向上や環境の充実を図ると

ともに、乳幼児親子や子どもの読書活動を促進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区立図書館利用登録者数 人 
図書館サービスの充実
度を計るため 

52,184 
（2024 年度） 

65,000 

②区内における生涯学習の
機会が充実していると思
う区民の割合 

％ 
区内の学習環境に対す
る区民の実感を計るた
め 

27.3 
（2025 年度） 

35 

  （出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 学びの機会の充実 文化振興・多文化共生推進課、地域活動推進課 

 区民の誰もが生涯を通じて主体的に学習に取り組めるよう、生涯学習環境の充実を

図り、多様な学習機会を提供するとともに、区内の生涯学習団体の地域に根ざした活

動をより一層推進するため、区民にとって有用な情報発信を強化します。 

 主な事業 
○社会教育大学連携事業 ○社会教育訪問学級事業 ◎子ども向け体験学習事業 
◎生涯学習普及啓発 ○なかの生涯学習大学 

  

② 子どもの読書環境の充実 子ども・教育政策課 

 読書に親しむ子どもをさらに増やす取組を進めます。ブックスタート事業に加えブ

ックセカンド事業も開始し、さらなる学校等の関連機関との連携の充実も推進してい

きます。 

 主な事業 ◎児童・子ども読書活動推進事業 

   

③ 図書サービスの利便性の向上 子ども・教育政策課 

 図書館利用者の利便性向上や誰もが使いやすい図書館を目指し、電子書籍の導入及

びサービスポイントの整備を進めます。また、図書館の改築等にあわせ、閲覧席を増

やすことで、自習やグループ利用などの利便性向上を図るなどの環境整備を行いま

す。 

 主な事業 ◎区立図書館整備・運営 ◎（仮称）図書館サービス評価会 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

子ども向け体験学習事業 

●子ども向け体験事業の拡充   

生涯学習普及啓発 

●生涯学習情報発信の見直し   

児童・子ども読書活動推進事業 

●ブックセカンド事業の開始    

区立図書館整備・運営 

●野方図書館改築に向けた検討 

 

●鷺宮図書館移転整備に向けた検討 

 

 ●環境整備 

 

 ●サービスポイント整備 

 

 ●電子書籍の導入 

 

 ●ライブラリー開館日増加 

●野方図書館改築整備 

 

   
 

 
 

   
 

   
 

   

（仮称）図書館サービス評価会 

●（仮称）図書館サービス評価会の開始    

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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基本目標４ 

安全・安心で住み続けたくなる 

持続可能なまち 

政策１６ 災害に強く回復力のあるまちづくりを進める 

政策１７ 時代の変化に対応したまちづくりを進める 

政策１８ 快適で魅力ある住環境をつくる 

政策１９ 環境負荷の少ない持続可能なまちをつくる 

政策２０ 安全・安心な生活環境と防犯まちづくりを進める 

まちづくりは、人と人、歴史と未来をつなぎ、安全・安心とまちの魅力

を形づくるものです。地区の特性に応じて、あらゆる災害に強く、犯罪や

事件・事故がなく、いつまでも住み続けたくなる持続可能なまちを、多様

な主体の協働により築いていきます。 
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政策１６ 災害に強く回復力のある 

まちづくりを進める 
 

 

 

目指すまちの姿 

防災まちづくりの推進や地域の防災力の向上などにより、被害を最小限にとどめ、

早急に復旧できる回復力のあるまちづくりが進んでいます。 

 

 

成果指標 

「災害に強いまちづくりが進んでいる」と思う区民の割合 

  2020 年度      2030 年度 

  42.1％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策３８ 防災まちづくりの推進 

 

 

 

施策３９ 災害に強い体制づくり 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 16  災害に強く回復力のあるまちづくりを進める 

 

現状データ 

危険度ランク 4 以上の地区  不燃領域率 

 

 

 
出典：地震に関する地域危険度測定調査（東京都）   出典：土地利用現況調査（東京都） 

  

現状と課題 

● 「地震に関する地域危険度測定調査（東京都）」において区内 85 町丁目のうち「火災危

険度」「総合危険度」のいずれかの危険度がランク 4 以上の地区は、19 町丁目ありま

す。 

● 「首都直下地震等による東京の被害想定」のうち、区における被害が最も大きく見込ま

れる多摩東部直下地震（マグニチュード7.3）では、火災による焼失棟数は区内約6万7

千棟のうち約 1 千 3百棟、全壊建物数は約 1千棟とされています。また、区内における

旧耐震基準の木造住宅等で耐震性の低い建物は、約 1 万 4 千戸存在しています。また、

熊本地震や能登半島地震では、2000 年までに建築された新耐震基準の木造住宅の一部に

倒壊等の被害が発生したことを踏まえ、新耐震基準の木造住宅についても耐震診断や耐

震補強を進めていく必要があります。 

● 不燃領域率＊が 60％を上回ると、延焼による市街地の焼失率が 0％に近づき、延焼が抑

制されると考えられています。区全体としては60％を超えていますが、達していない地

区もあります。 

● 区内の道路は、幅員 4m 未満の道路が多く、災害時の避難や、消火・救援活動、緊急車

両の通行に支障をきたすおそれがあるため、拡幅整備を進めていく必要があります。ま

た、安全で円滑に避難場所への移動ができるよう、避難道路のネットワークを形成する

必要があります。あわせて、震災時・火災時の安全性の確保を目指し、公共空間の確保

や新たな防火規制＊による不燃化建替えを促進します。 
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施策 38 防災まちづくりの推進 
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● 「防災都市づくり推進計画（東京都）」における区の整備地域のうち 5 地区（平和の森

公園周辺、南台一・二丁目、南台四丁目、弥生町三丁目周辺、大和町）で防災まちづく

りを進めているほか、さらに地域危険度＊の高いエリアにおいても、区と地域が協働し

て、地区の実情を踏まえたルールづくりや運用を通じて災害に強いまちづくりを進める

必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 「防災都市づくり推進計画（東京都）」における整備地域や「地震に関する地域危険度

測定調査（東京都）」において危険度が高い地域について、国や都と連携して、延焼遮

断帯の形成や避難道路の整備、不燃化建替えを進め、防災まちづくりを進めます。 

▶ 区内の耐震性が不十分な建築物に対して、耐震性の確保を図ります。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①不燃領域率（防災まちづ
くり事業対象地区） 

％ 
まちの防災性向上を計
るため 

64.4 
（2024 年度） 

70 

②住宅の耐震化率 ％ 
震災時の被害軽減につ
ながるため 

92.8 
（2024 年度） 

100 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 重点整備地域における防災まちづくり まちづくり事業課 

 東京都の防災都市づくり推進計画に基づき、特に重点的、集中的に防災性の改善を

図るべき地区である重点整備地域において、不燃化特区制度＊等を活用し、延焼遮断帯

や避難道路の整備、老朽家屋の建替え促進を行います。あわせて、地区計画＊により、

良好な住環境と防災性の向上を図ります。 

 主な事業 ◎大和町地区における防災まちづくり 

   

② 防災環境向上地区における防災まちづくり まちづくり計画課、まちづくり事業課 

 東京都の防災都市づくり推進計画に基づき、防災環境向上地区において、地区の特

性や実情を踏まえ、国や都の支援制度を活用し、延焼遮断帯や避難道路の形成を図る

とともに、地区計画等により、良好な住環境と防災性の向上を図ります。 

 主な事業 
◎若宮地区における防災まちづくり  
◎上高田一、二及び三丁目周辺地区における防災まちづくり 
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③ 木密事業による防災まちづくり まちづくり事業課 

 整備地域内において、既に事業中の地区については、国や都の制度を活用した防災

街区整備事業や不燃建築物への建替え促進、地区計画による地区施設道路等の整備に

より、良好な住環境と防災性の向上を図ります。今後、事業化を図る地区（野方一・

二丁目地区など）については、既に事業中の地区の進捗を踏まえ、地区の実情に即し

た具体的な防災性向上の取組を検討します。 

 
主な事業 

◎弥生町三丁目周辺地区における防災まちづくり  
◎南台一・二丁目地区、南台四丁目地区、平和の森公園周辺地区における防災ま
ちづくり 

   

④ 耐震化の推進 建築課 

 旧耐震基準の住宅を対象とした耐震改修等助成や新耐震基準の木造住宅を対象とし

た耐震補強助成などの活用を推進することにより、建物の耐震性の確保を図ります。 

 主な事業 ○木造住宅等の耐震化促進事業 ○緊急輸送道路等沿道建築物耐震化事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

大和町地区における防災まちづくり 

●大和町地区防災まちづくり（避難道路

の整備、老朽建築物の除却、不燃化建

替え促進、地区計画によるまちづく

り） 

   

若宮地区における防災まちづくり 

●若宮地区防災まちづくり（地区計画の

策定） 

●若宮地区防災まちづくり（地区計画によるま

ちづくりの推進） 

上高田一、二及び三丁目周辺地区における防災まちづくり 

●上高田一、二及び三丁目周辺地区防災

まちづくり（地区計画の策定） 

●上高田一、二及び三丁目周辺地区防災まちづ

くり（地区計画によるまちづくりの推進） 

弥生町三丁目周辺地区における防災まちづくり 

●弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり

（防災街区整備事業）    

南台一・二丁目地区、南台四丁目地区、平和の森公園周辺地区における防災まちづくり 

●南台一・二丁目地区防災まちづくり

（地区施設道路等の整備、地区計画に

よるまちづくり） 

 

●南台四丁目地区防災まちづくり（地区

施設道路等の整備、地区計画によるま

ちづくり） 

 

●平和の森公園周辺地区防災まちづくり

（地区施設道路等の整備、地区計画に

よるまちづくり） 

 
 

 

 

   
 

 

 

   

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 16  災害に強く回復力のあるまちづくりを進める 

 

現状データ 

地震災害への家庭での対策の有無  地域自主訓練等参加人員 

 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 近年、地震や台風、局地的集中豪雨など大規模自然災害の発生によるリスクが一段と高

まっています。区内には、視覚や聴覚に障害のある方をはじめ、外国人、高齢者、その

他の障害のある方など、災害時に特別な支援を必要とする情報取得に困難を抱える方々

が多数居住・滞在しており、その数も年々増加していることから、迅速かつ確実な情報

提供体制を確保し、人命の保護を最大限に図るとともに、迅速な復旧・復興に向けた体

制づくりが求められています。 

● 区では、震災などの自然災害に備え、避難所の整備や必要な防災機材・備蓄物資を配備

しています。こうした備えについては、発災時の被害状況想定等を十分に踏まえるとと

もに、多様な避難者に対応するため、避難所環境の見直し・改善などに継続的に取り組

んでいく必要があります。また、在宅避難者等への支援を推進していくことが求められ

ています。 

● 首都直下地震などの大規模災害が発生した場合、区内では来街者が屋外で滞留し、多数

の帰宅困難者が発生することが想定されます。今後も引き続き、帰宅困難者の一時滞在

施設を確保していく必要があります。また、インバウンドの影響により多くの外国人が

区内に滞在していることから、外国人への対応についても取り組むことが求められま

す。 

● 災害時における自助・共助の取組を活性化させるため、誰もが参加しやすい防災事業を

展開するなど、町会・自治会に加入していない区民や、区内の集合住宅（アパート、マ

ンション等）に居住する方々の防災行動力及び防災意識を高めていく必要があります。

また、防災会や防災リーダー＊など、地域の取りまとめ役の年齢層が比較的高いため、若

い世代の担い手を育成していく必要があります。 
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● 区では、自力で避難することが困難な方の避難支援を円滑に行うため、「災害時避難行

動要支援者名簿＊」を整備するとともに、要支援者一人ひとりの「災害時個別避難計画

書＊」の作成を進めており、引き続き、計画書の必要性や活用について理解を得なが

ら、更なる状況の把握と計画書の作成を進める必要があります。併せて、名簿や計画書

を活用した訓練や検証、災害時の安否確認等の協定を結んでいる事業者との連携強化、

防災DXの取組について更なる推進をしていく必要があります。 

● 大規模地震や風水害等より発生する災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、排出・

分別ルールの周知を図っていく必要があります。また、災害廃棄物処理を円滑に進める

ため、災害廃棄物処理マニュアル作成の準備を進め、関係機関との協力体制を強化して

おく必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 地震や台風、局地的集中豪雨など大規模自然災害の発生時における人命の保護を最大限

に図るとともに、迅速な復旧・復興に向けた体制づくりを進めます。 

▶ 防災活動の担い手の育成や日常的な地域のつながりの形成、自助・共助による防災の取

組を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①地域自主訓練等参加人員 人 
地域防災に関する区
民の関心度を計るた
め 

40,741 
（2024 年度） 

43,000 

②飲料水・食料を備蓄して
いる区民の割合 

％ 
区民の震災への備え
の状況を計るため 

飲料水 64.8 
食 料 58.1 
（2025 年度） 

飲料水 75 
食 料 70 

  （出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 避難環境の整備と復旧・復興に向けた取組の推進 防災危機管理課 

 避難所運営を円滑に行うための環境改善や防災 DX の推進、多様性への対応、在宅避

難者への支援を進めます。また、迅速な復旧・復興に向けて、関係団体との協働体制

を推進します。 

 主な事業 
○災害対策組織体制の整備 ○関係団体との連携 ◎避難所運営  
◎備蓄物資・防災資機材等配備 
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② 情報伝達手段の充実と帰宅困難者対策 防災危機管理課 

 正確な情報伝達と伝達手段の多様化を図ります。外国人や障害者などの情報弱者の

方々が確実に情報を得られる環境の整備など、情報伝達手段を充実します。また、帰

宅困難者を収容するための一次滞在施設の確保や外国人に対応した対策を行います。 

 主な事業 ○情報発信・情報収集体制整備 ◎帰宅困難者対策 

   

③ 地域の防災力向上 防災危機管理課 

 区民が参加できる防災イベントや、外国人、障害者、若い世代の誰もが防災事業に

参加できる環境づくり等を進め、地域で実施される訓練等の支援を行うことで、地域

コミュニティの活性化を図るとともに集合住宅（アパート・マンション等）防災を推

進し、区民や地域の防災意識の向上を図ります。 

また、防災リーダー個々の能力向上を図り、地域防災会事業への参画等により、地

域防災会との連携の強化に向けた事業を展開します。 

 主な事業 
○総合防災訓練 ○地域自主防災支援（訓練・助成） 
◎集合住宅（アパート・マンション等）防災 ○防災リーダーの養成 

   

④ 避難行動要支援者への避難支援 地域活動推進課、防災危機管理課 

 協定事業者との連携強化を図り、迅速で的確な要支援者の安否確認等が行える体制

を整えるとともに、関係所管との連携により、防災 DX を推進します。また、「災害時

個別避難計画書」作成の必要性を広く周知し、対象となる方への作成を促します。 

 主な事業 ○災害時避難行動要支援者支援事業 ○災害時避難行動要支援者名簿の作成 

   

⑤ 水害対策の推進 防災危機管理課、道路管理課 

 公共施設や大規模民間施設等の新築等に伴い、雨水流出抑制施設の設置指導を行い

ます。また、ハザードマップの配布や浸水被害に関する情報提供等を行うとともに、

中野区及び消防署による合同水防訓練を実施し、区民や事業者の水害対策を促してい

きます。 

 主な事業 ○水害情報発信事業 ○雨水流出抑制施設の設置指導 ○合同水防訓練の実施 

   

⑥ 災害廃棄物処理の体制整備・普及啓発 ごみゼロ推進課 

 災害廃棄物処理を円滑に進めるための体制を整備します。また、災害廃棄物処理に

係る区民等への普及啓発を推進します。 

 主な事業 ○災害廃棄物処理の体制整備 ○災害廃棄物処理に係る普及啓発 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

避難所運営 

●避難者受付に係る DX 化検証及びシステム

導入 

 

●避難所運営アプリ等の導入 

●避難者受付に係るシステムの運用 

 

 

 ●避難所運営アプリ等の運用 

備蓄物資・防災資機材等配備 

●災害対策用備蓄物資の拡充 

 

●備蓄物資管理システムの導入 

  
 

●備蓄物資管理システムの運用 

帰宅困難者対策 

●外国人への情報提供の強化 

 

 ●帰宅困難者対策用物資等の配備 

 
 

 

集合住宅（アパート・マンション等）防災 

●集合住宅居住者に向けた防災対策の普及啓 

 発 

 

●コミュニティポイントを活用した防災訓練      

の推進 

 

 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

215



216



 

 

 

 

 

 

 

政策１７ 時代の変化に対応した 

まちづくりを進める 
 

 

 

目指すまちの姿 

地区の特性に応じたまちづくりや連続立体交差事業＊の進展などにより、駅周辺を

核としたまちの安全性・快適性・利便性が向上し、時代の変化に対応したまちづく

りが進んでいます。 

 

 

成果指標 

「西武新宿線の連続立体交差事業を契機とした沿線各駅のまちづくりや地区の特性

に応じたまちづくりにより、安全性・快適性・利便性が向上している」と思う区民

の割合 

  2020 年度      2030 年度 

  41.6％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策４０ 西武新宿線連続立体交差事業を契機としたまちづくりの推進 

 

 

 

施策４１ 各地区の特性に応じたまちづくりの推進 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 17  時代の変化に対応したまちづくりを進める 

 

現状データ 

西武新宿線 5 駅の周辺の居住人口 

（各年 1 月 1 日） 

 西武新宿線 5 駅周辺の居住者のうち、中野区を

住みやすいと思う区民の割合 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 西武新宿線沿線地域では、1時間あたりの遮断時間が40分以上の「開かずの踏切」が多

く存在し、自動車の渋滞を招くとともに歩行者の通行が遮断される事故の発生などの危

険性をはらんでいます。また、山手通り、中野通り、環七通り、環八通りなどの幹線道

路間において、南北に通る歩車分離された道路が少ないうえに、交通不便地域が存在す

る状況にあります。 

● 西武新宿線各駅の駅前に目を向けると、鉄道・バス・タクシー・自転車などの乗換えに

おける利便性が低く、十分な歩行空間や広場空間が少ないため、駅前の玄関口としてふ

さわしい空間やまち並みが形成されていないなどの課題があります。 

● 地域住民等の安全性・快適性・利便性を向上させるには、交通結節機能強化のための交

通広場の整備や無電柱化を進めるとともに、歩行者・自転車に優しい交通環境を作るた

めの骨格となる、都市計画道路を含めた道路ネットワークの整備などが求められます。 

● 都市計画道路の整備を契機として、商店街や新たに整備される駅前広場周辺のにぎわい

創出を図る必要があります。 

● 駅周辺地区の街区再編（拠点整備）や都市計画道路沿道の建替え促進を進めるにあたっ

ては、周辺の土地利用・まちづくりのルール、住環境整備の検討をあわせて行う必要が

あります。また、西武新宿線の連続立体交差化＊（中井駅から野方駅間）により創出さ

れる鉄道上部空間は、地域の特性を生かしたまちづくりに寄与する活用を求められてお

り、鉄道事業用地であることから、都や鉄道事業者などの関係者との調整を図りながら

検討を進めていく必要があります。 
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西武新宿線連続立体交差事業を契機と

したまちづくりの推進 
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施策の方向性 
 

▶ 西武新宿線連続立体交差化や交通基盤整備の着実な推進による、交通渋滞の解消、駅前

の交通結節機能の強化、安心して買い物ができる空間の確保、にぎわいの創出等を図り

ます。また、まちの安全性・快適性・利便性を高めることにより、鉄道沿線のまちづく

りを進めます。 

▶ 西武新宿線連続立体交差化により創出される空間の活用による、地域の要望や社会ニー

ズに寄与するまちづくりの取組を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①西武新宿線 5駅周辺の居
住人口 

人 
駅周辺のまちづくりの
進捗と連動していると
考えられるため 

160,191 
（2024 年度） 

167,000 

②西武新宿線 5駅周辺の居
住者のうち、中野区を住
みやすいと思う区民の割
合 

％ 
駅周辺のまちづくりの
進捗と連動していると
考えられるため 

93.8 
（2025 年度） 

95 

  （出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 新井薬師前・沼袋駅周辺のまちづくり まちづくり事業課 

 駅前の拠点地区における市街地再開発事業等による共同化を進めるとともに、商店

街活性化を支援することにより、歩いて楽しい商店街の形成などにぎわいと魅力あふ

れるまちづくりを進めます。また、誰もが歩きたくなる魅力的なまちの実現に向け

て、公有地と民有地等の一体的な活用を検討し、快適で居心地のよい都市空間の形成

を図っていきます。 

 主な事業 
◎新井薬師前駅前地区再整備 ◎沼袋駅前地区再整備  
◎事業用地活用によるにぎわい創出 

   

② 新井薬師前・沼袋駅周辺の基盤整備 まちづくり事業課 

 駅前において鉄道と他の交通機関との乗換え利便性を向上させ、交流拠点としての

交通広場など、地域課題を解消するための都市計画道路整備を進めます。また、歩車

分離や無電柱化により、交通基盤の強化や防災性の向上に寄与した基盤整備を進めま

す。 

 
主な事業 

◎補助第220号線（新井薬師前駅東側の南北道路）整備  
◎区画街路第3号線（新井薬師前駅南側の交通広場）整備  
◎区画街路第4号線（沼袋駅のバス通り）整備 
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③ 野方以西各駅周辺地区のまちづくり まちづくり計画課 

 野方・都立家政・鷺ノ宮駅周辺地区で策定したまちづくり整備方針を基に、各駅周

辺地区のまちづくりを進めます。また、区民、区議会、区が一体となった西武新宿線

踏切渋滞解消促進期成同盟の活動により連続立体交差化の早期実現を促進します。 

 
主な事業 

◎野方駅周辺地区まちづくり ◎都立家政駅周辺地区まちづくり  
◎鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり  
○西武新宿線（野方駅～井荻駅間）連続立体交差化の早期実現に向けた取組 

   

④ 野方以西各駅周辺の基盤施設の整備 まちづくり計画課、まちづくり事業課 

 鉄道と他の交通機関との乗換え利便性の向上などの地域課題を解消するため、野

方・都立家政・鷺ノ宮駅周辺地区で策定したまちづくり整備方針に基づいて、駅前交

通広場や周辺道路などの基盤施設の整備を進めます。また、野方第 1 号踏切を含め、

当該区間の区内全踏切が除却されるよう、東京都などの関係機関と協議・調整を進め

ます。 

 主な事業 
◎野方以西各駅周辺基盤施設の整備  
◎都市計画道路整備事業（補助第227号線等） 

   

⑤ 新たな創出空間の活用 まちづくり計画課、まちづくり事業課 

 鉄道上部空間を「防災・交通環境・にぎわいの創出」などに寄与する活用が図れる

よう関係機関との調整を進めます。新井薬師前駅及び沼袋駅周辺においては、鉄道上

部空間含む民間用地と公共用地が一体となった駅前空間の形成に向けて検討を進めま

す。 

 主な事業 ◎西武新宿線沿線における公共的空間の整備 ◎鉄道上部空間の活用 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

新井薬師前駅前地区再整備 

●都市計画の検討 

 

 ●市街地再開発事業等の検討 

●都市計画手続 

 

   

沼袋駅前地区再整備 

●都市計画の検討 

 

 ●市街地再開発事業等の検討 

●都市計画手続 

 

   

事業用地活用によるにぎわい創出 

●事業用地を活用したにぎわい創出    

  

推進 

推進 

推進 
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前期 後期 
  

補助第 220 号線（新井薬師前駅東側の南北道路）整備 

●用地取得の推進    

区画街路第 3号線（新井薬師前駅南側の交通広場）整備 

●用地取得の推進    

区画街路第 4号線（沼袋駅のバス通り）整備 

●用地取得の推進    

野方駅周辺地区まちづくり 

●まちづくり整備方針に基づくまちづくりの

検討・推進    

都立家政駅周辺地区まちづくり 

●まちづくり整備方針に基づくまちづくりの

検討・推進    

鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり 

●まちづくり整備方針に基づくまちづくりの

検討・推進    

野方以西各駅周辺基盤施設の整備 

●各駅周辺地区のまちづくり整備方針に基づ

く駅前広場等の具体化に向けた調整・検討    

都市計画道路整備事業（補助第 227 号線等） 

●事業化に向けた調整・検討    

西武新宿線沿線における公共的空間の整備 

●公共的空間整備に係る基本計画の策定    

鉄道上部空間の活用 

●鉄道上部空間の活用に向けた調整・検討    

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 17  時代の変化に対応したまちづくりを進める 

 

現状データ 

中野坂上駅、東中野駅、新中野駅周辺の居住人

口（各年 1 月 1 日） 

 中野坂上駅、東中野駅、新中野駅の 1 日乗降客

数 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：鉄道事業者公表資料 

  

現状と課題 

● 区内の平均乗降客数の上位4 駅は、中野駅、東中野駅、中野坂上駅、新中野駅となって

います。 

● 東中野駅、中野坂上駅、新中野駅の各駅周辺については、商業・業務施設や交流など集

いの場、地域に根ざした文化活動の場などの集積を図り、生活・仕事・交流・文化活動

を支える拠点として育成・整備が求められています。また、東中野駅東口周辺では、バ

リアフリー化が求められています。 

● まちづくりを進めるにあたっては、区民、事業者、行政などの関係者がそれぞれの役割

を認識し、より一層協力して取り組むことが求められています。 

● 区民自身が主体的・自主的に取り組むまちづくりとともに、区民から行政に対してまち

づくりを提案し、行政がこれを受けとめ、まちづくりに組み入れるなど「まちをともに

つくる」視点に基づく協働まちづくりを推進する必要があります。 
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施策 41 各地区の特性に応じたまちづくりの推進 
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施策の方向性 

▶ 区民、事業者、行政などの関係者の協働によるまちづくりの推進により、にぎわいの創

出、交通利便性や地域環境の向上等を図ります。 

 

成果指標と目標値 
 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①中野坂上駅、東中野駅、
新中野駅周辺の居住人口 

人 
駅周辺のまちづくりの
進捗と連動していると
考えられるため 

85,146 
（2024 年度） 

87,000 

②中野坂上駅、東中野駅、
新中野駅周辺の居住者の
うち、次世代も中野区に
住んでもらいたいと思う
区民の割合 

％ 
駅周辺のまちづくりの
進捗と連動していると
考えられるため 

66.7 
（2025 年度） 

70 

  （出典）①中野区資料 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 交流拠点のまちづくり まちづくり計画課 

 各駅周辺地区の必要に応じたまちづくりを推進していきます。特に、東中野駅周辺

地区については、まちの課題の解消と魅力あるまちへの更新を図り、交流拠点として

育成・整備を進めます。 

 主な事業 ◎東中野駅東口周辺地区のまちづくり 

   

② 区民による主体的なまちづくり まちづくり計画課 

 まちづくりに関する情報の提供、まちづくり専門家の派遣、活動助成金の交付、技

術的支援などを通じて、地区まちづくり団体等のまちづくりに主体的に取り組む団体

への支援を行います。 

 主な事業 ○地区まちづくり団体等支援事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

東中野駅東口周辺地区のまちづくり 

●東中野駅東口周辺のまちづくり推進に向け

た調整・検討    

 

推進 
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政策１８ 快適で魅力ある住環境 

をつくる 
 

 

 

目指すまちの姿 

居心地が良く歩きたくなるまちなか、魅力ある公園、多様な移動環境などが整備

され、快適で魅力ある住環境の形成が進んでいます。 

 

 

成果指標 

「快適で魅力ある住環境の形成が進んでいる」と思う区民の割合 

  2020 年度      2030 年度 

  45.4％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策４２ 住生活の安定の確保と向上の促進 

 

 

施策４３ 歩きたくなるまちづくりの推進 

 

 

施策４４ 道路・橋梁の着実な整備・改修 

 

 

施策４５ 多様なニーズに応じたみどりのある魅力的な公園づくり 

 

 

施策４６ 誰もが利用しやすく、円滑に移動できる交通環境の整備 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 18  快適で魅力ある住環境をつくる 

 

現状データ 

定住意向理由として「家の広さなど居住環境が

よい」を選択した区民の割合 

 空き家率（戸建て） 

 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：住宅・土地統計調査 

  

現状と課題 

● 誰もが安全・安心にライフステージが変わっても住み続けられる多様な住まいの確保に

向けては、住宅の確保に特に配慮が必要な低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯な

どの住宅確保要配慮者の居住支援をはじめ、良好な民間賃貸住宅の供給に向けた誘導、

既存住宅のバリアフリー化や適切なリフォームの実施、健康的で快適な暮らしが可能と

なる住宅ストックの推進など住宅ストックの質の向上を図るとともに、空き家の予防や

中古住宅の購入の促進などとあわせて総合的に取組を進める必要があります。 

● 不動産団体、居住支援団体、行政の福祉部門と共同で立ち上げた居住支援協議会によ

り、住宅確保要配慮者に対する関係機関が連携した支援を進めています。高齢化の進展

に伴い、安定した住まいの確保が難しい方が増加しているため、円滑な入居促進が必要

です。また、老朽化が進む公営住宅の計画的な管理・運営を進めていく必要がありま

す。 

● 区内ではマンションは主要な居住形態として広く普及しており、分譲マンション居住世

帯のうち、65歳以上の世帯が3割を占めています。今後、建物の高経年化や居住者の高

齢化が進行すると、管理や建替えの議論が円滑に進まないことが懸念されます。その結

果、管理不全のマンションが増加し、周辺環境に影響を及ぼす可能性があります。 

● 2024 年度末現在、区内には 618棟の空き家が確認されています。少子高齢化の進行に伴

い、空き家の増加が大きな社会問題となっています。その中でも、管理が不十分な空き

家は建築、衛生、景観などの面で様々な問題を引き起こし、地域住民の生活環境に悪影

響を及ぼすことになります。また、管理不十分な空き家への対応と同時に、空き家状態

の長期化防止や、空き家の発生抑制が課題となっています。 
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施策 42 住生活の安定の確保と向上の促進 
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施策の方向性 

▶ 住宅確保要配慮者の円滑な入居を促進するとともに、区営住宅の適正な維持管理に努

め、居住の安定を確保します。 

▶ 住宅ストックの質の向上に向けて、区民の意識啓発を図るとともに、マンションの適正

な維持管理及び円滑な建替えに向けた取組を推進します。 

▶ 空き家の適正管理を促進するとともに、民間団体等と連携し、不動産市場での利活用へ

の誘導も行い、空き家状態の解消を進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①定住意向理由として「家
の広さなど居住環境がよ
い」を選択した区民の割
合 

％ 
住宅に関する区民の実
感を計るため 

13.4 
（2025 年度） 

15 

②空き家率（戸建て） ％ 
空き家（戸建て）の実
態を把握するため 

3.8 
（2023 年度） 

3 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②住宅・土地統計調査 

 

主な取組 
 

① 居住支援体制の推進 住宅課 

 不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門と生活支援を担う福祉部門とが連携しな

がら、子育て世帯をはじめ低額所得者、高齢者、障害者など住宅確保要配慮者の相談

支援体制を推進するとともに、住み替えや見守り等の支援を推進することで、居住の

安定を図ります。 

 
主な事業 

○居住支援協議会運営支援 〇住宅確保要配慮者入居支援事業  
〇セーフティネット住宅登録推進 
〇住み替え物件情報の提供、家賃債務保証サービス 

   

② 住宅ストックの質の向上  建築課、住宅課 

 区内リフォーム事業者の活用の推進や耐震補強など既存住宅ストックの質の向上に

関する情報提供により、安全・安心に配慮された住宅の普及を行います。また、分譲

マンションの適正管理に関する意識の啓発を図るとともに、管理組合に改修や適切な

管理に関する支援を行います。 

 
主な事業 

○リフォーム相談事業 ○耐震補強助成事業  
○公民連携によるマンション適正管理普及促進事業  
○マンション管理計画認定制度普及促進事業 
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③ 区営住宅及び福祉住宅の維持管理 住宅課 

 区営住宅及び福祉住宅の計画的な修繕や適正な維持管理に努め、入居者の住環境の

安定を図ります。また、今後の住宅市場の動向やニーズの多様化等を見据え、公営住

宅のあり方や必要数、世帯の多様化に対応するための方向性を明確にし、将来にわた

って安心して暮らし続けられる住環境の実現を目指します。 

 主な事業 ◎公営住宅等運営 

   

④ 空き家の発生抑制と適正管理 住宅課 

 利活用の促進や相続問題に関する相談体制の整備など意識啓発や情報提供により、

空き家の発生予防に努めます。あわせて、区内の空き家のデータベースを適切に管理

し、管理不全な空き家については、周囲に危険が及ばないように適切な管理を促して

いきます。 

 主な事業 ◎空き家対策推進事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

公営住宅等運営 

●公営住宅等長寿命化計画策定、計画に基づ

く取組の推進    

空き家対策推進事業 

●管理不全空家等の制度運用 

 

 ●民間団体等と連携した空き家利活用の 

検討 

   
 

 ●民間団体等と連携した空き家利活用に係る 

仕組みの構築 

推進 

推進 
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政策 18  快適で魅力ある住環境をつくる 

 

現状データ 

住まい周辺の生活環境における「景観や街並み

について」の評価 

 普段の生活において「外出時に休憩できるとこ

ろが少ない」と感じている区民の割合 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 「住みやすさ」に対する区民の評価は一定向上しつつあるとともに、約 7 割が「景観や

街並み」について、良いと評価しています。 

● 一方、外出時に休憩できるところが少ないと感じている区民割合は 5 割を上回っていま

す。 

● 区ではこれまで狭あい道路整備や区道のバリアフリー化等、安全で快適に歩けるみちづ

くりを進めており、今後もより一層まちの魅力向上や安全で快適な歩きたくなるまちの

実現に向けた取組を進める必要があります。 

● そのために道路や公園、公共施設等のバリアフリー化、気軽に休める休憩スペースの確

保等、子どもから高齢者まで誰もが移動しやすい基盤の整備など居心地が良く歩きたく

なるまちなかの実現に向けた環境づくりが課題です。 

● さらに歩きたくなるまちづくりの実現に向けて、オープンスペースや公共空地等のゆと

りある空間の創出を図るとともに、地域の特性や資源を活かした中野区らしさを演出す

る景観誘導を進め、まちのにぎわいを生み出していくことも必要です。 
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施策 43 歩きたくなるまちづくりの推進 
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施策の方向性 

▶ バリアフリーやユニバーサルデザイン＊の考え方に基づいた誰もが利用しやすい道路・

交通環境や公共施設の整備等を進めます。 

▶ 居心地が良く、歩いて楽しくなるウォーカブルなまちづくりを推進するため、地域特性

に応じた適切な景観誘導とともに、土地の有効活用や高度利用を促進すること等によ

り、ゆとりある魅力的な都市空間の実現を図っていきます。 

 

成果指標と目標値 
 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①住まい周辺の生活環境に
ついて、「景観や街並みに
ついて」を「よい評価」
とした区民の割合 

％ 
景観や街並みに関する
区民の実感を計るため 

75.2 
（2025 年度） 

77.8 

②外出時に休憩できるとこ
ろが少ないと感じている
割合 

％ 
歩きやすい環境整備の
評価を計るため 

57.5 
（2025 年度） 

44.8 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 都市計画課、企画課 

 高齢者や障害者をはじめ、誰もが移動しやすく、利用しやすいまちの実現に向け、

多くの人が利用する公共施設等について、「中野区バリアフリー基本構想」や「中野区

ユニバーサルデザイン推進計画（第2次）」に基づいて整備を推進します。 

 主な事業 ◎公共施設等バリアフリー化推進事業 ○区有施設のユニバーサルデザイン推進 

   

② 地域特性を生かした土地利用の推進 都市計画課、まちづくり計画課ほか 

 オープンスペース等の創出により安全で快適な街並みの形成を目指して、都市基盤

の整備、土地の高度利用・有効利用を推進していきます。また、商業・業務系市街地

における多様な都市機能の集積と周辺環境との調和を図ります。 

 主な事業 ○効果的な土地の高度利用、有効利用の推進 

   

③ 魅力的な街並みを形成する景観づくりの推進 都市計画課ほか 

 中野区の個性となる魅力ある街並みとして、水やみどり等の自然を含めた賑わい・

憩い・安らぐことができる都市空間の実現を図るため、中野区らしい景観まちづくり

の推進やみどりのネットワーク＊の構築等、歩きたくなるまちづくりを進めます。 

 主な事業 
◎景観まちづくりの推進 ◎公民連携による休憩スペースの確保  
〇道路・公園等における緑化の推進 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

公共施設等バリアフリー化推進事業 

●中野区バリアフリー基本構想に基づく特定

事業の推進    

景観まちづくりの推進 

●景観条例・景観計画の検討 ●景観条例制定、景観計画策定 

公民連携による休憩スペースの確保 

●歩きたくなるまちづくり整備方針策定 

 

●方針に基づく基盤整備等の実施及び民間に

よる整備誘導 

 

 

 

推進 

推進 
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政策 18  快適で魅力ある住環境をつくる 

 

現状データ 

道路バリアフリー化率  無電柱化優先整備路線の進捗率 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  
現状と課題 

● 区道のバリアフリー化（歩車道の改良、道路の視覚的区分化）については、道路舗装の

改修と併せて順次進めており、2024年度末の対象道路バリアフリー化率は35.4％となっ

ています。歩道幅員を十分に確保できない路線があるものの、安全な歩行空間を確保す

るために整備を進めていく必要があります。 

● 無電柱化については、中野区無電柱化推進計画に基づき順次進めており、優先整備路線

の進捗率は 18.5％となっています。区内は道路幅員が狭く、住宅が密集している地域が

多いため、無電柱化の推進に向け、各対象路線に適切な整備手法を選択し、関係事業者

との調整を行いながら進める必要があります。 

● 橋梁については、2023 年度改定の中野区橋梁長寿命化修繕計画に基づき点検及び修繕を

進めており、多くの橋梁で健全度が良好な状態となっています。今後についても予防保

全を基本とした維持管理により橋梁の健全度を良好に保つことが必要です。 

● 区内の道路は、計画的な補修工事を進めていますが、計画サイクルより早期に劣化する

路線が確認されています。このため、予防保全型の維持補修への移行完了を目的とし

て、道路分類ごとの計画的な維持管理に取り組む必要があります。 
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施策 44 道路・橋梁の着実な整備・改修 
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施策の方向性 

▶ 道路のバリアフリー化や無電柱化の推進等、快適な道路空間の整備を進めます。 

▶ 道路・橋梁の予防保全を基本とした維持管理を着実に進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①道路バリアフリー化率 ％ 
道路のバリアフリー化
の推進状況を計るため 

35.4 
（2024 年度） 

43.1 

②無電柱化優先整備路線の
進捗率 

％ 
道路の快適性向上の状
況を計るため 

18.5 
（2024 年度） 

31 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 道路のバリアフリー化の促進 道路建設課 

 安全な歩行空間の確保を図るべく歩車道の改良、歩道のない道路の視覚的区分化に

よりバリアフリー化を推進します。 

 主な事業 ◎バリアフリー化改良工事 

   

② 無電柱化の促進 道路建設課 

 まちの防災性の向上や景観に配慮した都市空間の創出、安全な歩行空間を確保する

ため、「中野区無電柱化推進計画」に基づき、無電柱化を推進します。 

 主な事業 ◎無電柱化推進事業 

   

③ 予防保全型維持管理の推進 道路建設課 

 道路及び橋梁の予防保全型の維持・補修を実施し、安全かつ円滑な交通の確保及び

効率的な道路管理を実現します。 

 主な事業 ◎橋梁長寿命化修繕事業 ○道路舗装維持管理 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

バリアフリー化改良工事 

●バリアフリー化工事（設計、工事）    

無電柱化推進事業 

●中野区無電柱化推進計画に基づく整備（設

計、工事）    

橋梁長寿命化修繕事業 

●中野区橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕

工事（設計、修繕工事）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

推進 

推進 

推進 
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政策 18  快適で魅力ある住環境をつくる 

 

現状データ 

区内の公園や広場についての満足度  区内の公園や広場の利用頻度 

 

出典：中野区区民意識・実態調査   出典：2025 中野区区民意識・実態調査 

  
現状と課題 

● 区の公園の現状は、公園率（区の面積に占める公園面積の割合）は 3.1％（23 区中 22

位）、区民 1 人当たりの公園面積は 1.41 ㎡（23 区中 22 位）となっています。様々な機

会をとらえた用地の確保により、区民が憩える新たな公園を創出していくことが求めら

れます。 

● 近年の「公園や広場の満足度」は 6 割台で推移し、「公園や広場の利用頻度（月に 1～2

日程度以上の利用）」は3割台で推移しています。 

● 区では、公園施設の老朽化が進んでいることや近年の公園へのニーズの変化に対応する

ため、中野区公園再整備計画に基づき、再整備や施設改修等に取り組んでおり、適宜、

計画の見直しを図りながら、安全・安心で魅力ある公園づくりを推進していく必要があ

ります。 

● 公園は、様々な樹木や植栽により、区内の大切なみどり空間となっており、緑陰の形成

や景観的・環境的な価値をもたらしています。安全性を担保するため、樹木の点検や保

全を適切に行うとともに、日常的な管理について地域住民団体などとの連携が必要とな

っています。 

● 公園の利活用に関しては、利用ルールの緩和や民間活用などにより、利便性の向上やに

ぎわいづくりへの取組を進めています。公園の多機能性を最大限に引き出すため、公園

利用者と近隣住民との相互理解による柔軟な利活用の促進や、新たな民間活力の導入に

関する検討を進める必要があります。 

 

 

 

65.6 62.7 68.8

0

50

100

2023年度 2024年度 2025年度

満足度

(％)
週1日以上

18.0%

月に1～2日程度

15.7%

年に数回程度

23.1%

利用していない・

無回答

43.4%

施策 45 

多様なニーズに応じたみどりのある 

魅力的な公園づくり 
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施策の方向性 
 

▶ 誰もが、憩い、遊び、にぎわう魅力ある公園づくりを進めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①公園や広場の利用者満足 
 度 

％ 
公園の整備や管理運営
等に対する利用者の評
価を計るため 

68.8 
（2025 年度） 

70 

②公園や広場の利用率 ％ 
公園の利用実態を把握
するため 

33.7 
（2025 年度） 

36 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① 公園施設の適切な整備・改修 公園課 

 新たな公園を整備するとともに、既存公園の再整備や公園施設・遊具等の改修を適

切に行います。また、子どもから高齢者までだれもが自由にいつでも使えるユニバー

サルデザイン＊に対応した施設に更新します。 

 主な事業 
◎新たな公園の整備 ◎中野区公園再整備計画による再整備  
◎哲学堂公園再整備 ◎トイレ環境の改善 ○公園遊具更新・点検事業 

   

② 安全・安心で快適に利用できる環境づくり 公園課 

 樹木を適切に管理することで、快適に過ごせるみどり空間を保全しつつ、枝折れ等

による事故を防止します。また、防犯カメラの設置や園内灯のLED化を進めて防犯面で

の安全性を高めるとともに、日常的な清掃の質の向上により衛生面での安心感を高め

ます。 

 主な事業 ○適切な樹木管理 ◎防犯カメラの設置 ◎園内灯のLED化 

   

③ 公園運営及び利活用の促進 公園課 

 公園の多様なストック効果をより高めるため、民間活力を引き続き活用しつつ、新

たな導入の可能性を検討します。また、地域団体等からの提案による柔軟な公園の利

活用を促進したり、利用ルールの在り方について考えていきます。 

 主な事業 ◎民間活力の活用 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

新たな公園の整備 

●平和の森公園拡張部の整備（設計、用地取

得、工事） 

●未着手都市計画公園の事業化検討 

  

中野区公園再整備計画による再整備 

●公園再整備（設計、工事） 

 

 ●公園再整備計画の改定 

   
 

  

哲学堂公園再整備 

●哲学堂公園再整備（設計、工事）    

トイレ環境の改善 

●公園トイレ改修工事、衛生管理の強化    

防犯カメラの設置 

●整備完了   

園内灯の LED 化 

●整備完了   

民間活力の活用 

●(仮称)上高田五丁目公園指定管理導入    

 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 18  快適で魅力ある住環境をつくる 

 

現状データ 

交通に関する生活環境についての満足度  駅周辺の自転車放置率 

 

 

 
出典：中野区区民意識・実態調査   出典：駅前放置自転車の現況と対策（東京都） 

  

現状と課題 

● 区の公共交通網は比較的充実していますが、鉄道や路線バスのネットワークの構築が難

しい地域が一部存在し、地域ごとに公共交通サービスの差が生じています。このため、

区全域から区民の生活圏まで、きめ細かな取組を着実に進めていく必要があります。 

● 鉄道・路線バスの利用者数は、新型コロナウイルス感染症等の影響により激減し、現在

は回復傾向にありますが、新型コロナウイルス感染拡大以前まで到達することは難しい

見込みです。区内の一部の路線バスでは、利用者数の減少や運転手不足等により、減便

や改廃が生じています。 

● 公共交通の利用率低下によるサービス水準の悪化を予防し、区民の公共交通移動が自家

用車へ転換しないよう、区民へ公共交通の現状や利用の意義を浸透させる必要がありま

す。また、公共交通を維持・確保し、多様な選択を可能にする交通環境づくりを進める

ため、区民、企業、交通事業者、行政の相互協力のもと、地域の実態に応じた公共交通

全体の最適化を図る必要があります。 

● 世帯当たりの自動車保有台数は減少傾向にあり、23区で最も少なく、区民の半数を超え

ている人が自転車を利用しています。シェアサイクル＊のポート数及び利用者数も増加

しており、シェアサイクルを含めた多様化した自転車利用に対応した駐車環境を確保す

る必要があります。また、自転車通行空間の整備を推進し、整備箇所や効果等につい

て、周知・啓発を図る必要があります。 
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施策 46 

誰もが利用しやすく、円滑に移動できる

交通環境の整備 
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● 区内全域では放置自転車の件数は減少していますが、駅周辺や集客施設周辺では、依然

として放置自転車が集積している箇所があります。放置状況に応じた警告・指導を行う

とともに、親子車や電動自転車、集客施設用など利用者のニーズに合った駐車環境を整

備する必要があります。また、区営自転車駐車場の一部施設では劣化が進行しているた

め、計画的な施設保全を進める必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 区民、企業、交通事業者、行政が相互に協力し、地域特性に応じた地域公共交通ネット

ワークを形成し、持続可能な地域交通環境の向上を目指します。 

▶ 身近で環境にやさしい交通手段である自転車の活用を推進するため、誰もが安全・安心

に利用しやすい自転車利用環境を整備します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区内移動の快適性に関す
る満足度 

％ 
移動環境の整備の成果
を計るため 

57.3 
（2025 年度） 

68.8 

②駅周辺の自転車放置率 ％ 
自転車駐車場の再編整
備や放置自転車対策の
成果を計るため 

4.6 
（2024 年度） 

4 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②駅前放置自転車の現況と対策（東京都） 

 

主な取組 
 

① 公共交通利用を促す意識啓発 交通政策課 

 公共交通ネットワークの維持・最適化に関する検討を進めるとともに、公共交通利

用を促進するため、意識啓発に向けた取組（モビリティ・マネジメント＊）を進めま

す。さらに、交通事業者等が開発・提供するMaaS＊と連携し、区民の移動の快適性や利

便性が向上するシステムについて検討や実証を進めます。 

 主な事業 ○モビリティ･マネジメント ◎新技術を活用した移動の活性化 

   

② 区民の快適な移動と回遊の確保 交通政策課 

 地域・交通事業者と連携し公共交通サービス事業を実施するとともに、地域公共交

通に関する住民の主体的な取組への支援を検討します。また、環境への配慮や高齢者

の移動手段の代替として国内で検討が進められている新たなモビリティの導入に関す

る取組を進めます。 

 主な事業 ○新公共交通サービス事業 ◎新たなモビリティの導入 
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③ 公共交通を補完する自転車利活用の推進 交通政策課、道路建設課ほか 

 自転車通行空間の整備及び周知・啓発やシェアサイクルを含め多様化するニーズに

合った環境整備等、公共交通ネットワークを補完し、区民にとって身近な移動手段で

ある自転車の利活用を推進します。 

 主な事業 ○自転車シェアリング事業 ○自転車通行空間の整備 ○自転車利用の促進 

   

④ 自転車利用の環境整備と適正化 交通政策課、中野駅周辺まちづくり課ほか 

 安全な通行空間を創出するため、放置自転車対策や、自転車駐車場の計画的な整

備・環境改善・運営管理を推進するとともに、民間の自転車駐車場の整備促進に努め

ます。放置自転車対策のコスト低減のため、業務効率化を進めます。自転車駐車場の

利便性向上とコスト低減のため、新しい運営方法や利用料の見直しを検討します。 

 主な事業 
○放置自転車対策 ◎自転車駐車場整備 ◎自転車駐車場運営・環境改善  
○民間自転車駐車場整備促進 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

新技術を活用した移動の活性化 

●MaaS システム構築検討・実証実験    

新たなモビリティの導入 

●導入検討 ●実証実験 

自転車駐車場整備 

●中野三丁目自転車駐車場開設 

 

 ●鍋横自転車駐車場再整備 

 

 

 ●鍋横自転車駐車場再整備完了 

自転車駐車場運営・環境改善 

●指定管理者制度＊の導入 

 

●利用ニーズに合わせた施設改修 

   
 

    

 

推進 

推進 

推進 
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政策１９ 環境負荷の少ない持続可能

なまちをつくる 
 

 

 

目指すまちの姿 

環境負荷の少ないライフスタイルや緑化推進などが、区民の生活や企業活動に浸

透し、脱炭素のまちづくりが進んでいます。 

 

 

成果指標 

「環境負荷の少ないライフスタイルなどが、区民の生活や企業活動に浸透している」

と思う区民の割合 

  2020 年度      2030 年度 

  28.9％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策４７ 脱炭素社会の推進と気候変動への適応 

 

 

 

施策４８ ごみの減量やリサイクルの推進 

 

 

 

施策４９ みどりの保全と創出の推進 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 19  環境負荷の少ない持続可能なまちをつくる 

 

現状データ 

中野区内の二酸化炭素排出量  東京都の気候変化 

 

 
出典：オール東京 62 市区町村共同事業提供資料   出典：国土交通省気象庁資料 

  

現状と課題 

● 地球温暖化による猛暑、集中豪雨、台風の大型化・頻発化など、異常気象と激甚化する

災害は、人々の生活に深刻な影響を及ぼしています。地球温暖化が引き起こす「気候危

機」に直面している状況において、地球の平均気温の上昇抑制は喫緊の課題となってい

ます。2021 年 11 月に採択された COP26 におけるグラスゴー気候合意では、世界の平均

気温上昇を産業革命前に比べて1.5℃までに抑える努力をすることが明示されました。 

● 国は、地球温暖化対策計画（2025年2月）の中で「2030年度において、温室効果ガスを

2013年度から46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続けてい

く。また、2035 年度、2040 年度において、温室効果ガスを 2013 年度からそれぞれ

60％、73％削減することを目指す。」という目標を掲げました。区においても、2050 年

二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向け、国と同様に二酸化炭素排出量の削減を目指し

ており、環境に配慮した取組をさらに加速させる必要があります。 

● 「中野区ゼロカーボンシティ宣言」により、区民、事業者との連携・協働のもと、2050

年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すこととしています。2030 年度における二酸

化炭素排出量削減の目標達成のため、「ゼロカーボンシティ実現に向けたまちづくりの

全体方針」に基づき、取組を進めていく必要があります。 

● 2023 年度に実施した区民・事業者アンケートでは、省エネ行動が重要であるという意識

はあるものの、住宅の断熱化（31.4％）や給湯器の高効率化（14.2％）は依然として進

んでおらず、ZEH＊や再エネ電気プラン＊などの新たな取組については浸透していない状

況がうかがえます。省エネ対策の取組として、再生可能エネルギー＊設備や電力の導入

に向けた取組を更に進めていく必要があります。 
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施策 47 脱炭素社会の推進と気候変動への適応 
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● 2021 年度の二酸化炭素排出量の部門別構成比をみると、民生家庭部門と民生業務部門か

らの二酸化炭素排出量があわせて約 8 割を占め、次いで運輸部門からが約 1 割となって

います。また、ゼロカーボンの実現に向けては、区民や事業者に対する普及啓発や情報

提供が求められています。二酸化炭素排出量が多い家庭・事業所における脱炭素化を進

めるため、意識醸成と行動変容を促す取組を効果的に実施していくことが重要です。 

 

施策の方向性 

▶ 今後の区内のまちづくりに関わるあらゆる取組を通じて、環境配慮・脱炭素化の視点を

加え、「エネルギーの効率的利用の推進」、「みどりを活かしたゆとりある環境の形成」、

「環境負荷の少ない交通環境の形成」の取組について検討し、合意形成を図りながら、

実行していきます。 

▶ 区民・事業者に対して地球温暖化対策及び気候変動への適応に関する意識を浸透させ、

地球環境に配慮した行動変容を促すとともに、区民や事業者・団体等の環境に配慮した

活動等を広く周知することで、中野区全体で脱炭素社会＊の実現に向けた取組を推進し

ていきます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区内の二酸化炭素排出量 
千 t- 
CO2 

脱炭素社会の実現に向
けて、区内の実態を計
るため 

850 
（2022 年度） 

570 

②環境に配慮した取組を行
っている区民の割合 

％ 
区民の環境配慮行動の
実態を計るため 

90.4 
（2025 年度） 

98 

  （出典）①オール東京 62 市区町村共同事業提供資料 ②中野区区民意識・実態調査 

 

主な取組 
 

① エネルギーの効率的利用の推進 環境課、建築課ほか 

 二酸化炭素排出量の削減に向け、個々の建築物の省エネルギー性能の向上、再生可

能エネルギー・未利用エネルギーの活用を促進します。また、複数の建物・街区が連

携するエネルギーの面的利用、エネルギーマネジメント＊について、導入の検討・誘導

に努めます。 

 
主な事業 

○環境形成型のまちづくり  
◎建物の省エネルギー化・再生可能エネルギー転換促進  
○道路整備における低炭素材料利用の推進 
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② みどりを活かしたゆとりある環境の形成 環境課、道路建設課、公園課ほか 

 樹木の循環利用などによる二酸化炭素吸収を促進するとともに、緑化や舗装面の改

善による熱環境緩和を通じて建築物の省エネルギー効果を高めていくため、建物・敷

地の緑化、既存のみどりの保全、木材利用による二酸化炭素の固定、道路拡幅に合わ

せた街路樹や植樹帯の整備による連続したみどりの空間形成などの促進・誘導に努め

ます。 

 主な事業 
○道路・公園等における熱環境緩和 ○木材利用の推進  
○道路・公園等における緑化の推進 

   

③ 環境負荷の少ない交通環境の形成 交通政策課、道路建設課ほか 

 環境負荷の少ない公共交通や自転車の利用、徒歩による移動がしやすい歩きたくな

るまちづくりを進めます。また、道路ネットワークの整備や駐車場の適切な配置によ

り交通流動の円滑化を図り、移動に伴う二酸化炭素の発生を抑制していきます。 

 主な事業 ○モビリティ･マネジメント＊ ○自転車通行空間の整備 ○自転車利用の促進 

   

④ 区民等の環境配慮行動の促進 環境課 

 普及啓発や情報提供を通じて、気候変動などの環境に関する区民の理解を深めると

ともに、省エネルギー対策となる設備導入の補助等を推進し、区民等の環境配慮行動

を促進します。 

 主な事業 
◎環境普及啓発 ○他自治体との環境交流事業  
◎再生可能エネルギー設備等導入支援 

   

⑤ 熱中症・猛暑対策の推進 企画課、保健予防課ほか 

 地球温暖化に伴う気候変動の影響等により、身体や生命に危険を及ぼすような猛暑

が続いていることから、区民の生命と健康を守るため、熱中症・猛暑対策を進めま

す。 

 主な事業 ◎熱中症・猛暑対策事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

建物の省エネルギー化・再生可能エネルギー転換促進 

●建築物再生可能エネルギー促進計画の

運用開始    

環境普及啓発 

●再生可能エネルギー電源の調達に関す

る普及啓発 

 

●（仮称）気候区民会議の実施 

 

●デジタル地域通貨（ナカペイ）を活用

した（仮称）環境行動ポイント事業の

実施 

 

 

 

 

 

 

再生可能エネルギー設備等導入支援 

●補助の拡充    

熱中症・猛暑対策事業 

●総合的な対策の実施    

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 

推進 
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政策 19  環境負荷の少ない持続可能なまちをつくる 

 

現状データ 

区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量・ごみと資源

の総排出量 

 燃やすごみの中の資源化可能物・対象外品目の

混入率 

 

 

出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により一時増

加したものの、再び減少傾向に転じ、2024年度は 425gとなっています。 

● 燃やすごみの中には、資源化可能物が 28.3％混入しています。ごみの中には資源化可能

物がまだ多く含まれていることから、プラスチック製容器包装に製品プラスチックを加

えた「資源プラスチック」などの資源やごみの分別意識の向上を図り、資源化を推進す

る必要があります。 

● 新型コロナウイルス感染症の影響により増加していた家庭ごみ、びん・缶、プラスチッ

ク製容器包装は、2021 年度以降再び減少傾向に転じています。一方で、ペットボトル

は、新型コロナウイルス感染症の影響が小さくなってからも、猛暑による需要の伸びに

伴い回収量が増加しています。社会情勢の変化に対応した安定的な清掃・リサイクル事

業の運営が求められています。 

● 「中野区食品ロス削減推進計画」に基づき、食品ロス削減のための普及啓発や食品ロス

削減協力店や大学等と連携した事業を進めています。食品ロス削減協力店は、廃業等に

よる登録取消数が新規登録数を上回っており、2024年度末で276店舗となっています。 

今後も積極的に新規登録店舗を開拓していく必要があります。また、協力店利用者や事

業参加者のみならず、広く区民・事業者に波及していくような効果のある取組を検討し

ていく必要があります。 
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施策 48 ごみの減量やリサイクルの推進 
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施策の方向性 
 

▶ 「環境負荷の少ない持続可能なごみゼロ都市」を目指し、区民や事業者に対して3R（発

生抑制〔リデュース〕、再使用〔リユース〕、再生利用〔リサイクル〕）の意識を浸透さ

せ、行動変容を促すとともに、環境負荷を低減した安全で着実なごみの収集・運搬と効

率的な資源化を推進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①区民 1人 1日あたりのご
み排出量 

ｇ 
ごみ排出量の実態及び
区の資源化施策の成果
を計るため 

425 
（2024 年度） 

400 

②燃やすごみの中の資源化
可能物の混入率 

％ 
適正排出に向けた行動
変化の実態を計るため 

28.3 
（2024 年度） 

22.3 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① ごみ減量・3R普及啓発 ごみゼロ推進課 

 ごみの発生抑制や資源・ごみの分別ルール等について、様々な広報媒体や取組を通

じて広く啓発を行い、意識の醸成、浸透及び行動の定着化を図ります。 

 主な事業 ◎資源・ごみの分別・排出ルール等の普及啓発 ○3R意識普及啓発 

   

② 適正なごみの収集・運搬と資源回収 ごみゼロ推進課 

 安全で着実なごみの収集・運搬を行うとともに、より効率的で環境負荷の軽減に配

慮した資源化を進めます。また、不適正にごみを排出する区民・事業者への指導等を

行い、集積所の美化に努めます。 

 主な事業 
◎びん・缶・ペットボトル等の回収・資源化事業 ○集団回収の支援  
○区民・事業者への排出指導 

   

③ 食品ロス削減の推進 ごみゼロ推進課 

 「中野区食品ロス削減推進計画」に基づき、食品ロス削減への理解の促進を図りま

す。食品ロス削減協力店をはじめ、区内事業者・大学等と連携し、イベント等を通じ

て効果的な普及啓発の取組を検討・実施します。 

 主な事業 ○食品ロス削減普及啓発 ◎区内事業者・大学等と連携した食品ロス削減事業 
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事業の展開 
 

前期 後期 
  

資源・ごみの分別・排出ルール等の普及啓発 

●リチウムイオン電池の適正排出の促進    

びん・缶・ペットボトル等の回収・資源化事業 

●リチウムイオン電池の回収場所の拡充    

区内事業者・大学等と連携した食品ロス削減事業 

●食品ロス削減協力店と連携したイベントの

実施    

 

推進 

推進 

推進 
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政策 19  環境負荷の少ない持続可能なまちをつくる 

 

現状データ 

緑被率・みどり率  住まい周辺の生活環境における「みどりの豊か

さ」の評価 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区区民意識・実態調査 

  

現状と課題 

● 区内の緑被率＊（2016 年度調査）は、2007 年度調査時点に比べ、0.23 ポイント減少の

16.14％となっています。一方、区内のみどり率＊は 0.08 ポイント減少の 17.46％にとど

まっています。また、居住する周辺の生活環境における「みどりの豊かさ」について、

「よい」又は「どちらかといえばよい」と回答した人の割合は67.0％であり、2023年度

比4.2ポイント増加しています。 

● 区内のみどりが減少傾向にあることから、まちづくり等の中でみどりを増やす取組を進

めるとともに、公園等の既存の公共施設内におけるみどりの維持や拡充について検討を

進める必要があります。また、民有地のみどりも減少していることから、区民、事業者

等がみどりに対する理解や関心を深め、区と一体となって緑化推進に取り組む環境を整

える必要があります。 

● みどりと防災の環境軸としての機能を持たせることを目的に、道路幅に合わせた街路樹

や植樹帯の整備が進んでいる一方で、集合住宅や屋敷林等の樹林面積が減少している状

況にあります。区内では、自然的要素が少ないことから、公園や緑地等とのネットワー

クの強化、植栽の工夫や樹木の適正な管理により、みどりを保全する必要があります。 

● 区内に生息する虫や鳥、植物をはじめとする生き物について、調査を実施し、現状把握

を進めています。2030 年のネイチャーポジティブ＊の実現に向けて、生物多様性の保全

を推進するため、区民の関心・理解を深めていく必要があります。 
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施策 49 みどりの保全と創出の推進 
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施策の方向性 

▶ 区が率先して区有地のみどりの保全や創出に努めるとともに、区民、事業者とも協働し

て取組を推進します。 

▶ 都市開発諸制度の活用やまちづくり事業との連携により、質の高い緑化誘導に取り組

み、みどりのネットワーク＊の構築を推進します。 

▶ 生物多様性に係る意義の普及啓発や、保全に向けた取組を推進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①みどりの豊かさに対する
区民の満足度 

％ 
居住する周辺環境にお
けるみどりに対する区
民の実感を計るため 

67.0 
（2025 年度） 

71 

②緑被率・みどり率 ％ 
区内のみどりの実態を
計るため 

緑被率 16.14 
みどり率 17.46 
（2019 年度） 

緑被率 16.14 
みどり率 18.32 

  （出典）①中野区区民意識・実態調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 緑化推進に向けた普及啓発 環境課 

 花と緑の祭典やみどりの教室等の事業を通じて、区民のみどりへの理解や関心を高

めるとともに、区民・事業者・区が一体となって緑化推進に取り組む環境を整えま

す。 

 主な事業 
○花と緑の祭典 ○みどりの貢献賞 ○みどりの教室 ○園芸緑化相談事業  
○公園等花壇支援事業 

   

② みどりのネットワークの構築 環境課、公園課ほか 

 都と連携する都市開発諸制度を活用した緑化誘導やまちづくり事業に伴うみどりの

空間の整備や、既存の街路樹の適正管理を推進することで、新たなみどりの軸を加え

たみどりのネットワークの構築を進めます。 

 主な事業 ○各駅・地区まちづくりと連携したみどりの空間整備事業 ◎街路樹の管理 

   

③ 質の高いみどりの確保・創出 環境課 

 都市部における緑化を推進するため、一定の基準に基づき敷地や建築物に緑化を義

務付ける制度を着実に運用します。また、質の高いみどりを誘導するための緑化にか

かる助成制度を継続していきます。 

 主な事業 
○緑化計画書制度 ○生け垣・植樹帯設置助成制度  
○樹木・樹林・生け垣の保護及び助成 
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④ 生物多様性保全の推進 環境課、子ども教育施設課 

 生物多様性を保全し、自然と共生する社会を実現するため、区内動植物の生息・生

育状況を周知するなどの普及啓発事業を実施し、生物多様性に関する区民等の理解を

促進していきます。 

 主な事業 ○区民生き物観察会 ◎生物多様性に係る普及啓発事業 ○ビオトープ等の設置 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

街路樹の管理 

●道路の緑化・保全に関する方針等策定 ●方針等に基づく適切な街路樹管理の実施 

生物多様性に係る普及啓発事業 

●生物多様性に係る普及啓発事業の充実   

 

推進 
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政策２０ 安全・安心な生活環境と 

防犯まちづくりを進める 
 

 

 

目指すまちの姿 

関係機関・地域の連携により、犯罪や事件・事故がなく、良好な生活環境が保た

れるとともに、区民の防犯、消費生活、感染症などに関する意識の高まりや、行動

の変化が生まれ、安全・安心な暮らしが守られています。 

 

 

成果指標 

「安全・安心な生活環境と防犯まちづくりが進んでいる」と思う区民の割合 

  2020 年度      2030 年度 

  45.3％ ➡ 向上 
 

 

施策の構成 

施策５０ 犯罪や事件・事故の防止と消費生活の安全の推進 

 

 

 

施策５１ 感染症の予防と拡大防止 

 

 

 

施策５２ 安全・安心な生活環境の確保 
 

  

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 

SDGｓのゴール

との関係 
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政策 20  安全・安心な生活環境と防犯まちづくりを進める 

 

現状データ 

自転車関与事故及び関与率  刑法犯認知件数 

 

 

 
出典：東京都資料   出典：東京都資料 

  

現状と課題 

● 区内の刑法犯認知件数は、2022年から 3年連続増加しています。特に自転車盗難の被害

が増加しており、刑法犯認知件数の約 4 割を占めています。また、高齢者を狙う特殊詐

欺被害は後を絶たず、被害額は増加傾向にあり、新たな詐欺の手口も出始めています。 

● 消費者を欺く悪質商法の内容も多様化、複雑化しており、トラブルに遭っているという

認識が低い高齢者等が巻き込まれています。年間 3 千件程の相談件数のうち、高齢者か

らの相談が全体の 3 割を超えています。こうした現状を踏まえ、特殊詐欺や悪質商法な

どによる消費者被害の未然防止・拡大防止に資する見守り活動を推進していく必要があ

ります。 

● デジタル化の進展等消費者を取り巻く環境が大きく変化する中で、知識や経験の不足に

つけこまれ、被害にあう消費者が後を絶ちません。消費生活の安全・安心に向けた普及

啓発を進め、幅広い世代に消費者としての責任や自覚を促していく必要があります。 

● 交通事故に目を向けると、自転車が関与する事故が多く、2024 年の自転車事故関与率

は、2023 年に比べ 0.7 ポイント増加し 58.2％で、都内平均の 45.8％を大きく上回って

います。そのため、自転車利用者の交通ルール厳守とマナーの向上を図る必要がありま

す。また、自転車ヘルメットの着用率は、中野区区民意識・実態調査によると前年より

増加しましたが、14.6％にとどまっているため、着用率の向上が必要です。 

● 通学路の安全対策として、関係機関との合同点検を計画的に実施しています。また、通

学路の防犯性の向上の観点から、防犯カメラの設置を行ってきました。一方で、防犯カ

メラは設置から10年近く経過しているため、故障のリスクが高くなっており、今後は、

適切な更新などの対策が必要です。 

382 392
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施策 50 

犯罪や事件・事故の防止と消費生活の

安全の推進 
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● 犯罪が起こりにくいまちづくりに向けて、社会情勢の変化に伴い変容する犯罪手口に対

応するため、警察や関係機関等と連携した広報啓発活動を行うとともに、区民や防犯団

体などの防犯活動を支援し、まち全体の防犯力を向上していく必要があります。 

 

施策の方向性 

▶ 犯罪や事件・事故の起こりにくいまちの実現に向け、様々な主体との連携による防犯活

動や見守りをさらに強化します。 

▶ 区民の安全・安心な消費生活を支えるため、相談体制の充実を図るとともに、幅広い世

代に向けて、消費生活に関する啓発や注意喚起を行います。 

▶ 自転車の安全利用促進と電動キックボード等の安全利用の啓発を継続し、区民の交通安

全意識の向上に向けた取組を推進します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①自転車関与事故件数 件 
自転車が関与する事故
件数を計るため 

362 
（2024 年） 

320 

②刑法犯認知件数 件 
地域の安全・安心に対
する取組の成果を計る
ため 

2,094 
（2024 年） 

1,800 

  （出典）①東京都資料 ②東京都資料 

 

主な取組 
 

① 犯罪被害防止のための対策 防災危機管理課、区民サービス課 

 警察や関係機関と連携し、防犯キャンペーン等の啓発を行うとともに、特殊詐欺被

害防止に取り組みます。また、多様な媒体を活用し、子どもから高齢者まで幅広い層

に向けた消費者への啓発を行います。 

 主な事業 
○特殊詐欺未然防止普及啓発 ○自動通話録音機貸与事業  
○中野区防災・防犯情報メールの配信事業 ○消費生活普及啓発事業 
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② 地域の防犯・見守り体制の強化 
防災危機管理課、区民サービス課、 

子ども・教育政策課ほか 

 地域において区民団体等が行う防犯活動を支援するほか、登下校時の通学路におけ

る見守り活動を強化します。また、高齢者、障害者、認知症等により判断力が不十分

となった方の消費者被害防止のため、被害情報の共有や早期発見につなげる体制を充

実します。 

 
主な事業 

○学校情報配信事業 ○通学路見守り支援事業 ◎通学路安全対策事業  
○防犯設備整備事業 ○防犯資機材等支援支給事業  
◎消費者被害防止に向けた安全支援連携の充実 

   

③ 自転車の交通安全対策 防災危機管理課 

 区内の自転車通行空間の整備状況を踏まえ、警察や各関係団体との連携を図りなが

ら、区民の交通安全意識の向上に向けた取組を推進します。特に、高齢者の次に事故

の多い 20代～40代の世代に対する自転車安全講習会等を推進し、自転車利用者の交通

ルール順守とマナーの向上に向け、自転車の点検・整備や自転車保険への加入を促進

します。 

 主な事業 ○交通安全普及啓発事業 ◎自転車点検整備等促進事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

通学路安全対策事業 

●西武新宿線を横断する歩道橋の整備 ●西武新宿線を横断する歩道橋の整備完了  

消費者被害防止に向けた安全支援連携の充実 

●地域における見守りのための関係機関、協

議会等への情報提供の充実    

自転車点検整備等促進事業 

●コミュニティポイントを活用した自転車安

全利用講習会の促進  

 

推進 

推進 
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政策 20  安全・安心な生活環境と防犯まちづくりを進める 

 

現状データ 

MR（麻しん・風しん）第 2 期予防接種率  区内新規結核患者数 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の経験から、人の流れや物流の国際化・活発

化、多数の人が集まる大規模なイベント開催などに伴う輸入感染症、新興・再興感染症

の発生・拡大リスクへの備えは重要な課題となっています。区民の生命及び健康に重大

な影響を与えるおそれがある感染症の発生に備えた平時の取組及び感染症発生時の拡大

防止策、それらを支える人材育成を着実に行う必要があります。 

● 感染症の発生抑制・拡大防止を図るため、平常時において、区民等に対して感染症に対

する正しい知識の普及啓発を強化するとともに、適切に予防接種を推進し、接種率のさ

らなる向上を進める必要があります。感染症の発生時には拡大防止を図るため、関係機

関とのネットワーク構築など、リスクコミュニケーションを推進する必要があります。 

● 高齢者や障害者等の感染症重症化リスクの高い方々が利用する施設や、乳幼児が密な環

境で生活する保育園等では、新型コロナウイルス感染症流行時には多くのクラスターが

発生しました。今後、新たな感染症等が発生した時にも同様のリスクが生じる可能性が

あります。平時からの感染症予防対策や、発生時における感染拡大防止のための具体的

な行動や対応について啓発する必要があります。  

● 中野区の結核新規登録患者のうち、60歳以上の患者と若い世代の外国人の割合が高い傾

向にあります。病状や生活環境も異なる結核患者が、治療を完了できるよう支援を行う

とともに、周囲への感染防止を図る必要があります。また、性器クラミジア・淋菌・梅

毒などの性感染症（STI）も依然として流行しています。STI には HIV 感染の合併が多い

ことを考慮し、STIの検査・相談体制を確保する必要があります。 
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施策 51 感染症の予防と拡大防止 
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施策の方向性 

▶ 感染症に対する予防策の啓発、各種予防接種の接種率向上や検査の実施を行っていくこ

とに加え、新型コロナウイルス感染症への対応における教訓を踏まえた感染症の発生・

拡大予防に備えるための取組を推進します。 

▶ 関係機関とのネットワークを維持・活用し、専門職の人材育成や、感染症発生時に対応

できる体制整備を進め、感染症のまん延を防止します。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①感染症の予防を心がけて
いる人の割合 

％ 
感染症予防に対する区
民意識向上の達成度を
計るため 

94.8 
（2022 年度） 

98 

②MR（麻しん・風しん）第
2期予防接種率 

％ 
予防接種率の向上が感
染症の流行を予防する
ため 

90.2 
（2024 年度） 

95 

  （出典）①健康福祉に関する意識調査 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 感染症予防・拡大防止に向けた啓発 保健予防課 

 区民や施設管理者等に対して、感染症予防策の啓発や情報提供をすることで、地域

の感染症への対応力を高めます。併せて、感染症の重症化リスクが高い施設等に対

し、発生時における具体的な行動や手順についても同様に指導、啓発を行います。 

 主な事業 
○感染症予防普及啓発 ○感染症発生動向調査  
○施設等に対する感染症予防指導 

   

② 感染症拡大防止策の強化 保健予防課 

 感染症の拡大、まん延を防ぐために予防接種の接種勧奨や制度の周知、HIV 等の検査

を進めます。また、特に結核に関しては、医療機関等と連携した服薬・療養支援を行

います。 

 主な事業 
○定期・任意予防接種 ○結核対策 ○服薬確認推進事業 ○積極的疫学調査 
○HIV等性感染症検査 

   

③ 感染症に対応できる人材の育成 保健予防課、保健企画課 

 感染症に対応できる専門的な人材育成を進めます。感染症の発生時に地域の医療機

関等とスムーズな連携ができるよう、実践的な訓練等を行っていきます。 

 主な事業 ○医療機関等との実践型訓練 ○専門研修 ○地域感染症対策ネットワーク推進 
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政策 20  安全・安心な生活環境と防犯まちづくりを進める 

 

現状データ 

騒音・振動等の苦情・相談件数  旅館業許可施設件数 

 

 

 
出典：中野区資料   出典：中野区資料 

  

現状と課題 

● 区内の宿泊施設数が増加したことに伴い、宿泊客による騒音やゴミ出しルールの不徹底

等、周辺住民の生活環境の悪化などの懸念が生じています。宿泊者や区民の安全・安心

を守るために、宿泊施設の適正な運営の確保に向けて衛生管理等に関する監視指導を強

化していく必要があります。 

● 全ての食品等事業者におけるHACCP＊に沿った衛生管理の実施のため、監視指導や講習会

等での支援や普及啓発を進めます。また、様々な機会を活かし、引き続き HACCP の定着

を促進していく必要があります。さらに、食中毒発生防止のため、消費者の衛生知識向

上に資する普及啓発事業を実施します。 

● 気候変動の影響における平均気温の上昇により、衛生害虫・害獣の活動期間や生息域に

変化が生じています。安全と衛生を確保するため、衛生害虫・害獣の適正防除を推進す

る必要があります。また、人と愛護動物との共生社会の実現に向け、ペットの適正・終

生飼養に関する普及啓発を推進するほか、飼い主のいない猫を減少させていく取組が重

要です。 

● 騒音・振動・悪臭等の様々な公害や住環境の悪化要因となるごみ屋敷等の苦情・相談に

ついては、速やかな対応が求められるものであり、より迅速かつ着実に対応する必要が

あります。 
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施策の方向性 

▶ 安全・安心で衛生的な生活環境を確保するために、宿泊施設等の監視指導、食の安全確

保、衛生害虫・害獣への対応、愛護動物との共生等を総合的に推進します。 

▶ 騒音・振動・悪臭等の様々な公害への対策を着実に実施するほか、地域における安全か

つ快適な区民の生活環境の確保に努めます。 

 

成果指標と目標値 

成果指標 単位 指標設定の理由 現状値 
2030 年度 

目標値 

①旅館業監視施設のうち、
指摘事項があった施設の
割合 

％ 
旅館業の管理運営の状
況を計るため 

38.4 
（2024 年度） 

25 

②公害等の苦情・相談に対
する年度内対応完結の割
合 

％ 
公害に対する相談や苦
情に係る問題の早期解
決の割合を計るため 

98 
（2024 年度） 

100 

  （出典）①中野区資料 ②中野区資料 

 

主な取組 
 

① 宿泊施設の監視指導 生活衛生課 

 宿泊事業者が適正な管理運営を行うよう、旅館業許可施設に対して、定期的に立入

監視指導を実施します。また、住宅宿泊事業届出施設においても必要に応じて監視指

導を実施します。さらに、生活環境の悪化を防止するため、新たなルールを検討しま

す。 

 主な事業 ○旅館業許可施設監視指導 ◎旅館業及び住宅宿泊事業の条例見直し 

   

② 食の安全・安心の確保 生活衛生課 

 食の安全・安心を確保するため、食品衛生監視指導計画に基づき重点的、効率的か

つ効果的に監視指導を実施します。HACCP に沿った衛生管理方法を周知するため、事業

者に対する講習会等を実施します。また、「食の安全・安心懇談会」を通じ、区民・事

業者・行政の間で共通認識を深め、衛生知識向上につなげます。 

 主な事業 ○飲食店等の監視指導 ○食品衛生講習会 ○食の安全・安心懇談会 

   

260



 

③ 衛生害虫等の適正防除及び愛護動物との共生推進 生活衛生課 

 衛生害虫・害獣等に対する区民の自主防除を促進するとともに、衛生害虫の防除相

談やハクビシン等の駆除事業を行います。また、愛護動物の適正飼養に関する普及啓

発を進めるとともに、町会等との連携による飼い主のいない猫対策事業や地域猫共生

推進員制度の安定的な運営を目指し、飼い主のいない猫対策事業を推進します。 

 主な事業 ○自主防除普及啓発事業 ○適正飼養普及啓発事業 

   

④ 公害への対策 環境課 

 公害に関する苦情や相談に迅速に対応するとともに、発生者に対する指導等を確実

に行うことにより、問題の早期解決に努めます。 

 主な事業 ○公害相談・指導 

   

⑤ 物品の蓄積等による不良な生活環境の解消 環境課 

 私有地等における物品の蓄積等による不良な生活環境を解消するため、苦情や相談

に迅速に対応するとともに、原因者に対する指導、勧告等を確実に行うことにより、

良好な生活環境を確保します。 

 主な事業 ○物品の蓄積等対策事業 

 

事業の展開 
 

前期 後期 
  

旅館業及び住宅宿泊事業の条例見直し 

●条例見直しの検討・改正    

 

推進 
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第６章 区政運営の基本方針 

１ 対話・参加・協働に基づく区政運営 

２ 危機の発生に備えた体制の強化 

３ 社会の変化に対応した質の高い行政サービスの提供 
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① 対話・参加・協働の取組の充実 

〇政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しにおいて、区民に対する情報発信を適 

時適切に行い、区政への関心を高め、参加を促していきます。誰もが意見を出しやす 

く、区民と区、区民同士の対話の場にも参加しやすいよう、様々な対話の機会を設け 

るほか、オンラインを活用した参加方法なども推進していきます。また、子どもも区 

政について考え、意見を表明し主体的に参加する機会の確保をしていきます。 

○地域の課題解決にあたって、区民と区がともに知恵を出し合い、それぞれの役割に応 

じて協力して取り組んでいく協働や協創を推進します。そうした公益的な活動がしや 

すい環境づくりや支援体制の構築を図ります。 

○民間企業、大学等との連携を進めることにより、それぞれが持つ特性を生かし、産学 

公がともに力を出しあって政策形成を図ります。 

○全員参加型社会及び地域の活性化を実現するため、区民等と対話を重ねながら、ユニ 

バーサルデザイン＊を推進していきます。 

② 政策マネジメントの確立 

○基本計画に基づく政策、施策、事業の着実な推進を図るため、PDCA サイクルによる進 

行管理を基本として、目標に対する達成度を評価・検証し、より効率的かつ効果的な

取組を実現します。 

○重点プロジェクトや組織横断的な施策の推進、短期集中的な対応が求められる事案に 

ついては、権限と責任を明確にした推進体制を構築し、成果を上げるためのプロジェ

クト・マネジメントを徹底します。 

○政策形成過程における的確な意思決定を行うため、事案の妥当性や有効性、定量的・ 

定性的なデータ、適切な合意形成、人員・財源の確保など、総合的に判断するための

様々な情報やエビデンスを収集・分析・活用できるよう企画構想力を高めていきます。 

○施策の優先度に基づく経営資源の配分や効率的な執行方法の改善を進めるとともに、 

新規事業と既存事業の見直しを一体的に行うビルド・アンド・スクラップによる事業

展開を推進します。 

○公民の適切な役割分担のもと、民間事業者等による運営が可能なものについては、引 

き続き民間活力の活用を推進する取組や仕組みづくりを行います。 

○職員が自ら運営する直営（職員人件費、物件費等の合計）と委託、指定管理者制度＊、 

人材派遣、任期付職員、PFI＊ 等の事業手法を比較し、事業にかかる運営コストを最適

化し、区民サービスの向上を図ります。組織横断的な管理業務や情報システムなどに

ついて、統合することで管理コストを縮減します。 

 

対話・参加・協働に基づく区政運営 

（１）政策形成 
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③ 施設マネジメントの推進 

○区有施設に関する情報を集約・共有化し、行政需要や施設の老朽化の状況、更新経費 

及びライフサイクルコストに加えて施策の展開や財政負担などを総合的に検討したう

え、施設マネジメントを進めます。 

○区民の日常生活圏域を勘案した配置を基本とし、区民の利便性を図ることや管理コス 

トの縮減を図るため、施設の集約化や複合化、民間活力の活用、未利用地及び未利用 

施設の活用・処分を行います。 

○区の所有する施設全体の状況を適切に把握し、長期的な視点に基づいて財源を確保し 

たうえで計画的に更新・保全を進めます。 

〇施設の複合化・集約化を進めるとともに、サービスのワンストップ化や、民間活力の 

活用による施設サービスの質・量の向上、ユニバーサルデザインへの対応、利便性の

高い施設配置の実現などによって行政サービスの向上を図るとともに区有施設等の脱

炭素化や省エネルギー化を推進します。 

○施設の管理・運営や開設にあたっては、民間資金やノウハウを活用し、包括管理委託 

をはじめとする施設管理業務委託、指定管理者制度、PPP＊などの様々な手法を検討し、

区民サービス向上と事務の効率化を一体的に進めます。 

④ 脱炭素の取組に係るマネジメントの推進 

○ゼロカーボンシティ＊の実現を目指し、区民・事業者等と協働を進めるとともに、あら 

ゆる施策・取組に脱炭素の視点を盛り込んでいきます。 

○区有施設の脱炭素化に向けては、太陽光発電システムの導入や再生可能エネルギー 

100％電力の調達、庁有車の電気自動車等への切替を推進するなど、行政活動における

環境負荷の低減に取り組みます。 

○環境配慮・脱炭素の取組を進めるため、知識やマインドの底上げを図るなど、全職員の 

環境リテラシーを継続的に向上させます。 

 

 

① チャレンジし続ける風通しのよい組織の構築 

○ 「つながる はじまる なかの」の実現に向けて、庁内外の多様な主体との連携と協働を 

一層推進し、組織横断的な課題、行政ニーズの変化や突発的な事態の発生に柔軟かつ的

確に対応することによって、区民から信頼されチャレンジし続ける組織を構築します。 

○効率的な組織体制の整備、民間活力の活用、DX＊による業務効率化に取り組み、改善し 

続ける組織を構築します。 

○業務量や職員の年齢構成に応じた職員定数の適正管理、将来を見据えた計画的な採用、 

事業の優先度を勘案した適切な人員配置を行うとともに、在職年数が短い職員が増加す

る中でも業務スキルを適切に継承し、質の高い区民サービスを安定的に提供する組織を

構築します。 

○組織として最大限のパフォーマンスを発揮するため、職員間の活発なコミュニケーショ 

（２）組織運営 
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ンを促し、風通しのよい組織風土を醸成することにより職場の心理的安全性を高め、働

きたい職場として選ばれる組織を構築します。 

② 職員一人ひとりが成長と活躍を実感できる人財マネジメント 

○「つながる はじまる なかの」の実現に向けて、人財マネジメントに人的資本経営の 

考え方を取り入れるとともに、対話・協働・チャレンジに率先して取り組む職員の確

保・育成・定着の取組を戦略的に推進します。 

〇職員の働き方改革を推進し、ワーク・ライフ・バランスを実現することにより、心身 

ともに健康で持続的に働きやすい職場環境を整備し、職員のエンゲージメント（やり

がい、貢献意欲）を高めていきます。 

○女性職員のさらなる活躍を推進し、管理職任用等による政策決定過程への参画を促進 

するとともに、育児・介護・障害等の状況やライフステージに応じたキャリア形成を

支援し、全ての職員が活躍できる職場環境を整備します。 

○区民起点からの思考プロセスの浸透、専門性や政策形成能力の向上を図り、職員が職 

務内外で地域に飛び出す環境を整備することにより、現場志向の高い職員を育成しま

す。 

 

 

① 財政運営の考え方 

○区が主体的に活用できる特別区民税、特別区交付金などの一般財源を基本に財政運営 

を行います。 

○財政運営にあたっては、一般財源のほか、基金と起債をバランス良く活用していきま 

す。 

○決算剰余金については、確実に基金に積み立てます。 

○景気に連動しやすい、特別区民税や特別区交付金などの歳入を補完する財政調整基金 

の積立や繰入を計画的に行います。 

○歳出（事業）に連動させ、特定目的基金の計画的な積立、繰入を行い、区民生活に必 

要な財源を縮小させることなく事業を実施します。 

○予算編成開始時における歳入一般財源の見込み額を一般財源充当事業費の目標額とし、 

歳出削減に努めます。なお、歳入一般財源が減少した場合でも、急激な行政サービス

の低下を招くことがないように、基金積立額を除く一般財源充当事業費は、都区財政

調整制度における基準財政需要額の直近 3 年の平均額を下限に編成します。 

○新規事業については、後年度負担の増加等、財政の影響等について十分に勘案しま 

す。 

○すべての事業について、適用可能な国や都の補助金を最大限活用するとともに、新た 

な歳入の獲得についても取り組みます。 

○事業計画までに期間がある未利用地や未利用施設などの区有財産の活用を検討し、歳 

入確保に努めます。また、新たな自主財源の確保に向けて、様々な工夫を検討し、取

組を進めます。 

（３）財政運営 
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○特別区民税をはじめとした歳入をより効果的・効率的に確保するために、歳入確保策 

と併せ、債権管理にかかるコストを削減する手法に取り組みます。 

○受益者負担、区民の間の税負担の適正化を図るため、使用料及び手数料について、継 

続的な点検・見直しを行います。 

○決算分析や行政評価を基に、費用対効果等を十分に検証し、事業の見直し・改善に取 

り組み、事業経費の縮減に努めます。 

○今後の社会・経済状況の変化を注視し、適切に対応します。 

② 基金活用の考え方 

≪財政調整基金≫ 

○年度間調整分、施設改修分の区分に分けて運用します。 

○年度間調整分は、年度末残高を 150 億円確保することに努めます。 

○施設改修分は、社会福祉施設整備基金及び義務教育施設整備基金の対象施設以外の施 

設の当該年度に発生する見込みの減価償却費相当額（調整後）の 25％を当初予算編成

時に積み立てることを原則とし、年度末残高は当該施設の減価償却累計額相当額（調

整後）の 25％の確保に努めます。 

※調整後＝取得年月日からの物価上昇分や取壊費用等の調整額を加味 

≪減債基金≫ 

○起債の償還のための財源は、計画的に減債基金に積み立てます。 

≪特定目的基金≫ 

○歳出（事業）に連動させ、特定目的基金の計画的な積立、繰入を行い、区民生活に必 

要な財源を縮小させることなく事業を実施します。 

○施設の建設や建替え、大規模な維持補修、道路・公園の維持は各計画に基づいて、特 

定目的基金を活用します。 

○特定目的基金の積立にあたっては、計画的に一般財源を使うほか、土地の売却による 

収入等を活用します。 

（社会福祉施設整備基金及び義務教育施設整備基金） 

○対象施設の当該年度に発生する見込みの減価償却費相当額（調整後）の 25％を当初予 

算編成時に積み立てることを原則とし、年度末残高は当該施設の減価償却累計額相当

額（調整後）の 25％の確保に努めます。 

※調整後＝取得年月日からの物価上昇分や取壊費用等の調整額を加味 

（道路・公園整備基金） 

○当初予算編成時に、道路占用料の一部を財源に積立てを行うほか、当該年度から 10  

年間の基金活用計画額の平均を算出し、その平均額より道路占用料を財源とした積立

額の方が小さい場合に、その差額を一般財源からも積み立てます。 

（まちづくり基金） 

○当初予算編成時に、特別区交付金の財産費の一部を財源に積立てを行うほか、当該年 

度から 10 年間の基金活用計画額の平均を算出し、その平均額より財産費を財源とし

た積立額の方が小さい場合に、その差額を一般財源からも積み立てます。 
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（その他） 

○上記のほか、財政状況により更に一般財源の確保ができた場合は、義務教育施設整備 

基金や社会福祉施設整備基金などへの積立てを行います。 

 

③ 起債活用の考え方 

○起債の活用にあたっては、世代間負担の公平性という観点も踏まえ、公債費負担比率 

（中野区方式）で 10％程度を上限として運用します。 

○公債費負担比率（中野区方式） 

＝実質公債費（元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金）÷一般財源（※） 

※ 一般財源とは・・・ 

特別区税、特別区交付金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交 

付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、一 

般繰越金 
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○職員震災図上訓練、危機管理対応訓練、国民保護関連訓練等の成果や課題を踏まえた 

実践的な訓練の推進により職員の危機管理対応力を強化します。 

○総合防災訓練や地域防災訓練等を充実し、地域防災住民組織をはじめ、警察・消防・

自衛隊、医師会・医療機関などの関係団体との連携体制を強化します。 

○大規模な新興・再興感染症などの発生を想定した模擬訓練を都や医師会・医療機関等

と連携して行い、被害拡大防止措置及び再発防止対策を実践的なものとして推進しま

す。 

○地域包括ケア体制＊や地域医療連携を推進する中で、医師会・医療機関などと平時から

健康危機に対する連携を進めます。 

○要配慮者、要配慮者利用施設等にかかわる避難確保計画等の作成や避難訓練等の実施

を促進するための支援体制を強化します。 

○防災協定を締結している自治体や関係団体との連携強化による受援体制や、ボランテ 

ィア受入体制を強化します。 

 

 

○危機発生時に設置する対策本部を核として、避難所となる各学校、区民活動センター

等の拠点施設、保健所等と連携した危機管理体制を強化します。 

○感染症発生と大規模災害の同時発生など、複合災害も見据えた避難所などにおける体

制を強化します。 

〇地域における自助・共助の防災体制や公助との連携体制を強化します。 

○被災者生活再建支援体制等の対応力を強化します。 

○職員の連絡体制、安否確認等に ICT （情報通信技術）を活用し、迅速に人員体制を確保

します。 

〇危機が発生した際の各関係機関（医療機関や地域団体など）に対する適切かつ迅速な

支援体制を強化します。  

危機の発生に備えた体制の強化 

（１）平常時からの効果的かつ実践的な危機への備え 

（２）危機発生時における対応の強化 
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○首都直下地震などの自然災害や感染症、重大事件・事故等の様々な状況を想定した危

機管理体制を整備し、迅速に業務体制の復旧、再開、継続できる体制を強化します。 

○区の情報システムに事故が発生した場合においても業務継続ができ、速やかに復旧す

ることができる体制を構築します。 

〇業務継続計画（BCP）に基づいた定期的な訓練を行い、危機発生時の区の対応能力を強

化します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（３）業務継続計画（BCP）の継続的な改善 
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○デジタル地域通貨＊の仕組みを活用して、まちの活性化や区民の健康増進等の促進を図

るほか、防災や母子保健等、様々な分野において、DX を推進することにより、安全・

安心なまちの実現や暮らしの利便性の向上を図るとともに、産学におけるデータの利

活用を促進し、地域課題の解決やまちづくりにつなげていきます。 

○区民等からの問合せへの対応や各種行政サービスに関する情報の配信等に、デジタル技

術のさらなる活用を図り、電話応対の品質向上や区ホームページの改善等を進めるとと

もに、オンラインで対応可能な手続を拡充し、区民等の利便性の向上を図ります。 

○区のデジタル基盤の安定した運用と継続的な改善、区の保有するデータの横断的な活用

により、業務の効率化と最適化を図るとともに、デジタル人材の育成と確保、デジタル

ツールの積極的な活用を通じて、生産性の高い働き方と持続可能な DX を推進すること

によって、区民サービスの向上につなげていきます。 

 

 

 

○行政評価や事業見直し、改善運動等の推進を通じて、事業の成果や費用対効果、必要

性、業務の執行方法の妥当性等を検証し、社会経済状況や区民ニーズの変化に柔軟に

対応して、事業や業務の改善や見直しを推進するとともに、新たな課題や組織横断的

な課題にも迅速かつ柔軟に連携して対応できる組織運営により、効率的・効果的な行

政運営の実現を図ります。 

○新庁舎において運用を開始した「なかのスマート窓口」における、来庁者が「迷わな

い、動かない、待たない、書かない」ための各種取組の効果を検証し、更なる改善と窓

口の最適化を進めることにより、利用者の利便性の向上を図ります。 

 

 

 

○基本構想に描くまちの姿「つながる はじまる なかの」を実現するため、職員が職

務内外で地域に飛び出すことや、地域で活動する区民や団体、事業者等との連携・協

働を進めることにより、区民ニーズや地域課題を的確に捉えながら、それらの変化に

も柔軟に対応していきます。 

〇オンライン手続の推進や業務効率の向上により生み出されるマンパワーを政策形成や

各種調整・相談、ケースワーク等の業務に振り分けることにより、迅速かつ丁寧な区

民サービスを推進します。 

社会の変化に対応した質の高い 

行政サービスの提供 

（１）DX の推進による、行政サービスの質の向上

 

（２）効率的・効果的な行政運営の実現 

（３）区民ニーズや地域課題の変化に対応した区民サービスの推進 
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参考資料 
１ 用語解説 

２ 政策、施策、主な取組、主な事業の一覧 

３ 施策の成果指標一覧 
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用語解説

英数字

ACP

「Advance Care Planning」の略称。将来病気になったり、介護が
必要になったときに備えて、これまで大切にしてきたことや、これ
から誰とどのように過ごしたいか、希望する医療や介護のことなど
について、家族や大切な人、医療、介護関係者とともにあらかじめ
考え、繰り返し話合うプロセスのこと。

ALT
「Assistant Language Teacher」 の略称。外国語（英語）教育の
充実を図るため、区立小・中学校の授業やクラブ活動等に導入して
いる指導助手のこと。

DX
「Digital Transformation」の略称。デジタル技術を活用して、社
会の仕組みや地域の暮らしをより便利で快適になるよう根本から見
直すこと。

HACCP

「Hazard Analysis Critical Control Point」の略称で危害分析重
要管理点を意味する。食品等の調理・製造工程において、食品等事
業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を分析し、特に重
要な工程（＝重要管理点）を監視・記録することで、製品の安全性
を確保する衛生管理手法のこと。

KDBシステム

KDBシステム(国保データベースシステム)は、国民健康保険団体連合
会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特定健
診・特定保健指導」「医療（後期高齢者医療含む）」「介護保険」
等の情報を活用し、統計情報や「個人の健康に関する情報」を提供
し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートするこ
とを目的として構築されたシステムのこと。

MaaS

「Mobility as a Service」の略称。地域住民や旅行者一人一人の
トリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以
外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括
で行うサービスのこと。

M＆A
「Mergers and Acquisitions」の略称。企業の合併や買収、さらに
は事業の全部又は一部の移転を含む、経営権の取得を指す経済行為
のこと。

PFI
「Private Finance Initiative」の略称。公共施設等の建設、維持
管理、運営等に、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、
効率化やサービスの向上を図る手法。

PPP

「Public Private Partnership」の略称。公共サービスの提供に民
間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、「官民連携」とも呼ばれ
る。民間資本や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの
向上を図る。

ZEH

Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の
略称。「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味で、使用
するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスし
て、１年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家
のことをいう。
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8050問題
「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支える問題のこと。引き
こもりとなった若者が年数が経ち、50代となったことから問題視さ
れるようになった。

9060問題
「90」代の親が「60」代の子どもの生活を支える問題のこと。8050
問題からさらに高齢化が進んだ状態のこと。

あ

アウトリーチ活動

一人ひとりの区民や世帯が抱える様々な課題に包括的に対応するた
め、地域福祉、健康づくり、医療、看護等の視点から、社会福祉協
議会、地域包括支援センター等関係機関や、地域における公益的な
活動団体等と連携し、地域に出向くことで対象者を発見し、必要な
支援につなげる活動。また、地域の潜在的なニーズや課題の発見
や、地域におけるネットワークづくりについて取り組む活動。

アウトリーチチーム

事務職及び医療・福祉の専門職からなるアウトリーチチームを編成
し、区民活動センター（15か所）を拠点として、潜在的な要支援者
の発見、継続的な見守り、地域の医療・介護、地域団体等のネット
ワークづくりを行う。

新たな防火規制

東京都建築安全条例第7条の3に基づく防火規制。建築物の不燃化を
促進し木造住宅密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性
の高い地域等について指定し、建築物の耐火性能を強化する規制の
こと。原則として、指定された地域の全ての建築物は準耐火建築物
又は耐火建築物とし、延べ面積が500平方メートルを超えるものは耐
火建築物としなければならない。

エネルギーマネジメント
工場やビルなどの施設におけるエネルギー使用状況を把握した上
で、最適なエネルギー利用を実現するための活動を行うこと。

エリアマネジメント
地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、
住民・事業主・地権者等による主体的な取組をいう。

か

基幹型児童館

地域の身近な子どもの居場所・遊び場・交流の場であるとともに、
地域の子育て・子育ちの拠点として、中学校区に１館配置する。エ
リア内の地域子ども施設（児童館、学童クラブ、キッズ・プラザ、
子育てひろば）との連携において、中心的な役割を担う。

クラブコミュニケーター
学校部活動における外部指導員及び部活動指導員の人材確保・育成
と学校への派遣、連絡等及び行政主導地域クラブ活動の活動機会の
提供、指導者の確保等の調整機能を強化する役割を担う。

ケアラー

こころやからだに不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世
話」「気づかい」など、ケアの必要な家族や近親者、友人、知人な
どを無償でケアする人のこと。ケアラーにはヤングケアラー（大人
が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行ってい
る子ども）やビジネスケアラー（仕事をしながら家族のケアを行っ
ている人）も含まれる。
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子ども会議（ティーンズ会
議）

中野区に在住・在学・在勤の小学生高学年・中学生・高校生年代
が、学校や学年の枠を超えて、意見交換やフィールドワークを通し
て考えを深め、意見表明につなげていく事業のこと。

こども家庭センター

妊産婦、18歳未満の子ども及びその保護者、並びにその家族が安心
した生活を継続できるよう、「母子保健」と「児童福祉」が一体と
なり、健康の保持・増進に関する支援をはじめ、それぞれの家庭の
状況に応じた支援を行う施設のこと。
中野区では2024年4月から、区内4か所のすこやか福祉センターを
「中野区こども家庭センター」として位置づけている。

子どもの最善の利益
児童の権利に関する条約で定められている原則の一つ。子どもに関
することが行われるときは、その子どもにとっても最も良いことが
第一に考慮されるべきである、という考え方のこと。

コミュニティソーシャルワー
ク

個人や家族が抱える暮らしの困りごとへの個人支援と、地域の課題
を解決するための地域活動や住民同士の支え合い活動を支援する地
域づくりを一体的に行う活動。

さ

再エネ電気プラン

小売電気事業者が提供する、太陽光発電や風力発電などの再生可能
エネルギーを電源としたプランのこと。
発電設備を設置しなくとも契約を切り替えるだけで再生可能エネル
ギーの利用が可能となり、再生可能エネルギー割合が100％のプラン
であれば、二酸化炭素排出量実質ゼロの電気となる。再エネプラン
には 100％以外にも様々な割合のものがある。

災害時個別避難計画書

災害時避難行動要支援者名簿に基づき、要支援者一人ひとりについ
て、本人の介護や障害の状況、避難時に必要な医療機器や移動に必
要なものなどの情報をあらかじめ支援してくれる人と共有し、災害
時に備えることを目的として作成する計画書のこと。平常時から本
人と支援者と区が所持し、計画書の内容は、災害時避難行動要支援
者名簿に反映する。

災害時避難行動要支援者名簿

災害時にひとりでは避難が難しい方の安否確認や避難支援に必要な
措置を円滑に行うための基礎資料として作成する名簿のこと。名簿
掲載者は、介護保険の要支援・要介護認定をうけた方、障害支援区
分認定をうけた方、障害者手帳所持者で重度の方、70歳以上の単身
の方や75歳以上の高齢者のみ世帯で暮らす方で、避難にあたって同
行や見守りなど支援が必要な方。名簿掲載項目は、氏名、住所、性
別、年齢のほか、災害時個別避難計画書の内容を反映した介護認定
や障害支援区分等の認定状況、計画書作成の有無、自力避難の可
否、避難に必要なもの、支援者の有無など。平常時から防災セン
ター(災害対策本部)と区民活動センター(災害対策地域本部)に配備
している。災害時には避難所に持ち込んで活用する。

再生可能エネルギー

太陽光、風力、バイオマスなど「自然界の中から繰り返し取り出す
ことのできるエネルギー」のことで、石油、石炭などの化石エネル
ギーと異なり、CO2（二酸化炭素）を排出しないクリーンなエネル
ギーのこと。

在宅療養推進協議会
区内の在宅療養、在宅医療介護及び在宅医療介護連携に係る課題に
ついて、検討を進めていく協議会のこと。
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シェアサイクル
一定の地域内に複数設置されたサイクルポート（自転車の貸出、返
却場所）で自由に自転車を借りたり返したりできるシステムのこ
と。

指定管理者制度
多様化する区民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、地方
自治体が設置する公の施設の管理運営について、民間企業、NPO法人
等が包括的に代行する制度のこと。

巡回指導

拠点校の教員（巡回指導教員）が担当する巡回校の特別支援教室に
おいて指導を行う。指導対象は、通常の学級に在籍している知的発
達に遅れのない、発達障害（自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障
害）や情緒障害（状況に合わない不適切な行動が、自分でコント
ロールできず、学校生活や社会生活に適応できなくなる状態）に該
当すると思われる児童・生徒。特性に対応する一部の学習について
指導を行う。

すこやか障害者相談支援
事業所

身体、知的、精神障害者（児）、発達障害者（児）や家族等に対
し、各種相談、障害福祉サービスの利用援助、申請受付や区との取
次業務等を行う。

スマートウェルネスシティ

「ウェルネス（＝健幸：個々人が健康かつ生きがいを持ち、 安心安
全で豊かな生活を営むことのできること）」をこれからの「まちづ
くり政策」の中核に据え、健康に関心のある層だけが参加するこれ
までの政策から脱却し、住民の誰もが参加し、生活習慣病予防及び
寝たきり予防を可能とするまちづくりをめざす考え方のこと。

セルフメディケーション
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当をす
ること。

ゼロカーボンシティ
2050 年に CO2を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが又は
地方自治体として公表した地方自治体のこと。

ゼロゼロ融資
新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上が減少した中小企業や個
人事業主を対象に、実質無利子・無担保で融資する制度のこと。

総合型地域スポーツクラブ

人々が、身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプ
のスポーツクラブで、子どもから高齢者まで（多世代）、様々なス
ポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者からトップレベルま
で、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、と
いう特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるス
ポーツクラブのこと。

た

脱炭素社会
CO2などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の
吸収源による除去量との均衡を達成することにより、CO2排出量を実
質ゼロとする社会のこと。

ダブルケア
子育てと介護といったように、家族や親族など複数のケアに携わら
なければならない状態のこと。
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地域危険度

東京都が東京都震災対策条例に基づいておおむね5年ごとに公表して
いる指標のこと。
地震に起因する危険性を町丁目ごとに測定し、危険性の度合を5つの
ランクに分けて相対的に評価している。ランクの数字が大きくなる
ほど地震に対する危険度が高くなる。

地域ケア会議

地域包括ケア体制を支える様々な主体が集い、顔の見える関係をつ
くるなかで連携し、地域の課題等について話し合い、解決に向けた
行動につなげていくための推進組織。
中野区全域を対象として区全体の課題をとらえ、必要となる制度や
仕組みを検討する「中野区地域包括ケア推進会議」、すこやか福祉
センター圏域を対象として地域の課題の発見と整理、具体的解決策
の検討を行う「すこやか地域ケア会議」及び区民活動センター圏域
を対象として、個別事例の解決策の検討を行う「地域ケア個別会
議」の3種類を設置している。

地域包括ケア体制

誰もが、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続ける
ことができるよう、住まい、健康づくり、予防、見守り、介護、生
活支援、医療が、一体的に提供される地域の包括的な支援・サービ
ス提供体制。行政、地域団体、社会福祉協議会、医療・介護等の関
係団体など、様々な地域の主体により構成される。

地区計画

建築物の建築形態、公共施設などの配置などから、それぞれの地区
の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる
都市計画法に基づく制度のこと。この制度では、地区レベルにおけ
るまちづくりを行うことを目的として、街区や住区を単位とした規
制や誘導の取り決めを行うことにより、道づくり、家づくり、ルー
ルづくり、景観づくりなどのまちづくりを総合的に行う。

中高生機能強化型児童館
0歳から18歳までの子どもと保護者を対象とした施設として、これま
での児童館が果たしてきた機能・役割に加え、特に中学生・高校生
世代の子どもを対象とした事業を強化した運営を行う。

デジタル地域通貨（ナカペ
イ）

中野区内の加盟店で1ポイント1円として利用できる、専用アプリを
使ったキャッシュレス決済サービスのこと。

特別支援教育巡回相談

区が任用した心理士が、学校を巡回して担当教員や特別支援教育
コーディネーターに対して行う相談支援のこと。子ども一人ひとり
のニーズを把握し、必要な支援内容や対応方法について助言を行
う。対象は、通常の学級に在籍する児童・生徒。

な

中野区地域包括ケア推進パー
トナーシップ協定制度

区と民間事業者・教育研究機関・団体等との連携協力関係を構築
し、民間等が自らの資源やノウハウを活用した地域包括ケアに資す
る地域貢献活動の取組及び地域のネットワークへの参加を促進する
ことによって、中野区における地域包括ケア体制の充実を図ること
を目的として実施する公民連携制度のこと。

なかの里・まち連携

地方都市と大都市（中野区）の両者が、お互いの強みを生かして弱
みを補うことによって課題の解決をめざし、豊かで持続可能な地域
社会をつくるため、これまでの自治体間交流の枠を超え、民間活力
を利用して行う様々な取組のこと。
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中野就職サポート

中野区、東京労働局、新宿公共職業安定所と「福祉から就労」を一
体的運営体制で実施するための協定を締結し、生活保護受給者等に
就労支援を実施している。就労支援ナビゲーターによる個別相談と
ともに求人情報提供端末機による相談支援を行っている。

中野就労セミナー

一般就労に従事する準備としての基礎能力の形成を目的として、生
活リズムを整える、他者との適切なコミュニケーションを図ること
ができるようにするなどといった日常生活自立・社会生活自立に関
する支援及び、一般就労に関する知識や技法の習得に向けた訓練を
実施している。

ナッジ理論
きっかけを与えることでより良い方向に行動するように導くという
行動経済学における概念で、これを利用して個人や集団の行動変容
を促すための理論のこと。

乳幼児機能強化型児童館
0歳から18歳までの子どもと保護者を対象とした施設として、これま
での児童館が果たしてきた機能・役割に加え、特に乳幼児親子を対
象とした事業を強化した運営を行う。

妊娠出産トータル支援
妊産婦やその家族が安心して出産、子育てができるよう、切れ目な
く行う支援事業のこと。保健師等が妊娠期から相談を受け、一人ひ
とりに適したサービスを提案する。

ネイチャーポジティブ
自然保護の取組とともに社会・経済全体を生物多様性の保全に貢献
するよう変革させ、生物多様性の損失を止めるだけではなく回復に
転じさせることを目指す考え方。

は

不燃化特区制度

東京都の「防災都市づくり推進計画」整備地域の中でも、特に重点
的・集中的に改善を図るべき地区について、区が整備プログラムを
策定し、都が指定する。老朽木造建築物の建替え・除却への助成な
ど特別の支援を行い、不燃化を推進する。

不燃領域率

市街地のまちの燃えにくさを表す指標のこと。対象地区内の道路、
公園などのオープンスペースや燃えにくい建物及び建築敷地が占め
る割合を基に算出される。不燃領域率が 70％を超えると市街地の延
焼による焼失率はほぼゼロとなる。

フレイル
「虚弱」という意味で、健康な状態と要介護状態の中間に位置し、
身体的機能や認知機能の低下が見られる状態。

ペアレントメンター
同じ発達障害のある子どもを育てる保護者が相談相手となること。
悩みを共感し、実際の子育ての経験を通して子どもへの関わり方等
を助言することができる。

ヘルスリテラシー
健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解して活用する能力の
こと。

防災リーダー
防災に関する専門知識・技術を有し、地域防災住民組織（防災会）
の活動支援や大規模災害発生時における共助の実働リーダーを担う
存在として、区が育成するボランティアのこと。

280



ポピュレーションアプローチ

個人単位ではなく集団全体（ポピュレーション）を対象にして健康
や行動の改善を目指すことを指し、地域住民全体に働きかけて平均
的な健康リスクを低減することで疾病予防を図る方法。厚生労働省
の「健康日本21」でも、生活習慣の改善や環境整備などを通じて、
社会全体の健康状態を底上げする基本戦略として位置付けている。

ま

みどりのネットワーク
規模の大きな公園や緑地を結ぶ軸上に沿道緑化や民間緑化などを進
めることで、全体としてみどりのつながりを構築する考え方。

みどり率
緑被率の項で示した緑被地に、河川等の水面の占める面積と公園の
緑で覆われていない部分を合わせた面積の区全体に占める割合のこ
と。

モビリティ・マネジメント
「過度に自動車に頼る状態」から「公共交通や徒歩などを含めた多
様な交通手段を適度に利用する状態」へと少しずつ変えていく一連
の取組を意味するもの。

や

ヤングケアラー
家族にケアを要する人がいる場合に、本来大人が担うと想定されて
いる家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。

ユニバーサルデザイン
年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、す
べての人が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び生活環境
を設計すること。

ら

緑被率
空から地上を眺めたとき、樹木や草地などで被われた部分のことを
緑被地という。緑被率は、この緑被地面積の区全体に占める割合の
こと。

レファレンスサービス
情報を求めている方に、調べている事柄の事実関係が分かる資料を
提示したり、文献探しのお手伝いをしながら課題解決を支援するた
めのサービスのこと。

連続立体交差事業
（連続立体交差化）

市街地において道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架化
又は地下化することで立体化を行い、多数の踏切の除却や新設交差
道路との立体交差を一挙に実現する都市計画事業のこと。

わ

若者フリースペース
義務教育終了後から39歳までの若者が、ふらっと立ち寄ったり、気
になるプログラムに参加したり、自分なりの利用ができるフリース
ペースのこと。
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政策、施策、主な取組、主な事業の一覧

主な事業 所管課

基本目標１　人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち

① 平和意識の啓発
○平和普及啓発
○平和資料展示室の運営

企画課

② 人権意識の啓発
○人権啓発
○性自認・性的指向関連普及啓発
◎パートナーシップ宣誓

企画課

③
ユニバーサルデザインの普及啓
発

○ユニバーサルデザイン普及啓発
○ユニバーサルデザインサポーター養成

企画課

④ 男女共同参画社会の実現

◎男女共同参画及びDV・デートDV防止等普及啓発
○支援調整会議運営
○男女共同参画センターSNS相談
◎男女共同参画センター整備

企画課

①
外国人住民等が安心して暮らし
ていくための生活の支援

◎外国人住民等生活支援事業
文化振興・多文化共生推進課
区民サービス課ほか

②
多様な文化を受け入れるための
意識の啓発

○海外友好都市交流事業
◎区民と外国人住民等の多文化・国際交流事業

文化振興・多文化共生推進課

③
外国人住民等が地域の一員とし
て活動していくための支援

◎外国人住民等への日本語支援事業
○外国人住民等の社会参画推進事業

文化振興・多文化共生推進課

①
町会・自治会との協働による地
域づくり

○中野区町会連合会支援
○町会・自治会公益活動推進助成

地域活動推進課

②
人と地域をつなげる情報発信の
充実

○ためまっぷなかのの運営
○町会・自治会掲示板設置助成

地域活動推進課

③ 地域における多様な活動の促進
◎地域活動団体活性化支援事業
○区民公益活動に対する政策助成、区民公益活動
推進基金からの助成

地域活動推進課

①
区民活動センターの中間支援機
能の強化

○運営委員会を含めた区民活動センターの組織・
機能強化
◎産学公連携による地域活動を活用した実証実験

地域活動推進課

②
区民活動センターのデジタル環
境整備

◎デジタル活用による区民活動センターの情報収
集・発信機能強化
◎アウトリーチ情報のデータベース化

地域活動推進課

③
非常時の地域拠点形成、防災イ
ベントを通じた関係づくり

◎地域防災イベント事業 地域活動推進課

④ 区民活動センター整備 ◎区民活動センター整備 地域活動推進課

①
誰もが身近に気軽に親しめる文
化芸術の環境づくり

○区有施設等を活用した文化芸術空間の創出、パ
ブリックアート推進事業
◎文化施設の魅力向上に資する運営・情報発信
○商店街と連携した文化振興事業
○文化芸術体験鑑賞事業
◎中野サンプラザ南側広場等活用事業

文化振興・多文化共生推進課

②
子ども・若者が文化芸術に触れ
る機会の充実

◎次世代育成に資する文化・芸術の鑑賞・体験機
会創出事業
○小・中学校等文化・芸術振興事業

文化振興・多文化共生推進課
学務課

③
区民が主役の文化・芸術活動の
活性化

○文化芸術振興に向けた区民・団体活動支援事業
○文化芸術作品創作活動支援事業

文化振興・多文化共生推進課

④
歴史・伝統文化の保存・継承・
活用

◎旧中野刑務所正門保存活用事業
○歴史民俗資料館運営
○文化財保護活用事業
○哲学堂公園保存活用事業
◎区の歴史・文化の普及啓発事業

文化振興・多文化共生推進課

① 魅力的な地域資源の発掘と発信
◎地域資源発掘・情報発信事業
○庁舎1階スペース活用事業

文化振興・多文化共生推進課

②
アニメやサブカルチャーなどの
コンテンツによる地域ブランド
推進

○アニメ等コンテンツ地域ブランド推進事業
◎アニメでつながる中野実行委員会事業
◎アニメ事業者連携事業
◎中野サンプラザ南側広場等活用事業

文化振興・多文化共生推進課

主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

平和・人
権・多様性
の尊重

多文化共生
のまちづく
りの推進

人のつなが
りと愛着が
生まれる地
域づくり

地域の自主
的な活動の
推進と環境
づくり

誰もが身近
に文化芸術
に親しめる
環境づくり

魅力的な地
域資源の発
掘・発信

1

2

3

4

5

6

3

多様性を生
かし新たな
価値を生み
出す

地域愛と人
のつながり
を広げる

遊び心あふ
れる文化芸
術をまち全
体に展開す
る

1

2
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

①
伴走型中小企業経営支援体制の
構築

◎伴走型中小企業経営支援
◎産業振興拠点の改修

産業振興課

②
助成金及び融資制度の拡充、見
直し

○産業経済融資
○信用保証料補助
◎経営力強化支援事業
◎人材確保総合支援事業

産業振興課

③
人材確保・定着支援の拡充、見
直し

◎雇用・就労支援
◎人材確保総合支援事業

産業振興課

④
経営者・事業者間のネットワー
ク形成促進

◎経営者ネットワーク形成支援
◎女性や若手を対象とした創業支援

産業振興課

⑤ 創業・スタートアップ支援

〇創業セミナー
◎創業教育
◎金融機関等と連携した創業支援
◎伴走型中小企業経営支援

産業振興課

① デジタル地域通貨の拡大 ◎デジタル地域通貨事業 産業振興課

②
コミュニティ形成に資する商店
街への支援

○商店街チャレンジ戦略支援事業
○商店街街路灯に関する助成
◎伴走型中小企業経営支援
◎ナカペイを活用した商店街支援

産業振興課

③
他自治体との連携による商業振
興

◎経済・体験交流事業 産業振興課

④
まちづくりと連携した商店街の
活性化

◎区画街路第4号線（沼袋駅のバス通り）沿道に
ぎわい創出
◎区画街路第3号線（新井薬師前駅南側の交通広
場）事業の進捗に応じた商店街支援

産業振興課
まちづくり事業課

①
中野の新たなシンボルとなる拠
点施設の整備

◎中野駅新北口駅前エリアのまちづくり
◎中野サンプラザ南側広場等活用事業

中野駅周辺まちづくり課
文化振興・多文化共生推進課

②
中野駅周辺におけるエリアマネ
ジメントの推進

◎中野駅周辺エリアマネジメント推進事業 中野駅周辺まちづくり課

①
中野駅周辺における都市基盤整
備

◎中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備
◎中野駅新北口駅前広場整備
◎中野駅西口広場整備
◎中野駅南口駅前広場整備

中野駅周辺まちづくり課

② 中野駅周辺各地区のまちづくり

◎中野駅新北口駅前エリアのまちづくり
◎中野二丁目土地区画整理事業
◎中野三丁目土地区画整理事業
◎中野四丁目土地区画整理事業
◎囲町東地区第一種市街地再開発事業
◎囲町西地区第一種市街地再開発事業
◎（仮称）中野四丁目西地区第一種市街地再開発
事業

中野駅周辺まちづくり課

基本目標２　未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち

①
中野区子どもの権利に関する条
例の推進

◎子どもの権利に関する条例の推進
○学校における人権教育

子ども・教育政策課
指導室

②
子どもの権利に係る相談支援体
制の推進

◎子どもオンブズマン制度の運営 子ども・教育政策課

③ 子どもの意見表明・参加の推進
◎子どもの意見表明・参加の機会確保
○子ども会議（ティーンズ会議）の推進

子ども・教育政策課ほか

①
子どもの学びや経験・体験の支
援

◎子どもの経験・体験事業
◎子どもの学習の支援
◎給付型奨学金事業

子育て支援課
子ども・教育政策課

②
困難を抱える子どもと子育て家
庭の生活の支援

○子ども食堂への支援
◎食に関わる支援事業

子育て支援課

③ ひとり親家庭支援の推進 ◎ひとり親家庭支援事業 子育て支援課

①
子育て家庭の状況把握と相談支
援

◎親子関係形成支援事業
○妊娠出産トータル支援事業
○母子保健事業
◎児童館の機能強化

すこやか福祉センター
児童福祉課
育成活動推進課

② 養育支援体制の充実

○子育て短期支援事業
○養育支援ヘルパー派遣事業
○子ども配食事業
〇妊産期相談支援プラン作成事業

子ども・若者相談課
すこやか福祉センター

③ 虐待対応体制の強化

○要保護児童対策地域協議会運営
◎児童相談所運営
○児童相談所が措置等を行った子どもの意見表明
等支援事業
○こども家庭センター運営

児童福祉課
子ども・若者相談課
子ども・教育政策課ほか

④ 永続的な養育環境整備の充実
◎中野区社会的養育推進計画の推進
◎里親養育包括支援事業（フォスタリング）
○社会的養護自立支援拠点事業

児童福祉課
子ども・若者相談課

児童虐待の
未然防止、
早期発見・
早期対応

持続可能な
地域経済を
支える中小
企業の振興

商店街の活
性化支援に
よるにぎわ
い空間の創
出

中野駅周辺
における新
たな魅力や
価値の創
出・発信

中野駅周辺
まちづくり
における都
市基盤の整
備と多様な
都市機能の
誘導

子どもの権
利保障と意
見表明・参
加の促進

生活に困難
を抱える子
育て家庭へ
の支援

13

7

8

9

10

11

12

4

5

6

地域経済活
動を活性化
する

東京の新た
な活力とに
ぎわいを世
界に発信す
る

子どもの命
と権利を守
る
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

①
一人ひとりに応じた学習指導の
推進

◎教員の人材育成事業
◎小中連携教育

指導室

② 健康・体力を育む教育の推進

○健康教育（性教育、がん教育等）
○海での体験事業
◎体育事業
◎部活動の地域連携・地域展開の推進
◎地域スポーツクラブ事業

指導室
学務課
スポーツ振興課

③
社会の変化に対応した教育の充
実

◎ICTを活用した教育の推進
◎国際理解教育
◎学校図書館運営

指導室

④ 保幼小中連携教育の充実 ◎保幼小中連携教育
指導室
子ども・教育政策課

⑤
学校教育における子どもの権利
の推進

◎子どもの意見を反映させた教育活動
○「中野区子どもの権利に関する条例」の周知と
啓発

指導室

① いじめの防止等対策支援 ◎いじめ防止等対策事業 指導室

② 不登校対策支援 ◎不登校児童・生徒への支援事業 指導室

③ 日本語指導の充実 ◎日本語適応事業 指導室

④
一人ひとりの教育ニーズに応じ
た指導

◎特別支援教育
指導室
学務課

⑤
就学前からの切れ目ない支援の
継続

○学校生活支援シートの作成
○子ども発達支援事業
◎療育相談

保育園・幼稚園課
障害福祉課
すこやか福祉センター
指導室
学務課

⑥ 就学相談の充実 ○就学相談 学務課

① 地域での多様な体験活動
○地域での体験活動
○地域人材を活用した授業

指導室

② 地域と学校の連携・協働の推進
◎学校運営協議会の運営支援
◎地域コーディネーターの活動支援

子ども・教育政策課

③ 部活動の地域展開の推進 ◎部活動の地域連携・地域展開の推進
指導室
スポーツ振興課

① 学校施設の改築・改修 ◎区立小・中学校施設整備 子ども教育施設課

②
GIGAスクール構想等に対応した
ICT環境の整備

◎区立小・中学校のICT化環境整備 学務課

③ 教員の働き方改革の推進 ◎学校における働き方改革の推進
学務課
指導室
子ども・教育政策課

④
子育て支援策の充実と保護者支
援

○学校給食の保護者負担軽減補助
◎区立学校の教育に関する費用負担補助事業
○区立学校在籍以外の学齢期児童生徒の保護者へ
の給食費相当額支援

学務課

① 子どもの遊び・体験の場の確保

◎児童館の機能強化
○児童館の施設整備
◎プレーパークの推進
◎中野区公園再整備計画による再整備
◎トイレ環境の改善
○公園遊具更新・点検事業

育成活動推進課
子ども・教育政策課
公園課

②
子どもの放課後等の居場所の確
保

◎キッズ・プラザ整備・運営
◎学童クラブ整備・運営
○放課後子ども教室事業
◎児童の早朝見守り事業

育成活動推進課
学務課

③ 乳幼児親子の居場所の充実
◎児童館の機能強化
○子育てひろば整備・運営

育成活動推進課

④ 地域での子育て活動の活性化

◎児童館における子育て活動支援（団体活動支
援、利用者支援における地域連携）
○育成活動団体への支援（青少年育成地区委員
会、乳幼児親子支援活動団体、政策助成申請団
体）
◎利用者支援事業

育成活動推進課
子ども・若者相談課

子どもたち
の「生きる
力」を育む
教育の充実

一人ひとり
の子どもの
状況に応じ
た教育と支
援の充実

特色ある学
校づくりと
家庭・地域
との協働に
よる学校運
営の推進

一人ひとり
の可能性を
伸ばす学校
教育の充
実・支援

多様な子ど
もの居場所
づくりの推
進

14

15

16

17

18

社会の変化
に対応した
質の高い教
育を実現す
る

まち全体の
子育ての力
を高める

7

8
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

⑤ 中高生年代の子どもの居場所

◎中高生年代向け拠点施設整備
◎児童館の機能強化
◎中高生年代の居場所事業
◎中高生年代の区有施設の利用促進

育成活動推進課
子ども・教育政策課

①
妊娠・出産・子育てトータル支
援

○不妊相談等支援
○妊婦健康診査
◎乳幼児健康診査
◎妊娠出産トータル支援事業
◎母子保健DXに伴う体制づくり
○父業のススメ・オンライン両親学級

すこやか福祉センター
子育て支援課

② 子育て支援サービスの充実

○子育て支援情報発信
◎子育てサービス事業
○ファミリー・サポート事業
○子育て短期支援事業
◎利用者支援事業

子育て支援課
子ども・教育政策課
子ども・若者相談課ほか

③ 多胎児家庭への支援 ◎多胎妊婦・多胎児家庭支援事業 すこやか福祉センター

④
女性の健康づくりとプレコンセ
プションケアの促進

◎地域健康学習支援
◎女性の健康づくり

すこやか福祉センター
地域包括ケア推進課

① 保育サービスの提供体制の整備
○利用定員の柔軟な変更
◎こども誰でも通園制度

保育園・幼稚園課

② 幼児教育・保育の質の向上

○中野区合同研究
◎保育の質の向上事業
○巡回訪問と指導検査
○保育ソーシャルワーク事業
◎私立幼稚園・認証保育所等保護者補助
〇教育・保育施設の給付

保育園・幼稚園課
指導室

③
将来を見据えた幼稚園・保育園
の運営

◎区立幼稚園整備・運営
◎区立保育園整備・運営
○民間保育施設大規模修繕支援

保育園・幼稚園課

①
一貫した地域相談支援体制の整
備

○子ども発達支援事業 すこやか福祉センター

②
発達の課題等がある子どもの支
援

◎療育相談
◎障害児通所支援事業所等基盤整備
◎子ども発達支援普及啓発

障害福祉課

③
医療的ケアを必要とする子ども
への支援

◎医療的ケア児等支援事業
◎重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労
等支援事業

障害福祉課
学務課
保育園・幼稚園課ほか

①
子育て世帯が暮らしやすい環境
の充実

◎集合住宅条例による家族世帯向け住宅の供給促
進
◎再開発事業等における子育て支援施設の誘導
○子育て関連店舗の周知強化
◎子育て世帯の住宅確保の促進
○経営力強化支援事業

建築課
住宅課
子ども・教育政策課ほか

②
子育て世帯などに向けた居住支
援

○セーフティネット住宅登録促進
○住み替え物件情報の提供、家賃債務保証サービ
ス等利用の支援
○ひとり親家庭住宅支援
○居住支援協議会運営支援

子育て支援課
住宅課

③ 魅力ある公園づくり

◎中野区公園再整備計画による再整備
◎トイレ環境の改善
○公園遊具更新・点検事業
○防犯カメラの設置

公園課

①
若者のチャレンジ支援と区政・
地域への反映

◎若者活動支援
○大学との包括連携事業
◎給付型奨学金事業
◎中高生年代向け拠点施設整備
◎児童館の中高生機能強化
◎中高生年代の居場所事業
◎中高生年代の区有施設の利用促進

子ども・教育政策課
育成活動推進課
企画課ほか

②
若者の自立を支援する体制の充
実

◎若者実態調査
◎若者相談
◎若者フリースペース
○社会的養護自立支援拠点事業
○子ども・若者支援地域協議会運営

子ども・若者相談課

妊娠から子
育てにかか
る切れ目な
い相談支援
体制の充実

将来を見通
した幼児教
育・保育の
実現

特別な配慮
を必要とす
る子どもと
その家庭へ
の一貫した
相談支援体
制の充実

子育てしや
すい住環境
の充実

若者の社会
参画支援の
充実

19

20

21

子育て世帯
が住み続け
たくなるま
ちをつくる

若者のチャ
レンジを支
援する

22

23

9

10
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

基本目標３　誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち

① 地域の見守り・支えあいの推進

○緊急連絡カード・キーホルダーの普及
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定
制度の推進
◎産学公連携による地域活動を活用した実証実験
◎デジタル活用による区民活動センターの情報収
集・発信機能強化

地域活動推進課
地域包括ケア推進課

② 高齢者の相談支援体制の充実
○地域ケア会議運営
◎地域包括支援センター整備・運営
〇アウトリーチ活動

地域活動推進課
すこやか福祉センター
地域包括ケア推進課

③ すこやか福祉センター等整備 ◎すこやか福祉センター整備・運営
地域活動推進課
地域包括ケア推進課
すこやか福祉センター

①
区民それぞれが望む在宅療養生
活の実現

○在宅療養推進事業
○在宅療養推進協議会の運営
○在宅療養相談窓口
○ACP（アドバンス・ケア・プランニング）普及
啓発
◎ケアラー支援体制整備

地域包括ケア推進課

②
多様な介護サービスの提供に向
けた体制づくり

○介護人材確保・育成等支援事業
○地域・社会資源普及啓発

地域包括ケア推進課
介護保険課

③
在宅から入所まで高齢者を支え
る基盤整備

○介護サービス施設基盤整備・誘導
○住宅確保要配慮者入居支援事業
○居住支援協議会運営支援

地域活動推進課
住宅課

①
就労を通じたいきがいづくりの
促進

○シルバー人材センター支援事業 地域活動推進課

② 健幸づくり・交流機会の充実
○友愛クラブ活動支援事業
◎（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）運営

地域活動推進課
地域包括ケア推進課

③
地域活動を通じた社会参加の促
進

○なかの生涯学習大学
○運営委員会を含めた区民活動センターの組織・
機能強化

         地域活動推進課

①
区民・団体が主体的に提供する
介護予防の取組の推進

◎住民主体サービス事業
○高齢者生活支援サービス担い手養成講座

地域包括ケア推進課

② 介護予防に取り組む意識の啓発
○介護予防事業
○なかの元気アップ体操ひろば

地域包括ケア推進課

③ 健康無関心層へのアプローチ

◎健康づくりのポピュレーションアプローチ
○健康・生きがいづくり事業
◎（仮称）健幸プラザ（高齢者会館）運営
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定
制度の推進

地域包括ケア推進課

① 権利擁護の推進
◎成年後見制度推進事業
◎権利擁護推進事業
○成年後見制度等普及啓発

福祉推進課
障害福祉課
すこやか福祉センター

② 虐待防止に向けた体制の整備
○高齢者・障害者虐待防止推進事業
○虐待防止普及啓発
○保健福祉総合相談

福祉推進課
障害福祉課
すこやか福祉センターほか

① 孤独・孤立対策の推進

◎孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの運
営
◎ケアラー支援体制整備
○ケアラーSNS相談の運営
○ヤングケアラー支援
○ひきこもり支援事業
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定
制度の推進
〇アウトリーチ活動

地域包括ケア推進課
すこやか福祉センター
地域活動推進課

② 重層的支援体制整備事業の推進

○保健福祉総合相談
○アウトリーチ活動
◎コミュニティソーシャルワーク
○地域ケア会議運営

地域包括ケア推進課
すこやか福祉センター
地域活動推進課

③ 自殺を未然に防ぐ体制の整備
○自殺対策メール相談事業
○自殺対策普及啓発
◎第3期中野区自殺対策計画

保健予防課

④ 犯罪被害者等の支援の推進
○犯罪被害者等相談窓口
○経済・日常生活支援
○犯罪被害者等支援普及啓発

福祉推進課

⑤ 再犯防止推進 ◎再犯防止推進事業 地域活動推進課

高齢者を支
える医療や
介護・生活
支援サービ
ス等の提供
体制の充実

多様な交
流・つなが
りを育み、
いつまでも
活躍できる
環境づくり

区民が主体
的に取り組
む介護予防
の推進

権利擁護と
虐待防止の
推進

多様な課題
を抱えてい
る人やその
家族の早期
発見・早期
対応の推進

高齢者が安
心して暮ら
し続けるこ
とができる
体制の充実

29

人生１００
年時代を安
心して過ご
せる体制を
構築する

生涯現役で
生き生きと
活躍できる
環境をつく
る

誰一人取り
残されるこ
とのない支
援体制を構
築する

24

25

26

27

28

13

11

12
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

①
地域生活を支える相談支援の充
実・強化

◎障害者相談支援事業
○保健福祉総合相談

すこやか福祉センター
障害福祉課

② 福祉人材の確保・育成
◎事業所・関係機関との福祉人材連携事業
◎障害福祉人材育成研修
○福祉施設への職員派遣

障害福祉課

③
地域生活への移行に係る支援体
制整備の拡充

◎地域移行・地域定着支援事業
○保健福祉総合相談

すこやか福祉センター
障害福祉課

④ 障害福祉サービス基盤の充実

◎障害者の夕方支援
◎障害者施設基盤整備・誘導
◎障害者福祉会館の再整備
◎障害福祉サービスのDX化

障害福祉課

⑤ 難病患者等への支援体制の整備
○保健福祉総合相談
○難病相談・支援事業
○在宅療養推進協議会の運営

すこやか福祉センター
地域包括ケア推進課

①
生活困窮者に対する包括的な自
立支援の推進

○生活困窮者自立相談支援事業 生活援護課

②
適正な生活保護制度の運営によ
る被保護者の自立促進

○自立支援プログラム
◎エアコン購入費助成事業

生活援護課

③
被保護者への就労支援と就労し
た職場での定着支援

○被保護者就労支援事業 生活援護課

①
関係機関と連携した一般就労へ
の支援と定着

○障害者就労・雇用促進事業 障害福祉課

②
就労機会の拡大、体験・訓練の
場の創出

○特別支援学校・障害者就労施設連携推進事業
○区役所等職場体験実習
○職場実習受入れ奨励金の支給

障害福祉課

③
障害者就労施設等における受注
機会・販路の拡大

○障害者就労施設受注促進事業
○自主生産品販売会の実施
○障害者優先調達推進法に基づく区役所業務の発
注促進

障害福祉課

④
障害に対する理解促進と社会参
画支援の充実

◎障害者差別解消推進事業
◎意思疎通支援等社会参画促進事業

障害福祉課

①
認知症バリアフリーに向けた意
識の啓発

○認知症普及啓発事業 地域包括ケア推進課

②
認知症のある人を支える地域の
相談支援体制等の整備

◎認知症相談支援事業
○若年性認知症相談支援事業

地域包括ケア推進課

③
認知症のある人やその家族・支
援者の居場所づくり

◎認知症地域支援推進事業 地域包括ケア推進課

①
誰もが運動・スポーツに取り組
む環境づくり

◎スポーツ施設運営
○区立小・中学校体育施設一般開放事業
◎地域・団体連携事業
○地域活性化包括連携事業

スポーツ振興課

②
スポーツを通じたコミュニティ
の形成、障害者スポーツの推進

◎地域スポーツクラブ事業
◎障害者スポーツ事業
○スポーツ推進委員事業

スポーツ振興課

③
子どもの運動習慣の定着に向け
た取組の促進

◎地域スポーツクラブ事業
◎部活動の地域展開

スポーツ振興課

④
様々なスポーツ団体等との協
働・連携・支援

○スポーツ推進委員事業
○スポーツ団体援助事業
◎地域スポーツクラブ事業

スポーツ振興課

① 健康的な生活習慣の定着促進

◎地域健康学習支援
○精神保健相談・支援
○生活習慣病予防対策事業
◎受動喫煙防止対策事業
◎禁煙治療費助成
◎健康づくり普及啓発
○熱中症予防対策
◎健康づくりのポピュレーションアプローチ
○中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定
制度の推進

保健企画課
保健予防課
すこやか福祉センターほか

②
データ分析や健診等による健康
づくりの支援

◎がん等健診の実施及び受診勧奨事業の実施
◎データヘルス事業

保健企画課

③ 食育の推進
○口腔健康学習支援
○地域栄養活動支援
○食育推進事業

すこやか福祉センター
保健企画課

④
高齢者の保健事業と介護予防の
一体的実施

◎高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 地域包括ケア推進課

生活に困窮
している人
の自立に向
けた支援の
充実

障害者の就
労や社会参
画の推進

認知症のあ
る人とその
家族を支え
る環境づく
り

誰もが身近
に運動・ス
ポーツ活動
に取り組め
る環境づく
り

健康的な生
活習慣が身
につく環境
づくり

障害者への
相談支援体
制と地域生
活移行を支
える環境の
整備

31

32

30

誰もが自分
らしく輝け
る地域社会
を形成する

33

34

35

14

15

生涯を通じ
て楽しく健
康に過ごせ
る環境をつ
くる
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

① 地域での医療提供の充実

○地域医療機関機能の検討
○地域医療連携
◎休日診療・小児救急医療体制整備
○かかりつけ医（歯科医・薬局）普及啓発

保健企画課

② 保健所機能の強化
◎保健所機能強化
○医療連携ネットワークの推進

保健企画課
保健予防課
生活衛生課

③
薬局等における安全管理体制の
充実

○医薬品販売業者等監視指導
○医薬品等検査

生活衛生課

① 学びの機会の充実

○社会教育大学連携事業
○社会教育訪問学級事業
◎子ども向け体験学習事業
◎生涯学習普及啓発
○なかの生涯学習大学

文化振興・多文化共生推進課
地域活動推進課

② 子どもの読書環境の充実 ◎児童・子ども読書活動推進事業 子ども・教育政策課

③ 図書サービスの利便性の向上
◎区立図書館整備・運営
◎（仮称）図書館サービス評価会

子ども・教育政策課

基本目標４　安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち

①
重点整備地域における防災まち
づくり

◎大和町地区における防災まちづくり まちづくり事業課

②
防災環境向上地区における防災
まちづくり

◎若宮地区における防災まちづくり
◎上高田一、二及び三丁目周辺地区における防災
まちづくり

まちづくり計画課
まちづくり事業課

③ 木密事業による防災まちづくり
◎弥生町三丁目周辺地区における防災まちづくり
◎南台一・二丁目地区、南台四丁目地区、平和の
森公園周辺地区における防災まちづくり

まちづくり事業課

④ 耐震化の推進
○木造住宅等の耐震化促進事業
○緊急輸送道路等沿道建築物耐震化事業

建築課

①
避難環境の整備と復旧・復興に
向けた取組の推進

○災害対策組織体制の整備
○関係団体との連携
◎避難所運営
◎備蓄物資・防災資機材等配備

防災危機管理課

②
情報伝達手段の充実と帰宅困難
者対策

○情報発信・情報収集体制整備
◎帰宅困難者対策

防災危機管理課

③ 地域の防災力向上

○総合防災訓練
○地域自主防災支援（訓練・助成）
◎集合住宅（アパート・マンション等）防災
○防災リーダーの養成

防災危機管理課

④ 避難行動要支援者への避難支援
○災害時避難行動要支援者支援事業
○災害時避難行動要支援者名簿の作成

地域活動推進課
防災危機管理課

⑤ 水害対策の推進
○水害情報発信事業
○雨水流出抑制施設の設置指導
○合同水防訓練の実施

防災危機管理課
道路管理課

⑥
災害廃棄物処理の体制整備・普
及啓発

○災害廃棄物処理の体制整備
○災害廃棄物処理に係る普及啓発

ごみゼロ推進課

①
新井薬師前・沼袋駅周辺のまち
づくり

◎新井薬師前駅前地区再整備
◎沼袋駅前地区再整備
◎事業用地活用によるにぎわい創出

まちづくり事業課

②
新井薬師前・沼袋駅周辺の基盤
整備

◎補助第220号線（新井薬師前駅東側の南北道
路）整備
◎区画街路第3号線（新井薬師前駅南側の交通広
場）整備
◎区画街路第4号線（沼袋駅のバス通り）整備

まちづくり事業課

③
野方以西各駅周辺地区のまちづ
くり

◎野方駅周辺地区まちづくり
◎都立家政駅周辺地区まちづくり
◎鷺ノ宮駅周辺地区まちづくり
○西武新宿線（野方駅～井荻駅間）連続立体交差
化の早期実現に向けた取組

まちづくり計画課

④
野方以西各駅周辺の基盤施設の
整備

◎野方以西各駅周辺基盤施設の整備
◎都市計画道路整備事業（補助第227号線等）

まちづくり計画課
まちづくり事業課

⑤ 新たな創出空間の活用
◎西武新宿線沿線における公共的空間の整備
◎鉄道上部空間の活用

まちづくり計画課
まちづくり事業課

① 交流拠点のまちづくり ◎東中野駅東口周辺地区のまちづくり まちづくり計画課

② 区民による主体的なまちづくり ○地区まちづくり団体等支援事業 まちづくり計画課

生涯にわた
り学び続け
ることがで
きる環境づ
くり

防災まちづ
くりの推進

災害に強い
体制づくり

西武新宿線
連続立体交
差事業を契
機としたま
ちづくりの
推進

各地区の特
性に応じた
まちづくり
の推進

地域医療体
制の充実

37

38

39

40

41

36

災害に強く
回復力のあ
るまちづく
りを進める

時代の変化
に対応した
まちづくり
を進める

16

17
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

① 居住支援体制の推進

○居住支援協議会運営支援
〇住宅確保要配慮者入居支援事業
〇セーフティネット住宅登録推進
〇住み替え物件情報の提供、家賃債務保証サービ
ス

住宅課

② 住宅ストックの質の向上

○リフォーム相談事業
○耐震補強助成事業
○公民連携によるマンション適正管理普及促進事
業
○マンション管理計画認定制度普及促進事業

建築課
住宅課

③
区営住宅及び福祉住宅の維持管
理

◎公営住宅等運営 住宅課

④ 空き家の発生抑制と適正管理 ◎空き家対策推進事業 住宅課

①
バリアフリー・ユニバーサルデ
ザインのまちづくり

◎公共施設等バリアフリー化推進事業
○区有施設のユニバーサルデザイン推進

都市計画課
企画課

②
地域特性を生かした土地利用の
推進

○効果的な土地の高度利用、有効利用の推進
都市計画課
まちづくり計画課ほか

③
魅力的な街並みを形成する景観
づくりの推進

◎景観まちづくりの推進
◎公民連携による休憩スペースの確保
〇道路・公園等における緑化の推進

都市計画課ほか

① 道路のバリアフリー化の促進 ◎バリアフリー化改良工事 道路建設課

② 無電柱化の促進 ◎無電柱化推進事業 道路建設課

③ 予防保全型維持管理の推進
◎橋梁長寿命化修繕事業
○道路舗装維持管理

道路建設課

① 公園施設の適切な整備・改修

◎新たな公園の整備
◎中野区公園再整備計画による再整備
◎哲学堂公園再整備
◎トイレ環境の改善
○公園遊具更新・点検事業

公園課

②
安全・安心で快適に利用できる
環境づくり

○適切な樹木管理
◎防犯カメラの設置
◎園内灯のLED化

公園課

③ 公園運営及び利活用の促進 ◎民間活力の活用 公園課

① 公共交通利用を促す意識啓発
○モビリティ･マネジメント
◎新技術を活用した移動の活性化

交通政策課

② 区民の快適な移動と回遊の確保
○新公共交通サービス事業
◎新たなモビリティの導入

交通政策課

③
公共交通を補完する自転車利活
用の推進

○自転車シェアリング事業
○自転車通行空間の整備
○自転車利用の促進

交通政策課
道路建設課ほか

④ 自転車利用の環境整備と適正化

○放置自転車対策
◎自転車駐車場整備
◎自転車駐車場運営・環境改善
○民間自転車駐車場整備促進

交通政策課
中野駅周辺まちづくり課ほか

① エネルギーの効率的利用の推進

○環境形成型のまちづくり
◎建物の省エネルギー化・再生可能エネルギー転
換促進
○道路整備における低炭素材料利用の推進

環境課
建築課ほか

②
みどりを活かしたゆとりある環
境の形成

○道路・公園等における熱環境緩和
○木材利用の推進
○道路・公園等における緑化の推進

環境課
道路建設課
公園課ほか

③
環境負荷の少ない交通環境の形
成

○モビリティ･マネジメント
○自転車通行空間の整備
○自転車利用の促進

交通政策課
道路建設課ほか

④ 区民等の環境配慮行動の促進
◎環境普及啓発
○他自治体との環境交流事業
◎再生可能エネルギー設備等導入支援

環境課

⑤ 熱中症・猛暑対策の推進 ◎熱中症・猛暑対策事業
企画課
保健予防課ほか

① ごみ減量・3R普及啓発
◎資源・ごみの分別・排出ルール等の普及啓発
○3R意識普及啓発

ごみゼロ推進課

②
適正なごみの収集・運搬と資源
回収

◎びん・缶・ペットボトル等の回収・資源化事業
○集団回収の支援
○区民・事業者への排出指導

ごみゼロ推進課

歩きたくな
るまちづく
りの推進

道路・橋梁
の着実な整
備・改修

多様なニー
ズに応じた
みどりのあ
る魅力的な
公園づくり

誰もが利用
しやすく、
円滑に移動
できる交通
環境の整備

脱炭素社会
の推進と気
候変動への
適応

ごみの減量
やリサイク
ルの推進

住生活の安
定の確保と
向上の促進

43

44

45

46

47

48

42

快適で魅力
ある住環境
をつくる

環境負荷の
少ない持続
可能なまち
をつくる

19

18
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主な事業 所管課主な取組

（主な事業の凡例）
　◎：新規・拡充事業　○：推進事業

政策 施策

③ 食品ロス削減の推進
○食品ロス削減普及啓発
◎区内事業者・大学等と連携した食品ロス削減事
業

ごみゼロ推進課

① 緑化推進に向けた普及啓発

○花と緑の祭典
○みどりの貢献賞
○みどりの教室
○園芸緑化相談事業
○公園等花壇支援事業

環境課

② みどりのネットワークの構築
○各駅・地区まちづくりと連携したみどりの空間
整備事業
◎街路樹の管理

環境課
公園課ほか

③ 質の高いみどりの確保・創出
○緑化計画書制度
○生け垣・植樹帯設置助成制度
○樹木・樹林・生け垣の保護及び助成

環境課

④ 生物多様性保全の推進
○区民生き物観察会
◎生物多様性に係る普及啓発事業
○ビオトープ等の設置

環境課
子ども教育施設課

① 犯罪被害防止のための対策

○特殊詐欺未然防止普及啓発
○自動通話録音機貸与事業
○中野区防災・防犯情報メールの配信事業
○消費生活普及啓発事業

防災危機管理課
区民サービス課

② 地域の防犯・見守り体制の強化

○学校情報配信事業
○通学路見守り支援事業
◎通学路安全対策事業
○防犯設備整備事業
○防犯資機材等支援支給事業
◎消費者被害防止に向けた安全支援連携の充実

防災危機管理課
区民サービス課
子ども・教育政策課ほか

③ 自転車の交通安全対策
○交通安全普及啓発事業
◎自転車点検整備等促進事業

防災危機管理課

①
感染症予防・拡大防止に向けた
啓発

○感染症予防普及啓発
○感染症発生動向調査
○施設等に対する感染症予防指導

保健予防課

② 感染症拡大防止策の強化

○定期・任意予防接種
○結核対策
○服薬確認推進事業
○積極的疫学調査
○HIV等性感染症検査

保健予防課

③ 感染症に対応できる人材の育成
○医療機関等との実践型訓練
○専門研修
○地域感染症対策ネットワーク推進

保健予防課
保健企画課

① 宿泊施設の監視指導
○旅館業許可施設監視指導
◎旅館業及び住宅宿泊事業の条例見直し

生活衛生課

② 食の安全・安心の確保
○飲食店等の監視指導
○食品衛生講習会
○食の安全・安心懇談会

生活衛生課

③
衛生害虫等の適正防除及び愛護
動物との共生推進

○自主防除普及啓発事業
○適正飼養普及啓発事業

生活衛生課

④ 公害への対策 ○公害相談・指導 環境課

⑤
物品の蓄積等による不良な生活
環境の解消

○物品の蓄積等対策事業 環境課

みどりの保
全と創出の
推進

犯罪や事
件・事故の
防止と消費
生活の安全
の推進

感染症の予
防と拡大防
止

安全・安心
な生活環境
の確保

49

50

51

52

安全・安心
な生活環境
と防犯まち
づくりを進
める

20
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施策の成果指標一覧

出典 現状値
目標値

（2030年度）

① ユニバーサルデザインの理解度 中野区区民意識・実態調査
47.9％

（2025年度）
54％

②
社会全体における男女の地位が平等だと
思う区民の割合

中野区区民意識・実態調査
17.6％

（2025年度）
23.6％

①
地域に暮らす外国人と交流する機会があ
ると思う区民の割合

中野区区民意識・実態調査
12.6％

（2025年度）
25％

②
生活に必要な情報発信が充実していると
思う外国人の割合

中野区資料 ― 75％

①
住民同士の交流の場があると感じている
区民の割合

健康福祉に関する意識調査
29.7％

（2022年度）
40％

② 地域活動を行っている区民の割合 健康福祉に関する意識調査
20.9％

（2022年度）
25％

①
区民活動センターを身近に感じる人の割
合

健康福祉に関する意識調査
19％

（2022年度）
25％

②
区民活動センター集会室利用率（15施設
の平均）

中野区資料
48.8％

（2024年度）
60％

①
中野区の文化的環境に満足していると思
う区民の割合

中野区区民意識・実態調査
35.5％

（2025年度）
45％

②
子どもの文化・芸術の鑑賞、体験機会が
あると思う区民の割合

中野区区民意識・実態調査
25.5％

（2025年度）
35％

①
公募ワークショップの実施団体数（個人
主催を含む）

中野区資料
36団体

（2024年度）
60団体

②

中野区の街の魅力(ブランドイメージ）
としてふさわしいと思うものに「アニ
メ、サブカルチャー文化やコンテンツ産
業が豊富」を選択した区民の割合

中野区区民意識・実態調査
49.0％

（2025年度）
60％

① 経営支援（相談）の件数 中野区資料
778件

（2024年度）
850件

② 区内民営事業所数
経済センサス基礎調査、活
動調査

11,962件
（2021年）

12,500件

①
デジタル地域通貨（ナカペイ）の流通総
額

中野区資料
1,894,114,000円
（2024年度）

2,000,000,000円

②
商店街イベントでデジタル地域通貨（ナ
カペイ）を活用したイベント数

中野区資料 ― 15件

①
中野駅周辺を利用する際に不満を感じて
いる区民の割合

中野区区民意識・実態調査
45.0％

（2025年度）
43％

②
中野駅の乗車人数（1日平均）のJR東日
本エリア内での順位

鉄道事業者公表資料
17位

（2024年度）
15位

9
中野駅周辺における
新たな魅力や価値の
創出・発信

6
魅力的な地域資源の
発掘・発信

7
持続可能な地域経済
を支える中小企業の
振興

8
商店街の活性化支援
によるにぎわい空間
の創出

3
人のつながりと愛着
が生まれる地域づく
り

4
地域の自主的な活動
の推進と環境づくり

5
誰もが身近に文化芸
術に親しめる環境づ
くり

施策 成果指標

1
平和・人権・多様性
の尊重

2
多文化共生のまちづ
くりの推進

293



出典 現状値
目標値

（2030年度）
施策 成果指標

①
区が特に力を入れていると感じる施策に
「駅前などの重点的まちづくり」を選択
した区民の割合

中野区区民意識・実態調査
27.9％

（2025年度）
40％

②
中野駅周辺における都市基盤整備の進捗
率

中野区資料
60.0％

（2024年度）
100％

①
「中野区子どもの権利に関する条例」の
認知度

中野区区民意識・実態調
査、中野区子どもと子育て
家庭の実態調査

大  人：32.8%
(2025年度)

子ども：36.9％
（2024年度）

大　人：52.8％
子ども：55.4％

②
「自分のことが好きだ」と思う児童・生
徒の割合

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

小学生：70.6％
中学生：64.3％
（2024年度）

小学生：84.3％
中学生：76.8％

①
授業が「よくわからない」と感じる困窮
層の子ども（小・中学生）の割合

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

小学生：26.3％
中学生：45.0％
（2024年度）

小学生：20％
中学生：40％

②
「がんばれば、むくわれると思う」と答
える子ども（小・中学生）の割合

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

小学生：79.6％
中学生：72.9％
（2024年度）

小学生：85％
中学生：80％

① 虐待を理由とする一時保護の再保護件数 中野区資料
0件

（2024年度）
0件

②
要保護児童対策地域協議会の専門研修受
講者数

中野区資料
183人

（2024年度）
228人

①
自分たちの学習や生活をよくするための
話し合いや活動に、すすんで取り組んで
いる児童・生徒の割合

中野区学力にかかわる調査
小学校：72.0％
中学校：76.3％
（2024年度）

小学校：80％
中学校：85％

②
授業でPC・タブレットなどのICT機器を
週3日以上使っている児童・生徒の割合

全国学力・学習状況調査
（文部科学省）

小学校：67.2％
中学校：75.5％
（2024年度）

小学校：100％
中学校：100％

①
自分が通う小・中学校の児童・生徒であ
ることの満足度

中野区学力にかかわる調査
小学校：81.0％
中学校：80.9％
（2024年度）

小学校：100％
中学校：100％

②
「学校生活支援シート（個別の教育支援
計画）の作成にあたり、学校と話し合う
ことができた」と思う保護者の割合

学校教育に関する保護者ア
ンケート

84.4％
（2024年度）

95％

①
「地域や社会をよくするために何かして
みたい」と思う児童・生徒の割合

全国学力・学習状況調査
（文部科学省）

小学校：80.2％
中学校：71.7％
（2024年度）

小学校：90％
中学校：80％

②
まつりやイベントなどの地域の行事に参
加したことがある児童・生徒の割合

中野区学力にかかわる調査
小学校：86.0％
中学校：85.6％
（2025年度）

小学校：90％
中学校：90％

①
「教育・学習環境」に対する保護者
（小・中学校）の満足度

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

51.9％
（2024年度）

60.3％

②
「公立学校の施設」に対する子どもの満
足度

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

67.1％
（2024年度）

76.1%

15
一人ひとりの子ども
の状況に応じた教育
と支援の充実

16

特色ある学校づくり
と家庭・地域との協
働による学校運営の
推進

17
一人ひとりの可能性
を伸ばす学校教育の
充実・支援

12
生活に困難を抱える
子育て家庭への支援

13
児童虐待の未然防
止、早期発見・早期
対応

14
子どもたちの「生き
る力」を育む教育の
充実

10

中野駅周辺まちづく
りにおける都市基盤
の整備と多様な都市
機能の誘導

11
子どもの権利保障と
意見表明・参加の促
進
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出典 現状値
目標値

（2030年度）
施策 成果指標

①
「ほっとできる居場所がない」と思う子
どもの割合

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

小学生：3.1％
中学生：3.0％
（2024年度）

0％

②
保護者からみた「遊び・憩いの環境」に
関する満足度

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

25.5％
（2024年度）

40.5％

①
妊産婦に対する妊産期相談支援事業実施
の割合

中野区資料
97％

（2024年度）
98％

②
子育てサービスを必要に応じて利用でき
た割合

子育て支援に関するアン
ケート調査

95.6％
（2024年度）

98％

① 保育所等利用待機児童数 中野区資料
0人

（2025年度）
0人

②

「中野区保育の質ガイドライン」を知っ
ている保護者のうち、ガイドラインが教
育・保育に役立てられていると感じる保
護者の割合

保護者満足度調査
92.8％

（2024年度）
100%

① 療育相談件数 中野区資料
431人

（2024年度）
600人

②
区立施設における医療的ケア児の受け入
れ数

中野区資料
9人

（2024年度）
15人

①
中野区に住み続けたいと思う保護者の割
合

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

69％
（2024年度）

88.8％

②
区内の住宅の環境に満足している子育て
家庭の割合

中野区子どもと子育て家庭
の実態調査

50.4％
（2024年度）

60％

①
社会や地域との関わりのうち、地域活動
やNPOなどの活動に参加した20歳代、30
歳代の割合

中野区区民・意識実態調査
17.8％

（2025年度）
26.2％

②
若者相談対応により課題の解決に至った
件数（実人員）

中野区資料
59件

（2024年度）
75件

① 高齢者の緊急連絡カード作成率 中野区資料
17.2％

（2024年度）
30％

②
地域包括支援センターを身近に感じる人
の割合（50 歳代以上）

健康福祉に関する意識調査
22.2％

（2022年度）
30％

①
「長期療養が必要になった場合に可能な
限り自宅や実家で過ごしたい」人の割合

健康福祉に関する意識調査
36.4％

（2022年度）
60%

②
「主治医と十分連携が取れているケアマ
ネジャーの割合」

高齢福祉・介護保険サービ
ス意向調査

47.8％
（2022年度）

57％

①
収入のある仕事を月1回以上している65
歳以上の区民の割合

高齢福祉・介護保険サービ
ス意向調査

28％
（2022年度）

35％

②
60歳代以上における地域活動を行ってい
る割合

健康福祉に関する意識調査

60歳代:35.1％
70歳代:27.3％

80歳以上:35.0％
（2022年度）

50％

24
高齢者が安心して暮
らし続けることがで
きる体制の充実

25

高齢者を支える医療
や介護・生活支援
サービス等の提供体
制の充実

26

多様な交流・つなが
りを育み、いつまで
も活躍できる環境づ
くり

21

特別な配慮を必要と
する子どもとその家
庭への一貫した相談
支援体制の充実

22
子育てしやすい住環
境の充実

23
若者の社会参画支援
の充実

18
多様な子どもの居場
所づくりの推進

19
妊娠から子育てにか
かる切れ目ない相談
支援体制の充実

20
将来を見通した幼児
教育・保育の実現
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出典 現状値
目標値

（2030年度）
施策 成果指標

①
住民主体サービスを提供する地域団体等
の数

中野区資料
23団体

（2024年度）
30団体

②
体操や軽運動など介護予防のための通い
の場への参加状況

高齢福祉・介護保険サービ
ス意向調査

20.8％
（2022年度）

25％

①
「成年後見制度」という言葉や仕組みを
知っている人の割合

健康福祉に関する意識調査
29.4％

（2022年度）
46％

②
養護者による高齢者・障害者虐待の通
報・届出に対応できた割合

中野区資料
100％

（2024年度）
100％

①
アウトリーチチームが対応して適切に支
援につなげた割合

中野区資料
61.7％

（2024年度）
82%

② 自殺死亡率（10万人対）
地域における自殺の基礎資
料（厚生労働省）

17.6人
（2020年から2024
年の5年平均）

13.3人

①
障害福祉サービスを利用していない理由
のうち、「サービスを知らない」「利用
方法がわからない」の割合

障害福祉サービス意向調査
30.8％

（2022年度）
10％

②
入所施設から地域移行した障害のある人
の数（2015年度からの累計数）

中野区資料
18人

（2024年度）
36人

① 生活保護から自立した世帯数 中野区資料
245世帯

（2024年度）
245世帯

②
生活困窮者を対象とした就労支援を受け
就労した割合

中野区資料
61.8 ％

（2024年度）
75％

①
一般就労による定期的な収入のある障害
者の割合（15歳以上65歳未満）

障害福祉サービス意向調査
44.4％

（2022年度）
47％

②
障害者に対する理解が「ある程度進んで
いる」、「十分に進んでいる」と回答し
た人の割合

障害福祉サービス意向調査
31.9％

（2022年度）
42.5％

①
オレンジカフェ等認知症のある人やその
家族が集える場所の設置数

中野区資料
20箇所

（2024年度）
25箇所

②
認知症の症状や基本的な対応方法を知っ
ている人の割合

健康福祉に関する意識調査
28.1％

（2022年度）
45％

①
1回30分以上の運動を週1～2回以上行っ
ている区民の割合

中野区区民意識・実態調査
61.4％

（2025年度）
66％

②
障害者の外出の主な目的における趣味・
スポーツの割合

障害福祉サービス意向調査
28.7％

（2022年度）
36.7％

①
自身の健康状態が「よい」と思う区民の
割合

健康福祉に関する意識調査
81.9％

（2022年度）
90％

②
食べ物や食生活に関して栄養バランスや
規則正しい食生活を心がけている人の割
合

健康福祉に関する意識調査
55.1％

（2022年度）
60％

33
認知症のある人とそ
の家族を支える環境
づくり

34
誰もが身近に運動・
スポーツ活動に取り
組める環境づくり

35
健康的な生活習慣が
身につく環境づくり

30
障害者への相談支援
体制と地域生活移行
を支える環境の整備

31
生活に困窮している
人の自立に向けた支
援の充実

32
障害者の就労や社会
参画の推進

27
区民が主体的に取り
組む介護予防の推進

28
権利擁護と虐待防止
の推進

29

多様な課題を抱えて
いる人やその家族の
早期発見・早期対応
の推進
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出典 現状値
目標値

（2030年度）
施策 成果指標

①
地域の救急医療体制が整っていると思う
人の割合

健康福祉に関する意識調査
77.8％

（2022年度）
85.8％

②
病院や医療機関の便がよいと思っている
人の割合

中野区区民意識・実態調査
87.9％

（2025年度）
90％

① 区立図書館利用登録者数 中野区資料
52,184人

（2024年度）
65,000人

②
区内における生涯学習の機会が充実して
いると思う区民の割合

中野区区民意識・実態調査
27.3％

（2025年度）
35％

①
不燃領域率（防災まちづくり事業対象地
区）

中野区資料
64.4％

（2024年度）
70％

② 住宅の耐震化率 中野区資料
92.8％

（2024年度）
100％

① 地域自主訓練等参加人員 中野区資料
40,741人

（2024年度）
43,000人

② 飲料水・食料を備蓄している区民の割合 中野区区民意識・実態調査
飲料水　64.8％
食　料　58.1％
（2025年度）

飲料水　75％
食　料　70％

① 西武新宿線5駅周辺の居住人口 中野区資料
160,191人

（2024年度）
167,000人

②
西武新宿線5駅周辺の居住者のうち、中
野区を住みやすいと思う区民の割合

中野区区民意識・実態調査
93.8％

（2025年度）
95％

①
中野坂上駅、東中野駅、新中野駅周辺の
居住人口

中野区資料
85,146人

（2024年度）
87,000人

②
中野坂上駅、東中野駅、新中野駅周辺の
居住者のうち、次世代も中野区に住んで
もらいたいと思う区民の割合

中野区区民意識・実態調査
66.7％

（2025年度）
70％

①
定住意向理由として「家の広さなど居住
環境がよい」を選択した区民の割合

中野区区民意識・実態調査
13.4％

（2025年度）
15％

② 空き家率(戸建て) 住宅・土地統計調査
3.8％

（2023年度）
3％

①
住まい周辺の生活環境について、「景観
や街並みについて」を「よい評価」とし
た区民の割合

中野区区民意識・実態調査
75.2％

（2025年度）
77.8％

②
外出時に休憩できるところが少ないと感
じている割合

中野区区民意識・実態調査
57.5％

（2025年度）
44.8％

① 道路バリアフリー化率 中野区資料
35.4％

（2024年度）
43.1％

② 無電柱化優先整備路線の進捗率 中野区資料
18.5％

（2024年度）
31％

42
住生活の安定の確保
と向上の促進

43
歩きたくなるまちづ
くりの推進

44
道路・橋梁の着実な
整備・改修

39
災害に強い体制づく
り

40
西武新宿線連続立体
交差事業を契機とし
たまちづくりの推進

41
各地区の特性に応じ
たまちづくりの推進

36 地域医療体制の充実

37
生涯にわたり学び続
けることができる環
境づくり

38
防災まちづくりの推
進
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出典 現状値
目標値

（2030年度）
施策 成果指標

① 公園や広場の利用者満足度 中野区区民意識・実態調査
68.8％

（2025年度）
70％

② 公園や広場の利用率 中野区区民意識・実態調査
33.7％

（2025年度）
36％

① 区内移動の快適性に関する満足度 中野区区民意識・実態調査
57.3％

（2025年度）
68.8％

② 駅周辺の自転車放置率
駅前放置自転車の現況と対
策（東京都）

4.6％
（2024年度）

4％

① 区内の二酸化炭素排出量
オール東京62市区町村共同
事業提供資料

850千t-CO2
（2022年度）

570千t-CO2

②
環境に配慮した取組を行っている区民の
割合

中野区区民意識・実態調査
90.4％

（2025年度）
98％

① 区民1人1日あたりのごみ排出量 中野区資料
425ｇ

（2024年度）
400ｇ

② 燃やすごみの中の資源化可能物の混入率 中野区資料
28.3％

（2024年度）
22.3％

① みどりの豊かさに対する区民の満足度 中野区区民意識・実態調査
67.0％

（2025年度）
71％

② 緑被率・みどり率 中野区資料
緑 被 率 16.14％
みどり率 17.46％

（2019年度）

緑 被 率 16.14％
みどり率 18.32％

① 自転車関与事故件数 東京都資料
362件

（2024年）
320件

② 刑法犯認知件数 東京都資料
2,094件

（2024年）
1,800件

① 感染症の予防を心がけている人の割合 健康福祉に関する意識調査
94.8％

（2022年度）
98％

② MR（麻しん・風しん）第2期予防接種率 中野区資料
90.2％

（2024年度）
95％

①
旅館業監視施設のうち、指摘事項があっ
た施設の割合

中野区資料
38.4％

（2024年度）
25％

②
公害等の苦情・相談に対する年度内対応
完結の割合

中野区資料
98％

（2024年度）
100％

51
感染症の予防と拡大
防止

52
安全・安心な生活環
境の確保

48
ごみの減量やリサイ
クルの推進

49
みどりの保全と創出
の推進

50
犯罪や事件・事故の
防止と消費生活の安
全の推進

45
多様なニーズに応じ
たみどりのある魅力
的な公園づくり

46
誰もが利用しやす
く、円滑に移動でき
る交通環境の整備

47
脱炭素社会の推進と
気候変動への適応
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